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巻 頭 言 
 

平成１８年４月より、滋賀医科大学看護学ジャーナルの編集委員会委員長を仰せつかり、この度、

委員長として活動して初めての巻が出来上がりました。今回の第5巻はシンポジウム抄録１を含めて、

原著１１、報告１０、資料３、総説１、計 26 編の論文を投稿頂き、委員会で全て掲載受諾致しました。

本年の委員会の活動は、昨年度今本委員長が率いて多くの改革をされた後で、かつ昨年度も委員会で

あった先生方に助けられレールの上に乗って走っているような安心感で務めさせていただきました。 
昨年度、多くの点を整備・改革いただきジャーナルの体裁は整いましたが、論文形式や査読のあり

方、編集の進め方など本看護学ジャーナルの質の向上と評価を高めるために、今後、さらなる前進に

向けて改善すべき点の検討・努力に吝かではありません。取り敢えず、今回の編集で気付いた点につ

いて幾つか指摘させて頂き、問題提起とさせていただきます。          
投稿規定には、研究論文の形式について、原著と報告・資料という明確な区別がされています。最

終的には編集委員会が決定することになっていますが、これまでは著者の意向に従って、査読者の指

摘がなければ、著者の意向を尊重して編集委員会では積極的に形式変更を求めることは余りなかった

ようです。委員会で討議されるのは査読者が形式変更を求めた場合、特に原著ではなく報告が望まし

いなど、“格落ち”への指摘があった場合です。しかし、原著の方が研究論文としての価値が高いと投

稿規程に謳われ、実際に外部からもそのような目で評価されるとすると、明瞭な一定の基準で不統一

や不公平のないように編集委員会での原著の査定を強化すべきと思われます。今回のように、多くの

論文を投稿していただきつつも、原著としての採択については委員会で総合的に判断させていただく

というものです。 
査読は色々な職位の先生方にお願いしています。一般的に学会誌では評議員の中でも関連分野の専

門家が査読をすることが多いので査読の精度は上がります。本誌では論文数、査読者数、編集時間、

若手育成などの兼ね合いもあり、若い先生方にも査読をお願いしています。若い先生方の研鑽の場と

していただきたいと思います。 
私自身も英文誌・邦文誌多くの査読にかかわってきましたが、いまだに完璧な査読をするのは難し

いように思います。私が思うに完璧な査読とは、当該論文の研究背景を十分に理解していなければ、

その論文の、いわゆる priority を評価することはできません。研究内容も細分化された今日では、研

究方法も十分には理解できないこともありえます。日々の多忙な業務の中で、時間を見つけて、これ

らを学習しなければならないこともあります。また、単に批判に終わるのみならず、どのようにすれ

ば論文が生かされるかまで前向きに助言するとなると、また十分な実力が要求されます。このような

査読に向けての内的努力の積み重ねが研究能力の向上に寄与するところは大きいと思いますし、引い

ては本誌の評価を高める底力になると確信しています。 
さらに、本誌の評価の向上に関しては、学外の査読者も含めた“外部評価の導入”が必要ではない

かと思われ他施設との査読に向けて再度（以前試みられたとも聞いています）模索検討したいと思い

ます。看護学科の研究レベルの向上に向けて看護学ジャーナルの担う責務は大きく、より良いジャー

ナルにするために微力ではありますが努力したいと思います。些細な改革も積み上げれば大きくなり

ます。皆様方のご助言・ご示唆を頂けましたら幸いです。 
 
平成 19 年２月 滋賀医科大学看護学ジャーナル 

編集委員長  安田  斎 
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第19回日本看護研究学会近畿・北陸地方会シンポジウム 

「看護における倫理的課題―教育、研究、臨床、地域の視点から―」 
 

シンポジスト：瀧川薫氏、安藤光子氏、北島謙吾氏、池田裕子氏 
司会：玉里八重子氏・任 和子氏 

 
キーワード：看護、倫理的課題、教育、研究、臨床、地域 
  
Ⅰ シンポジウムの趣旨 
玉里八重子（滋賀医科大学医学部看護学科） 
抽象的概念である「倫理」は、現代の医療を取り巻く

環境の変化によって病者や障害者の生活を見つめなおし、

生命や権利が脅かされず自分らしい生き方を捉えなおす

ことの重要性を示しているものと思われる。看護界・医

療界における具体的な倫理的問題を直視し、その感受性

を洗練させることが早急の課題となっている。 

今回、日本看護研究学会近畿地方会シンポジウムにお

いて、看護界の教育・研究・臨床・地域においての分野

での第一人者としてご活躍の 4 名の先生から日常的に感

じておられる問題点およびさまざまな工夫に焦点を当て、

ご講演を頂いた。教育の視点から瀧川先生は、演習など

における学生間や臨地実習における学生と対象者間の関

係において倫理的課題とその視点を、研究者として北島

先生には個人研究における具体的な倫理的課題に関する

状況を、臨床における看護実践から安藤先生には具体的

看護対象者の事例によって倫理的課題の取り組みを、地

域看護実践から池田先生には長岡京市個人健康情報ガイ

ド総合システムの実施による倫理的配慮の実践に関する

お話をいただいた。 

このシンポジウムを通して、情報革命や社会意識の変

容の中で、人々の暮らしがいきいきするにはどのような

関係が現実的なのかなど、「看護における倫理的な課題」

を具体的に語っていただくことによって、そのリアリテ

イが各分野での共感をもたらした。そして、最もホット

であり正解のない倫理の課題を、会場の参加者とともに

考えることができた。このようにして、さまざまな人々

の位置からの思いとあり様が、それぞれの人々の意思を

通わすことや、その努力によって構築されることを示唆

したと思われる。 

 
Ⅱ  看護学教育の視点から 
瀧川薫（滋賀医科大学医学部看護学科） 
 近年、看護基礎教育では、学生の看護倫理観を育成す

る教育プログラムと教育方法が求められている。同時に

看護学教育では、個人情報保護の問題やハラスメントの

ような倫理に関連する諸問題も常に付いて回っている。 
 「ICN看護師の倫理綱領」の前文に、「看護には、生き

る権利・尊厳を保つ権利、そして敬意のこもった対応を

受ける権利などの人権を尊重することが、その本質とし

て備わっている」と、されている。また、看護師や看護

学生が自己の経験に基づき倫理的ジレンマの事例をこの

倫理綱領の行動基準に照合し検討していくことや、グル

ープワークを通して倫理的意思決定とは何かということ

を明確にし、倫理的行動基準に合意を図れるように議論

すべきであるとしている。国内でも、文部科学省の「看

護教育の在り方に関する検討会」からの答申において、

「大学における看護実践能力育成の充実に向けて」で、

看護実践を支える技術学習項目が挙げられ、看護ケア基

礎形成の方法の 3 番目に人間尊重・擁護の方法が提示さ

れている。報告書「看護実践能力育成の充実に向けた大

学卒業時の到達目標」でも、人の尊厳と人権擁護、利用

者の意思決定などに関する倫理の教育や評価方法が具体

的に示されている。一方、看護基礎教育における倫理の

科目名は「看護倫理」「生命倫理」「倫理哲学」「医療倫理」、

そしてそれらを組み合わせた教員の専門性や力量に応じ

たものとなっているのが現状である。また授業内容は、

患者の人権と尊厳、インフォームド・コンセント、倫理

原則、安楽死や尊厳死、ICN による倫理綱領、プライバ

シーや守秘義務が一般的である。その他の項目として、

脳死・臓器移植、中絶、病名告知、延命治療、遺伝子治

療、拘束・抑制、医療過誤、ヒヤリハット、暴力、看護

治療の方針の対立と、広範囲なテーマが教材として扱わ

れ、教員が教育の中に具体的で実践的な視点で盛り込む

ことが問われている。したがって看護教員は、倫理的原

則に関する基本的な知識を確実に身につけていることが

必要だと思われる。一例として、滅菌ガーゼを素手で扱

ってはならないという指導の際、単に感染に対する医学

的知識による清潔・不潔だけでなく、患者に対する無加

害の原則という倫理的原則を学生に教授することが重要

となる。教育上の具体的戦略として、個人あるいは集団

で生じているジレンマを倫理的問題として学生に検討さ

せる場合のアプローチ方法として、価値の対立への着目

がある。例えば、誤嚥のため食事を禁止するべきか、ま

たは食べたいという患者の意思を尊重すべきか等といっ

た、臨床で遭遇する諸問題について倫理原則に基づき検

討することは、クリティカル・シンキング(批判的思考)
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やディベート能力を養い、効果が高い。その際、様々な

問題や状況には、価値観・信念・人生観といった背景が

存在することを明確にする場を設け、学生として整合性

のある見解を持てるよう指導することが重要である。 
学内における倫理的課題として、身体的露出を要する

技術演習での学生のプライバシー問題や相互体験による

学生の権利等の問題がある。また実習では、学生が受持

つ患者からの同意の問題や、侵襲性の高い技術や異性患

者へのケアを学生にどこまで実践させるのかという点も

検討が必要である。さらに、実習指導の際に、学生の人

格が十分に尊重されているかどうかも重要になる。この

ような倫理的判断能力や倫理的感受性の育成は、基本的

に講義や事例検討によるもので可能だと思われる。また、

看護学生は患者の個人情報を入手して看護者のケアの一

部を担うので、実習記録の取り扱い等でなんらかのルー

ルを早急に作成し、実習生・患者と家族・関係者に示す

必要がある。今後は基礎教育において個人情報を取り扱

う場合が多くなるため、患者を擁護するような記録方法

を教育の基本とすることが必要である。また、看護者の

守秘義務と個人情報保護法に関する責務の基盤となる人

権尊重の意識を高める倫理教育を意識して、日常の講義

や演習・実習の中で展開することも大切である。   
教員に求められる教育姿勢として、以下のようなものが

考えられる。 
１．看護者の基本的責務に関する教育 
２．臨地実習でのインフォームド・コンセントのあり方

検討と実施 
３．臨地実習で学生が知り得た患者とその家族に関する

情報守秘義務の遵守 
４．実習記録の記載方法と管理・保管の問題 
さらに、倫理教育は何らかの理論に基づく必要がある。 

例として、トンプソンの倫理的意思決定を行う際に辿る 
10段階ステップのモデル理論やコールバーグの道徳的推 
論の 6 段階論、レストの４構成要素モデルなどがある。

また、様々な状況におけるクリティカル・シンキン 
グに基づく思考プロセスが重要である。よって、教員自 
身も倫理的裏付けのある思考過程と言動の表明を常日頃 
から意識しておくことが望まれる。さらに今後は、学生 
と他者との双方向型コミュニケーションを体験できる授 
業のあり方や、教員の関わり方が大切になると考えられ 
る。 
  
Ⅲ 研究の視点から 
北島謙吾（京都府立医科大学） 
近年看護教育の高等教育化に伴って、看護学の研究・

発表がますます活発に行われるに至り、従来にも増して

研究対象者への倫理的配慮および当該研究への倫理審査

が不可欠なものとなってきた。 

看護系大学は、1970 年代全国に 8 大学しか無かったが、

90 年代半ばには 40 大学、2006 年には 140 大学と飛躍的

に増加してきた。そして、看護系の学会への発表演題数

も急激に増加してきた。看護科学学会を例に取ると、1990
年には75演題だったものが、90年代半ば300余演題、2003
年には468演題まで増えてきた。 
そもそも看護研究が人を対象とする以上、研究が病院

の内外、大学の内外また規模を問わずいかなるレベルで

あっても、個人の生命・安全、尊厳・権利、個人情報を

守りながら十分な説明と同意を得て実施することが最低

条件といえる。そして、科学的根拠に基づいて個人の福

利やケアの向上に寄与する研究でなければならないとい

える。 
 今回、人を対象とした自分の研究を振り返りながら、

研究対象者の方々にどの様に向き合い、どの程度の関係

を形成して調査・研究に臨んできたかを述べる。また、

対象者への研究説明や研究参加同意、個人情報の守秘、

研究成果の還元などの倫理的配慮、さらには学会発表等

を通した一般公開までの一連の研究倫理原則についても

述べたい。 
 一方、大学レベルでの医学研究倫理審査（疫学・保健・

看護領域専門委員会）の現状も示し、看護における倫理

的課題を考えたい。 
１． 個人研究にみる倫理的配慮 
まず、私個人の学位審査論文「精神障害者の社会的参

加の促進に関する研究、デイケア通所者の新たな労働に

影響を及ぼす要因の分析」（2001年度）について、どの

様なプロセスを経て対象施設および対象者個々に対して

倫理的配慮を行ったかを以下に述べる。 
・近畿4保健所デイケア、東海３保健所・1病院デイ 
ケア計８ヶ所のデイケア責任者への研究計画書の提出と

許諾 
・対象者約130名との研究協力関係形成のため、一定 
期間デイケアへの参加・支援 
・事前の調査趣旨説明を文書及び口頭で実施 
・対象者のプライバシーの保護､回答中断の権利保障 
・調査当日の再説明と書面同意、尊厳への配慮 
次に、「地域の精神障害者支援施設におけるパソコン・

インターネット利用」に関する研究では、本学研究倫理

審査委員会の承認審査を経て実施したのは元より、対象

者に対しパソコン・インターネット利用のルール・マナ

ーを含めた注意事項の了解を前提とした。 
対象者への研究参加協力は、書面・口頭で説明し、書

面にて同意を得て調査を実施してきた。本研究は、対象

者のプライバシーと権利擁護に最大限配慮してきたため、

科学研究費補助を受けて順調に２年の期間を終える予定

である。 
その間、学会発表を通して研究成果を一般に公表し、
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研究対象者個々に対しては本研究成果を分かり易い表現

と言葉で還元する試みを随時行ってきた。 
２．大学における医学研究倫理審査（疫学・保健・看護

領域専門委員会） 
看護研究では人間を対象とする研究が多く、対象者の

人権擁護のため、一定の指針にそった倫理審査が必要で

ある。そのため、看護系大学における研究倫理審査委員

には一般の立場を代表する学外者や人文社会学分野、看

護職の委員の参加が不可欠であると思われる。 
本学の研究倫理審査委員会の構成は、随時 5 名構成の

「疫学・保健・看護専門小委員会」、定例15名構成の「医

学倫理審査委員会」に対し看護職委員が各々参加してい

る。 
３．看護研究における倫理的課題 
 看護を取り巻く状況に呼応して、看護研究においても

今後以下の事柄が重要と思われる。 
・看護者個々の研究倫理原則の遵守 
・看護系学会における倫理規定など研究倫理に配慮する

体制の確立 
・看護系大学など教育機関における研究倫理審査体制の

確立 
 
Ⅳ 臨床の視点から 
安藤光子（滋賀医科大学医学部附属病院） 
 現在、リエゾン精神看護専門ナースとして活動してい

る。専門看護師としての役割に、2004年から「倫理調整」

が加わった。その実践から、看護の倫理的課題とその解

決への取り組みを紹介したいと思う。臨床の倫理を取り

巻く最近の状況として、看護倫理の知識の重要性、個人

情報保護法、病院機能評価機構や今後診療報酬に取り入

れられると考えられている看護必要度などの医療制度に、

説明責任や意思決定支援等が組み入れられるなど、めま

ぐるしく変化がある。一方で、在院日数の短縮化や医療

の高度化、患者の権利意識の高まりからの医療への要求

と不信など、急性期医療の現場の看護師は、医療事故を

起こさず業務をこなすことに精一杯で、倫理的ジレンマ

や葛藤に向き合うエネルギーが搾り出せない現状がある。

それはまた、倫理的感受性の高い看護師を疲弊させるこ

とにもなっていると考える。 
 看護師の倫理的行動を支援するものとして、求められ

ていることは以下の２点ではないかと考える。一つは、

倫理的決定や行動に向かうための知恵が必要であり、そ

の知恵を出し合う、困難な問題に向き合うことを支えあ

う関係を作っていく、「調整力」。二つ目は、出し合った

知恵を集積し、共有し、そこからシステムをつくってい

くことである。 
一つ目の実践の一例を紹介する。外来で、薬物依存を

疑われる患者の希望どおりに注射をすることの是非を、

医師に投げかけたとき、「どうしろっていうの、俺だって

困っているんだ」と返された。「私に、取り扱わせて欲し

い」と引き受け、いくつかの外来や事務職を含めた関係

職種間の調整をし、「医療機関としてできることとできな

いこと」の約束を患者と取り交わし、対応を取り決めた。

倫理的決定は、関わる全員にとってどの選択もつらく、

苦しいために、それぞれが孤立してしまう状況に陥りや

すい。孤立させずに、協力的な関係へと繋いでいく「調

整力」が不可欠である。 
二つ目は、がんの告知についての事例である。手術を

２回受けたものの転移が発見され、治療の見込みがない

状態となった患者の夫は、本人に話さないと決めていた。

ナースコールが頻回となって相談された私は、ホスピス

ケア認定看護師と協働でケアに関わることにした。ホス

ピスケア認定看護師が、夫に「話しをするとしたら、今

がチャンスですよ」とアプローチしたことから、夫は本

人に話すことを決意した。「どのように悪い知らせを伝え

るか」に悩む医師に、患者の精神的フォローを約束した

が、同席は断られた。ホスピスケア認定看護師と看護師

長に相談し、中堅看護師に同席と「伝え方」を医師に上

手にアドバイスしてくれることを依頼した。患者は嘆き

悲しみつつも、翌日には私のところに来られ「これから

どうしたらいい？」と尋ねられ、一度家に帰ることを望

まれた。 
一つ目の事例は、薬物依存患者への専門的な知識と技

術がなければ、倫理的調整が難しい例である。二つ目は、

がん患者へのインフォームド・コンセントにまつわる倫

理的課題の調整を看護師間の連携をしながら行った事例

である。インフォームド・コンセントのタイミングや伝

え方の工夫、その後のフォローなど、このような事例の

知識と知恵の積み重ねを共有していくことよって、中堅

以上の看護師によって調整可能な事例ではないかと考え

る。専門看護師として直接「倫理調整」に関わることに

加えて、「倫理に関する事例検討会」を始めた。この事例

検討会は、「あるべき論や正しさ」を問うことよりも、一

緒に考え、知恵を出し合う場として、また、事実に向き

合う姿勢がある、そういう自分に誇りを持ち、支え合う

場となることを目的としている。 
倫理的な問題では、「あの時」といったタイミングを逃

すことで、向き合うこと、話し合うことが難しくなるこ

とを実感する。「チャンスの女神の前髪をつかめ」という

言葉がある。チャンスを掴むには、ぼやぼやしていては

だめで常に準備をしておくために、何が必要かを具体化

し、集積して、その知恵と人を倫理的課題の解決に利用

する。それによって、看護師の疲弊を防ぎ、倫理を基盤

とした看護ケアを提供していくことが可能になるであろ

うと考える。 
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Ⅴ 地域の視点から 
池田裕子（長岡京市健康福祉部健康推進課） 
長岡京市は、人口78,292人、31,839世帯、65歳以上

人口は13,551人（高齢化率17.3％）京都大阪の中間に位

置し交通至便な大都市近郊の都市である。（H18.1.1現在） 
市では個人情報の保護に関する法律（以下「法」）が制定

される前の平成 12 年 4 月に長岡京市個人情報保護条例、

情報公開条例等が施行された。また、情報ネットワーク

が配備された平成15年度末に、情報セキュリティに関す

る規定等が定められている。 
 市の保健師は地方公務員としても、守秘義務は課せら

れており、加えてこれらの基本的な個人情報保護の考え

に基づき、保健活動を展開している。 
 地域保健活動は、長岡京市健康情報ガイド総合システ

ム（以下「システム」）を用いて行っている。このシステ

ムは、成老人保健・母子保健などの事業管理、対象者の

把握から健康診査・各種検診業務、各種健康相談・教室、

保健指導・訪問指導、統計資料・報告業務等の業務を包

括的に電子情報化した市独自のシステムである。システ

ムは、保健活動に必要な住記情報や国民健康保険の資格

等を、個人情報の目的外利用として審議会の承認を得て

利用している。 
（１）母子保健活動 
乳幼児健康診査は、当初の目的であった早期発見・早

期治療の観点から虐待予防も含めた育児支援に視点をか

えた。まず親子と保健師が最初の出会いとなる新生児（乳

児含む）訪問を常勤職員が全数訪問（原則）することと

し、以後の健診・教室への参加を促し、相談しやすい基

盤づくりをこころがけた。健診の問診票に、フェイスス

ケール（笑顔から泣き顔など５段階の表情を選択肢とし

て育児をしている親の気分をあらわすもの）を取り入れ、

言語による表現以外でも親の育児状況が把握できるよう

にした。 
 乳幼児健康診査や訪問等で特に経過観察の必要な子ど

もについては、小児科医師による医師発達相談、発達相

談員による心理発達相談、言語聴覚士によることばの相

談等を設け、保健師・管理栄養士等も従事して発達発育

に関する助言指導や医療機関・療育機関の紹介等きめ細

かく対応している。 
 さらに療育や障害児保育を受けるときに必要な情報提

供は、親の了解をもとに、一定の書式にて作成し所定の

決裁をうけ他機関へ提出している。 
（２）成老人保健活動 
 法が施行されたのち、基本健康診査やがん検診の委託

契約書に、「個人情報の保護」「個人情報特記事項」の遵

守を明記した。また、これらの受診票や結果通知書には

健診情報が市へ報告されることや、精検結果について市

から受診者へ問い合わせすることがあるなどを明記して

いる。 
（３）高齢者・障害者への対応 
高齢者の地域ケアシステムでは、所管の高齢介護課や

在宅介護支援センターにおいて相談票を作成するが、他

の関係機関への情報提供について本人、家族の同意を得

ている。また、障害者の支援費制度においても、利用の

申請時に関係機関への情報提供の同意書を本人・家族（保

護者）から得ている。 
（４）まとめ 
個人の保健情報は、本人・家族へ適切な保健や福祉の

サービスを展開するために、他の関係機関へ提供される。 
地域保健活動においても、個人の情報を扱っているとい

う意識を常にもつことと、本人・家族（保護者）との信

頼関係の上で、他へ情報提供することについて、十分説

明することを大事にしている。説明を尽くしても同意が

得られない場合は、他へ情報提供することはない。また、

相談拒否がある場合は、本人・家族が相談希望するまで

目を離さずに待つことも必要と考えている。 
 
Ⅵ まとめ 
任 和子（京都大学医学部付属病院） 
 本シンポジウムでは「看護における倫理的課題」とい

う看護実践においてきわめて重要なテーマについて、看

護学教育、研究、臨床、地域の 4 つの視点から、討議す

る場を与えられた。それぞれの分野で活躍中の 4 名のシ

ンポジストが登壇されたことにより、大上段に構えがち

なテーマを具体的な事象にブレークダウンして考えるこ

とができた。 
看護サービス提供においては、一人ひとりの看護者が

「その時その場で」判断して実施する看護行為を最小単

位として、患者あるいはクライエントのQOLが高まるこ

とを目指している。日本看護協会の看護業務基準には、

「看護業務は保健師助産師看護師法により規定され、か

つ看護倫理に基づいて実践される」と記述されている。

あたりまえに行われる一つひとつの看護行為が倫理原則

に則って行なわれるためには、基礎教育、卒後教育、継

続教育それぞれが連携して専門職教育を行わなければな

らない。また、倫理原則に則った看護行為が習慣化する

には、知識と経験の蓄積とともに、組織としての仕組み

の構築も不可欠である。4名のシンポジストが強調された

ことはこのことに集約できるのではないだろうか。 
倫理的問題が起こったとき、あるいはそれを予防する

とき、その問題に気づくこと、気づいた時それが誰と誰

の間に、あるいは何と何の間に起こったどのような価値

の対立なのかを明らかにすること、さらになぜ対立する

のかを検討しそれを具体的に解決していくこと、これら

に地道に取り組むことが重要であることを確認したシン

ポジウムであった。 
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生体肝移植ドナー調査からみえてきた移植医療における研究課題 

 

倉田 真由美１  武藤 香織２ 
 

１滋賀医科大学医学部看護学科臨床看護学講座 ２東京大学医科学研究所 

 

要旨 

1989年に開始された生体肝移植もいまでは肝不全の治療法として定着しつつある。しかし生体肝移植が従来の治療法と大きく異な

る点は、レシピエントを救うもう一方で、ドナーに多大な身体襲侵を加えるという倫理的問題を抱えているという点である。従って

ドナーの安全性の遵守を前提に施行されなければならない。しかし、2003年5月国内で初めてドナーの死亡が報告された。これを受

け、2005年に大規模なドナー調査が実施され、ドナーが臓器提供後に深刻な身体的、精神的問題を抱えていることが明らかとなった。

ところが生体肝移植が開始されて26年余りが経過した今でもドナーを保護するための法律はなく、各移植施設による自主規制に委ね

られた状況の中ですすめられている。こういった現状の中、今後どのようにして自主規制の実効性を最大限に高め、ドナーの自発性

を担保し安全性を遵守していくかが移植医療の抱える今後の課題であると考えられる。 

キーワード；生体肝移植、ドナー、自主規制、安全性の遵守、自発性の担保、 

 

はじめに 

生体肝移植は、法的、宗教的、文化的な背景から、脳

死臓器移植の実施に慎重な声が多かった日本において進

展してきた先端医療である 1）。1989 年、最初の生体肝移

植が実施され、2004年迄で3000症例以上の移植手術が実

施されている。一方、脳死移植は1997年臓器移植法案が

成立して以降も実施件数は増加せず、2004年迄で28症例

に留まっている2）（図1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 生体肝移植実施件数 

（Japanese Liver Transplantation Society 2005） 

生体肝移植の治療が徐々に従来の治療と並び普及する

中、我が国において2003年右葉グラフトを用いた再手術

で死亡例をみた。この報告を受け改めてドナーの安全性

が問い質されることになり、2005 年に大規模なドナー調

査が実施された。 

この論文では倫理的問題を孕んだまま実用的な治療法

のひとつとして定着しつつある生体肝移植の普及過程と、

この度実施されたドナー調査報告から、今、ドナーがど

のような倫理的問題に曝されているのかについて解明し、

移植医療が現在抱える研究課題を明らかにしようと試み

たものである。 

 

1． ドナー調査までの経緯 

日本におけるドナー不足の背景から、飛躍的に実施件

数を伸ばしている生体肝移植は、その業績と術後の累積

生存率（5年；76.1%）累積生着率（5年；75.0%）2）など

の実績から、健康保険が適応されるようになる。1998 年

には、先天性胆道閉鎖症を主とした一部の小児間移植に

対して適応が認められ、さらに2004年には肝硬変、劇症

肝炎に対する適応の年齢制限も取り除かれた。（注1）こうし

た保険適応の拡大という後ろ盾を受け、近年臓器移植は

最後の救命手段から実用的な治療へと変容した3）。 

このように急速に普及する中、2003年5月国内で初め

てドナーの死亡が報告される。娘に肝臓を提供した40歳

代後半のドナーが術後肝不全となり、同年 1 月ドミノ移

植を受けるが回復せず2003年5月に死亡している。その

後報告された死因によると、残存肝（28％）が少なかっ

たこと及び非アルコール性脂肪性肝炎（NASH）（注2）が原因

であったことが明らかにされた。そしてこの事件をきっ

かけに再びドナーの安全性が問い直されることになる。 

こうしたドナーの死亡報告を受け2002年に発足された

「生体肝移植ドナー体験者の会」では臓器提供後の身体

の安全性に疑問を抱き、臓器提供後のドナーの実態調査

の実施と調査内容の開示及びドナーの身体リスクに関す

るデータの見直しを盛り込んだ要望書（注3）を2003年2月

に厚生労働省に提出する。この要望書によると「移植直

後に合併症にかからなかったドナーでも移植手術により、

今後起こるかもしれない体調不良に不安が常にある」、

「ドナーの健康状態の追跡調査さえ、きちんとおこなわ
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れていない現状である」等が明記されており、臓器提供

後今日まで継続した身体管理が行われていなかった実情

を言及している。またその 2 年後に術後に生じた様々な

身体的な問題（肝機能の回復遅延、肉体的違和感、体力

への不安など）を抱えたまま、1998 年以降成人に対して

移植が拡大されていく状況に対する危機感から「生体ド

ナーを守る為の規定策定」を求めた 2 度目の要望書を

2004年2月自民党会長（当時、宮崎秀樹氏）に提出して

いる（注4）。 

これらの要望を受けて厚生労働省特別研究事業の一環

として2005年日本肝移植研究会に“ドナー調査委員会”

が設置される。そして同年『生体肝肝移植における肝提

供者の提供手術後の状況に関する研究（主任研究者；里

見進）』が発足され、国内で初めての大規模なドナーの現

状調査が実施された。 

 

2．2005年に実施されたドナー調査の結果 

1）成人移植の増加 

生体肝移植は当初、胆道閉鎖症を中心とした患児に対

し、その両親のいずれかの肝外側区域あるいは左葉の提

供を受ける方式で開始されてきた。しかし徐々にその適

応を広め、1992年には劇症肝不全に、そして1993年には

成人に対象を拡大するようになり、2001 年ころから成人

移植の実施件数は急増している。18歳未満を小児、18歳

以上を大人と定義し、その比較を見ると、1999 年に１を

超え、2002年には2を超え、2004年には3を超えるよう

になった2）。また2004年の保険適応の拡大による年齢制

限の撤廃に伴い、成人移植は今後ますます増加するだろ

うと推測される。 

こういった近年の成人移植の増加により生体肝移植は

新たな局面を迎えることになる。 

 

2）成人移植が齎らした新たな問題 

2001 年ころから急増し始めた成人移植は、今では過半

数を占めるまでに至る。しかし親から子への小児移植と

は異なり成人移植では、ドナーとレシピエントの続柄（提

供形態）が複雑になり、臓器の授受関係に関連した新た

な倫理的問題を生み出すことになった。 

また摘出する肝臓の大きさも小児移植では 2 割程度だ

ったものが、成人移植では 5 割程度にまで拡大され、ド

ナーへの身体侵襲をより深刻なものにした4）（表1）。 

一方、臓器提供を受けたレシピエントにおいても、成

人移植と小児移植との比較では、成人移植の方が小児移

植よりも有意に予後が悪いことが明らかにされている

（ｐ＜.0001）。これは成人移植の方が、ドナー年齢が高

いことが要因のひとつではないかと推察されており、先

の調査でも成人移植ドナーの年齢を30歳未満、30歳代、

40歳代、50歳代、60歳以上の5群間の比較から有意差が

認められており（ｐ＜.0001）ドナー年齢が低いほど術後

レシピエントの予後が良いことが明らかになっている2）。 

表1 症状別に見た回答者の特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（日本肝移植研究会,2005） 

3）ドナーの術後の経過 

2003 年までに受療した生体肝移植ドナー体験者を対象

に実施した調査結果では、臓器提供術後退院してから受

診をしていたドナーは27％、退院後受診した経験のない

ドナーは 73％にも及び、7 割以上のドナーが退院後病院

を訪れていないことが明らかになった。しかし “臓器提

供後経過が順調に回復した”と回答した者は61.1%と非受

診者数の7割に満たず、残り約4割（38％）が “経過が

悪かった”または“どちらともいえない”と答えていた4）。 

では具体的にどのような身体症状が出現しているのだ

ろうか。最も多い術後の症状は、“傷の引きつれ、感覚の

麻痺”であり、術後3ヶ月まででは50.1%、1年まで36.1%

が創部に違和感を抱いていると回答している。次に多い

のが“疲れやすい”であり、この症状は術後 3 ヶ月まで

で35.1%、1年まで27.6%が感じている。その他“腹部の

膨満感・違和感”や“傷のケロイド”“食欲不振”“胃腸

の痛み”“下痢や便秘”などの症状が残存することが明ら

かになった4）。 

こういった術後の様々な症状からドナーのボディイメ

ージは変容し、自らの健康に対する自信が損なわれ、将

来の健康に対する不安を感じているドナーは多く“今後

の健康に不安を感じる”と回答する者が38.9％にも及び、

そのうち成人移植で44.3％、成人移植が小児移植を上回

るようになった 2001 年以降に手術を受けた人が 45.9％

と多くなっている。また術後の経過を振返っての総合的

な評価では、“大変良かった・または良かった”と回答し

た者は 88.3％、“どちらともいえない”と回答した者は

9.1％、“よくなかった・大変よくなかった”と回答した

者は僅かではあるが2.4％認められた4）。このように今回

のドナー調査結果から、ドナーが臓器提供後、身体的、

精神的に深刻な問題を抱えているということが明らかに

なった。 

 

3．ドナー調査の結果講じられてきた対策 

先のドナー調査の結果を受け、日本肝移植研究会は「ド

  小児症例 成人症例 

性別 女性が多い 男性が多い 

年齢 中央値35歳 中央値44歳 

 年齢層狭い 年齢層広い 

提供形態 親⇒子が多い 多様 

死亡例 少ない 多い 

手術時期 2000年以降が5割 2000年以降が8割 

提供部位 右側の切除が2割 右側の切除が5割 
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ナーの臓器提供後の支援体制」と「術前説明の見直し」

の大きく 2 つを目的とした『生体肝移植ドナーの安全性

とケア向上のための研究班（主任研究者；里見進）』を設

置、対応策の検討と施行を2005年から開始する。 

ドナーの健康不安に対する術後の支援体制に関しては、

2005年5月全国12箇所にドナー外来を設置。また2006

年にはドナー健康管理手帳（兼、診療情報提供）を作成

し本年度より各移植施設に設置配布している。 

もうひとつの目的である、術前に提供する情報の整理

と施設間格差の解消に対しては、2006 年に日本肝移植研

究会に登録されている移植施設 108 施設に対し、現行で

使用している説明文書を回収し、掲載項目及び収載率を

解析している。そしてその結果は「生体肝移植ドナーの

安全性とケア向上のための研究班（主任研究者；里見進）」

平成17年度総括・分担研究者報告としてまとめられ各移

植機関に配布された5）。 

この説明文書の解析結果の一部が2006年7月毎日新聞

に掲載された。以下記事の内容を抜粋すると『提供を途

中で辞退する権利があることについて、資料に記載され

ていたのは59％（24施設）にとどまり、不徹底さが浮き

彫りになった。 このほか資料への記載率が低かったのは

「移植のおおまかな流れ」（17％）、「傷や痛み」（12％）

など。逆に記載率が高かったのは、「術後の合併症と治療」

（93％）、「入院期間」（76％）などだった。（毎日新聞.7

月 23 日朝刊.（永山悦子）』6）。この記事の記述では、約

半数のドナーが途中辞退が可能であることを知らされて

いないような懸念を抱く。しかし実際には臓器提供まで

の経緯において移植医の他に、移植コーディネーター、

精神科医師、倫理委員など複数の第三者が間に入り再三

に渡るドナーの意思確認が行われている。そもそも説明

文書とは、ドナーが持ち帰り自宅で復習できるよう便宜

を図ったものにすぎず、術前説明においてドナーにこれ

だけは最低限理解して欲しいと思われる項目を医療側が

取り上げて掲載した印刷資料である。この資料を基に口

頭説明が実施されている。従って説明文書に掲載されて

いる内容しか説明されていないという訳ではない。しか

しドナーの不安を解消するためにも、ドナーが臓器提供

に関して知りたいと思う事項や、不安に感じている事項

についての掲載は充実させるべきである。ところが、ド

ナー調査結果でドナーが臓器提供後、最も不安を抱いて

いた、“傷の回復に要する期間”や“肝臓切除後の日常生

活上での諸注意”などの日常生活に即した具体的な注意

事項の掲載が現行の説明文書では記載が乏しいことが判

った。説明文書の解析結果では、“傷や痛みについて”を

掲載している施設が12％、“移植治療の大まかな流れにつ

いて”は17％とドナーの欲する情報が十分に掲載されて

いなかった。そこで同研究班では今回の解析結果を反映

した説明文書の修正加筆を勧告している5）。 

またこの他の施策に、ドナーの術前説明の理解状況を

査定する『理解度チェックシート』や、ドナーの自発性

を担保することを目的とした試みとして『自己点検シー

ト』などを作成。ドナーが臓器提供に伴う様々な弊害を

鑑みて冷静に意思決定が行えるための補助具として、各

移植機関において術前説明の中で利用できる簡便なチェ

ックシートを提案し活用を勧めている5）。 

 

4．今後の課題 

2005 年のドナー調査から臓器提供後、身体面・精神面

に様々な影響を及ぼしていた事実が明らかになった。そ

してこの調査結果を受け、ドナーの健康不安に対する対

応策が一昨年から講じられてきた。またドナー調査の結

果を術前説明に今後反映することで、ドナー候補者が術

後に生じる身体面、精神面への影響について理解を深め

られ、その上で臓器提供の決断を行うことができる。こ

うした受療側のニーズに適った情報を提供することは、

ドナー候補者に同意を得る上で必要不可欠なことである。 

医療現場で同意を得るには、『情報の開示』『理解』『自

発性』の3つの要素が不可欠であると言われている7）。ド

ナー経験者から得られた情報を盛り込み、術前説明を改

善することで必要な『情報の開示』と、治療に対する『理

解』の促進という点が充足できると考えられる。 

しかし、もうひとつの要素である『自発性』に関しては

どうだろうか。生体移植はドナーの自発性に基づき臓器

提供が為されて初めて成立する治療である。ドナーの自

発性を遵守し、いかなる状況にあっても第三者からの教

示や影響が加わってはならない。つまりドナー側からの

救済意識に基づく施与行為によって臓器提供が行われな

ければならず、決して第三者からの軋轢や教唆があって

はならない。しかし自発性をどのように正当に評価し、

担保するかは非常に難しい問題である。 

この難しい問題が現在、各移植施設の自主規制に任せら

れた状況にある。このため第三者評価を行う組織や委員

会なども全ての移植施設に付帯されておらず、倫理委員

会などの移植関連委員会の設置が明文化されている施設

は全体の3分の1を下回っている5）。現状では安全性遵守

のための適正なドナー評価基準も、自発性の評価及び担

保に関しても、何ら指針が示されておらず、また規制や

罰則もないのが実状である。 

こうした状況の中で、2003 年ドナーの死亡という悲報

が伝えられた。そして今年に入っても50歳代の女性のド

ナーが下半身麻痺になるという事例が報告されている（注

５）。また、自発性に関しても、小児移植の場合専業主婦

の母親がドナーに選出され易い状況にあるという、臓器

提供におけるジェンダーの不均衡の問題が近年報告され

ている3）。これらの相次ぐ悲報は自主規制の中で実施する

ことの限界を示唆しているのではないだろうか。 
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そこで現在、自主規制という括りの中で、各移植施設

においてドナーの安全性の遵守及び自発性の担保はどの

ように遵守されているのか現状を調査することが急務で

ある。現状調査により各施設における取り組みを明らか

にし、近い将来、これを基にガイドラインあるいは何ら

かの指針の作成に取り組まなければならない。 

移植施設数は保険適応の拡大に伴い、2000年までは45

施設だったのが、2005年には54施設にまで増加している。

これらの移植施設が現行では何ら法的規制も指針もない

状況の中で移植治療を今後も実施していくには、いかに

自主規制の実効性を最大限に高めていくことができるか

が今の段階における移植医療が抱える課題である。 

 

5.結論 

生体肝移植が開始されて26年余りが経過した今でもド

ナーを保護するための法律はなく、各移植施設による自

主規制に委ねられた状況の中ですすめられている。こう

いった状況の中、自発性の担保及び安全性の遵守に対し

どのようにして自主規制の実効性を最大限高めていくか

が今の移植医療の抱える課題である。 

今後も生体肝移植治療がひとつの治療法として普及す

るからには、安心して受療できる治療環境の整備に医療

は責務として取り組まなければならない。従って、何ら

かのガイドラインや指針を示してかなければならない。 

そこで現在、自主規制の下、どのように自発性の担保

及び、安全性の遵守が図られているのか現状を調査研究

することが急務であると考える。 

 

補注 

(1) 2004 年に拡大された健康保険適応疾患は、非代償性

肝硬変（ウイルス性を含む）、劇症肝炎、肝癌（最大

径5cm 単発もしくは最大径3cm で３個以下の腫瘍で

遠隔転移と血管侵襲を認めないもの）、胆道閉鎖症、

原発性胆汁性肝硬変、原発性硬化性胆管炎、アラジ

ール症候群、バッドキアリー症候群、先天性代謝性

肝疾患（家族性アミロイドポリニューロパチーを含

む）である。 

(2) 「非アルコール性脂肪性肝炎」（NASH）飲酒をし、又

は少量を飲むだけの人が、アルコール性肝炎と同じ

ような肝臓の状態になる疾患。 

(3) 平成15年2月4日に「生体肝移植ドナー体験者の会」

が日本肝移植研究会に対し特に以下の 3 点に関して

要望書を提出した。①「日本肝移植研究会は今年 4

月、1834例について提供者の健康状態を調査7にお

ける調査対象は誰なのか、どのような基準で施行さ

れたのか。②「生体肝移植」においては、左葉摘出

か右葉摘出かによってその後身体に与えるリスクに

関するデータの信憑性が問われる内容であることか

らの見直し③日本肝移植研究会研究会が実施する

「追跡調査」の内容の公開。以上を求めた要望書を

提出した。 

(4) 2004年2月10日生体肝移植ドナー体験者の会は生体

ドナーの抱える提供手術後の問題、①ドナーの再手

術、再入院 （イレウスや胃の変形、胆汁漏れ等）

②肝機能の回復の遅れ（術後半年以上肝機能が戻ら

ないケース）③術後長期にわたる肉体的違和感（傷

周辺の鈍痛や部分的皮膚感覚の麻痺、お腹が張り易

い）④将来における体力への不安感 ⑤患者の死に

伴う精神的な苦悩（患者を救えなかったという焦燥

感や自責の念、等）⑥家族、親族間の人間関係の問

題（離婚、離散、絶縁等）⑦職場における評価の変

化⑧高額な医療費（移植手術費用、提供者の術後の

医療費の工面）などに対し処遇の改善を求めた要望

書を提出。要望書には今回の「臓器移植法改正案」

の中に、「生体ドナーを守る為の規定策定」を取り入

れることとし、 ①ドナーの要件を法的に明確にする。 

②ドナーへのケアを保証する。 ③ドナーとなる事に

伴う費用を術前、術後ともに保険適用とする。 ④ド

ナーの術後の経過に関する継続的な調査の実施と実

態把握を移植実施施設及び関連学会に対して義務付

けることなどを求めた。 

(5) 群馬大学附属病院において夫に肝臓の一部を提供す

る手術を受けた50歳代の女性が下半身不随になった。

病院側は手術チームの技術が未熟だった可能性があ

るとの調査結果をまとめ報告している。 

 

引用文献 

1）桑原晴子；「生体肝移植に関する心理臨床学的一考察 

京都大学大学院教育学研究科附属臨床教育実践教育

センター紀要.6.2002.pp74-86. 

2）日本肝移植研究会：肝移植症例登録報告．移植,40

（6）,518-526.2005. 

3）Kaori MUTO,Ph.D.：How we should explore gender 

issues in medicine.ICU WS資料 

4）日本肝移植研究会：生体肝移植ドナーに関する調査報 

告．（2006.12.20）http://jlts.umin.ac.jp 

5）武藤香織・倉田真由美・長谷川唯；生体肝移植ドナー 

候補者のための説明と意思確認の過程見直しのため 

の提言①.平成17年度厚生労働省特別研究事業「生体 

肝移植ドナーの安全性とケアの向上の為の研究（主任 

研究者；里見進）」2006.pp29-46. 

6）毎日新聞.2006.7.25.朝刊. 

7）FADEN,RUTH R.；Informed consent.みすず書 

房.1994.pp242-256. 

 



滋賀医科大学看護学ジャーナル,5(1),13-18 

－ 13 － 

糖尿病性腎症から透析となった患者の障害に対する思い 

－非糖尿病性腎症の透析患者との比較－ 
 

佐名木宏美 1  瀧川薫 2 
1滋賀医科大学大学院医学系研究科 2滋賀医科大学医学部看護学科臨床看護学講座 

 
要旨 
 本研究の目的は、糖尿病性腎症から透析となった患者の障害への思いを捉え、その思いの時間的経過を明らかにすること

と、非糖尿病性腎症の透析患者との差異について比較検討することである。慢性維持血液透析を受けている原疾患が糖尿病

性腎症の患者２名と非糖尿病性腎症の患者２名それぞれに半構成的面接を実施し、分析を行った。その結果、糖尿病性腎症

の透析患者、非糖尿病性腎症の透析患者の透析や障害に対する思いは、それぞれ 6 つのカテゴリーに分類可能で、時間的経

過から相違点が明らかとなった。また比較分析から、糖尿病性腎症の透析患者が障害を肯定的に捉えるための看護実践とし

て、発症前も含めた自己意識の確認と社会受容に対する働きかけが重要であるとの知見が得られた。 

 
キーワード：糖尿病性腎症の透析患者，障害に対する思い，中途障害  

 

はじめに 
透析患者は年々増加傾向にあり、2005 年末現在で

257,765 人であり前年より 9,599 人も増加している状況

にある。また、それらの中でも糖尿病性腎症が原疾患と

なって透析導入に至る患者(糖尿病性腎症 diabetic 
nephropathy：DNによる血液透析hemodialysis：HD：

以下、DNHD患者と略す)は、2005年では透析導入患者

全体の 42.0%を占め、今後も漸次増加が予測される１）。

しかし、DNHD 患者は非糖尿病性腎症患者と比較して、

生存期間が長くなった場合には、生命予後が不良となる

ことが指摘されている 2)。また、稲垣は「非糖尿病性腎不

全の人が生活に直結する不安をもっていたが糖尿病性腎

不全の人は生きることそのものへの思いが強い」3)と述べ

ている。このことからも DNHD 患者は、私たち看護者

が想像する以上に自分自身の生命予後に対して強い危機

感を感じていると考えられる。さらに DNHD 患者は、

生命予後の不安と対峙しながらも、日常生活において食

事・水分管理という治療にも積極的に取り組んでいかな

くてはならない。これらのことは、患者にとってきわめ

て大きなストレスになることが考えられる。 
 また DNHD 患者は、透析導入する時点で既に糖尿病

性網膜症による視覚障害や糖尿病性神経障害で日常生活

に何らかの支障を来していることが多い。これらの障害

は、非糖尿病性腎症患者では見られることが少なく、

DNHD患者が抱える障害の特徴でもある。このことから

も、DNHD患者は、他の疾患から導入となった透析患者

と比較して生命予後に不安を抱えつつ、同時に日常生活

に支障をきたす様々な障害と対峙しながら生活すること

を余儀なくされる。すなわち DNHD 患者は、腎臓障害

だけではなく視力・神経障害という中途・重複障害を抱

え、またその障害を受容しながら生活していかなければ

ならないのである。しかし、看護者は DNHD 患者を中

途・重複障害を持つ患者という視点でケアができている

のであろうか。また実際に、中途・重複障害を持った

DNHD 患者はどのような障害への思いを抱きながら

日々生活しているのであろうか。 
透析室に勤務する看護者は、中途・重複障害を持つ

DNHD患者の心理を理解した上で、有効なケアや教育を

実施していくことが重要である。しかし、中途・重複障

害を持つ DNHD 患者の障害への思いを明らかにした研

究はこれまで見受けられなかった。   
そこで、私たちは DNHD 患者の障害への思いを明ら

かにし、またそれが非 DNHD 患者と比べどのような違

いがあるのかを確認したいと考えた。 
 
研究目的 
 本研究の目的は、糖尿病性腎症から透析導入となった

患者の障害への思いを捉え、その思いの時間的経過を明

らかにすることである。また、障害への思いを非糖尿病

性腎症の透析患者と比較検討を行う。 
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研究方法 
用語の操作的定義 
障害：本研究における障害とは、腎臓・視力・神経障害

など疾患の合併症による中途障害を指す。また、

患者は障害により活動と参加に制限をきたしてい

る状態と定義する。 
研究デザイン 
 本研究は、患者個々の障害に対する思いとその時間的

経過を把握することから、質的帰納的分析方法を用いた

研究デザインとした。 
調査期間 
 平成17年11月1日から11月31日までである。 
研究協力者 
 研究協力者は、調査協力が得られた透析クリニックで、

看護師長から紹介を受けた原疾患が糖尿病性腎症の透析

患者２名と非糖尿病性腎症の透析患者２名である。 
倫理的配慮 
 本研究は、協力施設の院長より承認を受けて実施した。

対象者には、研究の目的・方法と本研究の参加の有無に

より治療および看護になんら影響がないことを説明した。

また、研究によって得られたデータは匿名性を保ち、研

究結果は個人が特定できないようにプライバシーの尊

重・保護に配慮する。以上のことを、口頭および文章に

て説明し、同意を得た。 
データ収集方法 
 データは、それぞれの患者に対してインタビューガイ

ドを使用して半構成的面接法を実施し、収集した。面接

内容は、対象者に了解を得た後に録音を行い、逐語録と

して記述した。インタビューガイドは、① 病気・障害に

対する思い、② 透析の受容状態、③ 障害者としての思

い、④精神的な辛さや不安、⑤ 自分自身をどのように捉

えているか、⑥ 社会参加していると感じているか、⑦ 自
分自身の今後の目標や期待、⑧ 医療従事者に対する思い

について、以上８項目である。 
データ分析方法 
 データ分析方法は、ＫＪ法の手法を取り入れた分析を

採用した。分析手順は、面接によって得られた内容から

逐語録を作成し、障害への思いに関するデータを意味の

ある文節に区切りを入れた。次に、関連のありそうな文

節同士のカテゴリー化を行い、カテゴリーが 小の数に

なるまで繰り返し、 終的にカテゴリー名として見出し

をつけた。その後に、カテゴリーの時間的経過について

図解化した。透析患者は、透析導入前および透析導入後

から長期間を経て現在に至っている。時間的経過を図解

化した理由は、その時間的経過により、障害に対する思

いは変化している可能性があると考えたためである。し

たがって、本研究ではカテゴリー化した後に時間的経過

を踏まえて図解化を試みる順序とした。 
 
結果 
対象者の背景 
 DNHD患者は、年齢50歳代の男性1名と女性1名で

無職であった。非DNHD患者は、年齢は40歳代の男性

1 名と女性 1 名で有職者であった。対象患者は、原疾患

発症から約 15～20 年以上経過した後に透析導入となっ

ている。また、透析導入前にシャント作成の手術を行な

った計画透析導入であり、緊急透析導入ではない。透析

年数は、DNHD 患者は 3~7 年、非 DNHD 患者で 5~8
年であった。 
面接時間 
 面接時間は平均40分であり、面接回数はそれぞれ１回

ずつである。 
分析結果 

DNHD患者、非DNHD患者それぞれの逐語録から透

析や障害に対する「思い」について語っていると考えら

れる文脈をラベルとして抽出した。ラベルは、DNHD患

者 56 文脈、非DNHD 患者 31 文脈であった。ラベルは

可能な限り患者の語りから方言を標準語に変換し、読み

手に理解し難いと思われる語りには研究者が言葉を補足

した。以下、DNHD患者、非DNHD患者のカテゴリー

名を記述する。   
DNHD患者における透析や障害に対する思いは、【将

来に対する予期不安】，【透析と疾患に対する受容困難】，

【透析や生活や自分自身に対する思い】，【生きる上での

満足感獲得の欲求】，【障害に対する否定的な思い】，【人

生における後悔】の6つのカテゴリーであった。また、

非DNHD患者では、【透析を時間と共に受容】，【透析と

生活における葛藤】，【透析と生活との均衡】，【透析と生

活と自分自身との均衡】，【第３者の存在】，【障害、透析

を肯定的に捉える】の、同じく6つのカテゴリーであっ

た。 
以下に、DNHD患者および非DNHD患者のカテゴリ

ーと主なサブカテゴリーを記述する。なお文中の表記に

ついて、カテゴリーは【】、サブカテゴリーは《》で示す。 
1) DNHD患者の透析や障害に対する思い 
 【将来に対する予期不安】では、近い将来においての

自分の生死も含めた不安を持っており、《インスリンを多

く打つまでに死ぬだろう》，《死んで無縁仏になるのが心

配》，《10年がめどだと思っている》などが見られた。【透

析と疾患に対する受容困難】では、透析導入後の現在で

も透析や疾患を受容していない状況を表わしており、《透

析はしているけど、いまだに納得していない》，《年いっ

ても透析しなくてはいけないなら死んだほうがまし》な

どが見られた。【透析や生活や自分自身に対する思い】で
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は、透析導入するまで考えてもいなかった自分自身と生

活に対する思いのことで、《諦めが早くなった》，《やって

みたいことが何もない》などが見られた。【生きる上での

満足感獲得の欲求】では、自己に対する満足感を獲得し

たいという欲求を表わしており、《行けたら当てのない旅

に出たい》などであった。【障害に対する否定的な思い】

では、障害により自分の思うとおりの生き方ができない

ことによって、障害を否定的に考えていることで、《自分

でもやはりハンディがあると思っている》，《目が悪いか

ら一人でどこにもいけない》，《友達と食事に行く時はイ

ンスリンも隠れて、後ろ向いて打っています》などが見

られた。【人生における後悔】では、健常な時と透析導入

後の現在の状態との違いから患者が後悔を感じているこ

とを表しており、《達者なときは仕事に一生懸命になって

いてこんなこと思っていなかった》などが見られた。 
2) 非DNHD患者の障害や透析に対する思い 
 【透析を時間と共に受容】では、透析導入前からゆっ

くりと透析を受容しており、《透析はしょうがないと言っ

たらしょうがない》，《これしか道がないので、続けてい

くしかない》などであった。【透析と生活における葛藤】

では、主に透析導入前から導入直後の様々な葛藤や思い

が述べられており、《生活がやっていけるかという不安が

あった》，《仕事のことがどうなるのかという部分が心配

だった》などであった。【透析と生活との均衡】では、透

析導入による葛藤はあったが、生活や役割を効果的に意

識することで均衡を保っており、《透析は生活の一部とし

て》，《子供が学校に行っているから、頑張らなくてはい

けない》，《仕事をしていなかったら逆に身体がコントロ

ールできていなかった》などであった。【透析と生活と自

分自身との均衡】では、将来を見据えたうえで、透析と

生活をうまく調整し、またそれが自分のライフスタイル

であると感じており、《20年とか30年とか長いこと安定

してされている人がいるので、あまり不安がない》，《今

の状態をできるだけ長い間維持できるように自分の生活

や状況を整えていきたい》などであった。【第３者の存

在】では、自分の近くに存在する第 3 者に対する思いと

期待を表わしており、《周りは透析をかわいそうというイ

メージがある》，《みんなが頼ってくれるからやりがいを

感じている》などであった。【障害、透析を肯定的に捉え

る】では、障害者としての位置と役割を肯定的に捉えて

おり、《障害者手帳は有り難い》，《透析しながらも元気で

あることを皆さんに知ってもらいたい》などであった。 
また、各カテゴリーの時間的経過についてDNHD患

者、非DNHD患者それぞれで図解化を行った。 
 
 
 
 

3)  DNHD，非DNHD患者の時間的経過 (図1，2) 

透析導入前 透析導入 現在

透析や疾患に対する受容困難

将来に対する予期不安

透析や生活や自分自身に対する思い

生きる上での満足感獲得の欲求

人生における後悔

未来

障害に対する否定的な思い

 
図1 DNHD患者の時間的経過 
 
 

透析を時間と共に受容

透析導入前 透析導入 現在

第３者の存在

透析と生活と自分自身との均衡

透析と生活における葛藤 透析と生活との均衡

透析を肯定的に捉える
障害

未来

 
図2  非DNHD患者の時間的経過 
 
 
考察 
DNHDの障害に対する思いと時間的経過 

DNHD 患者のカテゴリーと時間的経過から明らかと

なった障害への思いは、【障害に対する否定的な思い】を

持つことにより、【人生における後悔】や【透析や疾患に

対する受容困難】へと繋がっていることが示唆された。

この思いの背景は、健康な時期と現在との自己像に対す

るアンビバレントな思いがあることに関係しているので

はないかと考えられた。DHND患者のカテゴリーにおけ

る【人生における後悔】では、《達者なときは仕事に一生

懸命になっていてこんなこと思っていなかった》と、元

気な時期には考えてもいなかったような状況に陥り、さ
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らに現状が健康な時期とはあまりにもかけ離れているこ

とに悩んでいることが伺えた。本来ならば、50歳代とい

う年齢は、高度産業社会において重要なポストや役割を

持って生活を送ったはずの年代である。  
しかし透析という障害だけでなく、視力や神経障害と

いう障害を背負ったことが、社会や日常生活における重

要な役割を遂行できない自分自身を否定的に捉える要因

となっているのではないかと考えられる。また、時間的

経過を見てみると、【透析と疾患に対する受容困難】と

【障害に対する否定的な思い】が透析導入前から現在に

至っても継続して見られている。障害受容の概念による

と 4)、時間的経過の間に価値転換や段階理論の考え方に基

づき、患者の障害に対する思いは徐々に変化をきたし、

障害を受容していくことが多い。しかし、その過程が本

研究の対象者においては認められなかった。また、臨床

現場においても、DNHD患者が障害を受け止め、前向き

に日常生活とアドヒアランス行動を遂行できているとは

言い難い状況にある。脊髄損傷患者の障害受容をテーマ

とした先行研究では、患者は行きつ戻りつしながら、ま

たアンビバレントな思いを持ちながらも障害を患者なり

に克服していっている 5)。その障害受容を支えた因子とし

て、社会や第３者が患者を支えてくれたことが大きかっ

たと報告されている。 
しかし、DNHD患者においても、週3回の医師・看護

師などの医療スタッフからのサポートおよび他の患者や

患者会などによるピアサポートがあるが、カテゴリーと

して見出されることはなかった。このことから、DNHD
患者に対して私たち看護者は、有効なサポートが行なえ

ていない可能性が示唆されたと言える。したがって、

DNHD患者に対して、個々の障害に対する様々な思いを

知り、患者理解を十分に踏まえた上で、サポートしてい

くことが何よりも重要であることが再認識された。 
 
非DNHD患者の障害に対する思いと時間的経過 
 非DNHD患者は、【透析を時間と共に受容】している

ことにより、【透析と生活との均衡】がとれていることが

示唆された。さらに非 DHHD 患者には、透析導入前か

ら常に第３者の存在があることが明らかであった。この

存在自体が、患者にとってよい影響の場合もあったり、

悪い影響を与えたりする場合もあるが、常にこの第３者

が患者をなんらかの形で支える存在であったことを窺い

知ることができる。 
また、【透析と生活との均衡】カテゴリーのサブカテゴ

リーでは、《仕事があったおかげで何も考えることなく

乗り越えてこられた》など仕事を肯定的に捉えている言

葉が多くあった。仕事という社会との重要な接点および

外界への自らの働きかけによって、患者は障害者という

スティグマを乗り越え、社会人としての役割と達成感を

維持できていると考える。  
水島は、「人間は主体的に外界に働きかけることによ

って、自らを構造化して変化発展してゆく」6)と述べてい

ることより、非 DNHD 患者は外界を透析後も持ち続け

られたことが変化発展に繋がったのではないかと考える。

また、「外界への働きかけは、『自己受容』『現実受容』と

不可分の関係にあり、他者や外界をありのままに感受し、

受け入れることにつながる」6)とも言われており、外界へ

の働きかけは障害受容へと繋がると考える。 
このことよりも、非DNHD患者が【透析を時間と共に

受容】していく過程では、社会との接点と外界への働き

かけが関与している可能性が考えられる。また、非

DNHD患者では腎臓による障害はあるが、視力・神経障

害という日常生活に支障をきたすような直接的な障害を

持っていないことも受容に影響していることが推察され

た。 
DNHDと非DNHD患者との比較 

DNHD と非 DNHD 患者の比較から、DNHD 患者に

おいては【障害に対する否定的な思い】が、【人生におけ

る後悔】と【将来に対する予期不安】を克服できないこ

とに繋がっていた。このことから、DNHD患者は、透析

や疾患を受容できず、自己像に対してアンビバレントな

思いを持って生活していることが考えられる。しかし、

障害を克服できない患者の思いは、発症後の感情や価値

づけで価値転換ができるものではなく、その人自身が今

までの経験で持つことになった感情や価値づけが関係し

てくるのではないかと考える。梶田は、「人が自分自身に

対して現にいだく意識、すなわち自らの身体的あるいは

精神的な特性、社会的な関係や役割、所有するところ等々

をめぐる、今ここでの気づきやイメージが自己意識であ

る。また、意識は流動的なものであり、断片的なものの

流れの底に、その流れのあり方そのものを支え枠づける

ものがある」7)と述べている。すなわち、障害に対する思

いは、糖尿病や腎症に発症してからの自己意識ももちろ

ん関与しているが、今までの人生における体験からの感

情や価値付けなどの自己意識も関係しているものと考え

る。 
したがって、私たち看護者は、患者の障害受容を支え

ていく時には患者の現在の自己意識も大切であるが、長

年の人生における体験から築き上げていった感情や価値

付けを知っておくことも重要であると考える。 
その他の特徴としては、前述のように第3者の存在が非

DNHD 患者と比較し、DNHD 患者にはなかったことで

ある。DNHD患者にとって、第3者の存在が有効的に作

用していないことが考えられる。南雲は、「障害受容とは、

自己受容と社会受容があった。しかし、日本の障害受容

から社会受容が抜け落ちてしまい、障害受容＝自己受容

となった。」8)と述べている。さらに「社会受容は、他者



滋賀医科大学看護学ジャーナル,5(1),13-18 

－ 17 － 

から負わされる苦しみであり、その苦しみを緩和する

もよい方法は、他者がそうしないように心を入れ替えて

もらうことである。」9)と述べている。このことより、

DNHD患者が障害を少しでも肯定的に捉え、前向きに日

常生活が遂行できるためには、患者がどのように社会や

第 3 者と接点を持っているか、そしてそれをどのように

感じているかを知ることも重要ではないかと思われる。

また看護者も、DNHD患者にとり有効な援助者あるいは

第 3 者として関われるように、今後も患者理解に努めて

いくことが重要である。私たち看護者は、患者を単なる

病者や障害者としてみるだけでなく、社会の一員として

生活者としてかけがえのない人であるという尊敬の念で

接し、その気持ちを示していきながらケアや患者教育を

行っていくことが重要であると、あらためて感じること

ができた。 
 
まとめ 
 糖尿病性腎症から透析となった患者の障害に対する思

いと時間的経過を確認するために調査を実施し分析した

結果、以下のことが明らかとなった。 
DNHD、非DNHD患者の障害に対する思いは、それ

ぞれ 6 つのカテゴリーに分類することができた。また時

間的経過としては、DNHD患者では、障害を透析導入前

から否定的に捉えており、このことが治療や生活に否定

的な影響を及ぼしている可能性が示唆された。一方、非

DNHD患者では、第3者の存在や生活との均衡が、日々

の治療状況や生活に対する肯定的な考えに影響している

ことが示唆された。 
また DNHD 患者と非 DNHD 患者との比較により、

DNHD 患者に対する看護実践においては発症前も含め

た自己意識の確認と社会受容への働きかけが重要である

ことが明らかとなった。 
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Thought towards the disability of dialysis patients from diabetic nephropathy 

-Comparison with dialysis patients with renal diseases other than diabetic nephropathy- 
‐ 

 

Hiromi Sanaki1 ，Kaoru Takigawa2 

1. Faculty of Nursing, Graduate School of Medicine, Shiga University of Medical Science 

2. Division of Mental Health and Psychiatric Nursing, Shiga University of Medical Science 

 
 
Abstract 

The purpose of this study is to investigate the thought against the disability in the dialysis patient from diabetic 

nephropathy, to clarify the time course of the thought, and to compare the difference from the thought in the 

dialysis patient due to renal diseases other than diabetic nephropathy. Half structural interview have been 

conducted in 2 dialysis patients from diabetic nephropathy and 2 dialysis patients from renal diseases other than 

diabetic nephropathy and the results were analyzed between the two conditions. The thought towards dialysis and 

disability can be classified into 6 categories both in the two types of patients and the change in the thought during 

the time course made clear the difference between the thoughts.    

Taken together, the nursing practice should be directed to understanding the negative thoughts towards 

themselves and surroundings in the dialysis patients from diabetic nephropathy and encourage them to have 

positive attitudes towards their disability. 

 

 

Key-words：Dialysis patients with diabetic nephropathy ，Thought of the disability ，Acquired disability 
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地域における乳幼児歯科保健 

―第１報 乳歯う蝕罹患を規定する属性と歯科保健行動― 
 

上間美穂１ 川井八重１ 畑下博世１ 
菱田知代１ 但馬直子１ 河合優年 2 安田斎１ 

１滋賀医科大学医学部看護学科地域生活看護学講座 2武庫川女子大学教育研究所 
 

要旨 

 Ａ町の乳幼児健診260人の結果から、属性、歯科保健行動、出生順位と、う蝕有病率について分析した。 

１）児の年齢が上がるほど、う蝕有病率を規定する環境要因は影響を及ぼしていた。特に３歳６か月におけるう蝕有病率と関連して

いたのは、男児、出生時の父親の年齢22歳未満の２要因であった。 

２）歯科保健行動は、１日の歯磨き回数３回、仕上げ磨き実施に効果がみられた。おやつ回数３回またはおやつ回数不定はう蝕罹患

と関連がみられた。 

３）出生順位は、う蝕有病率と関連し、特に第４子以上に有意差が認められた。出生順位と歯科保健行動は、歯磨き回数よりも仕上

げ磨きの実施の有無、おやつ回数が影響していた。 

 以上の結果から、出生順位はう蝕罹患に影響することを考慮し、多子を優先して早期から仕上げ磨きと、おやつの回数の指導など

食習慣の指導の必要性があると示唆された。 

 

キーワード：乳幼児う蝕 乳幼児健康診査 出生順位 歯科保健 

 

緒言 

 乳幼児健康診査は子どもの成長・発達のスクリーニン

グ、異常・疾患の早期発見、早期治療の二次予防を目的

としている。う蝕予防は従来より重点がおかれ、う蝕の

好発時期である幼児を中心に１歳６か月児歯科健康診査、

３歳児歯科健康診査において口腔診査・歯科保健指導が

行われてきた。 

 健康日本２１では生涯を通じて健康で生きがいのある

充実した生涯をするため、歯科保健の項目も組み込まれ

「自分の健康は自分でつくる」ことを基本とし、適切な

保健医療サービスをいつでも、どこでも、誰でも等しく

受けられる総合的歯科保健対策が講じられ、具体的にラ

イフステージごとに歯科保健対策を提案している。乳前

歯の萌出期である乳児期では予防、口腔衛生の動機付け

を目的とした取り組みがなされている。う蝕の発生しや

すい乳臼歯の萌出期では、予防、清掃確認、指導、間食

等に関する食生活指導が１歳６か月健診にて実施されて

いる。乳歯う蝕の急増期である乳歯列完成期ではう蝕、

咬合異常の早期発見、早期治療、予防及び定期的フッ素

塗布等の普及が行われている。しかし、地域差、個人差

が非常に大きく指導に関しての課題は依然として存在し

ている。 

 当該県では歯科保健将来構想として、３歳児でう蝕の

ない児を平成11年61.2％から平成22年80％以上と目標

設定し、平成16年の中間実績値は67.9％と効果を上げて

いる。また３歳児の1人平均のう蝕数では平成11年では

1.81本、平成22年では目標値を1.0本以下と設けており、

平成16年中間実績値は1.33本であった。1） 

 乳幼児のう蝕発生は子育て環境が特に影響し、属性は

牧内３）らはきょうだい人数、有田５）武田４）らは出生順位、

有田５）らは母親の年齢がう蝕発生要因として報告してい

る。 

本研究では３歳児健診において平成16年に県内ワース

ト第２位で1人平均う歯数2.35本（県平均1.33本）で

あったＡ町全体の１）属性とう蝕有病率、２）歯科保健

行動とう蝕有病率、３）出生順位と歯科保健行動につい

て検討し、乳幼児健診にて効果のある歯科保健指導を実

施する指標を得ることを目的とした。 

 

研究方法 

１．対象 

平成11年11月～14年12月出生のＡ町全体１歳６か月、

２歳６か月、３歳６か月健診受診者 274 名うち、すべて

の健診を受診した260名。 

Ａ町全体の３歳児健診１人平均う歯数の年次推移は図

１の通りであり、常に県内の平均を上回っている。 

２．方法 

１歳６か月、２歳６か月、３歳６か月健診結果を分析

した。統計解析は SPSS Ver.13 にてカイ２乗検定、ピア

ソン相関を行った。歯科保健結果は、Co（要観察歯）は

含まず、未処置歯、処置歯を含むう蝕が１本でもある子

どもをう蝕あり群として、う蝕有病率を算出した。 
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３．調査項目 

４か月、10か月、１歳6か月、２歳6か月、３歳6か月健

康診査の問診票、質問票、アンケートから属性、生活背

景、年齢、家族構成と妊娠、出産時の状況、栄養、生

活習慣、身長、体重、発達、う蝕、保健指導、育児困

難感、育児不安の項目をデータ入力した。 

４．倫理的配慮 

Ａ町全体個人情報保護条例に基づき「個人情報に関す

る誓約書」を研究者とＡ町全体との間に締結した。滋賀

医科大学倫理委員会の承認を得た。 

 

結果 

Ⅰ 属性 

1．性別 

図２は性別と各乳幼児健診のう蝕有病率を示したもの

である。１歳６か月、２歳６か月、３歳６か月とすべて

の時期において女児より男児のう蝕有病率が高値であっ

た。３歳６か月ではＡ町全体全体で50.4％、男児は55.6％、

女児は43.0％と男児と女児の両群間に有意な差が認めら

れた（p＜0.05）。 

２．出生順位 

 図３は出生順位と各乳幼児健診のう蝕有病率の関係を

示したものである。１歳６か月のう蝕有病率は第４子以

上 33.3％に対し、第１子 2.0％と両間に有意差が認めら

れた（ｐ＜0.001）。また第４子以上と第２子では5.7％（ｐ

＜0.05）、第３子は3.3％（ｐ＜0.05）と第４子以上との

間に有意差が認められた。 

２歳６か月のう蝕有病率は第 1 子 19.4％、第２子

28.1％、第３子28.1％、第４子以上60.0％で、第１子と

第４子以 

上との間に有意差が認められた（ｐ＜0.05）。３歳６か月

ではPeason相関において出生順位とう蝕有病率に正の相

関を認めた（p＜0.01）。 

３歳６か月のう蝕有病率は第４子100％に対し、第１子

42.7％（ｐ＜0.01）、第２子53.9％（p＜0.01）、第3子 

60.6％（p＜0.05）とそれぞれ第４子との間に有意差が認

められた。また第１子は、すべての時期においてＡ町全

体全体の１歳６か月 4.5％、２歳６か月 24.8％、３歳６

か月50.4％より低値であった。 

以上のように２歳６か月、３歳６か月では、第 1 子、

第２子、第３子、第４子以上と出生順位が高くなるほど、

う蝕有病率が高くなる傾向にあった。 

３．出生時の父母の年齢 

図４は児の出生時における父親の年齢区分と各乳幼児

健診のう蝕有病率である。年齢区分は有田ら４）の区分に

基づき分類した。１歳６か月のう蝕有病率はＡ町全体全

体 4.6％に対し父親の年齢が 22 歳未満０％、22-28 歳

3.9％、29-34 歳 4.5％、35 歳以上6.7％と、う蝕有病率

は父親の年齢が上がるほど高値であった。２歳６か月の

う蝕有病率は、Ａ町全体24.4％に対し22歳未満33.3％、

22-28歳15.2％、29-34歳28.0％、35歳以上31.8％とな

り、22歳未満群と22-28歳群間に有意差が認められた（ｐ

＜0.01）。３歳６か月のう蝕有病率はＡ町全体全体50.9％

に対し、22 歳未満は 90.0％と高値を示し他の年齢区分

22-28 歳 42.9％（p＜0.01）、29-34 歳 52.7％(p＜0.05)、

35 歳以上 53.1％（p＜0.05）との間に有意差が認められ

た。 

図５は母親の出生時年齢区分と各乳幼児健診のう蝕有

病率を示したものである。年齢区分は有田ら４）の区分に

基づき前述同様分類した。１歳６か月のう蝕有病率はＡ

町全体4.6％に対し22歳未満0％、22-28歳2.2％、29-34

歳6.7％、35歳以上3.7％であった。２歳６か月のう蝕有

病率は、Ａ町全体 24.4％、22 歳未満 29.4％、22-28 歳

19.8％、29-34歳 24.2％、35歳以上35.7％と22歳未満

群と 35 歳以上が高かった。３歳６か月のう蝕有病率は、

Ａ町全体全体50.9％、22歳未満55.6％、22-28歳42.0％、

29-34歳54.7％、35歳以上55.6％と22歳未満群と35歳

以上群が２歳６か月と同様高値であった。 

４．同居祖父母 

図６は同居祖父母のいる子どもと各乳幼児健診う蝕有

病率である。１歳６か月ではＡ町全体全体4.5％に対し同

居祖父有群は5.6％、同居祖母有群は5.4％。２歳６か月

ではＡ町全体全体24.8％、同居祖父有群26.5％、同居祖

母群25.5％。３歳６か月はＡ町全体全体50.4％、同居祖

父群51.6％、同居祖母群51.9％であり、すべての時期に

おいて祖父母と同居している子どものう蝕有病率はＡ町

全体全体平均に比べ高値であったが統計学的な有意差は

認められなかった。 

 

Ⅱ 歯科保健行動 

１．歯磨き回数 

図７は２歳６か月の歯磨き回数と２歳６か月、３歳６

か月におけるう蝕有病率である。各期ともに歯磨き回数

が増えるほど、う蝕有病率は低くなっていた。１日２回、

3 回歯磨き実施群のう蝕有病率はＡ町全体全体全体より

低値であり、２歳６か月では２回が21.0％、3回は20.0％、

３歳６か月では２回は 48.1％、３回は 30.0％であった。

歯磨き未実施群のう蝕罹患率は２歳６か月50.0％、３歳

６か月は57.1％と高値を示した。 

２．仕上げ磨き 

図８は２歳６か月の仕上げ磨きの実施状況と２歳６か月、

３歳６か月におけるう蝕有病率である。仕上げ磨きを毎

日「実施している」と回答した群のう蝕有病率は、Ａ町

全体よりも低く２歳６か月で 22.0％、３歳６か月は

46.0％であった。「ほとんど実施していない」「あまり実

施していない」と回答した群はＡ町全体よりもう蝕罹患
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図1 ３歳児健診１人平均う歯数の推移
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図４　父親の出生時年齢区分とう蝕有病率
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率は高く、「ほとんど実施していない」と回答した群のう

蝕有病率は、２歳６か月で50.0％、３歳６か月66.7％で

２歳６か月の「実施している」と「ほとんど実施してい

ない」の回答群との間に有意差が認められた（P＜0.05）。 

３．おやつ回数とう蝕有病率 

図９は２歳６か月のおやつの回数と２歳６か月、３歳

６か月のう蝕有病率である。２歳６か月う蝕有病率はお

やつ回数３回33.3％、不定は28.6％とＡ町全体全体より

高かった。３歳６か月のう蝕有病率はおやつ１回32.7％

のみＡ町全体全体より低く、２回 51.2％、３回 66.7％、

不定64.3％とＡ町全体全体より高値であった。また３歳

６か月のう蝕有病率は、おやつ１回と不定に有意差が認

められた（p＜0.05）。 

 

Ⅲ 出生順位と歯科保健行動 

１．歯磨き回数 

 図10は２歳６か月の平均歯磨き回数と出生順位である。

Ａ町全体の平均歯磨き回数 1.40 に比べて、第１子 1.44

回、第２子1.39回、第３子1.32回、第４子以上1.40回

で第２子、第３子で低くなっていた。また２回以上の歯

磨き実施群はＡ町全体39.2％％に対し第１子43.5％、第

２子37.5％、第３子29.0％、第４子以上40.0％と、第３

子において低値を示した。 

２．仕上げ磨き 

 図11は２歳６か月の仕上げ磨き実施状況と出生順位で

ある。Ａ町全体で毎日実施の回答群は78.9％に対し、第

１子82.4％、第２子77.3％、第３子74.2％、第４子60.0％

と出生順位が上がるにつれ仕上げ磨き実施群は低値を示

した。 

３．出生順位とおやつ回数 

図12は出生順位と２歳６か月における１日おやつの回

数である。Ａ町全体平均1.80回に対し、第1子1.71回、

第2子1.90回、第3子1.78回、第４子以上2.25回と第

４子以上の1日おやつ回数は高かった。 

またおやつ回数が３回および不定と回答した群はＡ町

全体21.1％に対し、第１子20.0％、第2子23.0％、第3

子18.8％、第4子以上25.0％と第４子以上で高値を示し

た。 

 

考察 

１． 属性 

 う蝕有病率と今回選択したう蝕を規定する属性などの

環境要因は１歳６か月、２歳６か月、３歳６か月と健診

年齢が上がるにつれ影響していた。 

性別では牧内２）らの報告は、男女の割合は、男う蝕あ

り群50.0％、女う蝕あり群61.6％と女児にう蝕が多かっ

たが、本研究では植松６）ら同様に男児のう蝕が多かった。

性別とう蝕の関連は今後の課題である。 

父母の出生時年齢に関しては有田４）らは母親の出生時

年齢が22歳までの若年群において、う蝕有病率が高いと

し、一方で１歳６か月から３歳６か月までの健診回数を

５回と頻回にした母子保健管理システム群においては、

母親の出産時年齢にう蝕有病率の有意差が認められなか

ったとしている。Ａ町全体では１歳６か月から３歳６か

月まで法定の乳幼児健診に加えて、２歳６か月健診を実

施しており、特に２歳６か月には歯科検診と歯科指導に

重点をおいており、父親の出産時年齢の有意差が認めら

れたのに比して、母親の出産時年齢の有意差が認められ

なかったのは、有田４）らの報告同様の効果がみられると

推測される。 

祖父母の同居とう蝕有病率では、統計学的に関連が認

められなかった。柄崎５）らの研究では農村型３世代家族

のう蝕有病率が高いとされていたが、近年では３世代同

居率が高い地域ほどう蝕は抑制され、専門職による世代

を超えたう蝕予防の取り組みがう蝕有病率に効果をなし

ていると考察している。Ａ町での結果も同様の傾向を示

していると推測されるが、母親以外の昼間の保育者とう

蝕有無の関連２）についても報告がなされていることから、

祖母の養育状況とう蝕有病率だけでなく、平均う歯数や

重症う蝕の有無も含めた検討が必要である。 

２．歯科保健行動 

歯磨き回数は３回以上の実施がう蝕予防に効果がある

と示唆された。特に仕上げ磨き実施は２歳６か月に効果

を示していた。早期からの歯科保健指導により意識づけ

ることが以後の予防に有益である。 

おやつ回数は武田３）らの結果同様に、１日のおやつの

回数の多い群に有病率が高かった。特におやつ回数不定

群に有意差が認められた。 

乳幼児期のう蝕有病率は食習慣を含めた歯科保健行動

に影響されるため、早期から歯科保健習慣の獲得させる

ように、保護者だけでなく母子保健従事者ともに働きか

けることが効果的であるといえる。 

 また近年では３歳６か月の１人平均う歯数は年々減少

しているが、重症う蝕の子どもは増加傾向にあり、これ

らの子どもについて歯科保健行動との関連の追及するこ

とが今後の課題である。 

３．出生順位 

 武田３）ら、有田４）らと同様に、出生順位とう蝕有病率

は正の相関を示した。 

 多子ほど歯科保健行動が怠惰になると推測されたが、

歯磨き回数では第１子の平均回数が高いものの第２子以

降では特に相関は認められなかった。また出生順位が上

がるほど、仕上げ磨き実施の割合は低くなり、仕上げ磨

きの実施の有無が、出生順位とともにう蝕有病率が上が

ることに関連していると考えられる。 

 おやつ回数についてみてみると、第４子以上の児にお
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いて１日おやつ回数が３回以上または不定が多く、おや

つ回数も同様に第４子以上のう蝕有病率に関連すると予

測されたが明確に示されたのは興味深い。 

 下子の生活習慣は上子の生活習慣に影響され、多子で

あるほどその影響は大きい。おやつの回数もその一端で

あり、上子を含めて発達段階に応じた基本的食生活習慣

の指導が歯科保健指導に必要である。出生順位の高い子

どもについては特に仕上げ磨きの効果について強調すべ

きである。これらの出生順位と歯科保健行動については

新見解であり、さらに今後も検討が必要である。 

 

結論 

１．児の年齢が上がるほど、う蝕有病率を規定する環境

要因は影響を及ぼしていた。特に３歳６か月におけるう

蝕有病率と関連していたのは、男児、出生時の父親の年

齢22歳未満の２要因であった。 

２．歯科保健行動は１日の歯磨き回数３回、仕上げ磨き

実施に効果がみられた。おやつ回数３回またはおやつ回

数不定はう蝕罹患と関連がみられた。 

３．出生順位はう蝕有病率と関連し、特に第４子以上に

有意差が認められた。出生順位と歯科保健行動は、歯磨

き回数よりも仕上げ磨きの実施の有無、おやつ回数が影

響していた。 

 以上の結果から、出生順位はう蝕罹患に影響すること

を考慮し、多子を優先して早期から仕上げ磨きと、おや

つの回数の指導など食習慣の指導の必要性があると示唆

された。 
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Child Dental Health In Community 
Analysis of Factors Influencing Caries Prevalence of Deciduous Teeth in Children of Three Years Old 

Miho UEMA１ Yae KAWAI１ Hiroyo HATASHITA１ 
Tomoyo HISHIDA１ Naoko TAJAMA１  Masatoshi KAWAI2 Hitoshi YASUDA１ 

１Shiga University of Medical Science 2Mukogawa Women's University 
Key words: caries of deciduous teeth, checkups for children, birth order, dental health 
We investigated infant’s oral hygiene and mouth cleaning. The subjects of this investigation were 260 children, who visited the Ａ 

town public health center for a medical and dental checkup. The caries was analyzed in association with “attribute,” “mouth 
cleaning,” and “birth order.”  The results were as follows: 
1. The factors highly related to the caries had a greater influence on older children. The attributes especially related to the caries in 
children of three and a half years were “boy,” “fathers’ age, which was under 22 years old when the child was born .” 
2. Brushing their teeth three times a day or having their teeth brushed by their parents was effective in preventing caries. Eating 
sweet snacks three times a day or indefinitely affected the caries onset. 
3. The factors highly related to the caries onset were “birth order.” The birth order had a significant influence especially on children 
born to be the fourth and younger. It was whether or not they had their teeth brushed by their parents and how many times a day 
they ate sweet snacks that affected the birth order. 
 The results suggest that brushing by parents from early age as well as controlling sweet snacks may be useful for prevention of 
the cries. 
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臨床判断能力の向上に向けた「暗黙知」伝授の一方略 

 

坂口桃子１、作田裕美１、佐藤美幸２、中嶋美和子３、山田美佐子４、梶原優子４、田村美恵子４ 
１滋賀医科大学医学部看護学科基礎看護学講座、２山口大学大学院医学系研究科保健学系学域 

３川崎市立川崎病院、４株式会社麻生飯塚病院救命救急センター 

 

要旨 

本研究は、アクションリサーチ法によって実施された ER 看護チームにおける臨床判断能力の向上に向けたアプローチの報告

である。ナレッジマネジメントの手法を援用し、「臨床判断トレーニングシート」を用いた事例カンファレンスによる知識伝授

の促進を目指した試みの結果、調査期間中に40例の事例カンファレンスが開催され、5種類の「臨床判断」と判断に用いた「手

がかり」が抽出された。また、カンファレンスの場は知識伝授の場となりうること及び「臨床判断トレーニングシート」は知識

伝授の促進に有用であることが示唆された。 

 

キーワード：ER看護、臨床判断、事例カンファレンス、ナレッジマネジメント、アクションリサーチ 

 

はじめに 

救急初療（以下ER）は、文字通り救命を第一義とす

る医療の場である。その要請に応えるために看護師は

短い時間で効率的効果的に看護ケアを提供するために

特徴的な看護提供様式を用いている 1）。また、ER 看護

では、一般的な病棟看護に比してより多用な技能と知

識に裏付けられた瞬時の臨床判断が求められる。エキ

スパートといわれる看護師たちは、瞬時の判断をパタ

ーン認識によって解決していることが多いことが確認

されている 2）。パターン認識を可能にするのは個々人

の経験に基づく「暗黙知」に依存している。 

野中 3）（野中、竹内 1996）は、暗黙知とは、主観的

個人的知であり、経験的身体的知つまり臨床の知（実

践的知）であるとし、それに対立する形式知として客

観的理性的知である理論的知をあげている。中村4）は、

実社会は「場」に依存した固有の世界であり、事物の

多義性と、主観的身体性を備えた人間の行為を含むた

め、実社会では科学的知識だけでは解決できない多く

の問題が存在するとし、これらの現実世界の暗黙知的

特徴は、すべて近代科学が無視し、排除した現実の側

面であると指摘した。看護学は実践の科学であり、知

識の多くは臨床看護の場で磨かれ「暗黙知」として看

護師個人の内に累積されていく。個々人に内在化され

た「暗黙知」を掘り起こして共有し、新たな知識の創

造へとつなぐ体系的アプローチを用いれば、多様な技

能と瞬時の判断が求められるER看護の知の創造に貢献

しうると考えられる。野中、今野 5）は、ナレッジマネ

ジメントは、SECI プロセス（図 1）を辿ることで知識

創造が起こるとし、知識伝授が促進される可能性を示

唆した。 

 

 

共同化 

（Socialization） 

 

直接経験を通じた 

暗黙知の共有、創出 

表出化 

（Externalization） 

 

対話・思慮による概念 

デザインの創造 

内面化 

（Internalization） 

 

形式知の伝達 

新たな暗黙知としての理解・学習

連結化 

（Combination） 

 

形式知の組合せによる 

新たな知識の創造 

 

 

図1 SECI プロセス（文献5） 
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本研究では、ER看護チームにおける臨床判断能力の

向上に向けたアプローチに、ナレッジマネジメントの

手法を援用し、カンファレンスの場を意図的にデザイ

ンすることで知識伝授の促進を目指した。その結果、

いくつかの知見を得たので報告する。 

 

Ⅰ．研究目的 

1． ER 看護師チームの臨床判断能力の向上を果たす

ために有用な方略を開発する 

2． 上記1に基づくアクションプランの評価から、ER

看護師の臨床判断の種類と判断に至る手がかり

を明らかにする 

 

Ⅱ．用語の定義 

本研究で用いる「ER患者」とは、年齢に関係なく、

身体的・情緒的な健康に変調をきたし、しかもそれが

診断されておらず、速やかな医療の働きかけを必要と

している人々を指し、集中治療管理の対象者は含まな

い。「ER看護」とは、上記に定義したER患者への看護

ケアを指す。「臨床判断」とは、看護師がある手がかり

から、成り行きを推測し、意図的な介入を開始するに

至る思考過程を指す。 

 

Ⅲ．研究方法 

1. 実施施設 

研究は ER 看護の独自性を追求するため、北米型 ER

を実践している病院併設型救命救急センターで行った。

この施設は1982（昭和57）年に設立され、以来20年

にわたって地方の中核病院として一次から三次までの

救急患者を受け入れてきた歴史をもつ。年間の救急外

来受診患者数は４万人を超える。 

 

2. 調査対象者 

当該救命救急センターER 部門に勤務する看護師 23

名とした。 

 

3． 調査期間 

2004（平成16）年10月から2005（平成17）年5月

とした。 

 

4．倫理的配慮 

本研究は、研究者と実践者が協働してER看護の場に

おける諸問題を掘り起こし、問題の解決を目指すアク

ションリサーチの一環として実施されたものである。

アクションリサーチの開始前に、フィールド提供の依

頼に当たっては看護部長を通して研究の了解を得、そ

の後、看護部長の仲介によって、所定の手続きに基づ

いて調査施設の倫理委員会の承諾を得た。対象となる

看護師に対しては、救命救急センターの看護師長を通

じてあらかじめ研究の概要を説明してもらった上で、

後日訪問し約30分にわたって研究者が直接説明を行い

承諾書にサインをもらった。対象者に対して、調査依

頼時に、研究概要、目的、方法、プライバシーの保護、

同意撤回の自由等を書面と口頭で説明し同意を得た。 

また、アクションリサーチ法を応用した看護研究は、

研究経過が長い点と、研究者と実践者による対話を中

心としたパートナーシップの形成が特徴である。その

ためいくつかの倫理的問題に直面する可能性がある。

以下に実施した倫理的配慮を整理する。①実践者と研

究者の対話においては、政治的・宗教的信条を含め個

人の自由を侵さない。②研究の開始時点、プロセスを

通じインフォームドコンセントを十分に行い、研究者

と実践者との立場の対等性を保障する。③合同会議で

は開放的な意見交換に心がけると共に倫理的感度を高

める場にする。③収集したデータの保管および取り扱

いについては守秘義務を厳守する。④研究成果の発表

に際しては関係者と協議する。 

 

5．方法 

1） 第1段階／問題状況の確認と共有 

当該チームにおける「臨床判断能力」を向上の必要

性について、対象者が抱える問題状況の確認と共有化

を行ったうえで、ゴールを設定し意思一致を図る。 

2） 第2段階／アクションプランの策定 

当該看護師チームの臨床判断能力の向上を果たすた

めに有用な方略について計画する。 

3） 第3段階／アクションプランの実施 

4） 第4段階／アクションプランの評価 

 アクションプランの初回評価は、カンファレンス開

始 1 ヵ月後に行い、方略の見直しにフィードバックさ

せる。以降は適宜評価を行うこととする。評価事項は、

①事例カンファレンスの運営に関する事項、②シート

に関する事項、③カンファレンス記録からER看護師の

臨床判断の種類と判断に至る手がかりを明らかにする。 

 

Ⅳ．結果 

1．対象看護師 

1）対象看護師の特徴 

 対象となった看護師は23名で、看護師の平均年齢は

28歳、経験年数の平均は、8.3年（6ヶ月から25年）、

ERにおける経験年数の平均は2.7年（6ヶ月から6年）

であった。  

当該施設では、ERに勤務する看護師は卒後3年以上

であることを条件とし、組織の職務ローテーションに

よって配属されている。したがって看護師経験は有す

るが、ER における経験の蓄積に乏しい。平均年齢 28
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歳と若い年齢層で構成されているため、人生経験に乏

しくあらゆる年齢層の患者を理解するには未熟な集団

である。しかし、ERへの配属にあたっては本人の希望

が 100％受け入れられているため、ER 看護に対するモ

ティベーションは高い集団であると考えられる。 

 

2．問題状況の確認と共有 

当該チームにおける「臨床判断能力」の向上の必要

性について、対象者が抱える問題状況の確認と共有化

のプロセスで明らかにされた現況は以下のようなもの

であった。①看護師の多くがER看護の経験が浅く、救

急における経験の蓄積に乏しい、②ER患者の特性は、

年齢、病態、背景ともに多種多様である。また、症状

が不安定で急変のリスクが高い場合がある、③ER患者

のER滞在時間が短い（短時間により適切な判断と、判

断に基づく看護ケアが求められる）、④ER患者は、通常

１回限りの診察である（看護師とは短時間の１回かぎ

りの関わりしかなく帰宅や入院される為、自分が行っ

た判断や判断に基づく看護ケアの妥当性を検証するこ

とはできない）、⑤看護スタッフ間の相互のフィードバ

ックはその場限りであることが多く、知識の伝授や問

題の共有には至っていない。  

 

3．アクションプランの策定と実施 

当該看護師チームの臨床判断能力の向上を果たすた

めに有用な方略について、文献学習後チームで検討し

た。その結果、事例カンファレンス（以下、カンファ

レンス）による経験の共有を図ることになった。その

際、カンファレンスの目的（その臨床判断が妥当であ

ったか）が果たされ且つ、カンファレンスを暗黙知伝

授の場とするために有用なトレーニングシートを開発

し用いることにした。 

1） 臨床判断能力育成トレーニングシート開発の実際 

臨床判断能力育成トレーニングシート（以下シート）

は、事実の再現が可能であり、かつ、記述するのに多

大な労力を要しない事を条件に作成した。シートを構

成する要素は、カンファレンスのための情報とカンフ

ァレンス内容とした。主な項目は、情報欄には、①判

断材料となったデータ（主観的・客観的）、②臨床判断

名、③臨床判断に基づいて実施した看護ケアの内容、

④患者の経過（必要に応じ入院後の追跡調査を実施し

記述する）を、カンファレンス内容欄には、⑤この事

例を取り上げた理由、⑥事例カンファレンスでの討論

内容、⑦今後の課題とした。これらの項目がＡ3用紙1

枚に収まるようにレイアウトした。討論内容の記述に

あたっては、要約を急がず、参加メンバーの臨床判断

に関連した意見をできるだけリアルに記載することと

した。今後の課題欄には、カンファレンスで共有化さ

れた知識が活用され、今後の臨床場面に役立つ様、具

体的内容を反映した要点を記載することとした。 

2） 事例カンファレンスの運営の実際 

カンファレンスは、１日の業務スケジュールに計画

的に組み込むことが望ましいが、ERの場合、繁忙の緩

急が著しく、空き時間の確保を事前に予測することは

ほぼ不可能である。そこで、原則週1回、1回20～30

分を確保することとして、時間設定はチームリーダー

の調整に任せることとした。チームメンバーは各自提

供事例を整理したシートを作成して準備を行った。シ

ート作成に当たっては参加者の興味を引くカンファレ

ンステーマを設定するように心がけた（表1）。カンフ

ァレンスでは、あらかじめ準備されたシートに基づい

て、事例提供者が体験したストーリーを、他の参加者

に語り伝える方法で行った。参加者のうち、類似の体

験を持つ者はその体験を自由に語ることを心がけるよ

うにした。 

研究期間中に実施したカンファレンスは40回（月平

均6～７回）で、カンファレンスは平日の日勤帯に行わ

れたが実施時間は一定ではなかった。所要時間は、１

事例につき15～30分内におさまっていた。参加者はER

の医師、看護師で1回の参加人数は5～7名であった。 

 

表1 カンファレンステーマ例 

薬物中毒患者の豹変にご注意（薬物中毒・自殺企図） 

パン屋の痙攣、CO中毒患者の職業をチェックせよ（CO中毒）

急性アルコール中毒に隠されたDV（急性アルコール中毒）

DV被害患者がDVの事実を語るきっかけは？（腹部外傷） 

造影CTって、実はこわーいよ（アナフィラキシーショック）

胃カメラ止血後、安心は禁物（消化管出血） 

媚薬による意識障害？（薬物乱用・意識障害） 

移乗動作は破裂のひきがねになる？（急性大動脈解離） 

 

 

4．アクションプランの評価 

1）カンファレンスの運営に関する事項 

初期のカンファレンスで取り上げられた事例は、医

学的診断や、疾患や症状に焦点化され、本来の目的で

ある看護場面での臨床判断や、判断に基づいた看護ケ

アについて討論されずに終わっていた。そこでシート

の改訂を図るとともに、カンファレンスの司会・進行

マニュアルの作成し、スタッフへの啓蒙を図った。そ

の後、回を重ねるごとに、カンファレンス内容は、医

学的視点に立った内容から看護としての判断へと質的

に変化をみせた。しかし、ERの特殊性から多様な救急

疾患の初期症状や診療に関する知識は不可欠であり、

看護のモニタリング機能の向上のためにもこれらの知

識の共有は重要であり、従来とおり、思わぬ経過をた
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どった事例やめずらしい体験は報告することとした。 

2）シートに関する事項 

看護場面での臨床判断や、判断に基づいた看護ケア

について討論されずに終わっていたことを問題視し、

一部シートの改訂を図ることで看護判断場面をクロー

ズアップさせることにした。また、シートの作成に時

間がかかりすぎることも問題点として挙げられた。そ

こで、シート作成時の情報整理に完璧性を要求せず、

カンファレンスでの語りを重視し、討論内容の記述に

比重を置くようにした。 

3）カンファレンス記録からER 看護師の臨床判断の種

類と判断に至る手がかりを明らかにする 

（1）カンファレンスで取り上げられた事例 

調査期間中にカンファレンスで取り上げられた事例

は40事例であった。テーマ別事例の内訳は、①発症頻

度が低く ER における珍しい事例（48％）、②対応に困

難を要した事例（22％）、③急変への対応（14％）、④

ER退出・入院時診断名がつかなかった事例（8％）、⑤

予期せぬ事態に展開した事例（5％）、⑥その他（3％）

であった。 

（2）臨床判断の種類 

用いられた臨床判断の種類は、①適切な援助活動の

為に用いる技術の選択に関する臨床判断、②患者に情

報を伝え効果的に指導につなぐ際に用いられる判断、

③急変時の効果的な対応に関する臨床判断、④救急医

療チームの組織化の為に用いられる臨床判断、⑤看護

チームの組織化の為に用いられる臨床判断に分けられ

た。 

（3）臨床判断の手がかり 

臨床判断に至る手がかりとして使われていたものは、

①症状及び生体情報、②生体情報の経時的変化、③以

前の類似した経験、④場の雰囲気、⑤ただならぬ予感

に分けられた。 

事例カンファレンスの結果、経験の浅い看護師は、

以前経験した体験を現在直面している場面に関連づけ、

応用して臨床判断が行えていない傾向にあることが分

かった。それと比較し、経験年数が高いほど、１つの

臨床判断を導くために複数の手がかりを意図的に収集

していた。事例カンファレンスの際にも、経験年数が

高い看護師ほど過去の経験に関連させた意見を多数出

すことができていた。しかし、経験年数が高いほど判

断の的確性が高まるかどうかは、今回の調査では明ら

かにはできなかった。 

 

Ⅴ．考察 

1． ERにおける臨床判断と経験 

ER看護ケアは、１人の患者とのかかわりはごく短時

間であり、仕事の流れから見ると、繁忙度の緩急が著

しく、緩急に応じて医療スタッフの仕事の持ち場は、

ごく自然に変幻自在にアレンジされる。加えて要求さ

れる技能が多用であることから看護師が瞬時に行う判

断能力の適否が患者に提供する看護ケアの質を左右す

る。このように、ER看護におけるエキスパートの臨床

判断は重要である。 

我が国におけるERエキスパートナースともいうべき

救急看護認定看護師は、1997（平成 9）年 5 月、第 1

回認定看護師認定審査により 17 人が認定されて以後、

2006（平成18）年12月現在で235名誕生している。そ

の間、救急看護認定看護師の立場から、仕事の質と経

験の関連について言及した報告もみられている。すな

わち、資格取得後の経験年数が浅いと、スペシャリス

トとしての役割機能が初期段階にとどまる 7）という。

所定の期間ERに特化した学習を積んでも、経験によっ

て研ぎ澄まさないかぎりエキスパートにはなり得ない

のである。今回見出された、臨床判断に至る手がかり

として使われていた「場の雰囲気」や「ただならぬ予

感」は、状況を丸ごと解釈するパターン認識を用いて

おり、これらの手がかりは経験に裏打ちされてはじめ

て獲得可能となる。ベナー2）は、臨床判断に及ぼす経

験の重要性について、「繊細な、あるいはわずかばかり

の違いに付け加わった現実の多くの実践状況に出会っ

て、あらかじめ持っている概念や理論が洗練」される

ことによると強調している。野島 7）は、新人とエキス

パートの臨床判断の違いを重視する。「新人とエキスパ

ートの間には仮説活性化の時期に大差はないが、活性

化された仮説の質に相違がある」とされ、「経験が深ま

るにつれて、記憶の中に蓄積されていく情報量が心的

イメージとして心の中に“mental map of maze”を形

成し、様々な問題事例とその解決例のサンプル、ある

いは範例数が増える結果、目の前の課題（患者の問題）

が提示された時、記憶の中の“mental map of maze”

のあれこれを取り出して、素早く綿密な照合作用をお

こなうことができるのではないか」として、エキスパ

ートの持つ経験の重要性を指摘している。このように、

看護師の臨床判断能力の向上に経験は不可欠なもので

ある。 

2． 経験を共有する場としてのカンファレンス／「暗

黙知」伝授 

暗黙知には、技術的側面（ノウハウ等）と認知的側

面（メンタルモデル、思い等）の 2 つの側面があり、

両面がそろうことで暗黙知はその真価を発揮する 3 ）。

認知面は技術面を支える土台となるが、一般的に技術

面のほうが伝えやすく、認知面が取りこぼされること

が多い。看護の場合、技術面を支える認知面とは、看

護師個人の価値観や姿勢・態度等が統合された「思い」

であり、「最も重要で伝えたい知識でありながら最も伝
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授が困難な暗黙知8」」である。 

今回のカンファレンスは、経験の共有の場を作るこ

とによって暗黙知の伝授の可能性を探索したものであ

る。ここでいう「場」とは、参加者がコミュニケーシ

ョンを通して相互に理解し、相互に働きかけ、共通の

体験をするその状況の枠組みを指す。シートを用いた

ことや、シートのテーマのネーミングに工夫を凝らし

たことは、「場」つくりに貢献したと評価できた。また、

シートに基づきながら体験者の語りを中心に進めたカ

ンファレンス運営は、伝授が困難とされる「思い」の

共有化を促進させたと考えられた。 

 

Ⅵ．結論 

ナレッジマネジメントの手法を援用し、「臨床判断ト

レーニングシート」を用いたカンファレンスによる知

識伝授の促進を目指した試みを実施した。その結果、

調査期間中に40例のカンファレンスが開催され、5種

類の「臨床判断」と判断に用いた「手がかり」が抽出

された。また、カンファレンスの場は知識伝授の場と

なりうること及び「臨床判断トレーニングシート」は

知識伝授の促進に有用であることが示唆された。 
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Abstract 

This study is a report of approach for improvement of ability for clinical judgment. This is a report in ER nursing 
team enforced by action research method. I used technique of knowledge management. And, with "a clinical judgment 
training seat", I performed conference of an example and aimed at promotion of knowledge instruction.  

As a result, example conference of 40 examples was held all over the investigation period. And five kinds 
of ”Clinical judgment” and ”A clue” were extracted. And I understood that a place of conference could become a place of 
knowledge instruction. In addition, it was suggested that “A clinical judgment training seat” was useful for promotion of 
knowledge instruction. 
 
Key words:  ER nursing, Clinical judgment, Case conference, Knowledge management, Action research 
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外来通院リハビリテーションが脳卒中維持期患者にとって果たしていた役割 
 

百田武司 
 

滋賀医科大学医学部看護学科基礎看護学講座 
 

要旨 
本研究の目的は、医療保険による病院での外来通院リハビリテーションという場が、脳卒中維持期患者に果たしてい

た役割を、患者の視点から明らかにすることである。研究は質的帰納的デザインとし、研究対象者は男性 25 名、女性

5名の計30名、平均年齢63.0±6.9（SD）歳であった。分析の結果、外来通院リハビリテーションという場が果たして

いた役割は【獲得した身体機能を守る場】【健康を得る場】【学びの場】【習慣の場】【社会と接する場】【心配のい

らない場】という6つのカテゴリーに分類された。対象者は、身体機能に対して現状の維持だけでなく向上をも目指し

ており、回復への希望を持つという、積極的な意味での役割を期待していた。一方で、社会的接触が限られているため、

消極的な意味での役割もあった。その中で、【心配のいらない場】としての役割は、その人らしさを発揮できる場とし

て重要であった。 

 

キーワード：脳卒中、外来診療、リハビリテーション、維持期 
 
Ⅰ 緒言  

脳卒中は、日本人の死亡原因の第1位を占めていたが、

1960 年代後半から減少した。しかしながら、現在でも第

3位を占め、2004年の死亡者数は年間約13万人である1)。

加えて、脳卒中は、寝たきり原因の約30％2)であり、また、

要介護状態になった主な原因の25.7％3)を占め、さらに、

訪問看護ステーション利用者(介護保険法による)の

33.4% 4)をも占め、いずれも第1位である。脳卒中の患者

総数は、年々増加傾向5)にあり、全国で脳卒中患者数は約

170万人と推計2)されている。このことから、脳卒中によ

り障害を残したまま生活していく人々は多く、着実に増

加していると言える。 

 一方、2000 年の介護保険創設以来、医療保険での維持

期のリハビリテーションは、外来での集団療法の単位数

制限や個別療法での点数逓減制等、制限される方向にあ

った 6)。そして、2004 年 1月に厚生労働省老健局が開催

した「高齢者リハビリテーション研究会」が提出した報

告書7)において、長期間にわたる効果のないリハビリテー

ションが実施される傾向にある、ということが指摘され

た。これが、2006年4月の診療報酬改定に影響を与え、

従来は期間無制限であった、医療保険によるリハビリテ

ーションに、算定日数制限が新設された。脳卒中の場合、

発症や手術後、急性増悪を起算日として、算定日数制限

は180日とされた8)。そのため、失語症の一部や、医師に

より改善が期待されると判断された除外規定に該当する

場合を除き、算定日数制限以後の脳卒中患者のリハビリ

テーションは、医療保険ではなく、介護保険による訪問

系サービスや通所系サービス等で行わなければならなく

なった。これについては各方面で異論が出ており、日本

リハビリテーション医学会が2006年8月に、同学会評議

員の医師と無作為抽出した専門医にアンケート調査を実

施したところ、リハビリテーションが発症から 長 180

日に制限されたことについて、56％が「適切でない」と

した 9)。また、2006 年 6月に、患者や家族、それに医療

関係者でつくる市民団体が、個々の患者の病状や障害の

程度を考慮せず、機械的に日数のみでリハビリテーショ

ン医療を打ち切るという乱暴な改定であるとして、医療

保険でのリハビリテーションの日数制限の撤廃を求めて、

厚生労働省に44万人分の署名の提出を行った10,11)。つま

り、今回の改定は、現行制度を維持すれば医療給付費の

高騰により財源が枯渇し、保険制度が破綻すると国が判

断したもの 12)であり、財源論主体の経済的観点からの改

定という意味合いが大きい。従って、患者の立場からリ

ハビリテーション医療が果たしていた役割について検討

されたとは言い難い。このためには、患者の視点からの

研究結果に基づく見解が求められるが、従来のリハビリ

テーション医療が、維持期の脳卒中患者にとって果たし

ていた役割について、患者の視点からの研究は見当たら

ない。一方、脳卒中以外の疾患においては、竹崎 13)が、

整形外科診療所が高齢者に果たしていた役割について、

高齢者が、診療所に何を期待して通院していたのかを明

らかにする目的で、高齢者 21 名を対象に、grounded 

theoryに基づいた研究を行っている。 

そこで、本研究では、以前より筆者が行ってきた脳卒

中患者の回復過程における体験に関する研究を通して、

2006年4月の診療報酬改定以前の、算定日数制限が設け
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られていなかった、医療保険による病院での外来通院リ

ハビリテーションという場が、脳卒中維持期患者に果た

していた役割を、患者の視点から明らかにすることを目

的とし、脳卒中維持期患者を支援していく上で示唆を得

たい。 

 

Ⅱ 本研究における用語の定義 

 本研究で用いる「外来通院リハビリテーション（以下、

外来リハ）」とは、医療機関（病院又は診療所）の外来に

おける、医療保険によるリハビリテーションのこととし、

介護保険によるリハビリテーションは含まない。また「維

持期」とは、急性期治療と回復期リハビリテーションの

終了により退院した以降の期間を指し、獲得した機能を

できるだけ長期に維持するためのリハビリテーションを

実施する時期14)のこととした。 

 

Ⅲ 研究方法 

 本研究では、十分な検討がなされていない、外来リハ

における脳卒中維持期患者の体験に焦点を当て、外来リ

ハという場が果たしていた役割を明らかにすることを目

的としている。従って、研究デザインとしては質的帰納

的研究とした。 

1. 調査実施施設 

政令指定都市郊外にある、A リハビリテーション病院

（民間病院）の外来で行った。Aリハビリテーション病院

は、リハビリテーション総合承認施設（回復期リハビリ

テーション病棟、及び療養型病床群、計 139 床）で、そ

の他に、介護老人保健施設、通所リハビリテーション（以

下、通所リハ）、訪問看護ステーション、メディカルフィ

ットネス、居宅介護支援事業所を併設していた。 

2. 調査対象者 

 対象者の基準を、Aリハビリテーション病院に通院して

いた維持期の脳卒中患者のうち、インタビュー調査が可

能な者として、意識清明、言語コミュニケーションが可

能、認知症がない〔Mini-Mental State Test(以下、MMS)

において、24点以上15)〕とした。 

3. 調査期間 

2001年1月23日～9月20日であった。 

4. 対象者抽出の手順 

条件に適合する患者を、Aリハビリテーション病院の看

護部長に紹介を依頼した。次に研究依頼書に沿って対象

者本人に研究の趣旨を説明し、同意が得られ次第、調査

を開始した。 

5. データ収集方法 

データ収集は、脳卒中を発症し、何らかの障害が生じ、

リハビリテーションを行った過程が、本人によって記述

されている闘病記の中で、出版図書検索により可能な限

り入手できた30名、33冊の書籍を筆者が読み、独自に作

成した半構成質問紙を用いたフォーマルインタビューと、

Aリハビリテーション病院で、筆者が対象者と出会った際

に交わす日常会話等のインフォーマルインタビューによ

るものである。半構成質問紙の主な内容は、発症時から

の経過、活動、知覚、自己像、状況、関係等に関するも

のであるが、できるだけ自由に語ってもらうように配慮

した。フォーマルインタビューは対象者1名につき2回

以上（インタビュー間隔は1週間）行い、2回目以降のフ

ォーマルインタビューでは、前回のフォーマルインタビ

ューで対象者の話した内容と分析結果が適合しているか

の確認を中心とした。フォーマルインタビューは許可を

得て、全て IC レコーダー(SONY ICD-MS500)にて録音し、

逐語録を作成した。インタビューの実施と逐語録の作成

は、研究期間中、一貫して筆者が実施した。インフォー

マルインタビューは、分析時の結果の解釈のみに利用し

た。さらに、フォーマルインタビューの際に、日常生活

動作の客観的評価のため、同時に Functional 

Independence Measure (以下、FIM)の測定を実施した。

また、対象者の属性、MMS、治療内容等の把握のため、診

療録から情報を得た。 

6. データ分析方法 

データ収集と分析は同時に行った。まず、インタビュ

ー逐語録を内容が把握できるまで繰り返し読み、文脈を

捉えた上で、外来リハという場が、脳卒中維持期患者に

とって果たしていた役割について表現しているものを抽

出し、要点を表すコード名を付けた。その際には可能な

限り筆者の解釈を含めず、対象者が表現していることを

コード名にし、それぞれのコード名にノート（筆者の解

釈、コード名の根拠等）を添付した。次に、コード名に

筆者の解釈を加えてコード名の修正を行い、修正したコ

ード名毎に、類似点と相違点を継続的に比較しながら分

類整理し、より抽象的なレベルで名称を付け、カテゴリ

ー化を行った。そして、全事例から得られたカテゴリー

同士の関係を比較検討し、さらに抽象化したカテゴリー

を抽出し、外来リハという場が脳卒中維持期患者にとっ

て果たしていた役割を明らかにした。 

調査によって得られた質的データのcredibility（確か

らしさ）を確認するために、メンバーチェッキングを採

用した。具体的には、対象者へのフォーマルインタビュ

ーは2回以上行い、2回目以降のフォーマルインタビュー

で、前回のフォーマルインタビューで対象者の話した内

容と、筆者の分析結果が適合しているかを確認し、修正

した。さらに、研究としての consistency（一貫性）と

confirmability（確認可能性）を確保するため、脳卒中

看護経験 10 年以上の看護師 2 名との間で peer 

debriefing（専門家間審議）を行った。 
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分析は、継続的比較を行い、理論的飽和に達している

と判断できた時点で、新たな対象者へのインタビューを

中止した。理論的飽和の判断については、分析において

新たな概念の抽出が見られなくなった時点から、さらに5

名のインタビューと継続的比較分析を続け、検証を行っ

た上で、 終的な理論的飽和を判断した。 

7. 倫理的配慮 

対象者に対して、調査依頼時及び調査時に、研究概要、

目的、方法、安全性、プライバシーの保護、研究対象者

の利益及び医療・看護学上の貢献、同意撤回の自由等を

書面と口頭で説明し同意を得た。また、フォーマルイン

タビューは全て個室で行った。さらに、研究開始前に、A

リハビリテーション病院における理事会において、倫理

面に関する審査を受け、承認を得た。 

 

Ⅳ 結果 

1． 対象者の背景 

 研究対象者は総計30名（男性25名、女性5名）であ

り、年齢は63.0±6.9歳（mean±SD、以下同じ）、罹患期

間は1761.7±1206.8日、FIMは113.9±7.8点（126点満

点）、MMSは27.2±2.6点（30点満点）であった。フォー

マルインタビューは合計68回、2751分、対象者1名あた

り 2.3±0.5 回、91.7±37.5 分実施した。外来リハ通院

頻度、Aリハビリテーション病院の外来リハ以外のリハビ

リテーションサービス利用状況等、対象者の背景は表 1

に示した。 

 

表1 対象者の背景 

 
2. インタビュー分析結果 

対象者のインタビューから、Aリハビリテーション病院

の外来リハという場が果たしていた役割は、【獲得した身

体機能を守る場】【健康を得る場】【学びの場】【習慣の場】

【社会と接する場】【心配のいらない場】という6つのカ

テゴリーに分類された（表2）。 

 なお、本稿において、カテゴリーは【 】、サブカテゴ

リーは〈 〉で示した。また、発言は「 」で、その後

に( )で発言者を示した。 

 

対象者 性別 年齢 
罹患期間

（日） 

FIM 

（126 点満点） 

MMS 

（30 点満点）

外来リハ

通院頻度

（回/週）

A ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院外来ﾘﾊ以外の 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ利用状況 

ﾌｫｰﾏﾙｲﾝ

ﾀﾋﾞｭｰ回数

（回） 

ﾌｫｰﾏﾙｲﾝ

ﾀﾋﾞｭｰ合計

時間（分）

1 女 70 2178 117 25 2 通所リハ  3 回/週 2  84 

2 男 73 1458 112 29 2  3  157 

3 男 54 839 125 25 5 メディカルフィットネス  5 回/週 3  123 

4 男 68 3666 101 25 2  3  154 

5 女 51 971 100 24 2 訪問リハビリテーション 1 回/週 2  99 

6 男 60 470 125 30 2  2  95 

7 男 61 1465 120 30 2  3  90 

8 男 65 525 104 24 3  2  48 

9 男 62 2129 119 30 1 メディカルフィットネス  5 回/週 3  168 

10 男 54 586 115 30 1 市の機能回復訓練教室 2 回/週 2  87 

11 男 74 4996 118 30 2 メディカルフィットネス  5 回/週 2  65 

12 男 71 2051 112 27 1  2  68 

13 男 61 2493 116 24 1 他病院の外来リハ 1 回/週 2  73 

14 男 61 1328 107 25 1 メディカルフィットネス  5 回/週 2  79 

15 男 74 2012 119 24 1  3  124 

16 女 74 3913 106 24 2 通所リハ  2 回/週 3  127 

17 男 60 3375 123 30 1  2  141 

18 男 59 594 110 30 5  2  45 

19 男 67 4349 109 27 1  2  101 

20 男 69 1898 104 24 1 訪問リハビリテーション  1 回/週 2  56 

21 女 54 2165 108 30 1 メディカルフィットネス  1 回/週 3  132 

22 男 73 1374 109 30 1 通所リハ  1 回/週 2  74 

23 男 54 1577 106 24 1  2  51 

24 男 61 1239 116 28 1 メディカルフィットネス  3 回/週 2  42 

25 男 60 783 125 30 1 メディカルフィットネス  5 回/週 2  57 

26 男 63 627 120 27 1  2  139 

27 男 63 816 114 25 2  2  95 

28 女 60 902 126 30 1  2  57 

29 男 58 1107 106 25 1 訪問リハビリテーション  1 回/週 2  38 

30 男 55 964 124 30 1 市の障害者センター 5 回/週 2  82 
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表2 外来リハの果たしていた役割 

カテゴリー サブカテゴリー 

今を維持 獲得した身体機能を守る場 

定期的な機能チェック 

行為の再獲得 健康を得る場 

症状の改善 

医療者からアドバイス 

同病者との情報交換 

学びの場 

同病者との比較 

仕事のような存在 習慣の場 

運動する機会 

外出する機会 

他者と話をする機会 

社会と接する場 

仲間との交流の機会 

バリアフリーの環境 

共感できる仲間の存在 

理解のある医療関係者の存在 

心配のいらない場 

自尊心を保たれたサービス環境 

 
1)【獲得した身体機能を守る場】 

 脳卒中患者が、発症から急性期、回復期、さらに維持

期にかけてリハビリテーションによって獲得した身体機

能を、今以上に良くならなくとも、悪くしないようにす

る場のことで、〈今を維持〉〈定期的な機能チェック〉で

構成されていた。 

 〈今を維持〉は、現在の身体機能を維持することを外

来リハの目標にしていることである。 

「わしらの場合、（身体機能を）良くしようと言うより、

これより悪くしないようにすることですね。」（対象者15）

と語っているが、これは、これまで行ってきたリハビリ

テーションにおいて身体機能の回復が停滞していること

を体験しているためであった。また、過去にしばらく外

来リハを中断していた対象者が「そしたら、悪くしない

ためにはやっぱり（外来リハが）必要だなと思いまして

ね、やっぱりやらないと衰えてくるんですね。」（対象者

19）と語っているように、リハビリテーションの中断に

より、機能低下を体験し、外来リハを継続することで機

能を維持することの必要性を実感していた。さらに、外

来リハを継続しているにもかかわらず、「 近は、逆に悪

くなっているんじゃないかと思いますね。手がね、だん

だん硬直してきているんですよ。」（対象者2）と、機能低

下を体験している対象者もいた。 

〈定期的な機能チェック〉は、身体機能の変化を、リ

ハビリテーションの専門家に、客観的に判断してもらう

ことで安心感を得ることである。 

「ここでのリハビリは、前より悪くなっていないかど

うか確認をしてもらうことが主ですね。」（対象者6）。こ

の確認は、身体機能が良くなったかの確認でなく、悪く

なっていないかという、機能が維持されているかどうか

を確認することであった。 

2)【健康を得る場】 

 脳卒中患者が外来リハの効果が実感できる場のことで、

〈行為の再獲得〉〈症状の改善〉で構成されていた。 

 〈行為の再獲得〉は、身体の動き自体は変わらないが、

できなかった行為ができるようになったり、以前よりス

ムーズにできるようになったりと言うことである。 

 「今までやってきて、一人でタクシーに乗れなかった

のが、今ではタクシーだったら自分の好きなところにど

こでも出かけられる、一人でも出かけられるようになっ

たのは小さなことの積み重ねです。（中略）障害としては

改善されているわけじゃないんです。（中略）ただ、でき

るようになったと言うだけなんです。自分の障害を持っ

てね。」（対象者21）と、外来リハにより、機能の向上は

ないが、乗車方法を練習することにより、一人でタクシ

ーに乗るという行為ができるようになったことを語った。 

 〈症状の改善〉は、外来リハの後、疼痛や浮腫、しび

れ等の苦痛な症状が一時的に解消されたり、動きがスム

ーズになったりすることである。 

 「（外来リハを）やった日は筋肉の腫れが少ないんです

ね。」（対象者23）と、外来リハをした日は麻痺側の浮腫

が軽減されることを語り、「（外来リハを）やるとしばら

く楽ですからね。（中略）治るんじゃなくって（外来リハ

を）やると、次に行動するときに楽だというのがありま

すからね。」（対象者17）と、動作が楽になることを語っ

た。いずれも根本的に改善されるのでなく、一時的なも

のであるが、外来リハにより、具体的に症状が改善され

ることを実感していた。 

3）【学びの場】 

脳卒中患者が外来リハに通院する中で、リハビリテー

ションの方法や治療に関する情報、あるいは同病者との

比較による自身の障害の程度についての情報を得る場の

ことで、〈医療者からアドバイス〉〈同病者との情報交換〉

〈同病者との比較〉で構成されていた。 

〈医療者からアドバイス〉は、医療従事者からリハビ

リテーション方法についての助言を得ることである。 

「（リハビリテーションの方法について）ここで指導し

てもらったら、気分的に違いますね。家でも頑張ろうと

いう気になりますね。」（対象者25）と、医療者からの助

言により、新たな意欲に繋がっていた。 

〈同病者との情報交換〉は、同じ病気の患者同士とし

て、病気や他の病院のこと、あるいは健康食品や東洋医

学、さらに民間療法等についての情報を得ることである。 

「ここに来ている人が、鍼がいいと言うので、そこへ7

ヶ月ぐらい通ったけど、はじめは良かったんだけど、そ

れから変わらんようになって、（中略）○○病院にいい機

械が入ったと言うから、すぐ電話して聞いたけど、わし
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らみたいなのは、効かんらしいですわ。（中略）去年は、

中国の薬（健康食品）がいいというので取り寄せたりね。

今はアメリカの薬を教えてもらって飲んでるんじゃけ

ど。」（対象者20）と、結果的に参考になることもならな

いこともあるが、積極的に同病者から情報を得ていた。

また、「（同病者とは）ほとんど病気の話しかせんね」（患

者12）と、同病者との会話の大部分が、疾患についての

内容に費やされることも語られた。 

〈同病者との比較〉は、同じ脳卒中患者ということで

強く関心を示し、相手と自身を比較し自身の障害の程度

を推測したり真似をしたりすることである。前述の〈同

病者との情報交換〉との違いは、〈同病者との情報交換〉

が直接、会話によって情報を得るのに対し、〈同病者との

比較〉は、会話でなく外見からの情報を得ることである。 

「（要介護度が）1とか2とかあって、私は2なんです

けどね、私はいい方ですね。口がきけない人やもっと重

い（重症の）人もいて、私はまだいい方と思います。」（対

象者1）と、同病者を自身との比較の対象とし、自身の障

害の程度の指標を得ていた。また、「（同病者が）杖がい

らなくなってたり、腕が上がるようになってたりするの

があってね。いいね、と思ってどうして良くなったのか

を気になってね。その人を見たりするんだよね」（対象者

10）と語られた。これは、良くなった同病者に羨みや自

身への劣等感もあり、直接会話による情報収集をせずに、

外見から推測するということであった。 

4）【習慣の場】 

脳卒中患者にとって、通院することが生活上の中心と

なり、日常決まってする事柄の場になることで、〈仕事の

ような存在〉〈運動する機会〉で構成されていた。 

 〈仕事のような存在〉は、外来リハに通院すること自

体が生活の中心的事柄ということである。 

 「今は、何もやっていないから。ここに来ることに専

念してね。（中略）それが仕事と思っているから。」（対象

者7）と語られ、また、「それ（外来リハ）が唯一の仕事

でしょうかね」（対象者14）と、外来リハのことを『仕事』

と表現する対象者が複数いた。これは、特に無職で、か

つ家庭においての役割もあまりない対象者が語り、外来

リハが自分に与えられた『仕事』のように取り組んでい

る様子が伺えた。 

 〈運動する機会〉は、家ではなかなか運動することが

ない脳卒中患者が、歩いて通院することで、自然と運動

することになっており、リハビリテーションの目的だけ

でなく、健康管理に役立っているということである。 

 「ここに来るのに、1時間歩くんよ。4kmあるよ。家に

おったら歩かんけどね。そしたら腹の調子がいいよ。（中

略）便秘なんかせんようになったよ。」（対象者4）と語っ

た。Aリハビリテーション病院は高台にあるため、徒歩で

通院すると、相当な運動量になると考えられるが、それ

が対象者にとっては達成感となっていた。 

5）【社会と接する場】 

 脳卒中患者は障害のために行動範囲が制限され、社会

の周辺領域に追いやられる状況になりがちであるが、外

来リハに通院することが、社会と接触する場になるとい

うことで、〈外出する機会〉〈他者と話をする機会〉〈仲間

との交流の機会〉で構成されていた。 

 〈外出する機会〉は、家の中での生活が中心となって

いる脳卒中患者にとって、通院が家から出る機会となっ

ていることである。 

 「家の中でいたら駄目だね。気分が滅入るね。外に出

ないといけないんだけど、なかなかそういうわけにいか

ないんでね。（中略）だからここ（外来リハ）に来るのが

いいんでね。」（対象者11）と、通院による外出の精神的

なメリットを語った。また、「家では（リハビリテーショ

ンを）なかなかやらないね。テレビを見るだけでね。（中

略）やっぱり病院に来ないとね。」（対象者10）と、通院

が外に出る機会となり、それによってリハビリテーショ

ンに積極的に取り組めることを語った。 

 〈他者と話をする機会〉は、通院により他者と接する

ことで会話をする機会となっていることである。 

 「（通院は）治療と言うより、気分転換の要素が大きい

と思いますよ。ここで人と会って話をするのがいいんじ

ゃないかな。（中略）家に帰ったら、なかなか（他者が）

来てくれません。ここに来れば限られた人だけども、人

と会って話すことができるんですね」（対象者2）と、対

象者にとっては、普段の生活では話す機会が少なく、通

院で会話し、精神的にも落ち着くことが語られた。 

 〈仲間との交流の機会〉とは、通院により、同病者で

ある仲間と、遊びを通して憩うことである。 

 「ここではリハビリの時間はちょっとで、他は仲間（同

病者）と将棋をやったりして、5時過ぎまでいます。（中

略）いつも決まったメンバーでね。」（対象者9）これは、

Aリハビリテーション病院では、日中、患者に待合室やロ

ビーを開放しており、外来リハが終わった後でも、患者

同士が交流の場として自由に使用できたためである。 

6）【心配のいらない場】 

 脳卒中患者が、社会生活に参画する中で、生活の支障

となる物理的な障害や精神的な障壁を感じるが、外来リ

ハは安心できる場であるということで、〈バリアフリーの

環境〉〈共感できる仲間の存在〉〈理解のある医療関係者

の存在〉〈自尊心を保たれたサービス環境〉で構成されて

いた。 

 〈バリアフリーの環境〉は、外来リハの建物構造が、

段差等の物理的な障害がないということである。 

 「歯医者に行くのも大変でね。スリッパに履き替えな

いといけないところがあるでしょ。それができないんで

すね。階段も困りますね。（中略）ここはタクシー降りた
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らすぐでね。心配することがないのでね。」（対象者2）と

語った。すなわち、Aリハビリテーション病院は、玄関ま

でタクシーをつけることができ、自動ドアで段差もなく、

スリッパに履き替える必要もなく、エレベーターも完備

されており、また、トイレや廊下をはじめ、多くの場所

に手すりも設置されており、脳卒中患者に配慮された構

造であったが、一般社会においては厳しい環境であると

いうことであった。 

 〈共感できる仲間の存在〉とは、外来リハに同病者で

ある仲間がいることで、日々の体験を通して理解し合え

るということである。 

「同じ病気で親しみが感じられますね。自分が病気に

なる前はこんな病気に対して認識なかったし、こんな人

に話しかけたりというのもなかったけど、やっぱりこう

いう病気になったら、理解が広がったという感じですね。

（中略）そんな人には気が許せるんですね。」（対象者3） 

つまり、同病者の間には、その他の人とは異なる仲間意

識が生まれ、共感できる関係ができていた。 

〈理解のある医療関係者の存在〉とは、いつも脳卒中患

者と接している外来リハの医療関係者は、患者の気持ち

を理解しているので安心できるということである。 

 「町に出かけるときは、杖を持ちません。ここの先生

（セラピスト）は持った方がいいよと言いますが、そう

いうのを持っていると、やっぱり（他人の）視線が気に

なりますから。（中略）ここ（外来リハ）ではね、みんな

関係者だから、そんなことは知ってくれてるから、何も

気にしなくて杖を持っていますけどね」と、一般社会に

おいては、見られる辛さという精神的な障壁を感じるが、

外来リハにおいてはそれがないことを語った。また、言

語障害のある対象者は「一般の社会だったら、ちゃんと

喋れないことを隠そうとして、すごく神経使うんです。

（中略）ここでは、みんな知ってるから気を遣うことな

く喋れるので神経を使うことがないのでね。」（対象者14）

と、外来リハにおいては、理解のある周囲の医療関係者

のために安心できるということが語られた。 

 〈自尊心を保たれたサービス環境〉は、外来リハ以外

のリハビリテーションサービスにおいて、自尊心を傷つ

けられるような体験をしたり、そこに来ている患者が同

じ脳卒中であっても、自分とは年齢や障害レベルが違い、

自分が求めるサービスとの差違を感じた対象者が、外来

リハでは、自分が求めるサービス環境が提供されたりと

いうことである。 

 「デイケア（通所リハ）は、幼稚園みたいで。（中略）

皆さんとゲームをしたり歌を歌ったり、どうも自分には、

馬鹿にされたように思えましてね。（中略）ここじゃあ、

ちゃんとリハビリをしてくれますのでね。」（対象者2）と、

介護保険による通所リハにおいて行われるレクリエーシ

ョン活動での違和感を語った。また「（通所リハは）年寄

りばっかりで、それに本当に悪い人（身体障害が重度）

ばかりで、自分には合わないと思いました。」（対象者28）

と語った。これは、介護保険での通所リハを過去に利用

して辞めたか、あるいは利用していないが見学した経験

のある対象者が語ったが、外来リハと通所リハを併用し

ている対象者には、このような発言は認められなかった。 

 

Ⅴ 考察 

1． 外来リハという場が、脳卒中維持期患者にとって果

たしていた役割の様相 

 本研究の結果、外来リハという場が、脳卒中維持期患

者にとって果たしていた役割として、6つのカテゴリーが

確認された。その中で、【獲得した身体機能を守る場】と

【健康を得る場】は、障害に対するリハビリテーション

的要素であると言える。対象者は維持期にあり、急性期

や回復期のように身体機能の大幅な改善が見込まれない

ことは、対象者が自身のリハビリテーションを通して体

験していた。さらに、リハビリテーションの中断や、継

続しているにもかかわらず、機能低下を認識している対

象者もあり、日常生活を送る上で、機能維持のためにリ

ハビリテーションに取り組んでおり、外来リハが積極的

に【獲得した身体機能を守る場】となっていたと考えら

れる。また、【健康を得る場】のサブカテゴリーとして〈行

為の再獲得〉が語られた。細田 16)は、脳卒中患者にとっ

ての身体の回復について、脳卒中患者会に属する27名へ

の聞き取り調査により、発症してから何年たったとして

もその人なりの回復はあり得るとして、「身体の運動機能

を取り戻す」、「目的行為を取り戻す」、「よそよそしくな

った身体を取り戻す」という、回復についての 3 つの意

味内容を見いだした。本研究における〈行為の再獲得〉

は、細田の「目的行為を取り戻す」に類似している。つ

まり、対象者たちは、現状の維持だけでなく向上をも目

指しており、回復への希望を持つという積極的な意味を

外来リハに期待していたと考えられた。また、【学びの場】

と【習慣の場】としての役割も、積極的な意味であると

考えられた。すなわち、対象者は、回復のために有益な

情報を求めており、そのために外来リハに期待し、それ

が生活する上での中心となっていた。しかるに、脳卒中

患者は、回復に対して諦めることなく、可能性を信じて

積極的に外来リハに通院していたことが推察された。 

 一方、【社会と接する場】と【心配のいらない場】は、

消極的な意味が含まれると考えられた。脳卒中患者は、

自身の障害のために行動に制限があるため、行き場や友

人も限られていた。A.L. Straussら17)は、慢性疾患とそ

の管理のために社会的接触が減少し、わずか数人を相手

にかろうじて保たれるような社会的接触の状態を社会的

疎外（social isolation）と述べ、それは憂慮すべき事

態であるという認識を示しているが、本研究の対象者は
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この社会的疎外の状況にあったと思われる。そのために、

対象者が、数少ない【社会と接する場】として外来リハ

に期待することは重要なことである。また、脳卒中患者

が、日常社会に出て行く中で、物理的に〈バリアフリー

の環境〉でないことや、周囲の目等、精神的な障壁もあ

り、【心配のいらない場】としても外来リハに期待してい

た。物理的な環境に対する社会の変化としては、1994 年

にハートビル法（高齢者、身体障害者等が円滑に利用で

きる特定建築物の建築の促進に関する法律）18)、2000 年

に交通バリアフリー法（高齢者、身体障害者等の公共交

通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律）19)

が施行され、徐々に進行しつつあるが、脳卒中患者にと

っては、まだ十分でないと考える。【心配のいらない場】

としての外来リハは、脳卒中患者たちの居場所であり、

自分の所属する世界となっていたと思われる。土居20)は、

所属する世界を持つことは、その人らしく存在すること

と述べている。脳卒中患者は、人目を気にすることでそ

の人らしさを出すことが困難になっていく。しかし、外

来リハは〈共感できる仲間の存在〉や〈理解のある医療

関係者の存在〉により【心配のいらない場】であり、そ

の人らしさを発揮できる場となっていたと考えられた。 

2． 先行研究との比較 

竹崎 13)の、整形外科診療所が高齢者に果たしてきた役

割についての研究と、本研究の結果を比較すると、本研

究の【獲得した身体機能を守る場】【健康を得る場】【学

びの場】【習慣の場】【社会と接する場】は、類似するカ

テゴリーが認められる。これに対し、竹崎の報告にはな

く、本研究で認められたものとして、【心配のいらない場】

が確認された。これは、整形外科診療所の対象患者は、

変形性脊椎症や変形性膝関節症等であるが、症状として

は、疼痛やしびれ等の局所症状が主で、高度麻痺等の重

症例が含まれていないと思われ、片麻痺を中心とした全

身症状の障害を特徴とする脳卒中との疾患の違いによる

ものと考える。つまり、脳卒中患者は、前述したように、

社会的疎外の状況に陥りやすいが、整形外科診療所の対

象患者は、社会の中で孤立しておらず、社会の中で適応

した生活を送っているものと考えられる。従って、脳卒

中患者への【心配のいらない場】としての外来リハの役

割は重要なものと考えられ、このカテゴリーを見いだし

たことは、本研究で得られた新たな知見と考える。一方、

本研究にはなく、竹崎の報告で認められたものとして【い

ざというときの安心を得る場】がある。これは整形外科

診療所が、入院や往診等もあり、緊急時にも対応してく

れるという安心感が提供されていたことによるものであ

る。ところが、本研究における A リハビリテーション病

院は、リハビリテーションに特化した専門病院で、急性

期の治療には対応できず、またCTはあるもののMRIの設

備がないため、対象者の多くは脳卒中再発予防のために、

A リハビリテーション病院とは別の脳神経外科や神経内

科の急性期の病院にも通院していた。この結果の相違は、

研究対象施設の診療内容の違いによるものと考える。 

3． 脳卒中維持期患者の支援に対する示唆 

2006 年度の診療報酬改定後の脳卒中維持期患者のリハ

ビリテーションサービスについて考察する。今回、介護

報酬改定も同時に行われ、これにより、急性期及び回復

期のリハビリテーションについては医療保険から給付さ

れ、維持期のリハビリテーションについては介護保険か

ら給付されることとなった。すなわち、発症から 長180

日の算定日数以降は、医療保険から介護保険のリハビリ

テーションサービスに移行されることになった。これに

伴い、体制の整備が図られ、回復期のリハビリテーショ

ンから引き続き速やかに維持期のリハビリテーションに

移行できるように、医療機関からの退院又は介護保険施

設からの退所の直後等の、個別性の高いリハビリテーシ

ョンの実施を評価する「短期集中リハビリテーション実

施加算」が創設され、さらに、個別的なリハビリテーシ

ョンを含むリハビリテーションの計画的実施を評価する

「リハビリテーションマネジメント加算」も創設され、

介護保険におけるリハビリテーションのシステムの充実

が図られた8)。しかしながら、リハビリテーションサービ

スにおける医療保険によるものと介護保険によるものの、

質の差は大きいと思われる。介護保険によるリハビリテ

ーションサービスとしては、通所リハと訪問リハビリテ

ーションが中心であるが、外来リハに代わるものは通所

リハと考える。通所リハも、医療保険の給付対象である

リハビリテーションと同じく、医師の指示の下で、理学

療法士や作業療法士等のリハビリテーション専門職種が、

医学的専門性に基づき実施する。ところが、人員に関す

る 低限の基準を比較すると、通所リハは、リハビリテ

ーション専門職種の数は医療保険よりも少なく、医師に

おいても、常勤である必要があるものの兼務が許されて

おり、さらに、看護職員は確保する人員として必須とさ

れていない 21)。また、通所リハは通所介護との区分が不

明瞭 22)と言われ、リハビリテーション的に充実していな

い事業所も存在する 12)。すなわち、外来リハと通所リハ

は、リハビリテーションの質が異なり、通所リハでは、

医師の監視のもとで、厳格なリハビリテーションプログ

ラムを実施するには、困難な面があるのではないかと思

われる。本研究結果から、対象者は、外来リハにリハビ

リテーション的要素である【獲得した身体機能を守る場】

や【健康を得る場】としての役割を期待していることが

明らかとなり、それは回復への積極的な意味であった。

しかるに、従来の外来リハに代わる通所リハにも、十分

なリハビリテーション環境を提供するために、特に人員

に関する基準を見直し、さらなる体制の整備と質の向上

が必要であると考える。 
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 また、従来は医療保険のリハビリテーションには算定

日数制限がなかったため、医療保険と介護保険のリハビ

リテーションサービスの併用が可能であった。本研究対

象者においても、通所リハとの併用が 3 名、訪問リハビ

リテーションとの併用が 2 名いた。報酬制度の改定以後

は、発症から 長 180 日の算定日数以降は、医療保険の

リハビリテーションサービスは使用できず、介護保険の

リハビリテーションサービスのみの利用となる。従って、

医療保険と介護保険のリハビリテーションサービスを併

用していた人は、従来と同じ頻度のリハビリテーション

サービスを受けるためには、介護保険のリハビリテーシ

ョンサービスのみでサービスを確保しなければならない。

しかしながら、介護保険は医療保険と違い、サービス給

付にあたり、要介護度の段階に応じた上限額（区分支給

限度額）が設定されている。支給限度額を超える追加的

なサービスの利用も可能であるが、その費用は全額利用

者負担となる 23)ため、報酬制度の改定により、リハビリ

テーションサービスの頻度を減らさざるを得ない事例も

想定される。従って、介護保険の区分支給限度額につい

ても再検討すべきと考える。 

さらに、外来リハと通所リハのサービス内容も異なる。

外来リハにおいては、医師による診察とリハビリテーシ

ョン専門職種による個別のリハビリテーションが中心で

あり、本研究対象者のサービス提供時間は、全て含めて1

～2時間程度であった。一方、通所リハもリハビリテーシ

ョンが中心であるべきだが、前述した通り、通所介護と

の区分が不明瞭 22)と言われ、通所介護と同様に送迎、入

浴、食事の提供の他に、活動性の向上や社会交流の機能

としてレクリエーション活動 24)が行われることがほとん

どである。また、サービス提供時間は、介護負担の軽減

目的から6時間から8時間での利用が一般的で、外来リ

ハと比べて長い。本研究においては、外来リハの役割と

して〈自尊心を保たれたサービス環境〉が確認された。

これは、通所リハ等の外来リハ以外のリハビリテーショ

ンサービスにおいて、自尊心を傷つけられるような体験

をしたり、そこに来ている患者が同じ脳卒中であっても、

自分とは年齢や障害レベルが違い、自分が求めるサービ

スとの差違を感じたりした対象者が、外来リハでは、自

分が求めるサービス環境が提供されるということであっ

た。つまり、外来リハには、通所リハで行われるサービ

スに対して苦痛に感じる人たちがいたということである。

従って、このような人たちを、外来リハから通所リハに

移行するためには、通所リハのサービス内容を多様化し、

利用者のニーズに合わせたものに変えていかなければな

らないと考える。 

4． 本研究の限界と今後の課題 

 本研究では、外来リハに通院していた維持期の脳卒中

患者のうち、インタビュー調査が可能な者を対象とした

ため、対象者のFIMは126点満点中113.9±7.8点と、日

常生活レベルではほぼ自立していた人が対象となった。

そのため、より重度の脳卒中患者でも同様の結果が見い

だされるかを検証していく必要がある。また、今後は通

所リハという場が、脳卒中維持期患者にとって果たして

いる役割について調査する必要がある。 

 

Ⅵ 結語 

本研究は、医療保険による病院での外来リハという場

が、脳卒中維持期患者に果たしていた役割を、患者の視

点から明らかにするために検討した。その結果、【獲得

した身体機能を守る場】【健康を得る場】【学びの場】【習

慣の場】【社会と接する場】【心配のいらない場】という6

つのカテゴリーが得られた。対象者は、身体機能に対し

て現状の維持だけでなく向上をも目指しており、回復へ

の希望を持つという、積極的な意味を外来リハに期待し

ていた。一方で、対象者は、社会的接触が限られている

ため、消極的な意味もあった。その中で、【心配のいらな

い場】としての役割は、その人らしさを発揮できる場と

して重要であり、これを支援する必要性が示唆された。 
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The Role of Outpatient Rehabilitation for Stroke Patients during the Maintenance Period 
 

Takeshi  Hyakuta 
Shiga University of Medical Science 

Abstract 
The purpose of this study was to delineate – from the perspective of stroke patients – expectations of the 

roles that outpatient rehabilitation at hospitals covered by the Japanese national health insurance would fulfill 
during the maintenance period of their recovery.   

The study was designed using a qualitative inductive approach. There were a total of 30 participants 
consisting of 25 males and 5 females, with an average age of 63.0±6.9 (SD).   

The reported roles of outpatient rehabilitation were classified into six categories: “maintaining acquired 
body functions,” “getting healthy,” “learning,” “daily routine,” “social contact,” and “feeling secure.”  The 
role of “feeling secure” was especially important among participants, since it enabled them to express 
themselves. During rehabilitation, the participants reported that they sought both improvement and 
maintenance of their body’s functions, and expected that outpatient rehabilitation would function in a positive 
role in their lives, in the sense that they hoped to recover from their injuries.  Despite these expectations, the 
role of outpatient rehabilitation was a passive experience, due to limited social contact between patients.  
 
Key words：stroke, outpatient, rehabilitation, maintenance period 
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甘味と旨味の味覚閾値における口腔内温度の影響 
 

秦朝子 園田奈央 林友子 林静子 辻井靖子 田畑良宏 

滋賀医科大学医学部看護学科臨床看護学講座 

 
 
要旨 

20～30 歳代の学生を対象に、異なる温度の蒸留水を用いて含嗽し口腔内温度を変化させ、味覚閾値に与える温

度の影響について検討した。異なる温度の含嗽水による口腔内温度の経時的変化について調べた結果、口腔内温度

は含嗽後、対数曲線に従って変化し、一定時間経過後の口腔内温度を推測し含嗽水の温度を調整することが可能と

考えられた。口腔内温度を 10～50℃に変化させ、味覚検査は甘味にショ糖（スクロース）、旨味にグルタミン酸水

素ナトリウムを用いて濾紙ディスク法を実施し、味覚閾値を測定した。その結果、甘味は口腔内温度が 29.2±6.7℃
の時に最も閾値が低く、旨味は 30.6±5.5℃で味覚閾値の極小値を示した。甘味と旨味の味覚閾値には口腔内温度

が影響していることが認められ、至適温度が 30℃付近に存在する可能性が示された。以上のことから、食事の温度

に配慮し口腔内温度を至適温度に保つことで甘味や旨味を増強させる効果が期待されると考えられた。 
 
キーワード：味覚閾値、温度、熱雑音、確率共振 
 
まえがき 
 食べるという行為は、人間が生命を維持していく上

で必要不可欠な行為である。この行為において味覚は

私たちに食物を選別させるという重要な役割を担って

おり、摂食行動の調節を通じて生活習慣病の主な要因

である食生活習慣に大きな影響を及ぼしている。また、

近年では味覚障害を訴える患者も増加しており 1）、美

味しいものを美味しく食べることは健康に生きていく

上で重要である。そのため、看護師は塩分や糖分の制

限を指導するだけでなく、患者の味覚レベルを把握し、

味覚閾値を低下させるような働きかけにより、食生活

の改善、QOL の向上を目指す必要がある。 
味の認知には嗅覚、温度感覚、視覚、触覚、痛覚な

どの感覚情報も関与するといわれている 2）。これらの

中で、温度感覚は味覚を左右する因子の一つであるに

も関わらず、味覚と温度感覚との関係について検討を

加えた研究は殆どない 3，4）。そこで、本研究では食品

そのものではなく、食品の影響を受ける口腔内温度を

変化させることで、味覚閾値にどのような変化が生じ

るのかを実験的に検討した。味覚には塩味、酸味、甘

味、苦味、旨味の 5基本味があるが、本研究では甘味

と旨味を指標に用いて味覚閾値に及ぼす口腔内温度の 
影響について検討を行った。 
 
研究方法 
１．対象者 
 対象者は、味覚異常のない 20歳代から 30歳代の大

学生で、研究の趣旨に賛同を得たボランティアー20名

（男性 5 名、女性 15 名、平均年齢 22.8±2.9 歳）と

した。 
 
２．検査方法 
１）含嗽水の温度による口腔内温度変化の測定 
異なる温度の含嗽水を用いての味覚閾値の測定に先

立ち、異なる温度の蒸留水で含嗽をした際の口腔内温

度の変化を測定した。この実験は 5名の学生（22～23
歳、女性）に実施した。実施方法は、まず通常の口腔

内温度を、赤外線温度計（A&D Company,Limited；
INFRARED THERMOMETER）を用いて測定した

後に、異なる温度（0、10、20、30、40、50℃）の蒸

留水で 3回含嗽を行ない、その後開口状態で 5秒ごと

に口腔内温度の変化を前述の赤外線温度計で 90 秒間

測定した。 
その結果から口腔内温度を調節するために必要な含

嗽水の温度を算出し、各口腔内温度での味覚閾値の測

定に備えることとした。 
２）検査液の調整法 
味覚閾値の測定のための検査液には、甘味としてシ

ョ糖（スクロース）、旨味としてグルタミン酸水素ナト

リウム（ともに和光純薬工業株式会社製）を使用した。

これら検査液の濃度は、それぞれ原液を蒸留水を用い

て倍数希釈し、500、250、125、62.5、31.25、15.625、
7.813、3.906、1.953、0.977mmol/L の 10 段階の濃度

の検査液を作成した。 



甘味と旨味の味覚閾値における口腔内温度の影響 

－ 54 － 

 

 

図 1 含嗽水の各温度における口腔内温度 
 0～50℃の蒸留水で含嗽した後の口腔内温度の平均値

（n=5）の経時的変化を示す。縦軸に口腔内温度（℃）、

横軸に時間（秒）を示した。 

 

図 2 含嗽水の各温度における口腔内温度の変化 
 0～50℃の蒸留水で含嗽した後の口腔内温度の平均

値（n=5）の時間毎の変化を示す。縦軸に口腔内温度

（℃）、横軸に時間（秒）の対数を示した。 

３）口腔内温度変化における味覚閾値の測定 
味覚閾値の検査には、濾紙ディスク法を用いた。室

温の蒸留水に浸した濾紙ディスク（ペーパーディスク

抗生物質検定用厚手 8㎜；東洋濾紙株式会社製）を舌

の先端中央（以下、舌尖とする）に置き、無味である

ことを確認後に味覚閾値の検査を行った。次に温度の

異なる蒸留水を用いて含嗽し、口腔内温度を変化させ

たうえで、室温のショ糖溶液を含ませた濾紙ディスク

を用いて甘味に対する味覚閾値を、グルタミン酸水素

ナトリウム溶液（以下、グルタミン酸溶液とする）を

含ませた濾紙ディスクを用いて旨味に対する味覚閾値

を調べた。舌尖の味覚閾値は他部位よりも低いといわ

れていることから 5，6）、味覚閾値測定部位は舌尖とし

た。含嗽は検査の度に行い、方法については含嗽を 3
回反復することで統一した。 
甘味閾値の測定は、最も低温の蒸留水で含嗽し、口

腔内温度が 10、20、30、40、50℃の温度になると推

測される時間経過後に室温のショ糖溶液をしみこませ

た濾紙ディスクを舌尖にのせ、開口状態で 3秒間待機

させ、味が判った時点で挙手させた。3 秒経過しても

味が判らなかった場合は再び同温の蒸留水で含嗽をし、

さらに濃い濃度のショ糖溶液へと移るという操作を反

復した。甘味が認知できた時点の濃度を甘味閾値とし、

蒸留水の温度を順次高い温度へと移行し、同様の操作

を行なった。旨味閾値の測定においても同様に、検査

は濃度の薄いグルタミン酸溶液から、含嗽は低温の蒸

留水から始め、段階的に上げていった。旨味に関して

は、グルタミン酸溶液に浸した濾紙ディスクを舌尖に

置き、5 秒間に味を明確に特定することはできないが

無味の蒸留水とは異なる何らかの味を認知した濃度を

旨味閾値とした。なお、対象者に対しては、予見が入

らないように事前に何の味を調べるかということは明

らかにせず実施した。 
 
３．倫理的配慮 
 対象者には、研究の目的と研究内容及び本人の自由

意志によりいつでも実験を中止できること、得られた

データは本研究以外の目的で使用しないことを説明し、

同意を得た上で実施した。また、データの取り扱いに

ついては個人を特定できないよう保管・統計処理を行

ない、研究結果については後日公開することを伝えた。 
 
４．分析方法 
 含嗽水の温度変化に伴う口腔内温度の変化について

は、対象者 5人の口腔内温度の平均値を求め、X軸に

時間、Y 軸に口腔内温度をプロットしカーブフィッテ

ングを行った。 
口腔内温度の変化に対する味覚閾値の測定に際して

は、対象者ごとにX軸に口腔内温度、Y軸に味覚検査

溶液の濃度をプロットしそれぞれカーブフィッテング

を行なった。但し、そのグラフを表す関数から算出さ

れる味覚検査溶液の濃度の極小値がマイナスとなった

例については異常値として除外し、甘味は 19 例、旨

味は 16例での検討となった。 
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図 3 口腔内温度と甘味閾値 
被験者ごとに口腔内温度と甘味閾値を二次関数のグラ

フで示す（n=19）。横軸は口腔内温度（℃）、縦軸はその

温度で知覚できたショ糖濃度（mmol/L）を示す。 

 
図 4 口腔内温度と旨味閾値 

被験者ごとに口腔内温度と甘味閾値を二次関数のグラ

フで示す（n=16）。横軸は口腔内温度（℃）、縦軸はその

温度で知覚できたグルタミン酸濃度（mmol/L）を示す。

結果 
１．含嗽水の温度と口腔内温度 
 図１は、0℃から 50℃の蒸留水で含嗽を行った後の

口腔内温度の平均値を経時的に示したものである。ど

の温度の蒸留水でも含嗽後、時間の経過により一定の

温度に近づく対数曲線を描いていた。 
そこで、図 1の時間軸（X軸）を対数表示したもの

を図 2に示す。図 2では、各温度で含嗽した後、それ

ぞれの温度差は直線的に減衰していき 245.57秒（図 2
では対数表示で 2.39）で 1点に交わっていた。 
 
２．口腔内温度と味覚閾値 
 口腔内温度をX軸にとり、その温度で認識したショ

糖溶液濃度をY 軸にとりグラフを描いたところ、2次

関数で表される曲線で相関関係が良好であったため、

全例で 2 次関数の曲線を図示したものを図 3 に示す。

それぞれのグラフを表す2次関数から各対象者の極小

値も算出することができた。全 19 例で甘味の味覚閾

値が極小値を示す点の含嗽水の温度は29.2±6.7℃で、

味覚閾値の極小値の平均は59.7±43.8mmol/Lであっ

た。 
図 3と同様に、口腔内温度と旨味の味覚閾値の関係

を示したグラフを図 4 に示す。全 16 例の旨味の味覚

閾値が極小値を示すのは含嗽水の温度が 30.6±5.5℃
の時であり、その旨味閾値の極小値の平均は 53.4±
75.5mmol/L であった。 
 
考察 
１．含嗽後の口腔内温度の変化について 
 口腔内温度の測定法には、体温計のような接触型の

温度計を用いたり、サーモグラフィーのような非接触

型の温度計を用いたりと種々の方法がある。その中で

本実験で用いた赤外線温度計は、非接触型であるため

温度計と被測定物が相互作用を起こさずに、また即時

に 0.1℃単位での計測が可能であった。そのため、よ

り正確に口腔内温度の変化を捉えることができたと考

えられる。 
5 人の被験者に行った実験で、異なる温度の蒸留水

で含嗽した後の復温過程が減衰曲線で示されたことか

ら、被験者が異なっても含嗽後はほぼ同じような経過

時間で特定の口腔内温度になっていると考えられる。

そのため、口腔内温度の変化を考慮し含嗽水の温度調

整を統一した上で、図 1でグラフの傾きが小さくなっ

ている 3秒以降を測定時間とし、味覚閾値の計測を行

うことが可能と判断した。 
 
２．味覚に対する口腔内温度の影響について 
 図 3や図 4において、口腔内温度の違いによる甘味

や旨味の味覚閾値の変化は、いわゆるベル型応答を意

味する凹型の放物線になることが示された。また、味

覚閾値は温度の影響を受け、至適温度が存在する可能

性が考えられた。温かい食べ物は温かい状態で、冷た

い食べ物は冷たくして食べるのがおいしさの鉄則であ

るといわれているが、本研究結果では甘味は 29.2±
6.7℃、旨味は 30.6±5.5℃と舌温付近で味覚閾値が低

下していた。これは味覚は舌温付近（22～32℃）で最

も感じやすい 7）といわれていることによって支持さ
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れると考える。これまでにも、味覚検査液の温度によ

り味覚閾値に影響を及ぼす可能性は、成田らによって

報告されており、特に甘味に関しては味覚検査液の温

度が 30℃で最低値を示したとされているが 4）、本研究

では甘味だけでなく旨味に関しても 30℃付近に味覚

閾値の至適温度が存在する可能性が明らかとなった。 
味覚は、味蕾内の味細胞に存在する味覚受容体に味

物質が結合することによって発生するシグナルがシナ

プスを介し味神経に伝わり、味覚中枢へと伝達される

ことによって味として認識される。今回の研究結果か

ら、味覚閾値は口腔内温度の影響を受けることが示さ

れた。その要因として、味細胞を含む信号伝達路にお

ける温度の影響や中枢大脳領域の投影時の熱感覚の影

響が考えられる。すでに、神経細胞のような閾値発火

素子に閾値以下の信号とともに雑音を与えると、雑音

のエネルギーを借りて確率論的なサンプリングを起こ

し、本来検出できない閾値以下の信号を検出できるよ

うになることや、感覚器アレイを構成する閾値発火素

子にそれぞれ無相関な雑音を与えれば、閾値以下の信

号波形を伝送することが知られており、下澤 8，9）の研

究では、感覚器と神経における熱雑音による確率共振

の影響が昆虫において明らかにされている。これらの

原理は、人間においても当てはまる可能性が高いと推

測される。また、舌の神経構造として体性感覚神経線

維と、味蕾からの味覚神経線維が近い場所を通ってい

ることから、味覚は熱雑音の影響を受けやすいと考え

られる 10）。また、脳においても痛覚、温度覚、触覚、

深部感覚を受けもつ中枢体性感覚神経野と味覚野が近

い場所にある。これらのことから、本研究においても

確率共振の現象で必須条件とされているベル型応答が

2 次曲線として示され、含嗽水による熱雑音が加わっ

たことにより、確率共振の現象が起こり味覚閾値の低

下が見られたのではないかと考える。 
 1990 年頃より物理学や信号処理の学問領域で、閾値

が存在する非線型現象において、通常は検出されない

微弱な信号周期（ノイズ）を適度に加えた際に、本来

閾値以下で認識されない信号が認識可能になり、それ

以上の強いノイズでは障害になる至適値を持つベル型

応答を示す現象の存在が発見され、この現象は確率共

振と呼ばれている。生体感覚は閾値を持つ現象であり、

例えば料理等に少量の塩を加えることで甘味が倍増す

るように、一見害になると考えられる物質であっても

あえて利用し有益になる現象は多数存在すると考えら

れる。本実験では確率共振の原理であるノイズの役割

を、含嗽水による熱雑音が果たし、味覚閾値を低下さ

せ味に敏感になったと考えられる。 
 

３．味覚と看護について 
 看護師は、疾患により食事制限が必要な患者に対し、

単に制限を強いるのではなく、患者が継続しやすいよ

うな食事のとり方で指導することも必要である。 
本実験において、味覚閾値の変化に温度刺激が関与

していることが明らかとなった。温度刺激を加えるこ

とで、少量のショ糖であっても、より鋭敏に甘味刺激

を感じることができ、糖分の摂取量を減らすことが可

能となる。味覚閾値が最も低下する温度で食事の提供

をすることで、制限食によってもたらされる苦痛を軽

減できる可能性もある。あるいは食事だけでなく食事

前の含嗽水の温度調節等により旨味を増強し美味しく

食事を楽しむことも可能となると考えられる。また、

服薬などの際に水の温度を変えることで味覚閾値を上

昇させ、服薬に伴う苦味などの苦痛を軽減できる可能

性も考えられるため、今後も他の味覚についても検討

する必要がある。 
 
結論 
 20～30歳代の学生 20名を対象に、異なる温度の蒸

留水を用いて含嗽し口腔内温度を変化させ、甘味と旨

味の味覚閾値の変化を調べた。その結果、甘味は口腔

内温度が 29.2±6.7℃、旨味は 30.6±5.5℃で味覚閾値

の極小値を示した。甘味と旨味の味覚閾値には口腔内

温度が影響していることが認められたことから、食事

に際し口腔内温度を至適温度に保つことで甘味や旨味

を増強させる効果が期待され、看護に活用できると考

えられた。 
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Examination of the influence of oral cavity temperature  

on the taste of sweetness and umami 
 

Tomoko Hata, Nao Sonoda, Tomoko Hayashi, Shizuko Hayashi, 
Yasuko Tsujii and Ryoko Tabata 

 
Shiga University of Medical Science 

 
  We examined the influence of temperature in the oral cavity on the taste of sweetness and umami. 
Twenty female and male volunteers, ranging from 20 to 30 years old, participated in this study.  
Subjects changed their oral cavity temperature by rinsing with hot or cold water and the minimal 
concentration (threshold) of sugar as sweetness and sodium glutamic acid as umami was measured 
using filter paper immersed in these materials. The threshold decreased with decreasing 
temperature and the minimal concentration was at 29.2±6.7℃ for sweetness and 30.6±5.5℃ for 
umami.  Over these temperatures, sense concentration increased and showed a concave 
bell-shaped curve. This phenomenon may depend on stochastic resonance in which thermal noise 
originating from the heart in the nerve system was useful to recognize the signal. We therefore need 
to be aware of food temperature to maximize the taste. 
 
Key words : Taste of sweetness and umami, Temperature, Thermal noise, Stochastic resonance 
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総合看護学実習Ⅱ（看護管理）で得られた看護学生の学び 
 

西尾ゆかり１ 太田節子１ 藤野みつ子２ 餅田敬司２  
穴尾百合２  佐々木あゆみ２ 井下照代２  

１滋賀医科大学医学部看護学科臨床看護学講座 ２滋賀医科大学附属病院 
 

要旨 
 本研究の目的は、総合看護学実習Ⅱ（看護管理）における学生の学びを明らかにし、実習の意義を検討することであ

る。本研究に協力を得た看護学生が記述したラベル 347 枚を対象とし、KJ 法で学生の学びを分類した。その結果、学生

は【看護サービス管理過程】【管理者に必要な要素】【組織の機能】【他部門との連携】【病院経営】【調整】を表す６つの

大カテゴリーと 23 の中カテゴリー、および 62 の小カテゴリーに分類され、各カテゴリー間の関連が明らかになった。

今回の実習は、学生が専門職を目指すための方向性に影響を及ぼす意義があると考える。 
 
キーワード：看護管理、老人看護学、学生の学び、実習の意義 

 
Ⅰ．はじめに 
 平成６年の「少子・高齢社会看護問題検討会報告

書」を受け、平成８年には保健師・助産師・看護師

法指定規則が改正された１）。このカリキュラム改正

により、老人看護学実習は４単位となった。Ｓ大学

医学部看護学科（以下、Ｓ看護学科）では、この老

人看護学実習４単位の内１単位を、総合看護学実習

Ⅱとして、４年次の看護学実習の最終段階（まとめ）

として実施することになった。 
 一般に基礎や各論の看護学実習では、学生は、対

象の個別性を尊重する看護過程を実施しており、医

療施設の集団を対象とする看護管理実習をすること

は少ない。しかし将来、学生が国内や国際社会で活

躍していくためには、医療チームの一員としてのメ

ンバーシップを学び、看護のリーダーシップの役割

を理解することが必要である。 
 また、現在の日本における医療施設では、80 歳以

上の高齢者数の入院割合が高く２）、加齢による感染

や転倒転落、誤嚥等の環境調整を含めた看護管理を

学習し、多様な看護の対象と家族の安全と安楽を保

障し、看護専門職としてのモラールを高める管理の

実際を学ぶことが大切と思われる。 
そこで、今回、総合看護学実習Ⅱとして、個別看

護を支える看護管理の必要性とその実際を学ばせた

いと考え、看護管理実習を企画した。 
本研究では、学生の学びとその構造を明らかにし

て、看護管理実習の意義を検討したい。 
 
Ⅱ．研究目的 
 研究目的は、総合看護学実習Ⅱ（看護管理）にお

ける学生の学びを明らかにし、実習の意義を検討す

ることである。 
 
Ⅲ．実習の概要 
１．総合看護学実習Ⅱの概要 
 実習目標は、次の５項目である。 
１）看護管理の基礎となる組織管理、リーダーシッ

プ等の諸理論を理解する。 
２）病院や病棟の組織とシステムを理解し、患者の

満足を高め、看護の質を維持・向上させるための看

護管理の実際を見学する。 
３）医療における危機管理や、看護職としての倫理

態度、看護職者の継続教育とストレス管理等、個別

な看護過程を支援する看護管理の意義と重要性を学

習する。 
４）看護管理者の看護観、管理に対する考え方や姿

勢を理解し、組織の一員として参画するメンバーシ

ップの役割を明確にする。 
５）これまでの実習で学習した看護学を統合して自

己の人間的成長と看護観をまとめ、看護専門職とし

て必要な今後の継続的な学習の方向性を明確にする。 
２．指導体制と実習方法 
 実習場所は、Ｓ大学附属病院２２カ所（看護管理

部、１３病棟、手術室、ＩＣＵ、放射線部、継続看

護室、医療安全管理部感染コントロール）で、指導

者は担当部署の看護管理者である。実習場所の配置

は、事前に学生の希望を取り入れた。実習初日は、

病院管理者による「病院管理」「看護管理」「病棟管

理」「実習の調整」のテーマで、看護管理理論の特別

講義を行い、翌日２日間を看護管理の見学実習とし
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た。実習方法は、１名の看護管理者に２～３名の学

生がついて、看護管理の実状を観察した。その後カ

ンファレンスで、看護管理者から管理観・看護観を

聴かせてもらった。２日目は、師長会を学生全員が

見学した。最終日は、学内で、学生のグループカン

ファレンスを行い、実習の学びを共有するように指

導した。 
 
Ⅳ．研究方法 
１．研究デザイン 
 研究デザインは質的帰納的研究方法を用いた。 
２．用語の操作定義 

総合看護学Ⅱ：学生が学んだ基礎看護学実習およ

び領域別看護学実習を基盤として、総合的に自己の

学びを総括する。 
看護管理：よりよい医療が行われ、快適な日常生

活が保たれるためにまず方針を立て、計画し、その

計画に従って管理を実践し、さらに評価、修正を反

復し、常によりよい状態を整える一連の作業過程を

看護管理３）とする。 
学び：‘学ぶ’は、「教えを受ける、習う」４）とい

う意味とする。 
スタッフ：病棟や各部門におけるスタッフナース

のことを意味する。 
３．対象 

2006 年７月に総合看護学実習Ⅱを終了した４年

生５９名のうち、本調査に協力を得た学生の学びを

記述したカードを対象とする。 
４．倫理的配慮 
 学生には、口頭および文章にて研究目的、方法、

研究協力は任意であること、研究協力に拒否しても

不利益は全く受けないことを説明し、学生を特定で

きないように無記名にした。また、データは研究以

外に使用せず、研究終了後は処理することを説明し

て承諾を得た。 
５．データ収集 
 実習最終日の学内でのグループカンファレンス時

に、学生に１枚のカードに「看護管理について学ん

だこと・思ったこと・考えたこと」を１文１意味で

記述すること、学生１名につき、分類可能と思われ

るカード６枚を挙げてもらった。 
６．分析方法 
 分析はＫＪ法の手法を用いる。研究者間で学生が

記述したカード（以下、ラベルとする）を精読し、

その学びをグループ編成する。編成されたグループ

をカテゴリーとし、それらに表札をつける。さらに、

カテゴリーの意味内容を研究目的に照らして分類し、

学生の学びを構造化する。 
 
Ⅴ．結果 
１．看護管理における学生の学び 
 学生が記述したラベルは総数 354 枚であったが、

研究目的に沿って精読した結果、７枚は目的にそぐ

わなかったため除去し、有効ラベルは 347 枚となっ

た。以下、【 】は大カテゴリー、≪ ≫は中カテゴ

リー、＜ ＞は小カテゴリーを示す。ラベルをグル

ープ編成したところ、小カテゴリーは 62、さらに中

カテゴリーが 23 と編成された。大カテゴリーは、

枚数の多い順に、【看護サービス管理過程(47.3％)】
【管理者に必要な要素 (20.2％ )】【組織の機能

(12.7％)】【他部門との連携(10.7％)】【病院経営

(6.6％)】【調整(2.6％)】の６カテゴリーに編成され

た（表１）。 
２．看護管理におけるカテゴリー分類について 
 学生の学びとして取り出された６つの大カテゴリ

ーには、次の中カテゴリーと小カテゴリーが認めら

れた。 
【①看護サービス管理過程】には、枚数の多い順に、

≪スタッフの指示・統制≫≪スタッフの動機付け≫

≪管理サービス目標≫≪患者把握≫≪スタッフの組

織化≫≪スタッフ把握≫≪看護管理組織の成立≫≪

管理日誌の活用≫≪委員会活動≫の９つが見られ、

【②管理者に必要な要素】では、≪行動力≫≪判断・

分析力≫≪資質≫≪倫理的態度≫≪看護観≫≪理論

≫の６つが、【③組織の機能】では、≪人・物・情報・

時間の管理≫≪病棟管理≫の２つであった。【④他部

門との連携】では、≪他職種との交渉・調整≫≪人

間関係の調整≫≪外来との連携≫の３つ、【⑤病院経

営】では、≪経営参画≫≪経営目標≫の２つであっ

た。【⑥調整】は、《調整》のみであった。 
３．各カテゴリーの関連と学びの構造化 

学生の学びのカテゴリー間の関連性については、

図１のように構造化された。 
看護管理者は、看護サービス対象の≪患者把握≫

と提供者の≪スタッフ把握≫をし、＜常に課題を持

ち改善していこうとする姿勢＞で、＜患者の安全安

楽とその看護サービス＞を優先する《看護管理サー

ビス目標》を設定していた。そして、その目標達成

のために、看護部長をトップとした≪看護管理組織

≫を成立させ、そのプロセスとして、≪スタッフの

組織化≫を行うという関連があった。次に、看護管

理者は＜スタッフの精神面＞を含めた＜スタッフの 
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大カテゴリー 中カテゴリー 小カテゴリー ラベル数

スタッフすべての教育・指導を行う 23
情報をスタッフ全員で共有する（報告・連絡・相談） 14
リーダーシップでスタッフの方向性を決める 7
スタッフに役割を委ねる 4
業務のスリム化を行う 4

スタッフが働きやすい環境を作る 21
スタッフの精神面を把握しサポートする 10
スタッフの健康管理を行う 4
スタッフを大切にする 4
スタッフの自主性を尊重しボトムアップする 3
スタッフとの信頼関係を持つ 3
スタッフの相談を受ける 3
スタッフを見守りサポートする 1

患者の安全安楽と看護サービスを一番に考える 11
目標管理を行っている 8
常に課題を持ち改善していこうとする姿勢を持っている 6

患者の状況把握を行う 9
病棟の把握を行う 6
ナースや患者の把握をするために巡回を行う 3

スタッフの組織化 スタッフの能力・負担軽減と患者の安全を考えて勤務表を作る 9

スタッフ一人一人の能力や性格を把握する 5
患者・スタッフすべての人を知る 2

看護管理組織の成立 看護管理組織の成立 2

管理日誌の活用 管理日誌を使用している 1

委員会活動 委員会などの活動を行う 1

危機管理能力を持っている 9
コミュニケーション能力が必要である 6
看護モデルとなるようにふるまう 2
人を動かす力を持っている 1
行動力がある 1
幅広い能力を持っている 1

様々なことを観察・把握・判断する力を持っている 8
データ分析と説得する力を持っている 8
スタッフの能力評価をする力がある 2

広い視野を持っている 4
様々な知識を持っている 3
発想力・創造力を持っている 3
先を見通す力を持っている 2
師長のカラーが病棟に反映されている 2
自らのビジョンを形にしている 1

状況に合わせて対応していくことが必要 4
公平性を保つことが必要 4
一貫した態度を示すことが必要 2

看護観 自分の看護観を持っている 6

理論 管理に必要な理論 1

業務・安全・経営を考えた上で物品管理を行う 24
人・物・情報・時間の管理を行う 5
適切な資源・情報を把握し活用する 3
すべての人の管理を行う 2

ベッドコントロールを行う 5
特性をふまえて病棟の調整を行う 5

他職種との連絡・調整を行う 18
他職種・組織との交渉をする 6

外来との連携 外来との連携をとる 3

組織全体で管理していくように働きかけている 10
経営について把握している 8
人材確保を考えている 3
病院全体の運営も行う 1

経営目標 将来の病院のあり方を考えている 1

人間関係を調整する 10
トラブル・クレームの対処・報告・相談を行う 9

合計 347

調整　　　 19枚（5.5%） 調整

看護サービス管理過程
164枚（47.3%）

組織の機能
44枚（12.7%）

他部門との連携
27枚（7.8%）

スタッフの動機付け

スタッフの指示・統制

判断・分析力

病院経営
23枚（6.6%）

管理サービス目標

資質

他職種との交渉・調整

人・物・情報・時間の管
理

病棟管理

経営参画

患者把握

倫理的態度

行動力

表１．総合看護学実習Ⅱ（看護管理）で得られた看護学生の学びの分類

管理者に必要な要素
70枚（20.2%）

スタッフ把握



滋賀医科大学看護学ジャーナル,5(1),58-63 

－ 61 － 

健康管理を行う＞や＜スタッフとの信頼関係を持つ

＞ように対人関係をつくり、この関係を維持するた

めに＜スタッフの相談を受ける＞＜スタッフを見守

りサポートする＞＜スタッフの自主性を尊重しボト

ムアップする＞、＜スタッフが働きやすい環境を作

る＞等の実践をし、≪スタッフの動機付け≫と関連

していた。さらに、目標や組織を機能させるために、

＜スタッフに役割を委ねる＞や＜スタッフすべての

教育・指導を行う＞とする管理者役割があった。ま

た、看護管理者は＜情報をスタッフ全員で共有＞す

るための報告・連絡・相談をし、＜業務のスリム化

を行う＞、＜リーダーシップでスタッフの方向性を

決める＞等≪スタッフの指示・統制≫という役割を

有する。これらの関連は、看護サービス提供のため

のプロセス、つまり【看護サービス管理過程】とし

て循環していた。また、その過程の中で、情報収集

としての≪管理日誌の活用≫や≪看護管理組織の成

立≫に必要な≪委員会活動≫を看護管理者が行うと

いう関連があった。 
 看護管理者は＜様々な知識＞や＜広い視野＞、＜

先を見通す力＞と＜発想力・創造力＞を兼ね備え、

＜師長のカラーが病棟に反映する＞ことや＜自らの

ビジョンを形にする＞等、リーダーとしての≪資質

≫をベースに、＜観察・把握・判断する力＞と＜デ

ータ分析と説得力＞や＜スタッフの能力評価＞とい

う≪判断・分析力≫の能力を持っていることが明ら

かとなった。そのため、看護管理者には＜コミュニ

ケーション能力が必要＞で＜人を動かす力＞＜危機

管理能力＞等の＜幅広い能力＞や、自らが＜看護モ

デルとなる＞≪行動力≫を持ち、リーダーシップを

果たしているという構造が認められた。さらに、看

護管理者は＜状況に合わせた対応＞と、スタッフへ

の＜公平性を保つ＞や＜一貫した態度を示す＞とい

う≪倫理的態度≫が必要であり、≪看護観≫や≪理

論≫とともに《判断・分析力》に関連していく。こ

れら【管理者に必要な要素】は【看護サービス管理

過程】に影響を及ぼすという関連が認められた。 
看護管理者は、≪人・物・情報・時間の管理≫や

＜ベッドコントロール＞、＜病棟の調整＞といった

≪病棟管理≫を行い、病院【組織の機能】を果たす

役割を担っている。その【組織の機能】を果たすた

めには、≪他職種との交渉・調整≫、≪外来との連

携≫という【他部門との連携】や【看護サービス管

理過程】からの影響が関連していることが認められ

た。そして【組織の機能】には、≪トラブル・クレ

ームの相談・対処・報告≫や病院内のすべての≪人

間関係の調整≫といった医療安全確保のための【調

整】を行うという関連も認められた。 
【病院経営】では、看護管理者が≪経営目標≫を

設定し、＜経営について把握＞し、＜組織全体で管

理＞という≪経営参画≫を行う関係が認められた。

また、この【病院経営】には、病院各々の【組織の

機能】と【看護サービス管理過程】が相互に影響す

る構造が認められた。  
 
Ⅶ．考察 
 以上の結果から、学生の看護管理実習における実

習の意義について考察する。 
１．集団の患者を支える看護管理過程 
 最も多い学生の学びは、【看護サービス管理過程】

であった。これは、看護サービスを患者へ直接提供

する場である病棟やＩＣＵなどの担当部署の看護管

理者から多くの学生が指導を受けたためと思われる。

≪患者把握≫≪スタッフ把握≫による情報収集から、

≪目標≫設定・計画立案、≪組織化≫、≪動機付け

≫といったプロセスが看護管理の学びとして得られ

ていた。これは、看護過程を支える、集団を対象に

した看護管理過程の実状を体験できたという意義が

あったと思われる。 
２．ロールモデルとしての看護管理者の姿 
 次に多かった学生の学びは、【管理者に必要な要

素】であった。２日間、看護管理者の業務や技術・

態度などの観察をし、また看護管理者の考え方や看

護観を聴取することで、看護管理者にはさまざまな

能力や知識、リーダーシップなどが必要であること

を学んだと思われる。看護学実習において学生の学

習活動を説明する概念の１つである“模範の発見と

同一化”５）を学生が学んだことだと考えられる。ロ

ールモデルは学生が専門的態度を習得するために有

効であり、その学習効果には永続性がある５）といわ

れている。今後、学生が看護専門職としての継続的

な学習をしていく方向性に影響を及ぼす意義がある

のではないかと考える。 
３．病院経営・組織機能・他部門との連携・調整へ

の気づき 
 ラベル数は少ないが、看護管理部と師長会を見学

することで、【病院経営】や【組織の機能】、【他部門

との連携】、【調整】といったラベルがあった。これ

は、目に見えない看護管理の重要性に学生が気づい

たという意義があったと思われる。そして、このよ

うな指導機会の少ない実習での学びを、最終日のグ

ループカンファレンスによって共有し、さらに広い
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視野で学びを得られるようにした指導方法は重要で

あったと考えられる。 
他の文献６）との比較において、本研究では、見学

実習が短期間にも関わらず、学生が看護管理の意義

や重要性を学ぶことができ、看護管理実習の目標が

達成できたものと考えられる。また、この実習は、

学生が目指す看護専門職の方向性を示唆する意義が

あると思われる。 
 
Ⅷ．まとめ 

本研究は、総合看護学実習Ⅱ（看護管理）におけ

る学生の学びを明らかにし、実習の意義を検討する

ことを目的とした。研究に同意を得られた 59 名の

学生のラベル 347 枚を分析した結果、以下のことが

明らかになった。 
１． 学生の学びは、【看護サービス管理過程】【管 
理者に必要な要素】【組織の機能】【他部門との連携】

【病院経営】【調整】の６カテゴリーであった。 
２． 学生は講義と見学実習により、看護管理の

意義と重要性を学んだ実習であった。 
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Learning Acquired by Intern Nursing Students (Nursing Administration) 
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Abstract 
 This study examines the significance of the learning experience during the student nurse practicum 
II (nursing administration), and identifies the knowledge acquired by intern nursing students. Fifty-nine nursing 
students who consented to participate in this study generated 347 labels to describe their learning 
experiences. These labels were analyzed using the KJ method.  

The labels were classified into six primary categories of learning experience: nursing service 
administration processes, essential factors for administrators, organizational function, cooperation with other 
departments , hospital management, and coordination. In addition, 23 secondary categories and 62 tertiary 
categories were determined. A relationship between each category was identified.  

The results suggest that this practicum was successful in achieving its purpose of providing students 
with knowledge of nursing administration that helped them to determine the appropriate direction of their 
nursing career. 
 
Keywords: nursing administration, gerontological nursing, student learning, significance of practicum 
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体外受精における女性クライエントの受療への意味づけ 

 

宮田久枝 

滋賀医科大学医学部看護学科臨床看護学講座（母性・助産） 

 

要旨 

本研究では、体外受精を受療する2名の女性クライエントの「語り」によって、不妊治療を受療する意味づけを明らかにすること

を試みる。研究協力者は、1 名は男性不妊症で治療が長期にわたり年齢が高くなっての体外受精の受療であり、もう1 人は女性不妊

症の診断が早く治療開始1.5年で出産となっていた。彼女たちの「語り」からは、体外受精の受療はそれぞれの自己実現において結

婚、家族、子どもを持つことへの重みの違いとしてみられ、人生においての子どもを持つことへの方法であったり、家族をつくるた

めの唯一の方法であった。体外受精の受療はそれらを実現させるための確実な方法であり、夫婦の密接な関係の中で女性が我が身を

もって引き受けていることが伺えた。不妊治療は、必然的に産む性である女性の身体のコントロールを必要とするものである。女性

クライエントの受療への意味づけの違いによる心理的サポートが必要である。 

 

キーワード：体外受精、女性クライエント、家族、子ども、自己実現 

 

＜はじめに＞ 

不妊治療における女性クライエントとは、婚姻した夫

婦が子どもを得ることを希望しているにもかかわらず子

どもを持てないために、不妊治療によって子どもを持つ

ことを希望し受診した場合の不妊症夫婦の妻を指す。こ

の女性クライエントの状況は大きく分けると、①不妊治

療を開始し診断の段階を経て、本邦においてはこれ以上

の治療方法がなく長期の治療を経て体外受精（以下 IVF

とする）となった場合、②不妊治療のはじめの段階で不

妊の確定診断がつき治療開始の短期間で IVF となった場

合、③クライエントが高年齢のため早期に IVF となった

場合であり、治療目的は女性が妊娠、出産することであ

る。不妊原因が男性にあっても女性であっても、女性の

身体のコントロールが主となるため、当然、女性に負担

がかかっている。このような治療状況にあって女性クラ

イエントは、IVEをどのように意味づけているのかを明ら

かにすることを目的とする。 

 

研究方法 

ここでの調査方法は、半構成面接であり、質的研究と

しての「語り(narrative)」1)である。この調査において

「語り」という方法を採用したねらいは、臨床において

実際に見受ける状況から、量的調査によって言い切れな

い事柄、潜在しており社会的に分かってもらいにくい問

題とされにくい事柄、あるいは問題化する前の状況など

を明らかにするために適当であると考えた。 

 

研究協力者 

対象は、2004年4月～12月までにIVF受療目的で通院

していた女性クライエントである。但し、医療側に悩み

を話す・夫婦以外の相談相手がいる場合など、開かれた

状況である場合にのみ依頼した。これには、主治医、胚

培養師など女性クライエントに直接関わっている医療者

の判断を仰いだ。当初、研究協力の承諾が得られたのは

８名であった。この不妊原因別での内訳では、男性因子

２名、女性因子 4 名、原因不明２名であった。その後、

８名の経過は、治療中止が２名、治療継続が４名、出産

に至ったのは２名であった。そこで、本調査での対象は、

治療継続の４名と出産に至った２名の合計６名の中で、

不妊治療による副作用や出産までの期間で切迫早産等の

緊急対応を要する異常による入院があった４名を除いた

２名とし、その２名の「語り」とした。２名は、以下、

研究協力者として扱う。 

 

倫理的配慮 

研究に対する依頼手順は、まず、医療施設に対し、研

究調査の主旨・方法の説明を行い研究の承諾を得た。そ

して、女性クライエントへの依頼は、医療施設のメンバ
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ーを通じて研究の主旨を説明した用紙を配布し、自由意

志での協力であるため、了解である場合は後日女性クラ

イエントより申し出て頂くという手順ですすめた。研究

依頼は、調査への協力を断ったとしても治療に不利益を

与えないことやプライバシーの保守の徹底を示した。 

 

調査の具体的プロセス 

本調査は著者が行った。日時・場所は、研究協力者の

都合を尋ね設定し、女性クライエントの自宅や自宅から

離れた静かな喫茶店で行なった。当初提示した所要時間

の40～60分間を超える場合が多かった。面接の内容は不

妊治療の経過に沿って話すよう依頼し、具体的には①不

妊治療を始めるきっかけと経過、②体外受精を受療する

ことに決定した経緯、を調査の冒頭に提示した。内容は

許可を得てテープに録音した。この研究方法による課題

は、研究協力者は悩みなど何らかのメッセージを調査者

に伝えたいという欲求があり、調査者は研究の目的より

それを受け止めていくという関係を形成するため調査者

の持つ見解や権威の影響が否めないことである2）。そこで、

面接にあたっては、カウンセリングではなく、協力者が

話すことを否定することなく淡々と聞くという関係がつ

くられるように心掛けた。 

分析枠組みは、１人の女性が結婚を選択しこれからの

人生設計をしたとき「結婚」、結婚から生殖へとつながら

なかった不妊であることを認識した時期「不妊治療の開

始」、不妊原因が明らかとなりIVFの適応となってから現

在までの「IVFによる治療」という流れの中で、不妊にど

のような意味があったのかについて行った。 

調査者によるデータの取り扱いによる多様性について

は、語りの内容を女性クライエントに確認した。さらに、

複数の不妊治療に携わる医療者の意見を得て分析するこ

とによって信頼性妥当性を図った。 

 

Ａさんのプロフィール 

 Ａさんは36歳である。５人兄弟の４番目、両親は健康

で近くに住んでいる。小さい時からはっきりとものを言

う子だといわれてきた。間違ったことは言わないと気が

すまない、よく気が付くタイプとＡさんは言う。大学卒

業後、専門の資格を持ち正規の就業を続けている。向上

心が高い。社会人になって７年が過ぎた時点で結婚を希

望し友人の紹介で結婚した。結婚後６年である。夫は30

台後半、会社員である。夫の帰宅はいつも夜中を過ぎる。 

Ａさんには、自分たち夫婦はすれ違いであり会話の少な

いことによってＡさん自身の思いが夫に通じていない

のではないかという悩みがあった。 

不妊原因は治療を開始して２年目に診断された男性不

妊である。治療期間は６年目に入っている。基礎体温の

測定から始まって不妊治療の段階を経てIVFとなった従

来からの典型といえる。 

 

Ａさんの「語り」の内容 

<生き方> 

Ａさんには自分の可能性を追究していくこと、将来は

自分でビジネスをしたいという人生の目標がある。社会

人としてのキャリア・アップというようなある職種に縛

られた人生の目指し方ではない。年金等、経済的な安定

が得られたら残りの人生、自分の可能性を試す「勇気」

があるし、そうしたい。小さい頃から自分のことは自分

で決めてきた。これまで何でも自分で目標を決めて進ん

できたと言うように、Ａさんの人生は自分の手によって

デザインされてきた。女性として、妻として、次に母と

しても生きようとしたときに夫婦が不妊であることが分

かった。Ａさんは不妊を人生における「つまずき」「障害」

と捉えている。他の研究協力者のうちでも年齢が高い場

合や仕事を持った女性の場合、それまでの人生が自らの

選択や努力によって進められてきているせいか、不妊に

ついて「試練」「つまずき」「ハードル」などという表現

で語っていた。Ａさんにとって不妊は人生の課題である

から、やり残しては辛いと思い、自らの努力で乗り越え

られるものと捉えているのだろうか。Ａさんは次のよう

に語った。 

 
私は目標を決めそれをクリアすることが得意なの、常に計画

してそれを成功させてきた。有言実行形、更に上にいく。それ
でやってきた。それで人生上手くいってきた。常にこうしたい
と思ってみんな動いていると思う。たまたまでは嬉しくない。
したいと思ってすることが楽しい。頑張れたし、頑張ればでき
ていた。計画立てるの得意、これまで計画して成功してきた。 
今は、（不妊は）最大のつまずきというか障害。思うように

できない。それが不妊。私はこれからになっていない。羽ばた
けない。そんなことの繰り返し。 
新聞で疲れ果てた人の記事を読むとホッとする。けれどもや

っぱりあきらめきれないというパターンのエッセイや、区切り
つけてやめた人の手記を読むとこれは70歳になってもしんど
くなるのかなあって思うと、ワーッこれはもう抱えてしまった
なあと思う。解決できることは解決していきたいんですよ。 
 



体外受精における女性クライエントの受療の意味づけ 

 － 66 －

<結婚> 

何にでもポジティブであるＡさんが結婚に望んだもの

は自分の子どもを自分自身のために持つことであった。

子どもを持った自分の将来像を描いていた。夫と子ども

がいて、自分であった。世の中から認めてほしいという

欲求のもとに結婚したいと希望していたようだ。女性は

結婚し、子どもを持つものであるという彼女自身に内在

化する規範によるものだろうか。 

また、Ａさんは自分自身のために産んだ子どもを１人

の人間として育てると語っていた。子どもを自分が育て

る、人にする責任をＡさんは語っていた。不妊治療を受

療していくことは、親としての責任を果たすことへの準

備と捉えているのだろうか。子どもを育てることを目標

としていた。 

 
  結婚は子どもが欲しいのでしました。その時には、自分の

人生があって、結婚し・子どもを産む時期と考えていました。
夫とは子どもが欲しかったから結婚したようなもの。愛情と
か一緒に居たいとかではなかった。子どもが目的。できちゃ
った婚とかあるけど、私は古い考え方かもしれないけど、そ
んなことはできないわ。親も周りにもきちんと言える状態が
私の目指すもの。そういう考え方がちゃんとあるの。みんな
が良いと思うことは、絶対すべきよ。子どもは、私が自分の
手でもって、１人の人間を育て上げるということが目的なの。
私のために生みたい。子どものためとも違う。 

 

<仕事> 

仕事や結婚生活が落ちつきはじめた頃から産婦人科へ

通院している。生理に伴う自覚症状があったり、結婚後

の時間の経過で妊娠できないことを悩んでの通院ではな

かった。はじめのクリニックは仕事場から通いやすいと

いうことで決めている。治療の評判や診療内容ではなか

った。そのうちに医師から妊娠できにくいことを告げら

れ、友人の評価が良い医師のもとに自ら転院している。

転院について通院中の医師との相談はしていない。 

新しい病院も仕事の都合で行ったり・行かなかったり

しているうちに1-2年が過ぎている。年齢が30歳初めと

いうことで医師もＡさんも急ぐ様子はなかったようだ。

自然妊娠の可能性も捨て切れなかった。しかし、加齢に

伴い妊娠率が低下する。Ａさんはやがて焦り始めるが、

仕事での自己実現と子どもを持つということはライフサ

イクル上の出来事で同一線上の事柄であったためか医療

者側から見れば生命と仕事という異種のものを同じに考

えることは理解が得にくいものであったといえる。 

Ａさんは妊娠が不確かなものであること、医学によっ

て解明できていることは極一部に過ぎないということを

知っていた。分かってはいるものの「きっと妊娠できる」

と期待が高まるのは当然のことであろう。治療成果が上

がらないことが繰り返されると情報を集めたり転院を決

めたりできない、仕事で責任が果たせない、親類への挨

拶の日さえも決められないというように、何でも決定し

てきたＡさんの自信を低下させていたと思われる。 

 
初めはクリニック、仕事のことがあったから早い時期から行

った。来年の仕事を考えると、ここで（妊娠）したらいいかな
って。直ぐに妊娠すると思っていたから。仕事を確実なものに
するための、裏づけですよ。裏づけのために行ったんですよ。
仕事の関係がなかったら病院には行っていなかったですよ。仕
事の関係がない場合は、（妊娠は）いつでもよいですから。 
やっぱりおかしいということで、言われ始めて、最初は気楽

ですよね。何か変だといわれだして・・まだ早いと思ってたし。
でも、「これはあかんな」と思った。 
そこは、半年くらい行った。そして、次（病院）に変わった。

そこで本格的に調べた。その頃は若いし何もしなかった。医師が
親切に話を聞いてくれた。友人が（治療開始してから）6 年間過
ぎていたけど、（治療の効果が上がっていなかった）変わった病
院だけど、取り合えず（話を）聞いてくれるので行った。 
今まで自分でできなったことは何もなかった。頑張ったら（何

でも）できた。できなかったことは子どもだけ。努力したら、
頑張ったら成果は絶対ある。自分なりにも大学すべったとして
もそのことは無駄にはならない、成果は見出せる。でも、この
こと（不妊）だけは、絶対に何も見出せていないわ。結局は足
を突っ込まなかったほうが良かったんじゃあないかって思って
いる。スタートラインがというか、今はなんだか積みあがって
しまっているから、そんなはずじゃあなかったのに、こうなっ
てしまった。スタートのピストル撃たれてないのに、いつの間
にか、もう、全力疾走できてるから、今は、もうゴールをめざ
すしかないんです私は。今は、ゴールを、スタートしていない
んだから自分自身、ゴールを無理矢理決めなくてもいいのかな
あって思ってたりもする。でも何１つ決められない。 
 

<夫婦関係> 

 近年、不妊の診断は治療の早期にできるようになって

きているとはいえ妊娠へのメカニズムはまだまだ解明さ

れていない部分が多く、不妊治療をすると直ぐに妊娠す

るわけではないので、クライエント夫婦の期待は叶いに

くく治療期間が長引くほど関係を保つ努力が必要となる。

不妊治療は検査と治療を並行して女性の性周期に合わせ

ながら進めていくためにこの検査は問題がなかったから

次にいくというように不妊治療の経過の中で段階ごとに

大きく揺れ動くことが予測できる。 

Ａさん夫婦も治療のはじめには治療に臨む状況での

強い結びつき、診断がされてからの不安定な関係、そ

れを乗り越えて治療を継続するといった努力の結果

である。Ａさんには、自分の思いが夫に通じていない
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のではないかという歯がゆい思いや不安があり、常に

自己をコントロールする努力があった。 
 

（男性不妊であること） 
不妊治療のことは、夫以外は身内は誰も知らない。言っても

仕方無いでしょう。かわいそうにとかいわれちゃって。悲観は
いけない。できなかった自分をどう変えたらよいか考えればよ
い勉強をしたと思うの。そういう点では夫が原因というのは私
にはどうにもならない。私にできることだったら何でも克服で
きると思う。副作用で入院寸前までがんばっても夫が悪いのな
らどうしようものない。20くらい採卵できても受精しなけりゃ
意味がない。これはどうにもならないから、もっと積極的に夫
に（病院へ）通って欲しいのよ。 
自分やと思って行ってた頃はラクだった。その頃は自分を責

めればよかった。 
食生活だって気を使っているし、生活は潤っている。朝昼晩

食事しているし。単にないのは子どもだけ。それがストレス？
っていわれても排除できないんだから。もう、がんじがらめで
すよ。自分のできることは何でもしている。苦しいことです。 
ずばり言われなかったけど「精子元気ないし」といわれた。3

回続けてデータが悪すぎるし、「ちょっともうご主人治療された
方がいい」といわれた。深刻には考えていなかった。忙しい人
だからすぐにデータ上がるだろうと思っていた。 
男性不妊症とかをしゃべったり、話し合ったりしたくない。

責めたくもない。完璧に医療が効くわけでない。受け入れたり
話したり私は疾患があるわけではないからたちが悪いですよ
ね。だからストレスの取れることがない。 

 
（男性不妊と分かったとき） 
今は情も湧いてきているから（離婚）大丈夫と思うけど、一

生懸命働いてる人とか、「私だけがどうして、どうして？？」
とパニックになった。「ワーっ」となって一回怒ったときもあ
ったけど、今は喧嘩して良かったと思っている。（感情を）出
さんとこう、出さんとこうと思っていたが、一旦言ってみて良
かった。もう言い合うこともないと思う。すべて思っているこ
と全部言った。人生が狂ってもそうやったら仕方ないし。「（不
妊の原因が）私やなくてよかった｣と思った。でも、後になっ
て、そのときの自分のいやらしさを思った。（夫は）良い人や
のに、（私は）凄い卑怯やと思った、今も思っている。そこで、
やっていけてる。私のあの厭らしさを忘れたらいかんと思った。 

 
（男性不妊と分かってから以降） 
私は自分にできることはやって、私の夫は自分から不妊に

ついて調べたりしないから「もっと他の人はやってる」と言
った。でも、本人は本人で努力しているんだと思う。来週検
査や言うときも「大丈夫」なんて励ましもしない方が良いと
思ってしない。そういうことはしたらあかんと思う。 
これは何も考えさせない方が良いかなあと思ってストレ

スかけたらあかんし、男に努力できることはやってもらって
いるので、あとは私が食事とか全てこれ以上心配かけたらあ
かんなあと思った。治療も分からんだろうし。あなたは心配
することないとか、私がしどくても前向きなことしか言って
ない。 
今までいろいろ病院捜したけど行けば行くほど傷つけら

れていくようでしんどかった。もう主人傷つけたくないし、
悲しかった。1年前に転院した。1回は人工授精しようとい
われてしたけどもちろんあかんかった。結果、確かめたこ
とにすぎなかった。 
今は2人で話し合っていけてる。離婚しはったやってとき

くとそれ分かるんですよ、すごく。経験がない人にはこのつ
らさはわからへん。 

 

＜不妊治療によって生まれる子ども＞ 

 Ａさんの語りの内容をみると、第１回では「子ども」

という表現はなく主に「妊娠」についてであった。第

３回になってようやく「子ども」のことが出てきてい

る。生殖に医学が介入することは自然ではないことで

ある。世間的に子どもを持とうとすることは、持とう

としないことよりも当然支持されている。そのような

状況にあってか、子どもを持とうとする夫婦は子ども

が「できる・できない」の段階であり、どのような子

どもが欲しいとか、どのような子どもなら要らないと

いう話題は口外しにくいものかもしれない。しかし、

第３回の面接では不妊治療の積極性と障害を持って生

まれた子どもについて特別な処置が必要なら助からな

いでほしいことを語っている。 

 

障害の子どもが産まれたら助かる技術がないところだったらそ
のままいける（死ぬ）ので救命を一生懸命しているところはあ
えて避けようとしている自分がいて（不妊治療を）大学病院と
か避けていたところがあるの。 

 （不妊治療は）それでほんまに産まれた子どもが障害を持った
り、生きられるかどうかということを考えたら、リスクが高いし、
それが一番大切なこと、それで「NO」という以上は、なんでも受
け入れられると思わへんかったら続けたら駄目だなあと思いま
す。考えたらしんどいです。いつも段取りばっかり考えているか
ら。 

 

<親との関係> 

Ａさんにとって親は心配をかけたくない大切な関

係にある。親から援助を受けることはなく、常に自

立している立場である。むしろ親の健康など心配し

声をかけている。実親、義理の親ともに自分たち夫

婦が不妊であり、不妊の子どもを持った親として悲

しませたくない気持ちがあるという。Ａさんは次の

ように語っている。 

 

不妊治療のことは、夫と私以外知らない。実母には治療費
が急に必要で借りに言ったけどごまかして借りた。（両親が）
世間に何といっていいか分からないでしょう。今の病院は実
家の近くだったので行きたくなかったから、母親は産婦人科
へ行く友人のこととか言うから知れるのがイヤだった。知っ
ている人に出会ったら嫌だ。辛くなる。 

 

Ｂさんのプロフィール 

 Ｂさんは26歳である２人姉妹の姉、母親が近くに祖母

と住んでいる（父親のことは全く話さない。第３回の面

接で夫の父親の話のついでに、実父のことは「知らない」

と言う）。妹は独身である。Ｂさん自身は辛抱強い方だと



体外受精における女性クライエントの受療の意味づけ 

 － 68 －

言うが、人からはおっとりしているといわれる。職業は

医療職パートである。夫は26歳同い年で、実家の自営業

の社員である。夫の仕事の忙しさは季節によって差があ

り収入が安定していない。夫とは幼馴染の知り合いで、

二人が高校卒業後から付き合いはじめ６年後に結婚した。

現在は結婚後1.5年である。 

不妊原因は、夫の既往疾患から妊娠できるかどうか結

婚と同時に検査したが、夫は正常範囲で、Ｂさんの卵管

閉塞（女性不妊）が判った。結婚とほぼ同時の治療開始

で治療期間は1.5年で子どもが生まれた。 

このようにＢさんは、ＡRTによって極めて短期間に診

断を受け子どもを持つに至った事例である。今後、Ｂさ

んのような事例が増えることは予測できる。 

（Ｂさんとは３回面接をしている。第１回はIVF開始前であ

り、その後すぐに妊娠が成立した。第２回は妊娠の安定した時

期（妊娠30週）、第３回は出産後４ヶ月である。） 

 

Ｂさんの「語り」の内容 

<結婚> 

夫との付き合いが長く、幼馴染であったため親兄弟が

知っている関係であったにもかかわらず、Ｂさんがあえ

て結婚ということに拘ったのは、周りに認められた、正

式な関係であり、その基に子どもを持つという、周りに

祝福されることであった。できちゃった婚は、最近の結

婚では１/３を占めるようになってきておりよく聞く話と

なっている。親も周知で付き合いが長ければそれでも良

いのではと考えられる。それにもかかわらずＢさんが求

めたのは正式な周囲の祝福であった。ＢさんとはＢさん

の家で会ったが、結婚式の一族の集合写真、子どもが生

まれてからは手形や命名の額が飾られていた。また、Ｂ

さんにとって子どもを持つことが正式に選択されたこと

であった。実母の苦労があったのかもしれない。Ｂさん

は次のように語っている。 

 
結婚する前に、付き合ったのはすごく長く、結婚の「け」の

字もなかったんだけど、旦那さんの方が、病気したんで早く結
婚して（子どもを）作ろうと言って、急いで結婚したの。結婚
に拘ったのは、皆に祝福してもらえるから。そうして子どもが
いたら幸せと思ったから。 
母は、私をできちゃったでしたから、おばあちゃんから言わ

れ周りにも気を使いお祝いではなかったんです。母はそういう
思いをしている。私はそういう子だから。そういうのってイヤ
じゃあないですか。うちの人も古いというか、「できちゃった」
で済まされへん人ですから。・・やっぱり子どもですかねえ。
夫も私も結婚するなら子どもと考えていた。 

<仕事> 

Ｂさんは専門職で、経済的ゆとりやキャリア・アップ

を求めるなら退職する必要のない比較的安定した職場に

勤めていた。しかし、専業主婦願望があったのと、専門

職でありいつでも復帰できるからなのか、結婚を機に退

職している。しかし、不妊治療を始めるにあたって治療

費を貯めるために働き出した。不妊治療のための時間の

確保や医師から妊娠の可能性が高いといわれたためにパ

ートとした。語りの内容での仕事に関することは経済的

な事柄に終始していた。そのためか職場での友人や協力

者は少ないようだった。 

 

結婚してから１年半働いていなかった。治療をすることにな
ってお金がいるからお金を貯めようとパートに行くようになっ
た。 

 

<夫婦関係> 

結婚後1.5年でもあり、夫とはよく話をしているようだ。

結婚は不妊であることを予感しつつ子どもを持つことを

正式に選択したことであり、結婚後の生活は同時に不妊

治療が始まっている。従って、治療が進みＢさんが不妊

原因であることが診断され自分のためにという負い目が

あった。不妊治療に対する夫婦の姿勢は前向きであり共

同体である。生活での決定事項は夫が下しているようだ

「旦那さんが・・」とよく語っていた。夜遅くまで仕事

をする夫は自慢であり頼りがいのある存在のようだ。Ｂ

さんは妻という枠内で自分にできることを必死に探し行

っている。Ｂさんは次のように語っている。 

 
何でも二人で決めている。家のことだって賃貸払うくらいな

らローンでも同じくらいになるのでこんな家やけど買った。車
だってたいしたことない（ローンで払えている）。夫は（将来
のことまで）いろいろ考えていてくれる。 
(IVF)１回で（妊娠に）いってくれないと、もうお金ないし貯

金なくなったし、私なんかなのに（不妊原因）、こんな貧乏や
のにお金かかって「ごめんね」｢ごめんね」って言ってるけど全
然気にしないし。精子を取らないといけない時も、恥ずかしい
と言いながら採卵の時も（精子採取）頑張っていてくれたし、
すごい。他の男の人だったら嫌がるだろうなあと思うことも凄
い協力的にやってくれる。別に何も言わない。卵戻すのを楽し
みにしてる。たぶんすごい子どもをカワイイとなりそうに思う。 
 お昼はコンビニのおにぎり１個。旦那さんにはお弁当

作ったり実家で済ませてもらっている。「そこまでするなら
やめろ」といわれるけど、申し訳なくて。いっつもごめんね
って謝ってばかりいる。お金がないのも結局私のせいやから。
別の人と結婚してたらこんな苦労はなかったのに・・。 

 



滋賀医科大学看護学ジャーナル,5(1),64-71 

 － 69 －

<親との関係> 

Ｂさんは研究協力者の中で親に対する語りが最も少な

かった。親のことを意識するあまりに避けているのか、

もともと親とのことが気にならないのか、妊娠成立後の

第２回の面接で、やっと語った中で触れた母親はＢさん

にとって反面教師的な存在と思われた。Ｂさんにとって

嫌な生き方をしていた母親だった。この母親のようには

なりたくないのか、結婚への拘り、子ども、持ち家、自

家用車、ペットなど、Ｂさんは理想の家族を追っている

のではないだろうか。Ｂさんは次のように少なめに語っ

ている。 

 
お母さんは40台です。・・・お母さんは、できちゃった（婚）

みたいです。おばあちゃんに反対されて・・・。私はそういう
の嫌で、みんなに「よかったね」って言われて祝福してもらっ
て幸せになりたい。お母さんのようなの、嫌なんです。お父さ
んのことは知らない。 
 

<不妊治療> 

 Ｂさんは自身に原因があることが分かりショックであ

った。加えて、治療方法が手術か体外受精かという二者

択一の選択であった。子どもを持つために結婚をした夫

婦にとっては治療を「するか・しないか」の選択ではな

く、どちらかの治療法を選択するというものであった。

IVFは、卵管の造設手術が再度詰まる可能性があるという

理由で説明されていたが、受精卵の着床までを人為的に

介入するということを確実なこととして受けとめていた。

Ｂさんは次のように語っている。  

 
私もともと生理不順があるので、できにくいかもと思ってい

た。旦那さんと付き合っていても妊娠しないんで、それも少し
おかしいと思ってたんです。結婚してすぐ婦人科に行ったら、
卵管がつまってると、言われた。旦那さんの方は、あんまり問
題がないって言われた。そのときは、私が働いていなかったん
で。私が働いてお金がたまってから通い始めた。１回くらい自
然にできてみたいなあと思う。 
 

（IVFへの決断） 
生理不順だし、自分に原因があるかなあと思っていた。詰ま

ってるって言われた。手術か体外受精かこの二つしか道がない
って言われた。手術はまた詰まる可能性があるということで確
実な方をとった。もう体外受精に決めた。体外受精は私が若い
し1－2回で妊娠すると聞いていた。先生も、若いからいけると
思うって言うから、ずいぶん期待していた。 

 
（体外受精の継続、治療への考え方） 
原因が本人なので治療の前から後のことまで考えていた。 

今回駄目でも次ぎ考えていた。 
 
（治療費） 
今の若さだったら、体外受精の方が、ボンとお金がいるけ

ど、何回もせんでもできると思うから、総合的に見たらお金
は安いって言われた。 

 

<IVFによって産まれる子どもについて> 

 治療期間、妊娠期間を通じてＢさんの語りには子ども

に関する内容はなかった。産後1ヶ月になり、はじめて子

どもの障害について語っている。いつの頃からか覚えて

いないが、障害のある子どもが生まれても覚悟があった

という。ずっと気になっていたことなのだろう。今回の

子どもが無事だったので次の子も３年後に凍結卵を使用

すると語る。 

 

考察 

IVF は急激に普及しているが、その治療は女性の性

周期をコントロールしながら進められるものであり心

理・社会的困難が存在する3.4）。特に女性には治療に自

らの身体のコントロールを必要とされるため、引き受

ける立場であり計り知れない負担が存在する。それ故

に受療に向かう意識を明らかにすることは重要なこと

といえる。 

＜Ａさんの語りにみる受療への意味づけ＞  

－不妊治療は自己実現に不可欠な「子ども」を得るため

の妊娠への方法である－ 

Ａさんは、生き方についてのポリシーを持ち、それに

基づいて人生を設計し、それをかなえるために何事にも

努力していた。結婚も人生での時期や子どもを持つこと

を考慮しての選択であった。仕事での実績を積み上げな

がら、家庭を作っていくことを目指し、出産の時期を考

えて相手を探し30歳で結婚している。その結婚は、子ど

もを持つことを含んでいた。つまり、結婚と子どもを持

つことが１セットであった6）。結婚は単に夫が好きで一緒

に居たいというようなものではなく、この夫の子どもが

欲しいための結婚でもなかった。この結婚は自分のため

ものであり、自分のための子どもが欲しかったといえる。

これまでの人生は全て計画通りで、希望したことは努力

によって手に入れてきた。 

「結婚と子どものセット」つまり家庭を手に入れるこ

と、そして仕事とも両立を求めているＡさんにとって、

不妊治療は全く予想外であった。正常な女性においても

高齢初産であり、生殖に適する期間はあまり残っていな

い年齢となっていた。しかも、不妊治療期間は６年に入

り治療を行っても妊娠の可能性は低いといわれる時期に
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入ってきている。不妊原因が男性不妊にあり、不妊治療

は定期的で IVF となっては時間の指定があったが、治療

のために仕事や家庭を御座なりにしたくなかった。 

どれもきちんとこなしたいＡさんにとっては治療だけ

に重きを置く訳にはいかなかった。治療を進めることを

選択し本格的となると、Ａさんには性周期をコントロー

ルするための治療時間の工面や、体調不良で苦痛であっ

た。しかし、Ａさんにとって不妊はコンプレックスでは

なく、人生の障害であり、乗り越えられるものと捉えて

いた。 

IVF に対してはこれまでの一般治療では成果を得てい

なかったので治療への「期待」を抱いている。現実にぶ

つかりながらも殆どの女性が不妊は解消できる問題であ

ると思っているのと一致する5）。一方、不妊治療について

の情報や知識を集め治療を乗り越えようとしているＡさ

んは、治療成績やそれぞれの治療段階における妊娠への

可能性の低さも理解しており、治療結果が思うようにい

かないことも周知しているが「ハマッている」という。 

その後、度々治療は不成功に終わっている。自らの努

力によっても解決しない不妊は、治療が長引くにつれて

仕事に集中できない状況を生み焦燥感や判断を低下させ、

結果としてＡさんの自信を喪失させていた。これは、Ａ

さん自身の「自己実現」をも妨げることにつながるもの

であり、人生の転換の必要を迫ることになってきている。 

 しかし、結婚の目的に「子どもを持つこと」を置き、

女性として妊娠し出産するという生殖機能での役割を遂

行する 7）ことが「自己実現」と捉えているＡさんにとっ

て、治療を中断することを選択するのは難しい。まして

やＡさんに不妊原因はない。別のパートナーによれば実

現できるものといえる。治療でのストレスの蓄積や治療

結果に期待が持てなくなってきている現状で、Ａさんが

自らの目標を全うしていくためには、つまり、Ａさんが

「結婚」の目的を「子どもを持つこと」においている限

り、結婚のパートナーとしての夫との信頼関係を努力し

て維持するか、やり直すべきかについて揺れ続けること

になる。 

＜Ｂさんの語りにみる受療への意味づけ＞  

－不妊治療は描いた家族像をつくるための 

         妊娠への「唯一」の方法である－ 

 Ｂさんは、幼馴染と付き合っており適齢期となって結

婚した。実母がＢさんを妊娠した経緯が祝福されたもの

ではなく家庭的にも複雑であったので、家族をつくるこ

とが目標であり、結婚はまわりに祝福されるものであり

目標であった。そこには、好きな夫がいて、子どもを持

つといった家族像8.9）そのものであった。一戸建ての家に

住み、自家用車があり犬を飼う家族である。Ｂさんは、

自分自身の身の置き所を求めていたといえる。 

交際期間は長く、交際中に妊娠しなかったＢさんは女性

としての生殖機能に不安があり結婚を決定し早くに受診

を開始している。結果、不妊原因が自身にあったことはＢ

さんの目標を阻むものであり、結婚し、そして子どもを持

つことが自己実現であるため積極的な通院となった。 

ＢさんのIVF受療は絶対的適応であり、妊娠するための

「唯一」の方法であった。経済的負担が高くても年齢が若

いことから妊娠率は高いといわれており効果的な方法で

あった。 

夫婦は一緒になって家庭をつくっていくことに一致し

ていた。しかし、その実現が出来ないことよりＢさんには

負い目がある。自分自身では妊娠することが望めないＢさ

んには受療は妊娠への唯一の方法として認識され、治療費

の工面はＢさんが生活を切り詰めることによって出来る

ことであった。そのような中にあっても、持ち家など、Ｂ

さんの目指す「家庭」に必要な物は揃えられていた。Ｂさ

んにとっての妊娠は、このように描いていた家族への一歩

であった。Ｂさんのもつ自己実現は、あれもこれもではな

く、家庭を持つことにあるが、それが医学の力を持ってし

か実現できない状況であり、自分を納得させ、治療に向か

わせている。受療は妊娠への唯一の方法として認識されて

いるといえる。 

 

結論 

今回、IVFを受療する2名の女性クライエントの「語り」

から受療への意味づけを明らかにすることを試みた。その

結果、彼女たちそれぞれの自己実現において結婚、家族、

子どもを持つことへの重みは違うが、結婚することは子ど

もを持つことであり家族をつくることであった。そして

IVF の受療はそれを実現させるためのより確実な方法とし

て女性自身がわが身に引き受けていた。 
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Abstract： 

This paper analyses the narrative of a new meaning of women clients who were treated with IVF. 
One woman is treatment was being done for any years. One more woman who became IVF with the 
result of the immediate diagnosis. IVF was a method to having one child, and it was the only method to 
make one more family "It talks." Treated of IVF was seen like this in the difference by the 
self-realization. A marriage, weight to the family, the child which should be made important in each. IVF 
could ask that a woman had our body as a more reliable method than the benefit that it realizes it and 
took it on. The physical control of the woman who is the sex that it necessarily has it should be necessary 
treatment for IVF. For the future woman, mother and child health-promotion, mental support by t 
difference in a new meaning to treatment of woman clients is necessary. 
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用手リンパドレナージの効果 

－治療前後における上肢I/Eの比較から－ 
 

作田裕美１、佐藤美幸２、宮腰由紀子３、片岡 健３、 

坂口桃子１、中嶋美和子４、田代亮祐５ 

１滋賀医科大学医学部看護学科基礎看護学講座 ２山口大学大学院医学系研究科保健学系学域 
３広島大学大学院保健学研究科 ４川崎市立川崎病院 ５北九州総合病院 

 

要旨 

本研究は、上肢細胞内外水分比（上肢I/E）を評価指標として「用手リンパドレナージ」の効果を検証したものである。乳癌

術後リンパ浮腫患者 11 名を対象に、多周波数生体インピーダンス測定装置 Model 4000C を用いて用手リンパドレナージ前後の

上肢水分量を測定し、上肢I/Eを検討した。その結果、治療直後は治療前と比べて上肢I/Eが有意に増加しており（上肢I/E：

P<0.05）、これらのことから用手リンパドレナージは、臨床的に有用であることが示唆された。 
 

キーワード：リンパ浮腫、用手リンパドレナージ、上肢I/E 

 

Ⅰ 緒言 

慢性リンパ浮腫の患者は症状の劇的な改善と永続的な

完治を期待して病院を受診するが、現在の治療ではほぼ

不可能といわざるを得ない。一生地道にセルフケアをし

なければならないことに挫折し、性急な治療効果を求め

各種リンパ浮腫に対する手術を受ければ悪化をきたす。

1995 年の国際リンパ学会が発表したリンパ浮腫の診断と

治療に対する統一見解1)によると、リンパ浮腫の治療は徹

底した保存的治療を早期から開始し継続することとされ

ている。また、現段階においてリンパ浮腫患者に最も利

益を与える普遍的な方法は、長期間にわたり複合的理学

療法を実践することである2）。複合的理学療法とは、スキ

ンケア、用手リンパドレナージ、圧迫、圧迫下での運動

療法の併用を指す。用手リンパドレナージは、リンパ系

の開いているドレナージシステムに障害部を迂回し、表

層のリンパ系を介してリンパを動かす、送り込むという

ものである2）が、これ自体の評価は難しい。 

これら保存療法の効果は上肢周径で表されることが多

く、治療直後に周径減少を確認することはリンパ浮腫の

病態学上困難であるため、日数を置かず評価した治療効

果研究はない。また、複合的理学療法のうち、用手リン

パドレナージのみの効果を検証した研究は希少である。 
リンパ浮腫は組織間質液量が増加 3～5）した状態である

ことから、体内水分量がリンパ浮腫の発症予測指標の一

つとなりうると考えられ、筆者は、生体インピーダンス

（BIS）測定法による体内水分量や細胞内外水分比から、

乳癌術後リンパ浮腫患者の生理学的特徴を明らかにした
6）。これを援用して、複合的理学療法の「用手リンパドレ

ナージ」の効果の検討を行った。 

 

Ⅱ 目的 

用手リンパドレナージの効果を、治療前と治療直後の

上肢I/Eで検討することを目的とした。 

 

Ⅲ 操作的用語の定義 

本研究では、次のように用語を定義し用いた。 

周径差：{(患側上肢周径)－(健側上肢周径)} 

右浮腫患者･左浮腫患者：右側・左側の乳癌摘出手術を行

ったリンパ浮腫患者 

I/E：細胞内外水分比(細胞内水分量／細胞外水分量) 

%ECF(細胞外水分率)：細胞外水分量の対象者の体重に占

める割合 

%ICF(細胞内水分率)：細胞内水分量の対象者の体重に占

める割合 

 

Ⅳ 方法 

1. 対象 

研究の趣旨について説明し、書面で参加の同意が得ら

れた乳癌術後リンパ浮腫患者で、リンパ浮腫の治療目的

にて受診している者11人（右浮腫患者6人・左浮腫患者

5人）を対象者とした。なお、対象条件を可及的に一致さ

せる必要から、①40歳未満の者、②左利きの者、③両側

乳癌患者、④内分泌系・循環器系に疾患を持つ者7,8)、⑤

腎機能、肝機能、TG、T-chol 値の血液データが基準値か

ら逸脱した者9）、⑥利尿薬を服用している者、⑦糖尿病で

治療中の者を除外した。 



滋賀医科大学看護学ジャーナル,5(1),72-76 

－ 73 － 

協力施設はリンパ浮腫専門クリニックで日本各地から

患者が訪れ、年間を通して患者が途切れることがない施

設とした。調査期間は、調査者の測定機具操作技能を一

定にすることを考え短期間に集中して行うこととし、平

成16年8月1日～同年9月30日を設定した。患者の基

礎データの収集は、カルテおよび医師からの情報によっ

た。喫煙の有無と量、飲水の状況、口渇感の有無につい

ては、患者個人に面接を行い、情報を得た。 

 

2. 測定手順 

用手リンパドレナージは、ベッド上にてリンパドレナ

ージ施術者によって行われ、約30分を要する。わが国で

はリンパドレナージ施術者の国家認定の正式なカリキュ

ラムや資格はないが、日本医療リンパドレナージ協会が

セラピスト育成活動を行い、認定セラピストを輩出して

いる。本研究で用手リンパドレナージの施術を行ってい

る者は、上述した認定資格を取得した施術者である。こ

の施術者が用手リンパドレナージを行う前と直後に、左

右上肢の周径・上肢水分量を測定した。 

検査前に排尿してもらい、体重測定を行った。まずリ

ンパ浮腫の有無を判定するために、測定前に座位をとら

せ、手背部・手関節直上・前腕（肘頭より末梢側 5 ㎝と

10㎝）・上腕（肘頭より中枢側5㎝と10㎝）・上腕最上部

の7箇所の周径を測定し、7箇所の周径差の最大値を判定

に用いた。 

 BIS測定は、Model 4000C（XITRON Technologies USA）

を使用し 4 電極法を用いた。上肢内側の手関節と手関節

から35cm離した上腕骨部分における電位差を検出し、自

動解析されたデータを記録した（図1）。測定体位は、ベ

ッド上仰臥位とし、両上肢を体幹から離し、大腿を約30°

程度開いた状態とした。電極の貼付部位を50%イソプロピ

ルアルコールで清拭後、電極を貼付し、装着1～3分後に

測定を開始した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 測定中の姿勢と電極貼付位置 

 

3． 倫理的配慮 

測定開始前に、研究目的・方法・意義・守秘義務・研

究協力への任意性、および中断の自由・結果の公表につ

いて、文書を用いて口頭で説明し、研究協力への承諾を

得た。また、研究開始前に、広島大学医学部保健学科倫

理委員会において審査を受け承認を得た。 

 

4． 結果の分析 

年齢およびBMIの2群間の検定にはMann-Whitney検定

を行った。また、治療前後の上肢水分量の同一個体内で

の検討には、Wilcoxon の符号付き順位検定を行った。統

計解析ソフトはSPSS（Ver.13.0J.Windows）を用い、有意

水準は5％とした。 

 

Ⅴ 結果 

研究対象者の基礎データは、表 1 に示したとおりであ

る。年齢及びBMIはMann-Whitney検定の結果、2群間に

有意差は認められなかった。 

右浮腫患者と左浮腫患者の治療前と治療直後の周径差、

上肢I/Eにおける比較を行うために、Wilcoxon の符号付

き順位検定を行った（図2・図3）。 

周径差は、右浮腫患者において治療前と治療直後で

0.01の差異があったが、有意確率は0.317に留まった。

左浮腫患者においては、治療前と治療直後で0.04の差異

があったが、有意確率は 0.157 に留まった。一方、上肢

I/Eにおいては、患側上肢、健側上肢ともに、治療直後は

治療前に比べて有意に増加した（上肢I/E：P<0.05）。 

 

 

表1 対象者の基礎データ 

 右浮腫患者 左浮腫患者 

人数（人） 6 5 

年齢（歳）   Mean±SD 58.5±7.09 60.6±8.82 

BMI       Mean±SD 23.4±2.20 24.5±1.44 

周径差（㎝） Mean±SD  9.6±1.47  9.4±0.58 

術後経過（年）Mean±SD 18.7±8.91 12.2±1.30 

胸筋合併乳房切除術（人） 2 0 

胸筋温存乳房切除術（人） 3 5 

乳房温存術（人） 1 0 
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図2 用手リンパドレナージ治療前後の周径と周径差比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3 用手リンパドレナージ治療前後の上肢I/E 比較 

 

 

Ⅵ 考察 

リンパ浮腫の治療は保存的療法が第一選択として行わ

れており10）、予防、理学療法が効果をもたらす治療法と

いえる。この理学療法の中で、用手リンパドレナージは

施術によって局所の組織圧に変化が生じることからリン

パ浮腫治療として提唱されており11）、近年我が国でも導

入され始めた。治療効果についてリンパ学会のリンパ浮

腫治療研究会で講演される等、効果が認められはじめた

ところである。治療直後の時点において、治療前と治療

直後を比較し周径減少を確認することはリンパ浮腫の病

態学上困難であり、治療効果は通常治療開始から数ヵ月

後の上肢周径で表される。そこで、筆者が導き出したリ

ンパ浮腫患者の生理学的特徴の一つとなる上肢 I/E に着

目し、これに変化を生じるか否かで治療効果を検討した。 

まず対象の適切性については、年齢・BMIにおいて対象

間で統計的有意差がなく、年齢だけでなく体型が近似し

ていたことは、上肢水分量を比較するのに適していたと

考えられる。 

右乳癌患者                           左乳癌患者 

右乳癌患者                           左乳癌患者 
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次に、右浮腫患者、左浮腫患者ともに用手リンパドレ

ナージ直後の上肢 I/E 増加は、細胞内水分量が増加し細

胞外水分量が減少した結果であり、用手リンパドレナー

ジが明らかに体内の水分移動に効果を示すことが示唆さ

れた。 

細胞内、細胞外水分の比率（I/E）は、従来%ICF：%ECF

＝40％：20％＝2：1（＝2）であるといわれている12）が、

リンパ浮腫は、リンパの輸送障害に組織間質内の細胞性

淡白処理能力不全が加わって、高蛋白性間質液が貯留し

た結果起きる臓器や組織の腫脹13～15）であることから、リ

ンパ浮腫部位の I/E は少値を示すと推測できる。一般女

性の上肢I/Eは、左右とも約1.3016）であり、上肢の左右

差はない。一方で、リンパ浮腫患者の患側上肢I/Eは1.0

未満 6）である。これらのことから、用手リンパドレナー

ジによって上肢 I/E が増加する今回の結果は、異常値か

ら正常値へと移行する状態ともいえ、用手リンパドレナ

ージがリンパ浮腫患者にとって有用な治療法である事が

確認できた。 

リンパ浮腫は通常ゆっくりと進行するため悪化進行状

況には気づきにくく、同様に軽快するのも気づきにくい。

リンパ浮腫は、放置しても生命に関わる事態には直結し

ないものの、上肢から胸部にかけてのリンパ浮腫がもた

らす運動障害によって日常生活や社会活動の制限がもた

らされる。更に、永続的管理が必要となることから、患

者の不安は増大し QOL も低下している。このようなリン

パ浮腫患者に治療の効果を数値として示すことは、患者

の治療意欲を喚起し継続を動機付ける一助ともなり得る

と思われる。 

 

Ⅶ 結論 

乳癌術後患側上肢のリンパ浮腫治療として提唱されて

いる「用手リンパドレナージ」治療前と治療直後で上肢

I/E の変化を検討した。その結果、治療直後は上肢 I/E

が増加することが明らかとなり、用手リンパドレナージ

は臨床的に有用であることが示唆された。 
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Effect of Manual Lymphdrainage 

－Comparison of treatment before and after of Upper limb I/E－ 
 

Hiromi Sakuda 1, Miyuki Satou 2, Yukiko Miyakoshi 3 , Tsuyoshi Kataoka 3 
 Momoko Sakaguchi 1, Miwako Nakashima 4, Ryousuke Tashiro 5 

 
1)Shiga University of Medical Science 

2) Faculty of health Sciences Yamaguchi University School of Medicine 

3) Faculty of Health Sciences, Hiroshima University School of Medicine 

4) Kawasaki Municipal Hospital，5)Kitakyushu General Hospital  
 
 
Abstract 
This study inspected an effect of " Manual Lymphdrainage " for an index to evaluate the arms cell 

inside and outside water ratio (Upper limb I/E).I did it for 11 postoperative lymphoedema patients of 
breast cancer. I used Many frequency living body impedance experiment Model 4000C(XITRON 
Technologies USA）. 
I measured quantity of arms water of Manual Lymphdrainage before and after and examined arms 

I/E. As a result, Upper limb I/E just after treatment increased when I compared treatment front and 
back（P<0.05）. From these, it was shown that Manual Lymphdrainage was useful clinically. 
 
 
Key words: Lymphedema，Manual Lymphdrainage，Upper limb I/E 
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成人男性における体内水分量と血液データとの関連 

－インピーダンス法を用いた評価－ 
 

佐藤美幸１、作田裕美２、小林敏生３、片岡 健３、坂口桃子２ 

 
１山口大学大学院医学系研究科保健学系学域  ２滋賀医科大学医学部看護学科基礎看護学講座 

３広島大学大学院保健学研究科 

 

要旨 

本研究は、バイオインピーダンス測定装置 4000 を用いて、研究を行う際に必要な成人期にある男性の標準値を探ることおよび生

活習慣病の発生因子でもある、血糖、中性脂肪、総コレステロール値と体内水分量との関連を探ることを目的とした。 

 結果として、30歳～50歳代の日本人男性の体内水分量は、%ECF=25.67％、％ICF=35.62％、％TBF=61.31％、％FAT=17.44％

で、各年代間で有意差は認められなかった。血液データとの関連では、FBS群、T-Chol群ではすべての項目で有意差を認めなかった

が、TG 群においては、%ECF が健常者群に比べ有意に低く（p<0.05）、%FAT においては有意に高かった（p<0.05）。また、TG、

T-Chol の両方が基準値以上の群において、％ECF が有意に低い結果となった。以上のことから、BIS 法での体内水分量の測定につ

いて、FBSに関しては、軽症であれば測定に大きな問題はないが、高脂血症については、何らかの影響を与える可能性がある。 

 

キーワード：体内水分量、インピーダンス法、血液データ、生活習慣病 

 

１ はじめに 

 身体組成評価の方法は、水中体重秤量法、二重エネル

ギ ー Ｘ 線 吸 収 法 （ dual energy X-ray 

absorptiometry:DXA ）などが用いられている１）。中でも

生体インピーダンス法（BI法）は、生体に極微量の交流

電流を流すことによってその電気抵抗性（impedance）

を測定し、身体組成を推定するものであり、簡易に且つ

無侵襲に生体内の水分量を測定できることから、近年そ

の応用が進んできた２）-４）。しかしながら、一般に普及し

ている単周波数BI法（一般に50Hz）は対象者の身体的

な特徴を反映しにくく、誤差が生じやすい。そこで、近

年、5kHzから1MHzまでの低周波数から高周波数の交流

電流を用いた、多周波数インピーダンス法

（Bioelectrical  Impedance  Spectrum  analysis 

method ：以後BIS法）が注目されてきた５）６）。 BIS法

では、生体組織は細胞内液と細胞膜からなる細胞と細胞

を囲む細胞外液とで構成されており、生体に電流を流し

たとき、低周波数の電流は細胞膜を通過できず、細胞外

液を通過し、高周波数の電流は細胞膜および細胞内液を

通過する。このことから、低周波数の電流と高周波数の

電流のインピーダンスから細胞外液量および総体水分

量を算出する。この方法については、すでに、妥当性や

再現性が検証されており７）８）、医学の分野においても、

透析時や開心術後の患者の水分管理や栄養評価に用い

られている９）-11）。 

BIS法は、手技も簡素であり、短時間で測定が可能な

こと、軽量で電源さえ確保してあれば、どこにでも移動

して測定することが可能なこと、患者への負担が少ない

ことから、看護への応用も十分期待できると考えられる
12）。 

 BIS法による日本人の身体組成評価については、中塘
13）、田中ら14）、山本ら15）によってなされてきたものの、

ほとんどが、体脂肪率について測定されたものであり、

体内水分量についての検討は十分ではない。また、BIS

装置については、開発が主に欧米であり、インピーダン

ス値を変換する際に用いられる推定式も欧米人を主体

に開発されてきているため、日本人においては、若干誤

差が生じるという意見もある13)-16）。本研究で用いた装置

XITRON 社製 バイオインピーダンス測定装置 4000Ｃ

も欧米で開発されたものであり、日本において、応用さ

れてきているものの、標準値となる指標に乏しい。 

 一方、生活習慣病関連因子については、特に壮年期に

問題となり、体内水分量に影響を与える可能性が考えら

れる、糖尿病、高脂血症、肥満、動脈硬化症に注目し、

それらと関連の深い血液項目である、空腹時血糖（FBS）、

中性脂肪（TG）、総コレステロール値（T-Chol）を対象

とした。糖尿病については、口渇・多飲・多尿は糖尿病

の３大症状と言われる。多飲・多尿を伴う場合は当然で

あるが、自覚症状の少ない場合にも、水分・電解質のコ

ントロールの失調により、体内水分量に何らかの影響が
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ある可能性は否定できない。また脂肪組織が多いという

ことは、水分をより多く含む除脂肪組織が少なくなり、

体内全体の水分量が少なくなる。同時に高脂血症におい

ては、血液中に脂肪酸が増加していることから体内水分

量に何らかの影響を及ぼすことが考えられる。 

 本研究では、バイオインピーダンス測定装置 4000 を

用いて、成年期にある男性を対象に、体内水分量を推測

するとともに、生活習慣病危険因子である、FBS、T-Chol、

TGと体内水分量との関連について検討した。 

 

２ 研究方法 

 平成 14 年５月～７月に、Ｙ県内の総合健診センター

にて、人間ドック（日帰り、１泊）を受診した 30 歳代

から 50 歳代の男性とした。文書と口頭により、研究の

趣旨を説明し、研究への協力と健診の結果の閲覧につい

て同意の得られたものを対象にBIS測定を実施した。な

お、本研究については、山口県立大学倫理委員会におい

て承認を受けた（平成14年第13号）。 

 測定協力者 99 名のうち、病歴に心疾患（心筋梗塞、

狭心症）のあるもの（各 1 名）、悪性腫瘍で治療の経験

のあるもの（1名）、腎移植を受けたもの（1名）を除き、

さらに、今回の健診の結果、腎機能（BUN、Cr）、肝機能

（GOT、GPT）などの血液データに異常を認めた 10 名を

除いたものを全対象者（86名）とした。また全対象者の

うち、FBS、T-Chol、TGの３項目に異常がないものを①

健常者群(43名)とし、30歳代（14名）、40歳代(15名)、

50 歳代(14 名)に分け、年代間で比較した。また、先に

挙げた3項目に異常のあったもののうち、②FBSが基準

値以上（111mg/dl 以上）のもの（高 FBS 群）③TG が基

準値以上（151mg/dl以上）のもの（高TG群）④T-Chol

が基準値以上（221mg/dl以上）のもの（高T-Chol群）

に分類し、分析をした 17） 。さらに、何らかの異常を認

めたものを詳細に分析するため、⑤FBSのみが基準値以

上、⑥TG のみが基準値以上、⑦T-Chol のみが基準値以

上、⑧TG、T-Cholが基準値以上、⑨⑥以外の２項目で基

準値以上の項目がある者に分けて比較した。    

各々の対象者数、属性は表２に示すとおりである。 測

定は、空腹状態でベッド上に安静臥床にて行った。測定

にはXITRON社製 バイオインピーダンス測定装置4000

を用い、5kHzから１MHzの周波数にて４電極法で実施し

た。電極は同社製IS4000を使用した。 

 被験者は、ベッド上に仰臥位で、軽く手足を開いた状

態で静止し測定を行った。腕時計、ネックレス等の貴金

属はあらかじめはずした。電極は、手背第３中手骨中央

および足背第２中足骨中央、右尺骨茎状突起－橈骨茎状

突起および脛骨内果－腓骨外果にアルコールで清拭し

た後に貼付し測定を実施した。得られたデータから、細

胞内水分量(ICF：Intercellular Fluid)、細胞外水分

量（ECF：Extracellular Fluid）、総水分量(TBF：Total 

Body Fluid)は体重に占める割合を算出し、細胞内水分

率（%ICF）、細胞外水分率（%ECF）、総水分率（%TBF）と

した。体脂肪率（%FAT）は体重から除脂肪量(FFM：Fat Free 

Mas)を除し、体脂肪量(FAT)を算出した上で、FATの体重

に占める割合を算出した。また、細胞内水分量と細胞外

水分量との比率を示したものをI/E、細胞外水分量の総

水分量に占める割合をE/T、細胞内水分量の総水分量に

占める割合をI/Tとした。 

 各血液検査データと体内水分量との関連については、

30歳代、40歳代、50歳代のデータを各々の検査データ

から分類し、それぞれの平均値のデータを用いて比較を

行った。平均値の比較には一元配置分散分析を行った後、

Dunnett の方法によって多重比較を行った。分析には

SPSSver.11.0を用い、有意水準は５％とした。 

 

３ 結果 

 健常者の属性体内水分量の平均値を表１に示す。 

%ECFは30歳代、40歳代、50歳代でそれぞれ、25.67±

1.70％、26.02±1.82％、25.30±1.61％、%ICF はそれ

ぞれ、35.27±2.25％、36.88±2.91％、34.62±3.43％

であった。%FAT については、17.98±5.11％、15.13±

5.66％、19.38±5.74％で、いずれも年代間による平均

値に有意差は認めなかった。また、%TBF、I/E、E/T、I/T

についても、いずれも有意差はなかった。 

次に生活習慣病危険因子による分類後の基礎データお

よび体内水分量に関するデータを表２、表３に示す。高

FBS群、高TG群、高T-Chol群の体内水分量の各項目を

健常者群の項目と比較した結果、高 FBS 群、高 T-Chol

群ではすべての項目で有意差を認めなかった。 

しかしながら、TG 群においては、%ECF が健常者群に

比べ有意に低く（p<0.05）、%FATにおいては有意に高か

った（p<0.05）。さらに血液データと体内水分量との関

連を探るため、データを健常者群（①）とFBS、TG、T-Chol

のうち２項目以上に異常を認めた群に分類して検討し

た結果、％ECFについては、TG、T-Cholの両方が基準値

以上の群のみ有意に低かった（p<0.05）。 

各々の値と血液データの関連については表３に示す

とおりである。 
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４ 考察 

（１）健常者における身体組成評価 

 今回健常者において、各年代間で比較を行った結果、

それぞれの間に有意差はなく、全体の平均値は、総水分

率61.4％、細胞内水分率35.7％、細胞外水分率25.7％

となった。総水分率は、一般に約60％と報告されており
18）、今回の結果もそれに近似していた。 

結果を年代別に検討すると、50歳代で若干の減少が認め

られるものの大きな差はなかった。60歳代以降の高齢者

においては、体内水分量の減少が起こることが定説であ

り、概ね55%程度であるといわれる。今回の結果におい

ては、50歳代までの測定には大きな減少は見られなかっ

た。細胞内、細胞外水分の比率は、従来%ICF：%ECF＝40%：

20%＝2：1であるといわれるが、今回の結果は、%ICFに

おいて一般に言われている40%を若干下回り、逆に%ECF

においては、20%を若干上回る結果となった。 

細胞内と細胞外水分量の比率は年代間の有意差はな

く、全体の平均で 1.39（±0.11）であった。このこと

は、同じ機器を用いた先行研究からも、網谷らの研究11）

によると1.15、堤らの研究16)でも１：１に近くなるとい

う報告がある。 

一方海外でのインピーダンスによる研究のうち、本研

究に用いた装置と同じ Xitron Thechnologies の

Model4000を用いた研究成果からも、平均年齢36.8歳の

男性（平均身長172.7cm、平均体重73.6kg）の健常者に

おいて、TBF40.9L（55.6％）、ECF18.3L(24.9％)、ICF22.6L

（30.7％）、I/E1.24、E/T0.45という結果がある５）。 同

じくVan Loan M.D.らの別の研究19）でも、平均年齢29.9

歳の男女（平均身長164.4cm、平均体重60.4kg）の健常

者でも、TBF33.6L（55.6％）、ECF14.6L(24.2％)、ICF19.1L

（31.6％）、I/E1.31、E/T0.44、という報告もある。こ

の結果は、年齢、体脂肪率が若干本研究とは異なるが、

I/E＝1.31ということで本研究とほぼ一致している。 

また、他社製の機器を用いての日本人でのデータにつ

いては、池内20）は 20～60歳にかけての細胞内外比が約

1.35、丸山 10)は、健常な男性で 1.6±0.2、女性で 1.3

±0.2で細胞外液量の高値を報告しており、これらの結

果も、ほぼ本研究の値と一致する。このような値につい

て山本 15)は、（１）高齢者や低栄養状態にあるものでは

body cell mass が低下しているために reactance が低

くなること、（２）推定式が日本人に適応したときに誤

差が生じていることをあげており、今後さらなる検討が

必要である。  

 インピーダンス法以外の方法による水分の細胞内外

比を調べた研究では、Schoeller21)によると、若年者の水

分量は、細胞内水分57%、細胞外水分43％となっており、

その比は 1:0.75＝1.33 である。これらは、化学的水分

法すなわち希釈原理を用いたものであり、細胞内水分量

の測定は不可能であるので、総水分量と細胞外水分量の

差から細胞内水分量を測定する原理で、インピーダンス

法における原理と同様であり、このような結果を得た可

能性はある。 

 今回の研究に用いたModel4000に関しては、先に述べ

たことからもそのままの数値を他のメーカーによる機

種との比較対照として用いることには慎重を要するが、

Model4000を用いて測定した結果で比較する際には今回

得られた平均値を参考に用いることは可能であろう。 

 

（２）生活習慣病発生因子と体内水分量との関連 

 生活習慣病発生の因子であるFBS、TG、T-Cholの３項

目について、健診結果に異常を認めた群と健常者群とを

比較した。 

 FBS値の異常は糖尿病予備軍あるいは糖尿病患者が当

てはまる。本研究の対象者のうち、すでに糖尿病を指摘

され、治療中であるものは３名で、残りは今までに糖尿

病の既往歴を持たないものである。これらの者のうち、

米国の糖尿病診断基準(1997)から糖尿病の基準に当て

はまるもの（空腹時の静脈血漿血糖値 126mg/dl 以上）

は６名であった。糖尿病患者は血糖値の上昇により、血

漿浸透圧の上昇、浸透圧利尿をきたし、口渇を訴えるも

のが多く22)、多尿の患者は糖尿病患者の80-90%に見られ

る23)。今回の結果、FBS値が高値である対象（高FBS群）

と健常者との体内水分量には有意差を認めなかったが、

これは軽症者が多いこと、口渇・多飲とともに、利尿を

伴うことが多いので、体内水分量には大きな影響を及ぼ

さなかったことが考えられる。 

  高 T-Chol 群については、各々有意差はなかったもの

の、%TBF で 59.31％（健常者群 64.39％）、%ECF で

24.91％（健常者群25.71％）、%ICF 34.41％（健常者群

35.66%）と体内水分量全体が低めであることがわかった。 

一方、高ＴＧ群については、%ECFが健常者群に比べて

有意に少ないということを認めた。TG値の高い者は健常

者に比べ BMI、%FAT が有意に高く（p<0.05）、体脂肪は

水分含有量が少ないため、体内水分量に影響していると

考えられる。T-Cholについても、有意差はないものの、

TGと同じ傾向を示した。TGとT-Cholが高値の群におい

ては%ECF が 23.9％と低値を示したことからも、高脂血

症の患者は肥満傾向にある患者が多く、%FATが高いこと

が体内水分量の低下に影響がある可能性がある。いずれ

にしても、血液データとの関連については、今回はデー

タ数が少ないため、今後データ数を増やした検討が必要

である。以上の結果より、BIS法を用いて体内水分量を

測定する際、軽症の糖尿病であれば、測定には大きな問

題はないと言える。しかしながら、高脂血症については、

体脂肪との兼ね合いで体内水分に影響を与える可能性

があるといえる。    
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５ 結論 

１．成人男性における体内水分量は概ね体重の60％であ

り、30歳代から50歳代においてはほぼ一定してい

た。 

２．BIS法を用いて体内水分量を測定する際、軽症の糖

尿病であれば、測定に大きな問題はない。しかしな

がら高脂血症については、肥満を伴う場合が多

く、％FATが高いことが体内水分量の低下に影響を

与える可能性がある。 
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A Study of Body Fluid Levels in Adult Men and Relation to Blood Data 
－The Study by Impedance Method－ 
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1) Division of Clinical Nursing , Faculty of Health Sciences,Yamaguchi University School of Medicine 
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Abstract 

The purpose of this study was to examine the relationships between the male adults’physiological 

composition and their blood data, which are considered to influence the body water level, and to clarify 

important points when using the BIS method (Bioelectrical Impedance Spectrum Method).  The results 

showed that among the healthy subjects there were no significant differences in the average values 

between age groups.  The average values for the age group of 30 to 50 years were as follows: %ECF = 

25.67, %ICF = 35.62, %TBF = 61.31, and %FAT = 17.44.  When the blood data of the healthy group were 

compared with those of the high-FBS group, the high-TG group and the high-T-Chol groups, respectively, 

there were no significant differences in any item except for the high-TG group.  The %ECF of the TG group 

was significantly lower than that of the healthy group (p < .05), and the %FAT was significantly higher (p 

< .05).  When the healthy group was compared with the groups with high values in blood data, significant 

differences were found only in the TG and T-Chol groups with the %ECF higher than the standard level (p 

< .05).  The results suggest that although FBS and T-Chol do not influence the body water level, caution is 

necessary about TG especially in terms of the %ECF when using the BIS method. 
 
 

Key words: body water level, impedance method, blood data, life-style disease  
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糖尿病予備群の継続自己管理支援のあり方に関する研究 

 
Research of Continued Self-Management of a Diabetes Backup Group 

 
高橋亜未１  太田節子２ 

１滋賀医科大学大学院医学系研究科 
２滋賀医科大学医学部看護学科臨床看護学講座 

 

要旨 

 本研究の目的は、糖尿病予防教室を受講した住民の受講後 6 ヶ月後の自己管理意識を明らかにすることである。 

対象は、研究協力が得られた糖尿病教室受講者５名で、50 歳代から 65 歳代の女性である。研究方法は、質的帰納的

研究で、半構成質問紙を使った個人面接法である。その結果、自己管理意識は、１．糖尿病教室参加後の変化 ２．

自己管理の意識 ３．行動目標に対する意識 ４．自己管理の継続 ５．教室プログラムに対する満足感や期待 ６．必要なサ

ポート（支援）の 6 つの大カテゴリーに分類され、各カテゴリーには、1～7 のサブカテゴリーが認められた。継続自己管

理を支援するには、糖尿病予防教室の実施と共に、個別に応じた保健指導、受講後の再教育、定期的健康情報の広報、

住民の社会参加の機会を促進することや家族を支援することが必要であると考える。 

 

キーワード：保健師活動、糖尿病予防教室、糖尿病予備群、継続自己管理、支援 

  
Ⅰ はじめに 
わが国における糖尿病の有病率は、増加の一途をたど

っている。また糖尿病性腎症などの合併症によって人工

透析を受ける患者も多く、医療費の増加による経済的損

失はもとより、合併症の併発は、患者のQuality of Life
（以下ＱＯＬ）を著しく低下させてしまうことになる。

したがって、糖尿病を発症してしまうまでに何らかの手

立てをうつこと（一次予防）が重要となる。糖尿病の予

防には、住民の生活習慣を改善することが第一であり、

その基本は食習慣や運動習慣の改善にあると考えるが、

これら生活習慣の改善に向けた自己管理行動は、本人が

意識的かつ主体的に行う必要がある。さらに糖尿病の予

防には、この自己管理行動が、継続的に行なわれること

が重要であるが、個が長年培ってきた生活習慣を容易に

変えていくのは難しく、集団指導だけでは、行動変容の

継続には至らないのが現状である。糖尿病を予防するた

めに、保健師はこのような背景をふまえたうえで、対象

者が日常生活の中で効果的に自己管理が行え、継続でき

るように支援しなければならない。そのためには、対象

者個々の認知の仕方や行動を適切にとらえた上で教育的

に介入するとともに、その結果を評価していくことが重

要である。 
現在、地域ケアの場では、糖尿病予備群を対象にした

糖尿病予防教育が行われているが、個人の状態を知るた

めの情報は主観的なものであることが多く、介入方針も

保健師の感覚的な判断に頼ることが多いと考える。そこ

で住民から得た言動や認知的な情報を客観的な判断デー

タとして確立することで、スタンダードケアが実践でき

ないかと考えた。 
以上のことから、糖尿病予防につながる自己管理能力

が高まる教育プログラムや継続支援のあり方を検討する

目的で、糖尿病予防教室に参加する住民の自己管理に対

する意識を明らかにしたいと考えた。 
 
Ⅱ 研究目的 
糖尿病予防教室を受講した住民を対象とし、糖尿病予

防教室受講６ヵ月後の自己管理に対する意識を明らかに

する。 
 
Ⅲ 用語の操作的定義 
糖尿病予備群：住民基本健康診査の結果、ＨbＡ1ｃが

5.5％以上かつ医師が要指導と判定した者。糖尿病の医学

的診断は受けてはいないが、予防のため、生活習慣の改

善が必要であると医師から判断された者とする。 
一次予防：住民の健康を維持・増進し、疾病の発症を予

防すること。 
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Ⅳ 糖尿病予防教室の概要 
  予防教室の内容は、糖尿病の講和（医師）、調理実習（栄

養士）、運動実践（理学療法士）、生活指導（保健師）で、

期間は、2005年6月から2006 年2月まで行った。 
 
Ⅴ 研究方法 
１）研究デザイン 
研究デザインは質的帰納的研究である。 

２）研究対象 
M 保健センターで実施した糖尿病予防教室終了者 15

名（男性2名、女性13名）のうち、糖尿病予備群で、研

究の主旨を理解し面接の協力が得られた５名である。 
３）期間 
  2006年8月１日～同年9月30日 
４）データ収集方法 
(1) 半構成的質問紙による個別面接法を採用。 
(2) 面接時間は１回約60分とし、必要があれば複数回 
面接する。 

(3) 面接時期：糖尿病予防教室を終了して６ヶ月後 
(4) 面接内容 
①教室参加前後の変化：食事・運動・睡眠・社会的参加状 

況等 

②自己管理の意識や健康に対する関心度、自分をどう捉 

えているのか 

③糖尿病予防教室において、受講者自らが立案した行動

目標に対する教室終了後６ヶ月時点の状況 

④現状の受け止め方（大変なこと、負担感など） 

⑤教室参加に対する受け止め方（教室プログラムに対す 

る満足感や期待） 

⑥必要なサポート（支援）について 

(5) データの記録は、面接前に対象者の了承が得られた場

合のみ面接内容を録音する。 

５）データ分析方法 

収集したデータから逐語録を作成し、明文化されたデー

タを精読する。さらに、研究目的に従って、対象者の自己管

理状況について意味があると判断した内容を分類・整理し

てカテゴリー化する。 

分析にあたっては複数の研究者からのスーパーヴァイズ

を受け、内容の妥当性、信頼性の向上に努める。 
６）倫理的配慮 
本研究においては以下の点に注意し、研究対象のプラ

イバシーを遵守する。 
(１）研究の主旨については、事前に文書および口頭で説

明の上、同意の得られた者を対象とし、同意書に明記す

る。 
(２)研究参加は、任意であり、常に中断できること。 
(３）研究データは記号化して個人を特定できない配慮を

し、データは厳重に管理する。 

(４)答えたくない質問には答えなくてもよいこと。 
(５）データは研究以外には使用せず、研究終了後は粉砕

裁断すること。 
 
Ⅵ 研究結果 
 １．研究概要 
 参加者は5名で全員女性であった。年齢は50～59歳が

2名、60～65歳が3名であった。職業は5名とも無職で、

世帯構成は、独居２名、夫婦世帯１名で、３世帯家族 2
名であった（表１）。 
 参加者は、糖尿病予防教室受講後6ヶ月を経過したが、

住民健診の結果では、全員、糖尿病に至らず、自立的な

日常生活を営んでいた。 
 
表１. 参加者の概要         （ｎ＝５） 
項目  人数 
性別 女性 ５ 
年齢 ５０～５９歳 

６０～６５歳 
２ 
３ 

職業 なし ５ 
世帯構成 独居 

夫婦のみ世帯 
３世帯家族 

２ 
１ 
２ 

  ２．糖尿病予防教室受講後の自己管理状況について 
５名の受講者の全面接内容を逐語録（生データ）にし

て精読した後、受講者の自己管理状況の特徴を示すと思

われる内容を抽象化して命名し、分類・整理してカテゴ

リー化した（表２）。その結果、６大カテゴリーと２３サ

ブカテゴリーを抽出した。以下、大カテゴリーを『 』、

サブカテゴリーを「 」、その内容を＜ ＞で示す。 
 
１．糖尿病予防教室参加後の意識について 
『教室参加前後の変化』の大カテゴリーには、＜個人

より自己管理しやすい＞＜情報が得られる＞とする「集

団教育の利点」と＜糖尿病と遺伝＞や＜糖尿病の怖さ＞

等の「病気の理解」、間食しない等の良い＜食習慣の変化

＞を示す「調理体験の影響」、＜ウエストが減った＞等の

「自己管理の効果」、＜生活管理が病気を予防する＞等

「管理の意味を理解」の５サブカテゴリーが明らかにさ

れた。『自己管理の意識』の大カテゴリーには、＜自分の体

は自分で管理する＞等の「自己管理の必要性」、＜徐々に

慣らす＞＜無理をしない＞等とする「無理のない自己管

理」、＜楽天的性格＞等の「プラス思考」、＜最初は我慢

＞等の「マイナス要因」、＜規則正しい食事時間＞等の「食

生活の工夫」と＜意識的に歩行＞等の「運動の工夫」の

６サブカテゴリーが認められた。糖尿病予防教室で学習

した『行動目標に対する意識』については、＜自分のペー
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スで＞等の「行動目標の継続」、＜意識はするが実行でき

ない＞等の「意識してもやれない」、＜ズボンが緩んで嬉

しい＞等の「達成感は結果から」等の３サブカテゴリー

が取り出された。 
表２. 糖尿病予防教室受講後６ヶ月時の意識の変化 

『自己管理の継続』では、＜家族に迷惑をかけたくない

＞とする「我慢が大切」や＜自分で決めたことをやる＞

等の「強い意志が必要」の２サブカテゴリーであった。 
 
 

大カテゴリー サブカテゴリー 具体的内容 
集団教育の利点 ・個人より自己管理しやすい ・情報が得られる 
病気の理解 ・糖尿病と歯周病との関係、・糖尿病と遺伝 ・糖尿尿の怖さ 
調理体験の影響 ・食習慣の変化（間食しない、食事量、減塩，３食べる） 
自己管理の効果 
 

・受講後１ヶ月、２ヶ月、３ヶ月、６ヶ月に実行できた ・体重が

減少した ・ウエストが減った ・眠剤なしで眠れる 

教室参加前後の変化 
 

管理の意味を理解 ・食事も運動も体重を減らす ・生活管理が病気を予防する 
自己管理の必要性 ・自分の体は自分で管理する ・検査結果を意識して見る 
無理のない自己管理 ・徐々に慣らす ・無理をしない ・出来る事を取り入れる 
プラス思考 ・楽天的性格 ・自分を振り返る ・継続が大事と思う 
マイナス要因 
 

・最初は我慢、 ・他者との付き合いに弱い  
・季節や環境の影響がある ・３ヶ月で元の生活となる 

食生活の工夫 
 
 

・規則正しい食事時間 ・間食をやめる ・３食のバランス 
・野菜を摂る ・甘いものや塩分をひかえる・菓子を買わない 
・番茶で満腹感を得る ・食べすぎたら歩く 

自己管理の意識 

運動の工夫 
 

・意識的に歩行 ・用事を分けて活動を増やす ・外出する 
・孫の世話や家事を引き受ける ・テレビを見ながら運動する 
・朝食前に草むしり ・窓拭きや掃除をする ・孫に何か作る 

行動目標の継続 
 

・自分のペースで ・健康でいたい ・朝、目標をメモする 
・テレビで病気の危機感を再認識して継続 

意識してもやれない 
 

・家ではやれない ・濃い味が好きで薄味は辛い 
・意識はするが、実行できない ・検査結果も悪かった 

行動目標に対する意

識 

達成感は結果から ・ズボンが緩んで嬉しい ・意識や行動が変わって身軽になる 
我慢が大切 ・家族に迷惑をかけたくない  自己管理の継続 

強い意志が必要 ・自分で決めたことをやる ・継続するのは難しい 
教室プログラムに対

する満足感や期待 

 

充実した内容 ・健康への意識が高くなった ・気持ちの持ち方が変化した 
・気持ちが良いことは続けられる・検診結果の原因や対策を考える 
・年を重ねる毎に健康意識が高まる  

個別指導 ・自分に合った方法が知りたい ・家でできる方法が知りたい 
広報への希望 ・定期的な健康情報が知りたい 
受講後の教室希望 ・料理教室や運動教室 ・身近な場所 ・季節の料理教室 
地域の行事を希望 ・老人会のゴルフ ・社会参加は楽しい 
家族の支援が必要 ・家族に宣言して協力を得る ・孫と一緒の間食を控える 
近隣の支援 ・菓子のおすそわけ 

必要なサポート（支援） 

 

趣味でストレス解消 
 

・茶道 ・着付け ・絵画 ・習字 ・１人旅 ・編み物 
・太極拳（呼吸法） ・プールで水泳  

 
また、『教室プログラムに対する満足感や期待』の大カテ

ゴリーは、＜健康への意識が高くなった＞等の「充実した 
内容」を示す１サブカテゴリーのみであった。 
 

 
『必要なサポート（支援）』には、＜自分に合った方法が

知りたい＞等の「個別指導」、＜定期的な健康情報が知り

たい＞とする「広報への希望」、＜料理教室や運動教室＞

等の「受講後の教室希望」、＜老人会のゴルフ＞等「地域



糖尿病予備群の継続自己管理支援のあり方に関する研究 

－ 86 － 

の行事を希望」や＜家族に宣言して協力を得る＞等の「家

族の支援が必要」、＜菓子のおすそわけ＞を内容とする

「近隣の支援」、そして＜茶道＞等の「趣味でストレス解

消」の７サブカテゴリーが認められた。 

 
Ⅶ 考察 
１．対象の概要について 
対象５名は、全員が女性で、５０歳代から６５歳代の 

初老期の発達段階にあり、無職であった。したがって、 
糖尿病予防教室への参加がしやすく、生活自己管理へ

の関心も高く、健康教育の対象として良い条件を備え

ていると思われる。しかし、家族形態が異なっており、

家族の支援をうまく活用している場合とそうでない場

合があるので、適切な家族指導が必要と考える。 
 
２．糖尿病予防教室受講後の自己管理意識の特徴 
糖尿病予防教室プログラムについては、全員、内容 

の充実を評価していた。その効果は、受講後、病気や

自己管理の必要性の理解が深まり、調理体験による食

生活の工夫等の自己管理を行った結果、ウエストの減

少等の望ましい変化が見られた 1 )ことであった。また、

個人的努力よりも集団教育の成果が評価されており、

糖尿病予防教室プログラムは効果的に実施できていた

と考える。教室終了後は、受講者の自己管理意識が高

まっていたが、自己管理が実践されたのは、受講後早

くて１ヶ月以降であった。途中３ヶ月頃には、我慢を

続けることが困難となり継続できない人が出ることが

明らかとなった。つまり、教室受講後、一時的に高く

なる生活習慣に対する自己管理意識と実践は、継続す

るための我慢や強い意志によって維持することが必要

となり、無職で、強い社会的ストレスを受けない受講

者であっても、継続自己管理の困難性を生じるここと

なる２）。一方、無理をしないことやプラス思考の姿勢、

旅行などの個人的趣味で気分転換する人や、毎日の生

活の中で目標をもって生活し、用事を作り、孫の世話

や家事等で生活目標を有していた人は、他の文献３）と

同様にうまく自己管理を継続できていると思われた。

しかし、どの受講者もが、家族や近隣、地域社会によ

る交流やソーシャルサポート４）の必要性を感じており、

特に継続的な自己管理には、個別に応じた保健指導や

定期的健康情報を提供する広報、教室受講後の再教育

の場と機会を望んでいることが認められた。さらに食

事療法は身体状況・生活環境に影響されるとされてお

り５）、生活環境の調整に関する指導が大切と考える。 
 
３．自己管理支援のあり方について 
今回の面接調査から明らかにされた糖尿病予防教 

室受講者の受講後６ヶ月の自己管理意識から、地域住

民への自己管理支援のあり方は、次の６点と考える。 
 
１． 糖尿病予備群に対する糖尿病予防教室は効果が

あるので、今後も実施していくことが必要である。 
２．家庭でも継続して自己管理が実践できるように、

個別に応じた保健指導を行う。 
３．糖尿病予防教室受講後１ヶ月と３ヶ月間隔に、住

民に対する調理体験や運動体験を楽しく学習す

る機会を設けて継続支援していく。 
４．定期的な健康情報を広報する。 
５．住民が参加しやすい社会的交流や趣味の場を設け

て活動を支援する。 
６． 糖尿病予防における家族支援の必要性とその適切

な援助方法を指導する。 
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一事業所における運動習慣の実態分析と効果的な運動対策の検討 
 

月野木ルミ 宮松直美 

滋賀医科大学医学部看護学科臨床看護学講座 

 
要旨 
 一事業所での生活習慣病予防のための効果的な運動対策を展開するために、運動習慣と身体活動状況の実態把握とアセスメントを

行うことで問題点を明らかにし、事業所の特性に適した運動対策計画の検討を行うことを目的とした。対象は 2623 名規模の一事業

所とし、運動習慣と身体活動状況実態調査は05年度の健康診断結果分析と職場巡視、ヒアリング、事業の再検討を踏まえアセスメン

トを行った。その結果、対象事業所では「30－40歳代の肥満率の増加」と「交替勤務者の運動不足」、「主な作業形態が軽作業で歩き

回る業務と座業であること」、また「ほとんどの従業員は通勤中の歩行時間が少ないこと」という問題点が抽出された。また医療保健

職側の課題として、運動への関心を高めるための健康増進活動の実施と情報提供の量が少なく、上手く資源を利用できていないこと

が、今回明らかになった。これらの点を考慮して、運動習慣定着の動機付けになるように情報や機会を提供することを中心とした環

境整備、運動増進活動、個別保健指導についての活動計画の立案検討を行った。本研究によって職場における運動対策では年齢構成、

交替勤務有無、作業形態、通勤方法、また職場環境や利用できる資源などについては、十分にアセスメントを行った上で計画立案と

活動展開することが必要であると示唆された。今後は実施後の評価・改善の検討を行いながら、事業所の特性に適した効果的な運動

対策を展開していく必要がある。 
キーワード：生活習慣病予防、運動習慣、健康増進活動 
 
 
Ⅰ．緒言 
 運動習慣は肥満対策や生活習慣病予防の一つとして非

常に有用であるが 1-3)、20－50 歳代における「週 2 回以

上」の運動習慣率が他の年齢層と比較しても低く、また

30－50歳代における歩数および「運動習慣のある者」の

割合が健康日本21の数値目標 4)を下回っており、特に生

活習慣病発症率が多くなる壮年期を含む勤労者層に焦点

をあてた運動習慣の定着と身体活動量の増加は重要な課

題である。ただし勤労者は通勤、就業内容など生活環境

の影響が大きいため、効果的な運動対策の立案には勤労

者集団の特徴を考慮した検討が必要である。 
本研究では、職場における運動対策の推進のための運

動習慣と身体活動状況の把握とアセスメントを行い、ア

セスメント結果に基づき運動対策の検討を行ったので報

告する。 
Ⅱ．方法 
１． 対象 
対象は、A社[2623名；平均年齢42.2±8.4歳（平均±

標準偏差）、男性 2250 名；平均年齢 42.3±8.1 歳、女性

373名；平均年齢41.2±10.0歳]であった。職種は製造現

業職、開発・技術職、事務職に大別され、勤務形態は日

勤、2交替、3交替等と業務内容や勤務形態が多様である。

05年度健康診断結果によると、肥満、高血圧、脂質異常、

高血糖の該当者は平均年齢の上昇に伴って年々増加傾向

にあり、生活習慣病予防が健康増進施策の大きな課題に

なっており、06年度健康増進施策として生活習慣病予防

と健康増進のために「運動習慣率の増加と対策の強化」

を目標に設定した。 
２． 運動習慣と身体活動について 
 「運動」とは各種球技、水泳、ウォーキング、ストレ

ッチなどのスポーツ・運動とし、「身体活動」は日常生活

や仕事などに伴う身体活動とした。また「運動対策」は

運動習慣と身体活動を総合した健康増進対策とした。 
３． 実態調査の方法 

A社の運動習慣と身体活動の実態調査は、05年度健診

結果と健診時の自記式質問紙を用い、分析対象は妊娠中

の者を除く全従業員2613名とした。また運動習慣との関

連が認められているHDLコレステロール5)と運動習慣頻

度の検討は、対象は毎年測定している 40 歳以上とした。

自記式質問紙は、健診問診時に保健師によって記入内容

の確認を行った。 
４． 運動対策の検討 
 運動習慣と身体活動の実態調査結果を、職場巡視や従

業員などからのヒアリングを基にしたA 社の現状（勤務

形態、職場環境、従業員のニーズ等）と整合して検討し

た上で、運動習慣と身体活動に関するアセスメントを行

った。健康増進施策の目標と各施策は安全衛生委員会に

て承認を得た。運動対策の計画・活動実践に際しては幾

つかの生活習慣病予防のための健康教育プログラムと教

材を参考に実施した 6－8）。 
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５． 統計解析 
 年齢層別にみた性別や生活習慣状況等の割合の比較と、

運動習慣頻度別にみた各種身体活動状況の割合比較は、

Χ2検定を用いた。運動習慣頻度とHDLコレステロール

値の関連は共分散分析を用い、性、年齢、BMI（Body Mass 

Index）、高コレステロール血症薬服薬有無、喫煙習慣、

飲酒習慣、交替勤務有無で補正し検討を行った。運動頻

度各群でのHDLコレステロール値の比較は、Bonferroni.
検定を用いた。統計解析は、SPSS11.5J を用い、統計学

的有意水準は危険率5％未満とした。 
 
表1．A事業所従業員の特性 (n＝2613) 

対象は妊娠中の者を除く。％は年齢層群別にみた変数項目の人数割合を示す ∗ P valueはΧ2検定による 

 －29歳 30－39歳 40－49歳 50歳－  
 n=85 n=1081 n=861 n=586 P∗ 

 n(%) n(%) n(%) n(%)  
男性 37(43.5) 944(87.3) 783(90.9) 486(82.9) <.001 

BMI≥25kg/m2 12(14.1) 273(25.3) 263(30.5) 151(25.8) .002 

交替勤務 「あり」 59(69.4) 719 (66.5) 449(52.1) 289(49.3) .362 

運動習慣 (n=2604) n=85 n=1079 n=859 n=581  

 なし 49(57.6) 636(58.9) 490(57.0) 355(61.1) .001 

月1, 2回 16(18.8) 230(21.3) 184(21.4) 89(15.3)  

 週1, 2回 13(15.3) 157(14.6) 130(15.1) 74(12.7)  

 ≥週3回 7( 8.2) 56( 5.2) 55( 6.4) 63(10.8)  

作業内容 (n＝2603) n=85 n=1075 n=861 n=582  

 歩き回る作業 49(57.6) 630(58.6) 383(44.5) 304(52.2) <.001 

 デスクワーク 22(25.9) 284(26.4) 374(43.4) 173(29.7)  

 歩き回る＆デスクワーク 1( 1.2) 47( 4.4) 28( 3.3) 11( 1.9)  

 立ち仕事 10(11.8) 71( 6.6) 46( 5.3) 56( 9.6)  

 その他 3( 3.5) 43( 4.0) 30( 3.5) 38( 6.5)  

通勤中歩行時間 (n=2568) n=84 n=1063 n=849 n=572  

<10分/日 46(54.3) 624(58.7) 489(57.6) 315(55.1) .619 

 10‐20分/日 37(44.0) 422(39.7) 346(40.8) 242(42.3)  

 ≥20分/日 1( 1.2) 17( 1.6) 14( 1.6) 15( 2.6)  

喫煙習慣      

 非喫煙 64(75.3) 640(59.2) 499(58.0) 354(60.4) <.001 

 ≤10本/日 5( 5.9) 58( 5.4) 42( 4.9) 22( 3.8)  

 11－20本/日 14(16.5) 330(30.5) 247(28.7) 134(22.9)  

 >20本/日 2( 2.4) 53( 4.9) 73( 8.5) 76(13.0)  

飲酒習慣 (n＝2611) n=85 n=1081 n=860 n=585  

非飲酒、機会飲酒 79(92.9) 805(74.5) 550(64.0) 347(59.3) <.001 

ほぼ毎日飲酒 1合位 3( 3.5) 195(18.0) 190(22.1) 123(21.0)  

ほぼ毎日飲酒 2合位以上 3( 3.5) 81( 7.5) 120(14.0) 115(19.7)  
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表2．運動習慣頻度別にみた身体活動状況 

対象は妊娠中の者を除き、％は各変数項目別にみた運動習慣頻度別の人数割合を示す  
∗ P valueはΧ2検定による 
 
表3．HDLコレステロール値と運動習慣の関係 (n=1437) 

HDL chol. (HDLコレステロール)値は推定値(標準誤差)で示し、性、年齢、BMI、高コレステロール血症薬服薬有無、 
喫煙習慣、飲酒習慣、交替勤務有無で補正 
∗ P valueは共分散分析による 
† P valueはBonferroni.検定を用い、運動習慣「なし」と各群との比較結果を示す 
 
 
Ⅲ．結果 
１．身体活動の実態把握 

 A社従業員の特性は表1に示す。男性は2250名、女

性 363 名であり、年齢は 19 歳－69 歳で 30－40 歳代が

74.4%を占め、10歳代2名(0.1%)、20歳代83名(3.2%)、
50 歳代 559 名(21.4%)、60 歳代 27 名(1.0%)であった。

BMI 25kg/m2 以上の肥満者の割合は、30－50 歳代が

25％以上を占めており、特に 40 歳代は 30％以上であっ

た。運動動習慣は全体でみると「なし」が1530名(58.8%)、
「週1回以上」は555 名(21.3%)、「週3 回以上」は177
名(6.8%)であった。各年齢層とも「なし」が過半数を占

め、作業内容は軽作業で「歩き回る内容」に従事してい

る者が も多く全体で1366名(52.5％)、次に「デスクワ

ーク」が853名(32.8％)であり、各年代層でも同様であっ

 運動習慣  

 なし 月1－2回 週1‐2回 週3回以上 P∗ 
 n(%) n(%) n(%) n(%)  
性別 (n=2604) n=1539 n=520 n=374 n=181  
男 1267(56.5) 482(21.5) 336(15.0) 158( 7.0) <.001 
女 263(72.9) 37(10.2) 38(10.5) 23( 6.4)  

交替勤務 (n=2604)      
あり 936(62.0) 293(19.4) 176(11.7) 104( 6.9) <.001 
なし 594(54.2) 226(20.6) 198(18.1) 77(7.0)  

作業内容 (n=2594) n=1521 n=519 n=374 n=180  
 歩き回る作業 840(61.7) 257(18.9) 170(12.5) 95( 7.0) <.001 
 デスクワーク 450(52.9) 194(22.8) 153(18.0) 54( 6.3)  
 歩き回る＆デスクワーク 43(49.4) 24(27.6) 14(16.1) 6( 6.9)  
 立ち仕事 104(57.5) 32(17.7) 26(14.4) 19(10.5)  
 その他 84(74.3) 12(10.6) 11( 9.7) 6( 5.3)  
通勤中歩行時間 (n=2559) n=1511 n=506 n=366 n=176  

<10分/日 890(60.6) 288(19.6) 200(13.6) 91( 6.2) .104 
 10‐20分/日 596(57.1) 212(20.3) 157(15.1) 78( 7.5)  
 ≥20分/日 25(53.2) 6(12.8) 9(19.1) 7(14.9)  

 運動習慣  

 なし 月1, 2回 週1, 2回 ≥週3回 P* 

 n=842 n=273 n=204 n=118  

HDL chol. (mg/dL) 56.69 (0.44) 57.00 (0.78) 59.71 (0.90) 60.15 (1.18) .002 

  運動習慣「なし」との比較† － ns p=.016 p=.036  
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た。交替勤務者と通勤中歩行時間は年代層別で差異を認

めなかった。 
運動習慣頻度別にみた日常の身体活動状況を表２に示

す。交替勤務者、また作業内容は軽作業で「動き回る内

容」の者で運動習慣「なし」の割合が多かった。性差で

は男性の運動習慣「なし」の者が多くこれは従業員の男

女構成割合にほぼ準じていたが、女性だけでみると運動

習慣「なし」の割合が多かった。運動習慣と通勤中の歩

行時間には有意な差異を認めなかった。 
HDLコレステロール値と運動習慣との関係を表3に示

す。運動習慣の頻度が増えるに従って、HDLコレステロ

ール値も高くなり、特に運動習慣が「なし」の群と比較

して、「週 1，2 回」、「週 3 回以上」の運動を行っている

群は、有意に HDL コレステロール値が高かった。この

傾向は、性、年齢、BMIのみで調整した場合も同様の結

果であった（データは示さず）。 
２．運動習慣と身体活動についてのアセスメントと運動

対策の計画検討 
A 社の運動習慣と身体活動についてのアセスメント結

果を表４に示す。運動習慣と身体活動の実態調査は、職

場巡視や従業員からのヒアリング結果と整合していた。

またA 社の業務形態から、軽作業で動き回っている業務

に従事している者のほとんどは、製造職かつ交替勤務者

である。 
これらの結果から、A 社の運動対策で考慮するポイン

トは、「30 歳代以上の男女（特に 40 歳代）」、「交替勤務

者」、主な作業形態が「軽作業で動き回っている業務」と

「デスクワーク」であること、また「ほとんどの従業員

が通勤中歩行時間は少ないこと」であることが今回明ら

かになった。 
医療保健職側の課題は、06年度運動対策立案の際に05

年度の運動対策内容を振り返ったところ、運動イベント

や運動・身体活動に関する内容の健康教育などの活動を

行っていなかったこと、運動や身体活動に関するパンフ

レットなどの情報提供の機会が健診時、もしくは健診後

の保健指導時くらいしかなかったこと、また社内体育館

や周辺のスポーツジムなどの運動施設等は整っているが、

運動対策に活用できていなかったこと、各部署などと連

携して活動推進できていなかったことがあげられた。し

たがって医療保険職は、運動習慣定着への動機付けとな

るような健康増進活動の計画実施や、情報提供を行う機

会を増やす、人的・物理的資源を上手く活用した活動展

開を行うなどの、環境整備を重視すべきであると考えた。 
以上の点を踏まえて、①環境整備②健康増進活動、③

個別指導について運動対策を立案・実施した。 
 
 
 

表4．A社の運動習慣と身体活動に関するアセスメント 

 
具体的な運動対策の活動内容については表 5 に示す。

環境整備は、従来の健診時にパンフレット提供に加えて、

食堂に卓上カード、食堂入り口に健康情報するパンフレ

ット立てを新たに設置し、また職場単位で卓上カードを

ポスター掲示して運動や身体活動に関する情報提供を行

った。またイントラネットにおける健康管理部門のホー

ムページの充実化を図り、運動に関する情報提供を随時

行うようにした。 
健康増進活動は、運動への動機付けとして事業所内に

ある体育館にてスポーツクラブのインストラクターを講

師とした運動イベントを年2回実施した。実施に際して、

交替勤務者と日勤者を考慮した日時で、同一内容を3－４

回実施し、全ての交替班の者に参加機会が与えられるよ

うにした。プログラム内容は、講師と相談し参加希望者

の年齢や作業形態等に応じた運動強度で、第一回はエア

ロビクスとボクソサイズを中心とした運動プログラム、

第二回はストレッチを中心とした運動プログラムで実施

することにした。 
また健康教育では生活習慣病予防のテーマの中で、A

社の健診結果や運動習慣や身体活動状況データを利用し

ながら職場や参加者の特性・職場環境に応じた運動や身

体活動に関する情報提供を行った。また職場独自の運動

対策活動の推進支援も行い、資料や情報提供や衛生管理

者の相談にも積極的に対応するようにした。 
個別保健指導は、健診結果に基づき、文書指導対象者

で問診票に運動習慣のない者に対して、運動に関するパ

ンフレットや個人の生活習慣や作業形態・勤務形態に応

じた運動習慣や身体活動に関するコメントを入れて健診

結果に同封した。また要保健指導・要医療者に対して、

指導時に運動や身体活動に関するアドバイスや要フォロ

ーアップ者に対しては生活習慣の改善目標の中で運動に

関する目標設定を行い、数ヵ月後目標達成確認と血圧、

採血・身体計測等を行った。具体的な目標設定の例とし

ては、「週数回は自転車もしくは徒歩通勤」、「15 時退社

の勤務時は駅からバスに乗らず 30 分歩く」「週 2 日夫婦

でウォーキング」、「4階まで階段利用」、「テレビを見なが

１．30歳以上男女の肥満率の増加（特に40歳代） 

２．週3回以上の運動を行う者が約1割である 

３．交替勤務者（製造現業職）運動習慣なしの割合が多いが、

業務は軽作業で動き回る業務がほとんどである 
４．主な作業は軽作業で動き回る業務とデスクワーク 

５．通勤手段が主に電車か車で、通勤中歩行時間が短い 

６．運動に関する情報提供の機会が少ない 

７．人的・物理的資源、健康増進活動が未整備・未活用 
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らストレッチ」、「買い物は歩いていく」など自分自身で

目標宣言してもらい、一部の対象者には定期的に電子メ

ールや文書にて目標の再確認、情報提供、アドバイスを

送付して目標達成の支援を行った。 
運動や身体活動に関する情報内容は、様々な運動方法

や周辺の運動施設の情報提供だけでなく、身体活動量を

増加させるような、日常生活や仕事中でも気軽に始めら

れる内容（階段利用、歩き方の注意点など）とした。 
表5．A社における運動対策関連の活動内容 
 具体的内容 

①環境整備 ・食堂の卓上カード「健康支援室の一口

メモ」の設置：効果的な歩き方と靴底

が語るあなたの歩き方(6－7月) 
 ・食堂に健康情報専門のパンフレット立

ての設置：運動に関するパンフレット

を設置 
 ・健康診断時にパンフレットコーナーの

設置 
 ・健康支援室のホームページの充実化 
 ・職場単位で、食堂卓上カードをポスタ

ーとして掲示 
②健康増進

活動 
・運動イベント（年2回） 

「楽しくはじめる運動のコツ」、 
「リフレッシュ！ゆがみとり教室」 

 ・職場への出張健康教育：「健康診断結果

から見直す生活習慣」、「メタボリック

シンドロームを防ぐコツ」の中での運

動に関する知識提供 
 ・職場単位で運動イベント等の参加や独

自の健康増進活動 
③個別指導 ・健診問診時に情報提供と指導 

 ・健診結果送付時の文書指導（パンフレ

ットやコメント送付） 

 ・要保健指導・要医療者に対する医療職

の保健指導 

 
Ⅳ．考察 
本研究は、一事業所での生活習慣病予防のための効果

的な運動対策を展開するために、運動習慣と身体活動状

況の実態把握とアセスメントを行い、事業所の特性に適

した運動対策計画の検討を行ったものである。その結果、

対象事業所では 30－40 歳代の肥満率の増加と交替勤務

者の運動習慣なしが多いが軽作業で歩き回る業務に主に

従事している、主な作業形態が軽作業で歩き回る業務と

デスクワークであること、またほとんどの従業員が通勤

中の歩行時間は少ないこと、また医療保健職側の課題と

して運動への関心を高めるための健康増進活動の実施と

情報提供の機会が少なく、上手く人的・物理的資源を利

用できていないという問題点が今回明らかになった。こ

れらの点を考慮して運動習慣定着の動機付けになるよう

に情報や機会を提供することを中心とした環境整備、運

動増進活動、個別保健指導についての活動計画と実践を

行った。本研究によって職場における運動対策では年齢

構成、交替勤務有無、作業形態、通勤方法、また職場環

境や利用できる資源などについて把握した上で計画立案

と活動展開することが必要と示唆された。 
A社における運動習慣と身体活動の実態であるが、｢週

3回以上の運動習慣の有無｣に着目してＡ社と全国を比較

すると、平成15年国民栄養調査9｣によると、20歳代9.5％、

30歳代9.3%、40歳代11.5%、50歳代19.2％であり、全

国と比較してＡ社は20歳代、30歳代、40歳代、50歳代

共に割合が少なかった。身体活動に関しては、交替勤務

は運動習慣なしの割合が多かったが、仕事は軽作業で歩

き回る作業に従事している。首都圏一事業所における男

性勤務者を対象としたの報告によると、出勤日の歩数が

多い（9894歩以上）者は、肥満や生活習慣病保有の割合

が少なかった 10,)。よって運動習慣の定着が困難な場合は、

勤務中や日常生活の中で身体活動量を増やすようなアプ

ローチが今後も必要であると考えられた。また40歳以上

の A 社従業員において、HDL コレステロール値は、運

動頻度の増加伴い、増加するということが示された。し

たがって運動対策の評価において、HDLコレステロール

値は評価指標の一つになると示唆された。 
一事業所における運動対策を行う上では、生活・職場

環境の特性と、対象の年齢、作業形態などを計画立案の

際に考慮する必要があることが示唆されたが、これまで

の報告でも出勤日の歩数、通勤中の運動時間、休日の運

動習慣有無などの運動習慣や身体活動が、循環器疾患や

BMIに関連することが明らかにされている 10, 11)。これら

の運動施策は、糖尿病、循環器疾患などの生活習慣病の

状況、運動習慣・身体活動の状況や、生活・職場環境を

はじめとする従業員の特性や運動への関心度などについ

て定期的に分析し、事業所特性に適した運動対策になる

よう展開をしていく必要がある。 
今回は運動に関する情報提供や運動習慣定着の動機付

けとなる機会づくりとしての環境整備と健康増進活動、

個別指導の提供を重点に置いたが、定期的な運動や身体

活動強化に対する関心を高めるような職場環境作りは、

従業員自身の行動変容において非常に大きな原動力にな

る。部門単位における運動対策の推進のために、キーパ

ーソンに対して運動対策推進に対する理解と支援を行う

ことより、従業員主体の運動対策活動となるよう心がけ

る必要がある。また今回の調査によって対象事業所の特

性と問題点の抽出だけでなく、活用できる資源の再確認
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や効果的な健康増進活動を進めるための重視すべきポイ

ントやアプローチ方法を整理することができた。現場で

は多くの時間と労力を費やすため十分なアセスメントや

評価を行えていない場合が多いが、効果的に健康施策を

展開するために、分析、計画立案など根拠に基づく施策

策定は不可欠である。 
本研究の限界として、事業所の実態分析と活動計画の

立案検討までであるため、運動対策を定期的に評価・改

善しながら展開していく必要があり、今後は評価と改善

方法が大きな課題である。また今回は断面の生活習慣調

査結果に基づくアセスメントであったので、勤労者層に

対する年齢構成、交替勤務有無、作業形態、通勤方法な

どの身体活動と運動習慣の関係、また健診結果など縦断

的に調査分析を行い、より従業員の特性に即した運動対

策になるよう考慮することが生活習慣病予防のために重

要である。 
 

 Ⅴ．結語 
 本研究は、一事業所での運動対策を展開するために、

運動習慣と身体活動状況の実態把握とアセスメントを行

い、事業所の特性に適した運動対策計画の検討を行った。

その結果、対象事業所では30－40歳代の肥満率の増加と

交替勤務者の運動習慣なしが多い、主な作業形態が軽作

業で歩き回る業務とデスクワークであること、またほと

んどの従業員が通勤中の歩行時間は少ないこと、また健

康増進活動の実施と情報提供の機会が少なく、上手く人

的・物理的資源を利用できていないという問題点が今回

明らかになった。運動対策立案と実施は、これらの点を

考慮して環境整備、運動増進活動、個別保健指導につい

行った。今後は実施後の評価・改善の検討を行いながら、事業

所の特性に適した効果的な運動対策を展開していく必要がある。 
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臨床看護技術に関する自己学習教材の開発とその評価 
 

盛永美保 1 井下照代 2 藤野みつ子 2 高見知世子 2 宮松直美 1 

1 滋賀医科大学医学部看護学科臨床看護学講座  2 滋賀医科大学医学部附属病院  
 
要旨  
 本調査は臨床看護技術に関する自己学習教材の開発とその評価を目的として行った。 Computer 
Assisted Instruction （CAI）教材は随時加筆・修正ができ、学生への up-to-date な情報提供が可能であ

るため、本学の学内 LAN を使用し臨床看護技術に関する CAI 教材を開発した。CAI 教材の内容は、臨地実

習ならびに卒後の自己学習で活用しうるものとして術後看護・感染管理・ストーマケアなどの臨床看護技術

に関する項目とし、それに加えて国家試験対策用自己学習ページも作成した。本教材の使用後に行った学生

へのアンケート調査の結果、開発した CAI 教材は概ね満足できる内容であり、自己学習に有用であるとの評

価を得た。ただし、コンテンツの内容や利用方法への指摘もあり、今後さらに内容やプログラムの充実を図

る必要があることが示された。  
キーワード；CAI、看護技術、看護教育  
 
はじめに 
 看護基礎教育におけるカリキュラムの大半は、

患者の生活の質を向上させるための療養上の世

話に関する判断と実践で占められている 1)。しか

しながら、卒業時点での看護技術の未熟さが指摘

されている。看護基礎教育における技術教育のあ

り方に関する検討会報告書では、基本的な看護技

術の水準が示されている 2)が、看護技術の習得に

あたっては実践が重要であり、机上での学習には

限界がある。 
 看護をめぐる現状としては、人口の高齢化、疾

病構造の変化、国民の意識の変化、医療技術の進

歩などから、看護師に求められる能力も高くなっ

てきている。また、学生を取り巻く環境も多様化

しており、学生が自ら学ぶ能動的学習方法による

知識・技術の教授が重要視されてきている。そこ

で、専門性の高い看護判断と看護技術の習得にむ

けて、自己学習の支援を行うべく、コンピュータ

学習支援（Computer Assisted Instruction: CAI）
教材の開発を行った。CAI 教材の有用性は、これ

までの先行研究で明らかであり 3－5)、近年多くの

CAI 教材の開発が進められている。 
 今回、成人看護学領域での演習・実習で習得を

目指している技術項目の一部および国家試験対

策を CAI 教材として開発し、項目や内容、シス

テムに対する学生からの評価を報告する。 
 
 
 

Ⅰ．CAI 教材の開発 
 1.CAI 教材の特性 
 CAI 教材は、動画・静止画を掲載できることと、

随時、編集者から加筆・修正ができる利点がある。

CAI 教材開発のねらいは、画像や映像を使って学

習内容を提示し、学習者に視覚的なイメージに訴

える教材作成を行うこと、ならびに学生の自主

的・能動的な学習条件を整えることである。CAI
へのアクセスは学内 LAN につながっているパソ

コンがあれば、任意の時間に、任意の場所でアク

セスが可能であり自己学習ができる（図 1）。

 
図 1 自己学習のトップページ 
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 2.CAI 教材の構成・作成 
 臨床看護学技術の内容として、「術後看護」「ス

トーマケア」（図 2）「感染予防」を掲載した。こ

こでは 新の臨床看護に即した内容を学生に提

供するために、附属病院看護部の専門看護師・認

定看護師と教員が共同で作成にあたった。その他

「術前看護」「ドレーン管理」「血糖測定とインシ

ュリン自己注射指導」「経管栄養と IVH 管理」「検

査と処置」については現在作成中であり、完成後

順次掲載し内容の充実を図ることとした。掲載内

容は文章だけでなく、可能な限りイラストや写真

を数多く用いて、視覚的に理解しやすいよう工夫

した。 

 
図 2 ストーマケア手順の一例 
 
 国家試験対策では、過去 3 年間の試験問題の成

人看護学に関する問題と解説を掲載した。試験問

題は一回ごとに問題の順番や選択肢の順序が入

れ替わり、繰り返して使用できるプログラムを採

用した（図３）。 
 Web ページの作成にあたっては、作成ソフト

IBM ホームページビルダー10 を使用し、画像編

集ソフトは Adobe Photoshop Album mini 6.0 を

使用して JPEG に圧縮した。Web サーバーへは

FTP クライアント FFFTP1.92a を使用してアッ

プロードした。 

 
図 3 国試対策の出題の一例 
 
Ⅱ．本 CAI 教材の評価 
 1.対象 
 本学の看護学生 2 回生から 4 回生 205 名中、

CAI 教材の使用説明会に出席した 73 名を本研究

の対象者とした 
 2.調査方法 
 2006 年 12 月 14〜23 日、マルチメディアセン

ター演習室にて計３回の CAI 教材説明会を開催

し、利用方法や内容についての説明を行い、同時

に自記式集団法によるアンケート調査を実施し

た。学生へは調査の目的と結果の公表、無記名で

あること、アンケートは強制ではなく記入しなく

ても不利益を被ることはないこと、成績には一切

関係しないことを説明し、同意を得た。 
 3.調査内容 
 学生の基本属性として、学年と性別、年齢、イ

ンターネット使用頻度を調査した。 
 CAI 教材は、その内容と有用性の観点から評価

された。教材内容の評価として、コンテンツごと

に「説明は分かりやすかった」「興味を持ってみ

ることができたか」「内容に満足できたか」を質

問した。また、有用性の評価として「CAI 教材を

使って自己学習しようと思いますか？」「CAI 教

材をみて復習になったと思いますか？」「CAI 教

材があった方がいいと思いますか？」「CAI 教材

を他の教材と比較して使いやすいと思います

か？」の質問をした。これらはすべて４件法（1：
そう思わない〜4：そう思う）で評定された。さ

らに、使用した感想や今後必要だと思われる項目

等について自由な記載を促した。 
 4.分析方法 
 4 段階尺度の回答については単純集計をした。

自由記載方式の回答は記述内容の分類・整理を行
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った。 
 5.調査結果 
 73 名の対象者中、アンケートへの協力及び結

果の公表に同意し、回答が得られた 64 名(回収率

87.7％)を分析対象とした。 
 学年の内わけは、3 回生 24 名、4 回生 40 名、

平均年齢は 21.8±1.4 歳であった。そのうち女性

は 60 名(93.8％)で、インターネットの使用頻度

は、「ほぼ毎日」が 18 名(28.1％)、「3～4 回／週」

が 20名(31.3％)、「1～2回／週」が 22名(34.4％)、
「1～2 回／月」が 4 名(6.3％)であった。 
 図 4 に CAI 教材に対する興味・満足度のアン

ケート結果を示した。術後看護、ストーマケア、

感染予防、国家試験対策のすべてのコンテンツに

おいて、9 割以上が肯定的評価を示した。
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    図 4 CAI 教材の興味・満足度評価 
 
 図 5 は CAI 教材の有用性に関するアンケート

結果を示した。有用性についても 9 割以上が肯定

的評価を示した。 
 自由記載による意見として、術後看護について

は「実習前に見たかった」「写真入りが良かった」

「合併症の出現日数などの表示が欲しい」「説明

が長すぎる」、ストーマケアについては「写真が

良かった」「手技が分かりやすかった」「もう少し

写真がほしい」「実際の指導内容が知りたい」、感

染予防では「プラスティクエプロンのつけ方の写

真がほしい」などがあげられた。また、「1 ペー

ジにまとめてほしい」「印刷したときに A4 で入

るようにして欲しい」など、アクセス時だけでな

く、資料としての活用を期待した意見も出された。

他に必要と思われるコンテンツとして、心電図・

呼吸器など ME 機器の使用・管理方法および観察

項目、水分出納や輸液管理、退院指導や食事指導、

呼吸音や心音などがあげられた。 
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 国家試験対策については、「問題の順序や選択

肢の順番が入れ替わるのが良かった」「頑張って

勉強します」「一問ずつ正誤がわかるようにして

ほしい」「問題数を増やしてほしい」などの意見

があった。加えて、「学外からも使えるようにし

てほしい」との意見が複数あげられたほか、「携

帯からもできるようにしてほしい」「疾患につい

ても調べられるようにしてほしい」などの意見が

あった。 
 
Ⅲ．考察 
 CAI 教材の学生評価は概ね良好であり、その内

容に興味や満足を示していることが示唆された。

また、有効性についても殆どの学生が評価してい

た。しかしながら、改善点や要望も多く述べられ

ており、これらは CAI 教材に対する学生の期待

とも考えられる。したがって、今後はこうした意

見を取り上げ、修正を加えてよりよい教材開発を

行い、学生の期待に応える必要がある。 
 CAI は意思決定能力を促進する学習プログラ

ムと言われており４)、看護師教育への貢献が大き

いと考える。今回作成した CAI 教材は、成人看

護学演習の各項目で学生自身に正しい技術や適

した方法、機材等を選択させるプログラムではな

かった。看護技術習得のためには実践における学

生自身の判断力の獲得が重要であるが、カリキュ

ラム上の実習時間の短縮、医療現状や患者意識の

図 5 CAI 教材の有用性の評価 

興味を持って見
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内容は満足でき
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説明は分かりや
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CAI で自己学習し
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CAI で復習できま
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CAI はあった方が
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他の教材と比べて

使いやすいですか 
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変化により臨地での技術習得に限界もある。今後

は選択や決定といった CAI 教材の特徴をさらに

活用した動画やシミュレーション教材を開発し、

実践を想定した臨床判断や技術習得のための能

動的学習環境を整備する必要があるだろう。 
 
 本 CAI 教材開発は、附属病院看護部と臨床看護学講

座（成人看護学）との共同プロジェクトにより実施さ

れた。 
 
プロジェクトメンバー 
井下照代 藤野みつ子 高見知世子  
古川晶子 中北順子  佐々木あゆみ 
碓井理香 宮松直美  岡本真優 
三宅依子 秦 朝子  盛永美保 
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滋賀医科大学医学部附属病院における褥瘡発生状況の検討 

 

高田直子 1 西佑子１ 中川ひろみ 2 佐伯行一１ 

1滋賀医科大学医学部看護学科基礎看護学講座  2滋賀医科大学医学部附属病院 

 

 本研究は、平成 17 年度より実施した褥瘡予防マットレス導入の効果を検討する為に、褥瘡回診開始時からマットレ

ス導入直前までの本学附属病院における褥瘡発生状況の実態調査を行ったものである。その結果、外科系病棟での発

生が多く悪性新生物を基礎疾患とする患者が多いこと、発症年齢は平均 65.6 歳であり、仙骨部位での発生が最も多か

ったことが明らかとなった。栄養の指標である臨床検査データを褥瘡発生群とハイリスク群で分けて比較したところ、

血清アルブミン値およびヘモグロビン値が褥瘡発生群で統計学的に有意に低値であることを認めた。 

キーワード：褥瘡、発生状況、発生要因 

 

Ⅰ はじめに 

褥瘡はほんの十数年前までは主に看護者や介護者の

関心事であり、皮膚科などの一部の領域を除けば一般的

に関心が低かった。しかし加速する高齢化、医療の高度

化による入院患者の重症化・高齢化などにより褥瘡発生

のリスクは高まっている。我が国では西暦 2010 年には

65歳以上の人口が総人口の4分の１を占め、そのうち寝

たきり状態の人口は170万人となり、その5～10人に1

人の割合で褥瘡が発生すると予測されている１）。褥瘡は

発生し継続することで医療費の増大、介護負担の増加、

療養日数の増加などを引き起こし、臨床はもとより社会

全体へ影響を与える。厚生労働省は平成 14 年度の褥瘡

対策未実施減算の施行を皮切りに、平成 16 年度には褥

瘡患者管理加算を新設した。さらには平成 18 年度には

減算を廃止し入院基本料の算定要件とし、褥瘡ハイリス

ク患者ケア加算を新設した。また、厚生労働省の事故報

告範囲検討委員会は、平成15年12月に国立病院や大学

病院などが「第三者機関」に報告する事故の範囲を定め

たが、その中で入院中に発生した重症な褥瘡の報告が義

務付けられた。このように、現在では褥瘡対策は医療全

体の関心事であり、なおかつ社会的にも重要な課題とな

っている。本学附属病院では、平成 14 年 9 月より褥瘡

対策の一環として褥瘡対策チームを設置し褥瘡回診を

スタートさせ、その活動は現在に至っている。また平成

17年度より、褥瘡発生リスクの高い患者が多いと考えら

れる病棟の全ベッドが褥瘡予防用のマットレスに更新

された。採用されたマットレスは、東洋ゴム工業株式会

社のウレタンフォームマットレス“夢柔力”である。 

そこで褥瘡発生患者の状況を把握し、今後の予防対策

およびウレタンマットレス導入の効果を検討するため

に、褥瘡発生患者と褥瘡のハイリスク患者について、褥

瘡対策関係資料をもとに実態調査を行ったので報告す

る。本研究の目的は、本学附属病院における褥瘡発生患

者の傾向を知ると共に、褥瘡予防マットレス導入の効果

を検討するための基礎資料を作成することである。 

 

Ⅱ 方法 

1．調査対象：本学附属病院において、褥瘡回診が開始 

された平成14年10月から平成16年3月末までに褥瘡

対策チームに提出された、褥瘡対策に関する診療計画書

（以下診療計画書）に記載された患者延べ308名。対象

は実際に褥瘡が発生した群（発生群）および診療計画書

は提出されたが実際に褥瘡を発生しなかった群（ハイリ

スク群)に分類した。 

2．調査方法：診療計画書および、褥瘡回診時に記録さ

れた経過表、ならびに該当患者の診療記録より患者の基

礎データ・病態および褥瘡に関するデータを収集した。

発生部位および初期評価については、褥瘡を部位別に分

けてデータ収集を行った。患者のBMI(Body Mass Index）

および臨床検査データは、すべて平均±標準偏差にて表

した。発生群およびハイリスク群間の平均値の差は

Student’t-testにて検定を行い、p<0.05を有意差あり

とした。なおプライバシー保護のため、情報は全て暗号

化し個人識別が出来ないように配慮し、情報の保存は施

錠可能な場所に厳重に保管した。 

3．用語の説明：本学附属病院では褥瘡分類用ツールと

してDESIGN（褥瘡経過評価用）を採用している。そのた

め、本研究で使用する深度の評価はこれに則り、下記の

通りとした。 

0：皮膚損傷も発赤もない状態 

1：持続する発赤の存在 

2：真皮までの損傷 

3：皮下組織までの損傷 

4：皮下組織をこえ筋肉、腱などにいたる損傷 

5：関節腔、体腔にいたる損傷または深さが判定でき

ない場合 
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Ⅲ 結果 

1．褥瘡の発生状況 

診療計画書が提出された患者のうち、実際に褥瘡が発

生した患者数は延べ155名（226部位）であり、そのう

ち男性は109名で女性は46名で男女比は2.4：1となっ

た。この155名には繰り返し褥瘡を発生した患者も含ま

れる。病棟別褥瘡発生頻度では、消化器・乳腺外科病棟

の発生が多く25例、次いで心臓・呼吸器外科病棟22例

で、両病棟を合わせると全体の3割を占めた。入院前か

らの発生（持ち込み）症例は17例であった（図１)。 

褥瘡発生部位別頻度は図2のように、仙骨部（111例）

が最も多く、大転子部（28 例）踵部（27 例）と続いた

（患者の重複あり）。褥瘡を複数有した患者は33名と褥

瘡発生患者全体の約21.3%であった。 

 年齢別頻度は平均が65.6±16.4歳で、70〜79歳にピ

ークがあり、60歳以上では全体の約72％を占めた。0～

29歳の者は10名で全体の6.5%を占め、30～59歳の者は

33名（21.3%）であった。最年少は1歳のトリーチャー

コリン症候群の女児であり、最年長は 94 歳の心筋梗塞

の女性であった。 

  

基礎疾患では、悪性新生物が最も多く 66 例であり、

次いで心・大血管疾患、脳・中枢神経疾患、呼吸器疾患

の順に多かった（図3）。 

最終転帰別では、褥瘡が治癒した患者は67名(43.2%)、

治癒せずに死亡した患者は 45 名（29.0%）、治癒せずに

転院・退院した患者は 28 名(18.0%)、詳細不明は 15 名

となった（表1）。特に悪性新生物を基礎疾患とする者で、

治癒せず死亡した患者は 31 名と死亡例の約 7 割を占め

た。また手術後に褥瘡を発生した 28 例のうち、14 例 

(50%)は入院中に治癒を認めた。 

2．患者の身体状況・臨床検査データ 

実際に褥瘡が発生した群（発生群）で身体測定可能な

成人101名をBMI(Body Mass Index）別に見ると、BMI18.5

未満の褥瘡発生リスクが中程度以上である者が 45 名

(44.1%)であり、平均は20.0±2.36であった。また診療

計画書は提出されたが実際に褥瘡を発生しなかった群

（ハイリスク群)で身体データの収集可能な成人63名の

うち BMI18.5 未満の者は 19 名(30.2%)であり、平均は

21.2±4.89であった。BMIにおける両群の平均値に差は

認めなかった（表2）。 

臨床検査データのうち血清総タンパク（TP）値におい

（ ）内は、術後に褥瘡を発生した患者数を示す。患者の重複有り。

悪性新生物 その他の疾患 合計

治癒 22(8) 45(6) 67(14)

死亡 31(3) 14(2) 45(5)

転院・退院(継続） 7(3) 21(4) 28(7)

不明 5(2) 10 15(2)

合計 65(16) 90(12) 155(28)

表1 最終転帰 

0 10 20 30 40 50 60 70 

悪性新生物

心・大血管疾患

呼吸器疾患

腎・内分泌疾患

整形外科疾患

その他・不明

図2 褥瘡発生部位別頻度 

発生した褥瘡を各部位別に分類しカウントした。患者の重複あり。 

図1 病棟別褥瘡発生頻度 

褥瘡が発生した患者155名を病棟別に示した。患者の重複あり。 

1：精神科病棟 2：泌尿器科・皮膚科・放射線科 3：脳外科  

4：整形外科 5：消化器・乳腺外科 6：呼吸器・心臓血管外科  

7：循環器・呼吸器内科 8：小児科病棟 9：眼科・救急・麻酔科 

10：消化器・血液内科 11：産婦人科 12：耳鼻科・歯科口腔外科 

13：内分泌代謝・腎臓・神経内科 14：ICU 15：持ち込み 
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図3 基礎疾患 
褥瘡が発生した 155 名の基礎疾患を示した。悪性新生物には血液

疾患を含む。患者の重複あり。 

脳・中枢神経疾患 
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分類 症例部位数 
1 35 
2 74 
3 27 
4 5 

5 25 

治癒 15 

死亡 11 
転院・退院及び不明 34 

合計 226 

 

 

 

 

ては発生群で平均5.9±0.93g/dlであり、ハイリスク群

では平均6.0±0.99g/dlであり両者に有意な差はなかっ

た。血清アルブミン（Alb）値は、発生群では平均 3.0

±0. 64g/dl、ハイリスク群では平均 3.3±1.31g/dl で

あり、発生群で有意に低かった（p<0.05）。ヘモグロビ

ン（Hb）値では、発生群で平均 9.8±2.05g/dl、ハイリ

スク群では平均 10.5±2.36g/dl となり、発生群で有意

に低値（p<0.05）であった（表3）｡ 

3．褥瘡の初期評価 

初回褥瘡回診時の評価（初期評価）のうち創の深度評

価では、2(真皮までの損傷)が最も多く 74 例(32.7%)で

あり、1（持続する発赤）35例（15.5%）および2をあわ

せた軽度の褥瘡は、全体の半数近くを占めた。3（皮下

組織までの損傷）は 27 例(11.9%)、4（皮下組織を超え

る損傷）は 5 例(2.2%)、5（関節腔、体腔に至る損傷も

しくは判定不明）は25例(11.1%)であった（患者に重複

あり）。3および4判定のうち持ち込みであったのは、3

では5例、4では1例であった。初回の褥瘡回診時にす

でに治癒していた症例は15例（13名）であり、患者が

死亡していた症例は11例（8名）であった。また初回の

褥瘡回診時にすでに転院・退院をしていた症例、および

詳細が不明な症例は34例（26名）であった（表4）。 

 

Ⅳ 考察 

本学附属病院での褥瘡発生は高齢者に多いという従

来の報告２）～４）と同様の傾向を示したが、若年者の褥瘡

発生患者も比較的多く認めた。また、基礎疾患では悪性

新生物の占める割合が高く、従来の報告１）～４）と異なる

結果となった。これらは、重症患者や高度な医療を必要

とする患者を受け入れている本学附属病院の特徴と言

える。特に悪性新生物を基礎疾患とする患者では褥瘡が

治癒するまでに死亡する傾向があり、ターミナル期およ

び急性増悪期にある患者への褥瘡対策に更なる努力が

必要であると考える。また手術後に褥瘡を発生した症例

の半数は入院中に治癒したことから、術直後の褥瘡は術

後の一過性の体動制限によるものが多く、活動レベルが

上昇することにより褥瘡が治癒したものであると考え

られる。術後の一過性の体動制限に対する対応として、

マットレスの改善やペインコントロールによる早期離

床が重要となる。また、病棟別発生頻度での上位2位が

外科系病棟であり、平成 17 年度からの褥瘡予防マット

レス導入の対象となっている。そのため今後の褥瘡患者

動向を検討し、その有効性を検討することが重要である。 

発生部位別頻度については仙骨部位が圧倒的に多く、

次に大転子・踵部などの下肢での発生が多かった。仙骨

部位が一番の褥瘡好発部位であることは、先行文献１）～４）

により報告されている内容と一致する。仙骨部・尾骨部

における褥瘡の経過で、ずれによる影響を受けたと思わ

れる歪みのある創を観察した。この部位はベッドアップ

やベッド上移動によるずれを生じやすい部位であり、ず

れ予防に焦点を当てた援助が必要となる。 
 身体状況及び臨床検査データでは、Alb値とHb値にお

いて発生群がハイリスク群と比して有意に低値である

ことが明らかとなった。低栄養状態が褥瘡のリスクファ

クターとなることは、一般的に知られており、血清 Alb

値3.0g/dl未満、Hb値11.0g/dl未満が褥瘡の危険因子

の指標となっている５）。特に Alb 値は予防の為には

3.5g/dl 以上を必要とする。ハイリスク群も含め基準値

より下回り、褥瘡発生のリスク評価にこれらのデータを

用いることの有用性が再確認された。本学附属病院の褥

瘡回診には、褥瘡への栄養面からのアプローチの為に栄

養士や内科医が入っており、栄養学的褥瘡対策が可能で

あり重要となる。 

 初回褥瘡回診時の深度評価では真皮までの 2 および、

 
平均値±標準偏差 検定結果

発生群（101名） ハイリスク群(63名) （ｔ検定）

BMI 20.0±2.36 21.2±4.89 p>0.05 

  平均値±標準偏差 (g/dl） 検定結果

発生群 ハイリスク群 （ｔ検定）

血清総タンパク 5.9±0.93 6.0±0.99 p>0.05 

血清アルブミン 3.0±0. 64 3.3±1.31 p<0.05 

ヘモグロビン 9.8±2.05 10.5±2.36 p<0.05 

発生した褥瘡を各部位別に分類しカウントした。患者の重複あり。

 
表3 臨床検査データ 

表2  BMI 表4 褥瘡初期評価（深度） 
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持続する発赤の1を合わせた軽度褥瘡が多く、早期の発

見と対策が行われていることがわかる。１が2より少な

かった理由としては、持続する発赤は経過観察しても持

続するものを「褥瘡あり」として診療計画書を提出する

ことになっており、早期に発見されたものはその観察過

程のうちに消失したことが考えられる。回診時にすでに

死亡や転院・退院した症例および不明例が多かった理由

として、2週間に1回という褥瘡回診の頻度が影響して

いると考えられる。またスタートから間もない期間であ

ったため、回診チームと病棟担当者の双方に連絡や記載

の漏れ等があったことも考えられる。褥瘡回診がスター

トして4年が経過した現在では、データの確保は十分に

なされているものであると考える。また、転院・退院し

てゆく患者への対応と、患者が退院後に関わる医療・保

健機関への情報提供は、褥瘡の治療と再発予防の為に重

要となる。そのため、病棟と褥瘡対策チームおよび地域

への窓口となる継続看護室の更なる連携が必要となる

と考える。 

 

Ⅵ おわりに 

 本学附属病院で褥瘡回診が開始してから、褥瘡予防マ

ットレス導入までの期間の褥瘡発生の状況を検討した。

その結果、本学附属病院での褥瘡発生患者は悪性新生物

を基礎疾患とする者が多く、他の報告と比して褥瘡を持

つ若年者も比較的多く認めた。これは高度医療を行う大

学附属病院であることに起因すると考えられる。また、

褥瘡発生群はハイリスク群と比べて血清アルブミン値

およびヘモグロビン値で有意に低い値となった。 
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本学における総合看護学実習Ⅰに対する学生評価と今後の課題 

―実習満足度アンケートの分析から― 

 

三宅依子 岡本真優 秦朝子 盛永美保 宮松直美 

滋賀医科大学医学部看護学科臨床看護学講座 

 
本学看護学科の総合看護学実習Ⅰは、病院内の諸部門や保健医療チームの機能と看護の役割を理解することを目的とし、

3年次領域別看護学実習前に履修することになっている。本調査は、総合看護学実習Ⅰに対する学生の満足度の把握と実

習方法の評価を目的として実施された。実習終了後に行った学生へのアンケート調査の結果、実習目標の到達度は良好で、

領域別実習に役立つという評価が得られた。しかし、部門別にみると、実習時に患者が不在で担当者の説明のみに終わっ

た場合等では満足度がやや低く、今後さらに内容や方法の検討を行う必要性が示唆された。 

 

キーワード：看護学実習、学生評価、満足度、チーム医療、専門看護 

 

Ⅰ．はじめに 

本学では3年次後期より各領域の臨地実習が始まるが、

その前段階として平成18年度より総合看護学実習Ⅰが実

施されている。臨地実習は、臨床での看護や治療の実際

を知ることで知識や技術を獲得するとともに、患者心理

に触れる重要な機会である1)。その臨地実習における患者

理解をより深めるためには、総合看護学実習Ⅰにおいて

患者に必要な種々の専門領域での看護介入方法について

学び、保健医療チームの関わりや看護の役割に触れるこ

とが非常に重要である。 

効果的な実習を行うためには、看護の基本技術・能力

に関する学習だけでなく、早期に看護の専門性に触れる

機会を持つことが大切である。特に、専門・認定看護師

の活動に触れ、専門技術習得に対する動機付けを行うこ

とが重要と考えられる。看護の専門性の点に関して見る

と、平成18年10~11月現在の全国の専門看護師登録者数

および認定看護師登録者数はそれぞれ186名、2,486名で

あり 2)、滋賀県内の登録者数はそれぞれ3名、40名であ

る３)。そのうち本学附病院には専門看護師が 2 名、認定

看護師15名が所属しており４)、学生は多くの専門・認定

看護師と関わる機会を有している。そのため、本実習に

おいても各専門領域での専門・認定看護師の専門的看護

活動の実践を学ぶことができるよう実習部門を考慮した。 

今回、2週間にわたり本学附属病院において各部門での

実習を行った後、実習に対する満足度と目標達成度に関

するアンケート調査を実施し、今後の課題を検討した。 

 

Ⅱ．目的 

総合看護学実習Ⅰにおける学生の満足度と実習方法等

に対する評価を把握し、今後の実習内容について検討す

ることを目的とした。 

 

Ⅲ．総合看護学実習Ⅰの概要 

総合看護学実習Ⅰは3年次配当の90時間・2単位の教

科であり、その目的と到達目標を表1に示した。1グルー

プ6～7名の10グループで、本学医学部附属病院の13部

門(表２)においてローテーションにより実習を行った。

感染管理チーム、栄養サポートチーム（Nutrition support 

team; NST）、創傷・オストミー・失禁看護（Wound ostomy 

and continence; WOC）については、活動の実際を院内で

学ぶだけでなく、学内において各認定看護師による特別

講義を行うことで、その活動・役割をさらに学ぶ機会と

した。適宜学内実習時間を設け、事前学習や実習後のま

とめ、課題の作成や技術習得に取り組めるようにした。

また、教員同席のカンファレンス時間を設けることによ

り、グループ内で学びを共有し深める機会とすることは

もちろん、活発で効果的な能動的カンファレンスの持ち

方を習得する機会となるよう計画した。その他、実習期

間中は成人看護学演習室にて、バイタルサイン測定、清

拭、洗髪等の技術演習を自由に行えるようにした。 

 各部門においては、医師・看護師(専門・認定看護師を

含む)を始めとし、薬剤師・専門技師等のスタッフが、役

割・機能の実際についての説明および見学、実習を支援

する形とした。実習に際しては、患者のプライバシーに

十分配慮した上で、可能な限り実際に患者と接すること

でその思いの理解や必要とされるケアの判断あるいは実

施が行えるよう考慮した。 

 実習オリエンテーションでは、各部門における目的と

目標、方法、注意点を説明し、十分に事前学習した上で

実習に臨み理解を深めるよう伝え、実習を開始した。
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実習の最後にはグループ毎に学びをまとめ発表し、

学年全体として学びを振り返り、臨地実習へ向けての

課題を再確認する機会とした。実習評価は、出席状況

や実習態度に加えて、日々の実習記録や指導ツール作

成(栄養治療部・化学療法部)、各部門での学習・実習

内容の整理とした。 

 

Ⅳ．方法 

１．調査対象者および調査時期と回収方法 

平成18年度総合看護学実習Ⅰを履修した本学3年生

63名を対象とし、実習終了後の平成18年9月に調査を

実施した。実習終了時に自己記入式の調査票を一斉に

配布し、回答を依頼した。回答後は回収箱に各自投函

してもらうこととした。 

２．調査項目 

評価内容は、各部門における①実習時間の妥当性、

②事前学習の程度、③総合評価については、それぞれ

に5段階評価（「短い」から「長い」、「していない」か

ら「充分」、「不満」から「満足」）を求め、③について

はその理由を自由記載するものとした。加えて、実習

目標の各項目（５項目）達成度を「できない」から「で

きる」の4段階で、また、2週間を振り返って、①臨地

実習に役立つか、②これまでの授業内容が活かせたか、

③来年度も必要か、について「全く思わない」から「そ

う思う」の4段階で評価した。 

３．分析方法 

 5段階・4段階評価の項目については単純集計を行い、

自由記載の回答は記述内容により分類・整理を行った。 

４．倫理的配慮 

 アンケート用紙配布の際に調査の趣旨を説明し、調

査への協力は自由意志であること、また調査への協力

の有無によって成績に何ら影響がないこと、調査は無

記名で行われることを説明し、調査票の提出を持って

同意を得たこととした。 

 

Ⅴ．結果 

１．回収率 

 調査対象者63名中62名から回答が得られた（回収

率98.4％）。 

２．各部門における実習時間の妥当性 

 全体の実習時間としては、「適当」が83.9%を占めた。

部門別には、「適当」との回答が多かったのは、特別講義

と継続看護室で、それぞれ93.0％、85.7％であった。ま

た、「適当」から「やや短い」が多かったのが手術部・中

央材料部と集中治療室・救急部、薬剤部であり、「適当」

から「やや長い」が外来だった。さらに、「長い」「やや

長い」という回答が多かったのは、チーム医療、中央診

療部、栄養治療部、技術演習であった(図1)。 

３．各部門における事前学習の程度 

 全体としては「やや不足」が51.6%とほぼ半数であり、

「ほぼできた」は33.9％であった。部門別に見ると、「充

分」「ほぼできた」のは継続看護室(71.4％)、技術演習

(62.5％)、チーム医療(50.0％)であった。また、「やや不

足」ながらも「ほぼできた」割合が「不足」の割合を超

えたのは、外来、手術部・中央材料部、集中治療室・救

急部、中央診療部、栄養治療部であり、薬剤部と特別講

義では「やや不足」「不足」「していない」を合わせた割

合が70％を越えた(図2)。 

４．各部門における総合評価 

 全体として、「満足」「やや満足」を合わせると82.0％

に上った。各部門において同評価が高かったのは、継続

看護室(89.2%)、薬剤部(87.7%)、手術部・中央材料部と

集中治療部・救急部(84.7%)、特別講義(76.9%)、外来

(64.8％)であった。「やや満足」「どちらでもない」「やや

不満」で評価がほぼ同等であったのは、チーム医療、中

央診療部であった。また、「どちらでもない」「やや不満」

「不満」であったのは、技術演習(74.2％)であった(図3)。 

 自由記載の意見として、「看護師の役割が分かった」

「(各部門における看護師以外のスタッフの)実際を見る

ことで役割が分かった」「(専門スタッフと)看護師との連

携が学べた」「実際に患者と関われ気持ちを考えることが

できた」「説明が分かりやすかった」「チーム医療の必要

性を改めて感じた」などが肯定的意見として述べられた。

一方、「患者と関われなかった」「患者がおらず検査の実

際を見られなかった」「スタッフが忙しかった」「説明だ

けだった」「見ているだけだった」などの意見もあげられ

た。 

 

表2　各実習部門名
チーム医療：NST回診、褥創回診、
　　　　　　　  緩和ケアミーティング
中央診療部：放射線部・光学診療部、
　　　　　　　  透析部、
　　　　　　　　リハビリテーション部
外来診療部：内科外来、化学療法部
手術部・中央材料部・集中治療室・救急部
継続看護室
栄養治療部
薬剤部

表1　総合看護学実習Ⅰの目的と到達目標
実習目的：
　対象に必要な種々の専門領域での看護介入方法について学び、健康障害から
　回復に向けての過程における保健医療チームのかかわりと看護の役割を理解する
到達目標：
　1. 各専門分野の役割・機能について述べることができる
　2. 各部門での看護介入方法について理解し実施できる
　3. 保健医療チームの役割・機能について述べることができる
　4. 保健医療チームでの看護師の役割・視点を述べることができる
　5. 健康障害から回復に至る過程における患者心理について考えることができる
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５．到達目標の達成 

総合看護学実習 I の到達目標である５項目において

「できる」「ほぼできる」と答えた割合が高かったのは、

到達目標1、4、3(表 1参照)の順に98.4％、93.5％、

90.2％であった。到達目標2と5については、「できる」

「ほぼできる」が９割に満たず、「ややできない」と回

答した割合が「できる」を上回った(図4)。 

 

 

６．実習全体の振り返り 

 図5に示す通り、「領域別実習に役立つか」に関して「そ

う思う」と答えたものは77％で、「来年度も後輩のために

この実習が必要か」に関しては80％であった。両者共に

「少しそう思う」を含めると100％に至った。「これまで

の授業内容が生かせたか」については、「そう思う」が34％、

「少しそう思う」が59％、「あまり思わない」が7％であ

った。
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図１ 実習時間の妥当性                図2 事前学習の程度 
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1.各専門分野の役割・機能について
　述べることができる

2.各部門での看護介入方法について
　理解し実施できる

3.保健医療チームの役割・機能に
　ついて述べることができる

4.保健医療チームでの看護師の
　役割・視点を述べることができる

5.健康障害から回復に至る過程における
　患者心理について考えることができる

 
図3 各部門の総合評価                  図4 実習目標の到達度 
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2.これまでの授業の内容が
　生かせたと思うか

3.来年度も後輩のために
　この実習が必要だと思うか

 
             図5 実習の振り返り 
 
Ⅵ．考察 

 本調査の結果から、総合看護学実習Ⅰにおける学生

の全体評価は良好であり、内容自体に興味が持てたこ

とに加え、領域別実習へつながるものとして、その内

容に学生は概ね満足していることが示された。 

特に、病棟から患者を送り出すため内容を理解して

おく必要がある部門として中央診療部(リハビリテーシ

ョン部、中央放射線部、透析部)を、また入院患者に関わ

る専門分野としてチーム医療(NST、緩和ケア、褥創)を選

んだが、時間がやや長く、総合評価として「(満足・不満

足の)どちらでもない」とする意見が多い傾向にあった。

これには、実習中の患者の有無が大きく影響していると
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考えられた。実習時に該当患者がおらず説明のみに終

わった場合、その実際を体験できなかったことからや

や満足度が低い傾向にあったと思われた。また、到達

目標の達成度については概ね良好であったものの、各

部門における看護介入方法の理解(到達目標 2)や患者

心理について考えること(到達目標 5)に関しては他よ

りやや達成度が低かったことについても同様に、患者

不在が一因と考えられた。実際に、満足度が高かった

部門の理由として自由記載で上げられていたのは、患

者と触れ合えたこと、スタッフが患者と関わる場面を

見ることができたことであり、こうした実体験をもと

にそれぞれの専門スタッフの役割や重要性を認識して

いることが示された。 

事前学習については、全体として「やや不足」して

いるものが多かった。今後は、事前に資料を配布する、

あるいは関連する講義内容を再認識させるなどで学習

点をより明確にする必要があると考えられた。特に薬

剤部では「不足」「していない」割合が高かったが、こ

れは「ほぼできた」との回答が多かった他部門に比べ

て薬剤部は看護師が関わる部門であるという学生の認

識が低かったためかもしれない。しかし、管理の実際

や機能、看護師としての役割や視点、調剤の実施を薬

剤部実習より学ぶことができ、総合評価としては満足

度が最も高かった。したがって、臨地実習や就職後に

その実際を体験する機会が少ない部門で実習を行うこ

とは重要であり、また学生の事前学習課題として教員

からの指示を適切に行うことで総合看護学実習での貴

重な体験を有効に利用できるよう配慮する必要がある

と考えられた。 

感染管理などの専門分野について、特にNST、WOCに

関しては院内における活動の実際に同行することに加

えて、学内において各認定看護師による特別講義を実

習期間中に受けることで、その役割の理解と活動の実

際を結びつけ、より深く学ぶことができたため満足度

が高く有効であったと考えられた。 

領域別実習へ向けたベッドサイドでの基本援助技術

復習の機会と考え、学内演習時間を設けたが、事前学

習は充分にできていたにもかかわらず満足度が低かっ

た。これは、人員や物品の問題があり充分に指導でき

なかったことが挙げられる。看護行為、看護技術につ

いては既習であったが、細かな技術が確実にできるよ

うにするためには具体的な動作を分かりやすく示さなけ

ればならないため5)、今後は改善が必要である。しかし、

実習環境の問題だけでなく、達成すべき学習目標を学生

自身が十分に認識できていなかったことも一因と考えら

れ、これについては患者への声掛けや配慮ができるよう

にイメージを持つなどの具体的目標を伝える、実際の症

例を提示してシミュレーションさせるなどの工夫が重要

だと思われた。 

 

Ⅶ．まとめ 

全体的評価として、本学における総合看護学実習Ⅰは

各部門で看護師・薬剤師や専門技師等のスタッフ役割の

実際に触れることにより、その機能や重要性を学び、患

者心理を考え、病棟における看護の役割を理解する機会

となる満足度の高い実習であったといえる。臨地実習に

おける学生の学習意欲は、患者との関係を中心に、指導

者、看護師、医師およびその他の医療スタッフなどとの

関係性に大きく左右されるため6)、領域別実習直前に各関

係部門での実習を行うことは意義のあることだと考える。

今後はさらに、学生による直接的なケアの時間を増やす

とともに、スタッフと患者と関わりから学ぶことができ

るよう、実習時間や人員配置に配慮しながら、積極的な

学習が行える環境を整えることが重要である。 
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術後患者の寒さ感覚と低体温に関連する要因の検討 
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要旨  

全身麻酔・硬膜外麻酔下の手術療法を受けた患者を対象に、術後の寒さ感覚と低体温に関連する要因を検討した。その結果、術

後しばしば生じる体温低下は麻酔覚醒時よりも病棟帰室時に多く、寒さの訴えも病棟帰室時が最も頻度が高いことが明らかになっ

た。また低体温群と非低体温群では有意に低体温群の方が高齢であった。BMIにおいても低体温群と非低体温群では有意に低体温群

の方が低かった。以上のことから、手術室から病棟移送時の保温が重要になること、特に高齢者や痩せている患者に対しての保温

の強化の必要性が示唆された。術後低体温ケアとして行われている電気毛布の使用は復温状態が良好で有効なケアであった。また、

少数ではあるが体温が36℃以下でなくても寒さを訴えることがあり、患者のケアへの満足度の点から考えて、体温のみならず患者

の寒さ感覚の訴えも管理上重要であることが示唆された。 

キーワード：寒さ感覚 低体温 全身麻酔 保温   

はじめに 

全身麻酔・硬膜外麻酔下では、体温中枢抑制と末梢

血管拡張が身体中心部から末梢組織への熱の移動を引

き起こし、体温を低下させる 1）。 

米国の「術中低体温防止のための臨床ガイドライン」

では術中低体温を起こすリスク要因として①年齢、②

性別、③室温、④手術式・手術時間、⑤甲状腺機能亢

進、⑥既往歴（心疾患、末梢血管障害、妊娠）、⑦体液

バランス、⑧冷たい洗浄液、⑨全身麻酔、⑩局所麻酔

があげられている 2）。そこで、手術室では輸液の保温

やウォームタッチ Ⓡ（温風式加温装置）やブランケッ

トロール Ⓡ（温水マット）などの保温器具を用いて体

温低下予防を行っているが、それでも低体温となるケ

ースがしばしばある。術後低体温は患者にとってきわ

めて不快な体験であるだけでなく、術後の合併症のリ

スクを高めるため１）、適切な体温管理に関する研究は

エビデンスに基づいた周手術期看護のために重要であ

る。 

今日までに術後患者の体温低下予防や有効な保温器

具の検討は数多くされている 3-5）。その多くはシバリン

グについて 6）や保温管理 3-5）に関するものであり、術

後経過に伴う低体温や患者の訴えに注目したものは数

少ない。また、患者の寒さの訴えへのケアは術後の合

併症予防と共に患者の看護への満足度向上にもつなが

ると考えられる。よって本研究では、術後寒さ感覚及

び低体温に関連する要因を検討したのでここに報告す

る。 

 

研究方法 

1.対象 

 滋賀医科大学医学部附属病院の消化器・乳腺一般外

科、泌尿器科、整形外科、心臓血管外科で全身麻酔・

硬膜外麻酔下手術を受けた11歳以上の患者90名。 

2.調査期間 

 2006年 11月～12月 

3.調査内容 

 患者の基本属性に加え、術式、術中経過、術後の各

時期（麻酔覚醒時、病棟帰室時、１時間後）の体温お

よび患者の寒さの訴えの有無を評価した。さらに術後

低体温への介入としてしばしば電気毛布を使用してい

ることから、その使用の有無についての情報も得た。 

 これらのデータ収集は術中は間接介助看護師、術後

は病棟看護師へ依頼し、それぞれ調査票に記入しても

らった。欠損値のあるものに関しては研究者が診療記

録及び看護師に確認を行った。 

4.分析方法 

 対象の属性、麻酔覚醒時、病棟帰室時、1 時間後の

平均体温と寒さの訴えの保有状況を記述した。その後、

病棟帰室時の低体温の有無とその関連要因について比

較検討した。分析は、統計パッケージソフトSPSS15.0

Ｊfor Windows を用い、連続量はｔ検定、離散変数は

カイ二乗検定を行った。有意水準は5％とした。 
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5.倫理的配慮 

 本研究は術後患者の寒さ感覚の実態調査を検討する

ために行われた研究の一部である。調査内容は通常の

看護業務の範囲内で実施したため患者に不利益を生じ

ることはない。寒さの訴えは主観的なものであり、本

調査の主旨を告知することにより偏りが生じる可能性

があるため告知せずに行った。データ管理方法につい

ては個人が特定できないように対応表を用いたＩＤ管

理を行った。本研究は、滋賀医科大学医学部附属病院

看護部倫理審査会で承認を得て実施した（承認番号

H18-24）。 

 

 

表１．対象者基本属性と麻酔方法の保有状況（n=90)

性別：人（％） 男性48(53.3) 

年齢：才 61.01±17.08 

診療科：人（％） 消化器・乳腺一般外科34（37.8）

 心臓血管外科25（27.8） 

 整形外科28（31.1） 

 泌尿器科3（3.3） 

麻酔：人（％） 全身麻酔64(71.1) 

 硬膜下麻酔12(13.3) 

  全身麻酔＋硬膜下麻酔14(15.6)

連続量；平均値±標準偏差

結果 

対象者の年齢は13～83歳であった。主な術式は胃切

除、低位前方切除、冠動脈バイパス術、大動脈弁置換

術などであり、開腹・開胸術が約７割を占めていた（表

1）。 

麻酔覚醒時、病棟帰室時、１時間後の体温と寒さの

訴えの保有状況について表2に示した。なお、挿管中

の患者（n=28）は分析より除外し、寒さの訴えが可能

な対象のみ62名について記述した。術後麻酔覚醒時の

平均体温は 36.11±0.07℃であり、病棟帰室時の体温

が 36.05±0.07℃と最も低かった。同時に寒さの訴え

の保有率も16.1％と他に比べ高かった。 

米国の「術中低体温防止のための臨床ガイドライン」

で低体温と定義される36.0℃を基準とし 2）、低体温の

有無による低体温関連要因の保有状況を表3で示した。

低体温群と非低体温群を比較すると低体温群の方が有

意に高齢であり、またBMIにおいても低体温群の方が

有意に低かった。麻酔覚醒時の低体温群と非低体温群

のBMIにおいては両群間に対して有意差は認められな 

かったが（ｐ＝0.196）、病棟帰室時のBMIにおいては

有意に低体温群の方が低かった。また術式（開腹術と

開胸術、その他）による差はなかった（P=0.881）。出

血量に関しては低体温群と非低体温群を比較すると低

体温群の方が有意傾向ではあるが出血量が多かった。

出血量の中央値（400ml）において400ml以上と400ml 

未満の２群にわけた結果においては、低体温群と非低

体温群では有意差はみられなかった（P=0.753）。手術

時間、移送時間においても低体温群と非低体温群では

有意差はみられなかった。寒さの訴えの保有率は低体

温群の方が非低体温群と比較して有意に高かった。   

電気毛布使用の有無と体温の比較、寒さの訴えの保

有状況を表4に示した。電気毛布使用群が未使用群と

比較して有意に体温が低く、同時に寒さも訴えていた。 

体温；平均値±標準偏差 

連続量；年齢を調整した共分散分析を行った 

離散量；cochranの Q検定を行った 

 

また電気毛布使用群の方が病棟帰室時から1時間後の

体温を比較すると有意に体温上昇を認めていた

（P<0.001）。電気毛布使用群では体温が低下している

と共に寒さを訴えている人の保有率も電気毛布未使用

群に比べて多かった。 

 

考察 

術後患者の寒さの訴えは病棟帰室時が最も多く、体

温も手術終了後の麻酔覚醒時より病棟帰室時の方が低

かった。麻酔覚醒時から病棟帰室時までには手術室か

ら病棟までの移送が行われ、患者は一度室外に出され

また室内に入るという室温の高低を体験する。このこ

とからこの移送中において体温変動に与える要因につ

いて検討する必要性があると示唆された。そこで、最

も体温が低下しており、寒さの訴えの多かった病棟帰

室時における寒さの訴え及び体温低下の要因を検討し

た。結果、低体温に関連する要因として、年齢と BMI

において低体温群と非低体温群に有意差がみられた。

様々な研究において、体温の低下は術式、麻酔時間、

患者の年齢や肥満度、環境温、保温・加湿法などによ

表2．麻酔覚醒時、病棟帰室時、1時間後の体温と 

寒さ訴えの保有状況（n=62)  

 
麻酔 

覚醒時

病棟 

帰室時 

1時間 

後 
P値 

体温（℃）
36.11 

±0.07

36.05 

±0.07 

36.42 

±0.07 
0.001 

寒さ訴え

あり：人

（％） 

5 

（8.0）

10

（16.1） 

8 

（12.9） 
0.178 
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表3．病棟帰室時の体温（低体温群と非低体温群）とその関連要因（n=62） 

                         低体温群 非低体温群 

  36.0℃≧（n=44) 36.0＜（n=46) 
P値 

年齢：才 67.02±12.67 55.26±18.83 0.001 

性別：男性：人（％） 26(59.1) 22(47.8) 0.284 

BMI：kg/m２ 21.55±3.74 23.86±4.36 0.009 

麻酔 全身麻酔：人（％） 33（75.0） 31（67.4）  

   硬膜下麻酔：人（％） 5（11.4） 7（15.2）  

   全身麻酔＋硬膜下麻酔：人（％） 6（13.6） 8（17.4）  

保温器具 ウォームタッチ：人（％） 13（29.5） 22（47.8）  

     ブランケット：人（％） 20（45.5） 10（21.7）  

     ウォームタッチ＋ブランケット：人（％） 11(25.0) 10（21.7）  

     なし：人（％） 0 4（8.7）  

出血量：ｍｌ 650.5±587.2 452.0±374.3 0.084 

手術時間：分 260.4±112.4 273.0±129.0 0.622 

移送時間：分 9.34±8.68 10.80±8.59 0.264 

寒さの訴えあり：人（％） 8（34.8） 2（5.1） 0.004 

出血量；低体温群（n=38）、非低体温群（n=38）により分析した 

出血量少量と記載があったもの（低体温群6名、非低体温群8名）は分析から除外した 

寒さの訴えあり；n=62(挿管中患者を除く) 

連続量；平均値±標準偏差 

連続量；t検定、離散量；χ２検定を行った 

 

表4.電気毛布使用・未使用群における体温の比較と寒さ訴えの保有率（n=90）  

電気毛布 
  

使用群（n=67） 未使用群(n=23) 
P値 

病棟帰室時：体温（℃） 35.89±0.79 36.55±0.50 0.001 

      寒さ訴えあり:人（％） 9(23.1) 1(4.3) 0.076* 

1時間後：体温（℃） 36.32±0.76 36.71±0.47 0.005 

     寒さ訴えあり：人（％） 7(17.9) 1(4.3) 0.239* 

体温；平均量±標準偏差 

病棟帰室時と1時間後の電気毛布使用群n=39（挿管中患者を除く） 

連続量；t検定、離散量；χ２検定を行った 

*Fisher直接確率法 

 

り異なる 2）と言われており、本調査結果においても、

年齢とBMIにおいては一致する。一方、低体温群と非

低体温群の移送時間には有意差がみられなかったこと

から、病棟帰室時の低体温や寒さを訴える要因として、

移送時間などの外的要因よりも年齢やBMIなどの内的

要因が大きく関与していることが考えられた。このこ

とから、高齢者や痩せている患者に対しては特に病棟

帰室時までの移送時に保温の強化の必要性が示唆され

た。 

 一般的に術後体温低下の要因として体液バランスが

いわれている。本調査においても表3より出血量につ

いては有意傾向であった。このことから多量の出血が

予測される手術（心臓血管外科手術、肝臓手術など）

や抗凝固剤を内服の患者などの受け入れの際にも、移

送時の保温強化の準備が必要と考えられる。本研究で

は、一般的に体温低下の要因とされている術式による

体温の有意差は認められなかった。その原因は、術式

が様々であり分析が不可能であったこと、術式や手術

台の種類による術中の保温器具の違いの影響が考えら

れる。 

また術後の低体温予防・低体温ケアとして行われて

いる電気毛布の使用についてみてみると、術後におい

て電気毛布使用者の方が多く、36.0℃以下の低体温の

状態であった。また当然のことながら寒さを訴えてい
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た。しかしながら1名ではあるが、低体温でない者も

寒さを訴えていた。これは米国の「術中低体温防止の

ための臨床ガイドライン」2）の術後患者管理のアセス

メントに必要なものの１つである「悪寒などの自覚症

状の確認」からもわかるように、患者の訴えにも着目

し評価することが、体温低下の予防につながると考え

られる。術後低体温予防ケアの1つである電気毛布は、

未使用群と比較すると1時間後の復温状態もよく、寒

さの訴えの保有率も減ったことから、電気毛布使用は

低体温ケアとして有効であったと考えられる。 

 

研究の限界 

 電気毛布の設定温度は各病棟で異なっており、統一

することは不可能であった。また、術中保温の術後体

温への影響も考えられたが、術式により使用できる保

温器具が限られるため、特に検討を行わなかった。 

 

まとめ 

 低体温に関連する要因として年齢とBMIがあげられ

た。また手術室からの移送時の体温低下予防が必要で

あることが明らかとなった。さらに低体温でない人で

あっても寒さを訴える可能性があることがわかった。 
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Ｓ県における介護保険施設のアクティビティケア 
 

Activity Care at Facilities for Elderly Nursing 
 

田中小百合１ 太田節子２ 西尾ゆかり２ 

１明治鍼灸大学 ２ 滋賀医科大学医学部看護学科臨床看護学講座 

 

要旨 

本研究の目的は、S 県下における高齢者介護施設のアクティビティケア（以下 AC と略す）の実態を調査し、AC に関

する看護職の役割を検討することである。介護施設認可後１年以上の実績をもつ介護老人福祉施設 48 施設、介護老人

保健施設 23 施設、療養型医療施設 21 施設、特定施設入所（2006 年 4 月入所は入居と改正）者生活介護 24 施設の計

116 施設を対象とし、郵送法による無記名の質問紙調査を行った。データ分析は記述統計および記載内容の分類とカ

テゴリー化を行った。回答は 40 施設から得られた（回収率 34.5％）。その結果、施設の大半において、AC が毎日実施

されていた。施設では、「自立支援」等を AC の指針としており、季節行事やゲーム、買い物等、高齢者の身体的、精

神的、社会的機能を高める AC が提供されていた。一部、AC 評価を実施しない施設もあったので、今後は簡便に客観

的評価がしやすい AC 評価基準を開発することが望まれる。さらに看護職の役割は、AC の企画に参加し、介護職と連

携して、利用者の個別な AC 前後の体調管理や安全な AC 環境の調整を行っていくことであると考える。 

 

キーワード：介護保険施設、介護サービス、高齢者の QOL、アクティビティケア、看護職の役割 

 

Ⅰ．はじめに 

2006 年 4 月に改定された介護保険制度の趣旨

は介護予防の強化である１）。具体的には 2006 年 3

月までの要支援および要介護１の介護認定を検

討し、要支援を 2 段階とし、利用者の心身の活動

を促進するために、各地域における保健活動の活

性化を図るものである。このような心身の活動を

活性化する介護予防の視点は、在宅高齢者のみな

らず、介護保険制度を活用して介護施設を利用す

る高齢者の生活の質(QOL)を高める上でも大切な

ケアであると考える。施設では、利用者が楽しみ

ながら活動に参加し、他者と関わることで、生活

全体を活性化することを目的としたレクリエー

ションサービスが提供されており、休養も含めて

アクティビティケア（以下 AC と略す）と呼ばれ

ている２）。この AC には、個別 AC と集団 AC のよ

うな対象別 AC がある。個別であれ、集団であれ、

このサービスは、日々の衣食住の援助と同様、健

康な生活を保障する上で必要なケアである。 

先行研究では、介護予防事業のもとに展開され

る運動等の介入効果を検討した研究３）があり、

高齢者施設を対象とした研究では、AC の内容向

上に関する研究や AC の効果を表情から測定した

研究等４－５）があったが、現在の施設内で、どの

ような AC がどれくらいの頻度で展開されている

のか調査した研究は見当たらなかった。そこで今

回、S 県の現状を調査することとした。 

 

Ⅱ．研究目的 

本研究の目的は、高齢者が利用する介護施設の

AC の実態を調査し、AC に関する今後の看護職の

役割を検討することである。 

 

Ⅲ．研究方法 

１．研究デザイン  

本研究は質問紙調査による量的記述的方法で

ある。 

 

２．用語の操作的定義 

介護保険施設：介護保険制度において施設介護サービ

ス費の対象となる指定介護老人福祉施設、介護老人保

健施設、指定介護療養型医療施設および居宅サービス

である特定施設入所（平成 18 年 4 月入居と名称変更さ

れたが、本文では調査時の入所とする）者生活介護の

4 施設で、介護保険給付の対象施設６）。 

アクティビティケア：高齢者の老化や廃用萎縮を予防
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し、生活の活性化を図る目的で行われる生活活動や運

動、文化活動などをさすこととする７）。 

介護予防：生活機能の維持・向上を図ることを目的と

する活動８）とする。 

高齢者の QOL９）：Quality of Life の略。高齢者

の生命の維持と生活の質。生活や人生に対する個

人の総合的な満足度でもあり、多面的に理解する

必要がある。 

 

３．対象 

S 県下において、調査時に、介護施設認可後１

年以上で操作的定義を満たした施設を抽出した。

その結果、特別養護老人ホーム（以下、特養）48

施設、介護老人保健施設（以下、老健）23 施設、

療養型医療施設（以下、療養型）21 施設、特定

施設入所者生活介護（以下、特定）24 施設の計

116 施設を対象とした。 

 

４．調査方法 

調査は 2005 年 3 月 1 日～31 日に実施した。 

データ収集方法は無記名による郵送法で、上記施設長

宛に倫理的配慮を含む調査協力依頼文

と、施設の概要、実施されている AC

の状況、AC プログラム企画及び期間、

プログラム評価等に関する内容の調査

票および返信用封筒を同封して郵送し

た。回答職種は限定せず、複数回答と

した。 

 

５．倫理的配慮 

調査協力依頼文に、研究の主旨

とともに調査は無記名で、施設名

は記号化して匿名性と守秘を保障すること、デー

タは研究以外には使用せず、研究終了後は破棄す

ること、調査票の返送を持って研究協力の了解が

得られたものと判断することの説明を記載した。 

 

６．分析方法 

記述統計および記載内容を分類してカテゴリ

ー化し、複数の研究者間で信頼性・妥当性を確認

した。 

 

Ⅳ．結果 

回収数は特養 18、老健７、療養

型 9、特定 6 の計 40 施設であり、

回収率は 34.5％であった。回収率

が 、 最 も 高 か っ た の は 療 養 型

42.9％で、最も低かったのは特定

25.0％であった。回答は施設長の依頼で複数の職

種が記述していた。結果は次のとおりであった。 

 

１．日常生活における個別 AC について 

１）特定、老健、療養型、特定では、頻度は異な

っていたが、「毎日」実施していると回答してい

た。全くしない施設はなかった（表 1）。 

表１ 実施頻度                       （複数回答） 

頻度/施設 特養 老健 療養型 特定 

毎日 10 6 4 6 

1-3/週 3 1 3 0 

1/月 4 0 1 1 

1/2-3 ｹ月 1 0 0 0 

無回答 1 0 1 1 

 合計 19 7 9 8 

 

２）個別 AC の活動指針・考え方を抽出した結果、

主なカテゴリーは「自立支援」「自己実現（生き

がい）」「残存能力の活用・生活リハビリテーショ 

ン（生活リハ）」「他者との交流の機会（場）」等

であった（表 2）。 

 

２．集団を対象とする AC について 

１）集団対象の AC プログラム企画者の数と職種、

企画期間 

AC の企画者数は、１人から 10 人であった。施

設規模の差異はあるが、企画している職種は介護

職が主体で他職種との連携で実施されていた。特

定以外では看護職の参加企画が見られた。AC プ

ログラム実施期間は、短期１ヶ月から、長期は１

年分を企画期間としていた（表 3）。 

施設名

特養
自 立 を 助 長

（支 援 ）す る 活 動
残 存 能 力 の

活 用 （生 活 リハ ）
自 己 実 現

（自 己 決 定 ）
他 者 と の
交 流 の 場

老健
他 者 と の

交 流 の 機 会
心 身 活 動 の

賦 活 ・意 欲 向 上
自 立 支 援

自 己 実 現
（生 き が い ）

療養型
生 活 リハ ビ リ
（リズ ム ）推 進

自 立 支 援
在 宅 支 援

精 神 の 活 性 化
他 者 と の
交 流 の 場

特定
自 主 的

活 動 の 場
残 存 機 能
低 下 防 止

閉 じ こ も り 解 消
生 き が い を
得 る 機 会

主カテゴリー

表２．ＡＣの指針・考え方

施設名 企画者数 企画期間

特養 １～10名
介護職
(相談員)

看護職 ― ﾎﾞﾗﾝﾃｲｱ ― １ヶ月～1年

老健 １～10名 介護職 看護職 PT・OT ﾎﾞﾗﾝﾃｲｱ 栄養士 １ヶ月～1年

療養型 1～ 9名 介護職 看護職 ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ 1～2ヶ月

特定 1～ 9名 生活相談員 介護職 ― 　― 栄養士 1ヶ月～1年

表３．集団対象のＡＣプログラム作成者の数・職種、企画期間

企画者の職種
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２）集団対象 AC の参加対象の募集方法と参加者

への配慮と工夫 

老健や療養型では、健康問題や体調を重視し、リ

ハビリ的な活動を工夫しているが、全施設で

「個々に声をかけ、できるだけ全員が参加して楽

しめる活動」が配慮されていた（表４）。 

 

３）実施している主な活動内容 

上位から５位までの AC 内容を表５に示す。同

じ順位に、複数回答を認めた。身体的に、負荷の

少ない体操や散歩、他者との交流や心身を活性化

するゲーム、カラオケ、茶話会等の趣味活動や季 

節行事が大半の施設で実施されていた。また療

養型以外の施設では買い物や施設外交流等社会

に向けた交流がなされており、身体面や精神面、

社会性を高める AC が工夫されている。 

 

４）集団対象 AC プログラム評価の有無について 

老健では、企画したプログラムを利用者の反応

から確認して、個別ケアプランや次回の計画立案

に役立てていた。特養、療養型、特定では、評価

をしない施設があり、必要ないとする施設の理由

は「その日に利用者の声をきく」や「内容が限定

している」「評価基準がない」とされていた（表

６）。 

 

Ⅴ．考察 

１）個別 AC について 

個別 AC の実施頻度では、殆どの施設において

「毎日実施している」という回答割合が高かった

のに対し、療養型は他施設と比べて低かった。療

養型では医療依存度の高い入居者の割合が多く、

個別ACに時間を割くことが困難な為

と考える。 

 

２）集団対象の AC について 

参加対象の健康問題や体調を考慮

した募集方法と参加者への配慮がな

されており、看護職のアセスメント

能力が重要視される。また、AC の活

動内容については、日常の健康問題

を把握した看護職の意見が反映する

ことが大切であると考えられる。 

どの施設においても「自立支援」「残存能力の

活用」「他者との交流」等を AC の指針としていた。

AC は、利用者の心身のリハビリや精神・社会面

の活性化、更に高齢者の QOL 向上に貢献している

と思われる。また、AC は、介護施設が生活の場

であるため、高齢者の人間性を発揮できるケアと

しても大切であり、有意義であると考える。 

大半の施設では、介護職主体で看護職等の他職

種と共に企画し、集団対象の AC プログラムを実

施していた。 

集団対象 AC プログ

ラムについては、評価

の有無別調査で、評価

していない理由に「評

価基準がない」との回

答があった。今後、効

果的な AC を提供して

いくためには、簡便に

客観的評価ができる

AC 種類毎評価基準を

開発することが望ま

しいと思われる。 

さらに、一介護保険施設 100 名の利用者に対す

る看護職員（准看護師を含む）配置基準１０）は、

介護老人福祉施設 3 名、介護老人保健施設 9 名、

介護療養型医療施設 17 名とされている。施設利

用者は一般に、生理的老化に加え、複合した疾病

を有する。看護職には、認知症等慢性疾患の悪化

を防止する与薬や胃管、ストーマ、褥瘡処置の他、

誤嚥、転倒、骨折、感染等の危機・安全管理能力

も必要とされる。 

施設名 1位 2位 3位 4位 5位

体 操 ・茶 話 会

園 芸

体 操 ゲ ー ム ・茶 話 会 散 歩 ・園 芸 料 理 ・手 芸 音 楽 療 法

季 節 行 事 カ ラ オ ケ ・日 光 浴 書 道 干 し 柿 づ くり 買 い 物 ・料 理

療養型 季 節 行 事 ゲ ー ム 散 歩 音 楽 療 法 体 操

季 節 行 事 畑 づ くり 園 芸 ・絵 画

特定 体 操 音 楽 療 法 散 歩 ｱﾆﾏﾙｾﾗﾋﾟｰ 囲 碁 ・回 想 法

カ ラ オ ケ 茶 話 会 化 粧 （髭 剃 り） 日 光 浴

ゲ ー ム ・買 い 物 料 理 施 設 外 と の 交 流

表５．実施されている主な活動内容

季 節 行 事 カ ラ オ ケ

老健

特養 散 歩 買 い 物

施設名 参加募集の方法 参加者への配慮と工夫

 希望者に声をかける。掲示。  参加可能な内容。利用者の意思尊重。

 強制せず自由。  職員も楽しめるもの。

 体調良い人。希望者に声かけ。  リハビリ。患者の得意なもの。

 掲示。放送。  季節行事。業務の時間。

 個々に声かけ希望聴取。掲示。  全員でやれる活動。交流の場。

 健康の問題ない。  小集団で定期的に行う。

 掲示。回覧。朝礼で声かけ。  皆でやれるプログラム。

 本人の自由。  活動の機会。安全な環境。
特定

表４．集団アクティビティケアの参加募集の方法と参加者への配慮と工夫

特養

老健

療養型
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表６．集団対象ＡＣプログラムの評価 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

従って、このような高齢者や障害者の AC 前後

の体調管理をはじめ、利用者が安全に AC を楽し

める環境を整えることは、数少ない看護職の重要

な役割となると考える。つまり、利用者の個別な

生活情報を的確にアセスメントし、昼夜、活躍し

ている介護職と連携しながら、利用者の QOL を維

持・促進する AC プログラムの企画に参加して、

充実した AC を検討することが大切と考える。 

 

Ⅵ．まとめ 

S 県高齢者介護施設の AC の実態を調査した結果、大

半の施設において AC が毎日実施されていた。また、AC

の指針は「自立支援」等であり、その内容は、季節行

事、ゲーム、買い物等、高齢者の身体面、精神面、社

会面の機能を活性化し、利用者の QOL を高めるケアと

して提供されていることが明らかとなった。しかし AC

後評価を行っていない施設もあったので、今後は簡便

に客観的評価ができる AC 評価基準を開発することが

望まれる。また看護職の役割は、介護職と連携して、

AC の企画に参加し、利用者の個別な AC 前後の体調管

理や安全な AC 環境の調整を行っていくことであると

考える。 

 

Ⅶ．研究の限界と課題 

 本調査で、S 県における AC ケアの一端が明ら

かにされた。しかし調査票の回収率が 34.5%と低

く、一般化するには至らない。今後も、被調査者

の負担が少ない方法で、介護と看護ケアの発展を

目指す研究を継続していきたいと考える。 
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助産師課程の教育実践を振り返って 

 

玉里 八重子, 宮田 久枝, 白坂 真紀 

滋賀医科大学医学部看護学科臨床看護学講座（母性・助産） 

 

要旨 

 今日、出産や周産期医療に対する社会の要請は益々高まり、助産師養成もその渦中にある。本学の助産師養

成は、平成17年度より大学学士課程選択科目として発足し、助産師教育の多様化の中で、本大学の理念を基に最

初学年の教育実践は平成18年度に完了する。 

今回、助産学実習の概要を通して助産学課程の教育実践の実際を示し、その評価と課題が提示された。それは、

母性看護学実習など周辺実習を踏まえた事前準備の充実、更なる学生のカリキュラムの実践プロセスを関連領域

で共有することであった。これらの課題は、今後の本学の助産師課程の教育の方向を示唆するものと考えられ、

助産師課程の運営・ご指導にご協力いただいた皆様のご意見・指摘を賜りたい。 

 

キーワード：助産師教育の実際、助産学実習、 評価 

 

まえがき 

 本学の助産師養成は、平成17年度より大学学士課程

選択科目として発足した。助産師教育の多様化の中で、

本大学の理念を基に助産師教育を看護教育の中に位置

づけた 1)。そして平成18年度の必要単位の取得を得て

資格試験の準備へと移行している。昨今、周産期にあ

る人々の健康や生活の質に対する高い要望は医療への

期待が大きく、その役割遂行のための施策が大きく注

目を浴びている。看護教育では高等教育への制度化が

必然的に助産教育の有り様を浮き上がらせ、その位置

は数年来の熱い議論と世界の助産教育を視野に教育カ

リキュラムの多様化を生み出した 2)。この社会変動の

うねりのなかで、日本の教育がアカデミズムからプラ

グマテイズムの方向へと、実践教育の台頭を見るもの

である。 

本学の助産師課程の学生は、最も刺激的でコアであ

る助産学臨地実習を終了した。そして、教員はその素

材を基に全体的実習に関して各施設の指導者との協議

をもち、学生の関わりとその成果を共有した。 

今回、本学の助産師教育の実際について、ここで得

た学生・臨地・大学間の実習の振り返りと課題を通し

て報告したい。 

 

助産師教育の実践 

本学の助産師課程は2学年の履修が修了した時点で、

選抜試験を行い学生定員 8 名が選抜される。学生は 3

学年で助産学概論、助産診断技術学Ⅰ・Ⅱを履修し、

助産学の概念と基本的技術を教授する。そして、3 学

年では健康教育の実習および4学年では領域別実習終

了後、助産学実習での分娩介助実習を実施する。3 学

年の後半から開始される領域別実習では母性看護学は

もとより小児看護学、地域看護学は親と子の健康につ

いて関連が深い分野である。学生は実習のみならず科

目履修においても助産学の視点を含む大学のカリキュ

ラムの集大成として助産学を習得することが本学の特

徴である。しかし、助産学実習の特性は、実習対象で

ある母子の助産診断と正確な技術で分娩介助を実践す

ることにある。すなわち、周産期の中でも最も心身の

ダイナミックな変化にある産婦に対応して、学生は指

導者の監督下であるとはいえ学生自身で直接対象者に

関わり援助することにある。この時、母子およびその

家族の安全と豊かな体験が保障されるには、援助者と

しての学生自身の基礎的な知識と感覚が問われるとこ

ろである。さらに、4 学年後半期で周産期病態論Ⅰ・

Ⅱを教授してカリキュラムの全課程を修了した。 

 

健康教育実習の諸局面の概要 

まず、健康教育は次のように実習を展開した。健康

教育は実習対象の妊婦との2回の面接の場面において、

妊婦の教育計画を作成し、教育媒体・シナリオの完成
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を経て生活援助の実践を実施した。学生は、この実習

過程を初対面から生活援助の場面までには、2 週間で

実践するという制約があった。妊婦の事例には、クロ

ーン病、ネフローゼ症候群、妊娠貧血、不妊(治療後)

の合併症を含む妊婦8名であった。各学生の主なる援

助内容については、①合併症に対応した妊娠貧血妊婦

の食事の献立が1名、②妊娠の不快症状に対応した妊

娠による腰痛・肩こりの予防と対策と体操・ツボ、便

秘の予防の２名、③妊娠による生活変化に対応した妊

娠中期の食事、妊娠後期の胎児の成長、母親の身体の

変化、食生活による体重管理の方法、同胞との関わり

方、休息のとり方に関わるリラクスゼーションの５名

であった。 

 

健康教育実習の評価 

学生の健康教育計画記録の様式には、対象者への援

助の結果評価や学びの記述を含めた。 

この学生の実習記録による評価の特徴は、パンフレッ

トと併用してデモンストレーションが効果的であり、

妊婦の負担感を具体的に知りサポートの必要性を知る

という肯定的評価が示された。しかし、学生は、妊婦

の生活について具体的な情報収集の不足や合併症の治

療段階と健康教育の総合的判断については難易度が高

く、指導者の指摘に対して修正に多くの時間を要した

という負担感を示した。 

臨地指導者・教員間の教育的知見としては、学生の

発達の段階を考慮すれば、実習対象者の情報の適切な

収集の方法を提示しなければならないことが挙げられ

た。然るに、学生の実習内容に関して、教員が情報の

アセスメント及び教育方針についてのサポートが必要

であった。それは、その後の臨床指導者の教育案の修

正などのサポートに関する負担の比重に影響した。よ

って、本学年では、学生・臨床指導者・教員に負担感

があったことが示された。それは、対象妊婦の教材化

のあり方も含め教員と臨地指導者の連携の工夫が課題

とされた。 

 

分娩介助実習の諸局面の概要 

 学生の分娩介助の実際の概要は、学生の実習記録か

ら抽出した。分娩期の各局面に対応し、分娩準備では、

分娩進行を把握しながら、初産婦、経産婦の特徴を助

産診断して、汚染や疲労のリスクや児頭の下降状態な

どの観察をしながら準備をすること。分娩経過では、

分娩経過に沿った診断と計画および修正・追加や優先

順位の判断や対処行動が漸次可能になること。また主

体的なお産となるような援助の視点が備わっているこ

と。分娩Ⅱ期では、破水時の助産技術、肛門保護の実

施、外陰部の観察や腹圧・怒責指導、会陰保護、児頭

娩出、肩甲娩出での技術の習得すること。すなわち、

産婦の体位を整えること、声かけ、努責のかけ方のタ

イミングをわかりやすく説明する重要さを理解するこ

と。新生児のケアでは、臍帯切断の声かけ、出生直後

に保温の配慮が出来ること。胎盤娩出では、ねぎらい

の言葉と胎盤娩出することを伝え、剥離徴候を確認後、

胎盤娩出を介助すること。分娩直後ケアでは、手技だ

けではなく心理的な配慮ができること。即ち落ち着い

て褥婦へのねぎらいの声かけや休息の促し、分娩後の

過ごし方の説明ができること。分娩直後のリスク時に

は、基本的観察項目に加え、妊娠・分娩期の経過のア

セスメントから観察視点の見直しに気づき、分娩終了

後からのプランの修正を実施することであった。 

 

分娩介助実習の評価の推移 

分娩介助実習においては、実習の目標の達成 3)のた

めに、学生が実施する10例の分娩介助実習の事例記録

に臨地指導者と学生の評価を含めた。技術チェックに

は分娩介助の10局面に区分して、①分娩開始②分娩進

行③分娩準備④破水⑤肛門保護⑥会陰部保護⑦児頭娩

出⑧肩甲娩出⑨児のケア⑩直後ケアとした。さらに下

位項目の96項目のチェックを５段階順位尺度として、

臨地指導者及び学生の総合評価から目標到達度を測定

した 4)。 

その評価の推移は、指導者・学生間の総合的なもの

として、学生 8 名の分娩介助実習事例数における 10

項目 5)で平均的目標到達度の推移を概観した。①分娩

開始はおおよそできたと考えられた(図 1)、②分娩進

行の診断は一部できたにとどまった(図 2)、③分娩準

備はなんとかできるに到達した(図 3)、④破水は事例

数が少なく、一部できたにとどまった(図４)、⑤肛門

保護の実施は一部できたにとどまった(図 5)、⑥会陰

部保護はまったくできないから、一部できた状態であ

った(図 6)、⑦児頭娩出は事例による変化が大きく一

部できた状態である⑧肩甲娩出は一部できたにとどま

る傾向であった(図８)、⑨児のケアは一部できたから

おおよそできたと上昇傾向であった(図 9)、⑩直後ケ

アは安定的におよそできるに到達した(図10)。 

 



滋賀医科大学看護学ジャーナル,5(1),113-116 

－ 115 － 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9
事例数

到達度

 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
事例数

到達度

 

図１ 分娩開始        図 2 分娩進行の診断 
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  図 3 分娩準備      図４ 破水 
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 図５ 肛門保護       図６ 会陰保護 
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  図７ 児頭娩出     図８ 肩甲娩出 
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  図９ 児のケア     図１０ 直後ケア 

 

 

分娩介助実習における学生の思いと学び 

本学の分娩介助実習は、学生の個別の能力や習熟

の程度に関わりなく、24時間に生起する分娩場面を

実習対象として6週間で集中的に展開した。そのな

かで、学生の事例記録からは、学生が臨地で得たさ

まざまな思いや学びが伺えた。学生は、① 産婦の焦

燥感・なげやりな気持ち、苦痛に対するケアは難し

く、効果的なコミュニケーションの重要性がわかっ

た。②丁寧な関わりによって、各産婦の分娩経過の

違いを理解した。③分娩経過に助産診断の修正・追

加や優先順位の判断や対処行動が徐々に出来るよう

になり、主体的なお産となるような援助の視点を取

り入れた。④新生児のケアは、分娩介助レベルと同

様に重要性であることを理解した。 

この学生の思いや学びは助産師の産婦やその家

族の全体像からの支援を目指すことが伺える６）。 

それらは、学生が分娩介助実習における事例の特性

を自己評価・他者評価に集約し、各学生が自立的に

自己の発達に即して教材化し得た結果といえる。 

 

本学助産学実習の課題と展望 

今回、以上に述べた実習の資料を基に分娩介助実習

終了後の平成18年 9月 21日、実習施設の指導者及び

本学の教員の情報交換及び協議を得た。この場で提示

された助産学実習の評価は、学生の発達の特徴、集中

実習としての効果、実習施設間の情報の共有に関する

ものであった。すなわち、本学助産師課程の学生は、

看護師の資格を有する場合と異なり、看護技術の完成

度は低く戸惑いがあった。集中実習の効果では、学生

の成長は早く、理論にも強く、アセスメント・実践へ

の成長が認められた。産婦とその家族の分娩への関わ

りの基本理念が培われた。健康教育と分娩介助実習は

別途の企画のため、学習経過についての一貫した情報

提供が不足した、というものであった。 

よって、学生の実習評価に関する共通認識は、母性

看護学実習など周辺実習を踏まえた事前準備の充実で

あり、カリキュラムの実践プロセスを関連分野へ適切

に提示することが課題として確認された。 

本学助産師課程では臨地での場の学びから学生の

知識と技術の統合が図られる 6)。そして助産師学生は

地域の助産師活動の中で学び、先輩諸姉をロールモデ

ルとして規範化し、卒業後には助産師の責任とその範

囲のレベルに継続教育として方向づけられる 9)。本学

の助産師課程の卒業時達成目標との関連を適切に明示



助産師課程の教育実践を振り返って 
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することにより、卒後教育の円滑な移行へと進むこと

を期している。 
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滋賀医科大学医学部附属病院禁煙外来の活動報告 
 

森本明子 1 宮松直美 1 盛永美保 1 岡村智教 2 柏木厚典 3 上島弘嗣 2 

1滋賀医科大学医学部看護学科臨床看護学講座 2滋賀医科大学医学部医学科社会医学講座 

3滋賀医科大学医学部医学科内科学講座 

 
要旨 
滋賀医科大学医学部附属病院生活習慣病センターの取り組みの一貫として 2004 年 11 月より自由診療として禁煙外来が開設

され、禁煙支援が実施されている。今回、禁煙外来の 2004 年 11 月から 2006 年 10 月までの活動状況及び禁煙指導終了時の禁

煙成功率、禁煙成功に影響を及ぼす要因について検討したのでここに報告する。禁煙外来受診者 52 名のうち、35 名が自由診

療を開始し、現在のところ 24 名が禁煙指導を終了した。そのうち、禁煙指導終了時に禁煙成功できた者は 13 名であり、禁煙

成功率は 54.2%であった。一方、禁煙不成功の理由で も多かったものは受診中断であり、不成功者の約半数を占めていた。

また、1 日の喫煙本数が 30 本未満の者、禁煙の準備性が準備期の者、ニコチン依存度が低度と中程度の者は禁煙成功率が約 7
割と高かった。今後は、ヘビースモーカーや禁煙の準備性の低い者、ニコチン依存度の高い者に対しての支援方法や受診中断

への対応が課題である。 
 
キーワード：禁煙外来、禁煙指導、ニコチン代替療法、活動報告 
 
はじめに 
 2003年5月に世界保健総会において「WHOたばこ

対策枠組み条約」が採択され、わが国においても「健

康増進法」が施行されるなど、近年、世界的に禁煙へ

の関心が高まり、禁煙推進運動が展開されている。当

院においても、生活習慣病センターの取り組みの一貫

として2004年11月より自由診療として禁煙外来が開

設され、禁煙支援が実施されている。今回、禁煙外来

のこれまでの活動状況及び禁煙指導終了時の禁煙成功

率、禁煙成功に影響を及ぼす要因について検討したの

でここに報告する。 
 
方法 
1. 対象：禁煙外来受診者 
2. 期間：2004年11月から2006年10月 
3. 禁煙外来の概要 
禁煙外来は2004年11月に滋賀医科大学医学部附属

病院生活習慣病センターに開設された。診療は完全予

約制で毎月第 2・4 火曜日の午前 9 時から 12 時まで、

1人あたり約20分間(新患は40分間)の予約枠で実施さ

れた。また、診療では禁煙外来専用フォローチャート

が使用された。費用については、2006年4月からニコ

チン依存症管理料が、6 月からニコチン代替療法が保

険適用となったが、当院においては、開設時から現時

点(2006年12月)まで自由診療として実施している。 
 

4. 禁煙外来の流れ 
初回受診から外来診療終了後フォローアップまでの

流れを図1に示した。 
【初回受診】 

   ・問診 

・計測 

   ・禁煙外来での診療についての説明 

   

      禁煙の意志なし 

      自由診療への同意なし 

      禁煙指導で原疾患悪化のおそれあり 

 

【禁煙支援】2-3ヶ月間の継続支援 
   ・行動医学に基づいたカウンセリング 

・ニコチン代替療法 

   

【禁煙の評価】 
・自己申告 

・呼気中CO濃度 
・尿中コチニン濃度 
 

【終了後フォローアップ】 
  ・手紙の郵送(1、3、6、12ヶ月時) 

図1. 禁煙外来の流れ 
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a) 初回受診 
初診時に禁煙外来受診理由、既往歴、現病歴、喫煙

歴、喫煙状況、禁煙経験、禁煙の準備性、ニコチン依 
存度を評価した。禁煙の準備性は、「禁煙する気持ちも

減煙する気持ちもない」「禁煙する気持ちはないが、減

煙する気持ちはある」「禁煙するつもりはあるが、今後

6 ヶ月以内に禁煙しようとは考えていない」を無関心

期、「今後6ヶ月以内に禁煙しようと考えているが、こ

の1ヶ月以内に禁煙する予定はない」を関心期、「この

1ヶ月以内に禁煙する予定である」「今、禁煙しようと

している 中である」を準備期に分類した 1)。また、

ニコチン依存度は Fargastrom Torelance Nicotine 
Dependence スコア（範囲；0~10 点）の得点に従い、

3点以下を｢低度｣、4～6点を｢中程度｣、7点以上を｢高

度｣とした 2)。これらの問診後に、身長、体重、体脂肪

率、腹囲、呼気中CO濃度を測定した。 
喫煙状況の評価および身体計測等の後、1）喫煙の害

と禁煙のメリット、2）禁煙補助剤の種類（ニコチネル

TTS、ニコチンガム）と効用、3）ニコチネル TTS の

作用・副作用、使用方法、４）費用負担などについて

図表やパソコン上の動画などを用いて説明した。また、

原疾患のある者に対しては、それぞれの疾患に応じた

説明を加えた。さらに、禁煙補助剤を使用すればただ

ちにタバコを嫌いになり楽にタバコをやめることがで

きるなど誤った認識をもつ受診者も多いため、十分理

解できるまで説明を行い、受診者の禁煙に対する意志

を確認した。禁煙の意志が確認できれば自由診療によ

る禁煙支援を開始した。一方、禁煙に対する意志を確

認できなかった受診者や、自由診療への同意の得られ

なかった受診者、禁煙指導により原疾患が悪化するお

それのある受診者は禁煙外来での継続支援を見送った。 
b) 禁煙支援 
禁煙の意志が確認できた受診者に対して、受診者自

身が禁煙開始日を決定するよう促した。禁煙手帳を配

布し 3）、受診者の決定した禁煙開始日にあわせて、１）

禁煙開始日までの準備行動、２）ニコチンの離脱症状

とその対処法、3）禁煙による体重増加への対処法、に

ついての指導を行った。必要時、個々の喫煙歴やニコ

チン依存度に応じてニコチネルTTSが処方された。 
初回受診の後1～3ヶ月間、2週または4週ごとに継

続した支援を行った。毎回の診察前には、禁煙外来担

当者間でミーティングを行い支援方針の検討を行った。

診察時には、禁煙状況、ニコチン離脱症状、ニコチネ

ル TTS の副作用や体重増加等の確認を行うとともに、

受診者自身が実施可能な対処行動を決定するように促

した。他の診療科を受診中の者が大部分であること、

自由診療であることを考慮し、なるべく短期間で受診

を終了できるように配慮した。 

c) 禁煙外来終了時の禁煙の評価 
禁煙は、受診者の自己申告及び呼気中 CO 濃度と尿

中コチニン濃度にて評価した。 
d) 禁煙外来終了後の長期フォローアップ 
 禁煙指導終了者に対して禁煙指導終了後 1 ヶ月、3
ヶ月、6 ヶ月、12 ヶ月時点での禁煙状況をフォローア

ップレターの郵送により確認した。 
5. 集計方法 
禁煙外来受診者の特性、禁煙指導終了時の禁煙成功

率等を記述した。また、禁煙成功やニコチネルTTSの

副作用出現に影響を及ぼす要因について検討した。分

析にはχ2検定と Fisher の正確確率検定を用い、有意

水準は5%とした。 
 

結果 
 2004年11月から2006年10月までの累計外来回数

は45回、受診者実数は52名、総受診件数は138件で

あった。受診者全体での平均受診回数は 2.2±1.5 回、

禁煙指導終了者の平均受診回数は2.8±1.2回であった。 
禁煙外来受診者の属性を表 1 に示した。受診者の平

均年齢は60.1±12.5歳であり、男性が8割近くを占め

ていた。受診者の約 6 割がこれまでに禁煙した経験が

あり、禁煙回数も複数回の者が5割程度を占めていた。

禁煙の準備性は準備期の者が も多く、ニコチン依存

度は中程度の者が半数以上を占めていた。受診理由で

は、本人の希望が71.2% (37名)と も多く、次いで原

疾患の治療のためが34.6% (18名)であった。原疾患の

治療のために受診した18名の内訳は、糖尿病7名、慢

性呼吸不全2名、歯科疾患2名、肝臓癌1名、甲状腺

疾患1名、更年期障害1名、クローン病1名、掌蹠膿

庖症1名、胃潰瘍1名、うつ病1名であった。ただし、

本人の希望による受診であっても、糖尿病や慢性呼吸

不全、肺癌、肝障害など疾患を有するものがほとんど

であった。 
禁煙外来受診者 52 名のうち、35 名が自由診療を開

始した。そのうち 24 名が禁煙指導を終了し、11 名は

現在指導継続中である。禁煙指導を終了した24名のう

ち、禁煙指導終了時に禁煙成功できた者は13名であり、

禁煙成功率は 54.2%であった(表 2)。禁煙不成功者 11
名のうち受診を中断した者が 6 名と約半数を占めてい

た(表2)。 
禁煙指導を終了した 24 名の各属性別の禁煙成功率

を表3に示した。喫煙本数が30本未満の者と準備期の

者の約 7 割が禁煙に成功していた。一方、喫煙本数が

30本以上のヘビースモーカーと無関心期、関心期の者

は全員禁煙不成功であった。ニコチン依存度が低度と

中程度の者の約 7 割が禁煙に成功しており、また、中

程度までの者は高度の者に比べて禁煙成功率が高かっ
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た(70.6% v.s. 14.3%, p=.02）。年齢、性別、ニコチネル

TTSの副作用出現の有無については、禁煙成功率に有

意な差は見られなかった（p=.39, p=.63, p=.30）。 
禁煙指導終了及び禁煙指導実施中の35名のうち、32

名にニコチネル TTS が処方された。ニコチネル TTS
の副作用が出現した者は5名(15.6％)であり、全員が糖

尿病患者であった。出現した副作用の内訳は、掻痒感

が3名、かぶれが2名、水泡が1名、不眠が1名であ

った。 
 
表1. 禁煙外来受診者の属性 
 受診者(n=52） 
年齢；歳 60.1±12.5 
性別 男性 40(76.9) 
１日の喫煙本数；本 23.4±12.6 
喫煙開始年齢；歳 20.0±3.4 
喫煙期間；年 40.1±12.2 
禁煙経験あり 31(59.6) 
 禁煙回数；回 1.8±1.1 
禁煙の準備性 無関心期 10(19.2) 
       関心期 10(19.2) 
       準備期 32(61.5) 
ニコチン依存度 低度 9(17.3) 
        中程度 30(57.7) 
        高度 13(25.0) 
初診時のCO濃度(n=50)；ppm 22.5±10.2 
平均値±標準偏差値または人数(%) 

 
表2. 禁煙指導終了時の喫煙状況 

禁煙指導終了者 24名 

禁煙成功:(%) 13名(54.2) 
禁煙不成功:(%) 11名(45.8) 
 受診中も喫煙継続 2名  

 受診中に再喫煙 3名 

 受診中断 6名 

 
考察 

2004年11月から2006年10月までの滋賀医科大学

医学部附属病院禁煙外来における禁煙成功率は 54.2%
であった。全国各地での禁煙外来における短期禁煙成

功率は 60%程度と報告されており 4)、同程度の成果を

あげることができた。禁煙指導では、喫煙の害や禁煙

のメリットについての説明だけでなく、薬物療法、行

動療法、さらに周囲からの適切な支援を組み合わせる

ことが重要であり 4)、特にニコチン代替療法は有用で

あることが報告されている 5)。当院の禁煙外来では、

喫煙の害や禁煙のメリット等の説明に加えて行動医学 

表3. 属性別の禁煙成功率 
  禁煙成功率:人(%) 
年齢  
 65歳未満(n=13) 6(46.2) 
 65歳以上(n=11) 7(63.6) 
性別  
 男性(n=19) 11(57.9) 
 女性(n=5) 2(40.0) 
1日の喫煙本数  
 30本未満(n=18) 13(72.2) 
 30本以上(n=6) 0(0) 
禁煙の準備性  
 無関心期(n=1) 
関心期(n=3) 

0(0) 
0(0) 

 準備期(n=20) 13(65.0) 
ニコチン依存度  
 低度(n=3) 
中程度(n=14) 

2(66.7) 
10(71.4) 

 高度(n=7) 1(14.3) 
ニコチネルTTS 
 副作用出現あり(n=4) 
 副作用出現なし(n=20) 

 
1(25.0) 
12(60.0) 

 
に基づいたカウンセリングとニコチン代替療法を組み

合わせて行ったことが 6 割近い禁煙成功率に繋がった

と考えられる。また、禁煙外来では独自のフォローチ

ャートを使用しているため、診察前にミーティングを 
行い支援方針を検討することや、禁煙指導終了後に郵

送による長期フォローアップを行うことが可能であっ

た。これにより個々人の状況に応じた支援の提供や長

期の禁煙継続への意識付けが行えたのではないかと考

える。一方、禁煙不成功の理由の半数以上が受診中断

であった。禁煙を達成できない者が途中で諦めて受診

を中断することに加えて、禁煙外来は決まった曜日、

時間にしかないため受診が難しく中断することも考え

られ、特に他科受診中の者が多い大学病院の禁煙外来

では留意すべき課題と考えられた。 
喫煙本数が 30 本未満の者とニコチン依存が中程度

までの者は約 7 割が禁煙に成功している反面、喫煙本

数の多い者やニコチン依存度の高い者のほとんどが禁

煙不成功であった。一般的にニコチン依存度が高いと

禁煙しにくく、低いと禁煙しやすい 6)。また、喫煙本

数が多いとニコチン依存が強くなる傾向にある。ニコ

チン依存度が高い者は低い者に比べて、ニコチネル

TTSの貼付により軽減はするものの禁煙後のニコチン

離脱症状が出現しやすい 7)。そのため、喫煙本数の多

い者やニコチン依存度の高い者の禁煙成功率が低かっ

たと考えられ、今後、禁煙までの準備行動や離脱症状
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の対処法をより重点的に指導していく必要のある対象

と考える。 
禁煙の準備性においては、準備期の者は約 7 割が禁

煙に成功していた。しかし、無関心期と関心期の者の

多くは禁煙への意志を確認できず指導を見送っており、

かつ、指導を開始した4人全員が禁煙不成功であった。

禁煙への関心の低い者は、禁煙への自信が低い、経験

からくる離脱症状への不安がある、初めての経験に対

する根拠のない不安がある、自分には禁煙は無理だと

いう自分への諦めがある、自分はタバコが原因で病気

にはならないという根拠のない自信を持っている、な

どの特徴があり、一般的なタバコの害や健康への影響

の説明を多く行うと指導に対して拒否的になることが

あることが指摘されている 7)。そのため、禁煙への関

心の低い者には、禁煙を妨げる理由を確認しながら指

導の中で解消していく関わりや、禁煙に踏み切れない

までも自身の喫煙行動について考える姿勢がみられた

ときの肯定的評価なども重要であると考える。 
 ニコチネルTTSの副作用が出現した5名全てが糖尿

病患者であった。糖尿病が掻痒感などの副作用出現に

影響している可能性が考えられるが、今回は対象者が

32名と少人数での検討であり、今後の症例を積み重ねて

再検討していく必要があると考えられた。 
 
まとめ 
 禁煙外来を開始して2年間が経過したが、禁煙外来 
の浸透とともに受診者数が増加し、成果として6割近 
くの禁煙成功率をあげることができた。今後は、ヘビ

ースモーカーや禁煙の準備性の低い者、ニコチン依存

度の高い者に対しての支援方法や受診中断への対応が

課題といえる。 
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看護基礎教育として実施するフィジカルアセスメント(Ａ)の演習法 

 

今本喜久子１ 林 静子２ 西山 ゆかり 3 北村 文月１ 高田 直子１ 新井 龍１ 
 

1滋賀医科大学 医学部 看護学科 基礎看護学講座  
2埼玉医科大学保健医療学部看護学科基礎看護学系 3明治鍼灸大学看護学部基礎看護学講座 

 
要旨 
フィジカルアセスメント(Ａ)の教育効果を検証するため、履修生に行ったアンケート調査を分析した。 

３年間の履修生 178 名のうち 96.2%は、この教科が「人体の生理機能を理解するのに有効であった」と肯定した。演習項

目では、「解剖体の肉眼観察」が最も好評で、「顕微鏡による組織観察」は最も不評であった。臨床実習との関連において

は、履修生の 92.2%が、演習で学んだことが「臨床で少しは役立った」ことを認めた。臨床実習中に、不安を感じた履修

生は 84.4%であったが、不安材料は、解剖生理の知識不足が最も多く(69.3%)、聴診(46.9%)、問診(38.5%)、触診(38.0%)、

視診(31.3%)、バイタルサイン採取(18.4%)の順になっていた。問診については「必要な情報の聴取」、「ラポール形成」がう

まくできなかったと省みる履修生が約 15%もいた。 

今後は、ロールプレイのインタビューで、情報の聴取、身体の観察とアセスメントを実践できるように改善したい。 

 

キーワード：フィジカルアセスメント，看護実践力、解剖生理学知識、問診、学生評価 

 
【はじめに】 

看護系の四年制大学が急増する中で、新卒看護師の看

護技術や実践力の未熟さが懸念され、「看護学教育のあり

方 1-4)」や「看護基礎教育における技術教育のあり方 5)」

に基づいた看護学教育の改革が検討されている。 

本学では平成15年4月から看護実践能力の育成を目的

に改訂した新カリキュラムで教育がなされている。これ

に伴い、旧カリの専門基礎教科で、「人体機構論Ⅰ」と一

体化して教授していた「生体観察技法Ⅰ」は、新しく開

講した「フィジカルアセスメント」の一部として専門看

護の教科に組み込まれた。それまで解剖生理学の視点か

ら展開してきたこの実習6)を、基礎と臨床を繋ぐ架け橋に

位置づけたことになる。 

教科の担当者は、看護職が解剖生理学の教育に当たる

必然性7)や日本の看護学教育に紹介され始めたフィジカル

アセスメント技法の必要性 8, 9)を十分に認識しており、す

でに実践看護に役立つ演習内容を盛り込む努力を重ねて

いた 10)。従って、フィジカルアセスメント(Ａ)と教科名が

変わり、専門看護科目に位置づけられたことは、実情に

沿った望むところの改革であった。 

今後は、実践能力の育成に役立つ内容がより強くこの

教科に期待されるであろう。本稿は、新カリキュラムで

実施した 3 年間のフィジカルアセスメント(Ａ)の教育効果

を履修生のアンケートに基づいて検証した報告である。 

  

【対象と方法】 

1. 調査対象 

H15～17年度の3年間に、一年次後期のフィジカルア

セスメント(Ａ)を履修した学生 184 名を対象に演習終

了後に１回目のアンケート調査を行い、2 回目のアン

ケート調査は二年次に初めて臨床実習を経験した直後

に実施した。履修生は184名であったが、１回目のア

ンケートには178名が回答し(96.7%)、2回目は179名

が回答した(97.3%)。 

 

2. 調査方法と調査項目 

1回と2回のアンケートと調査用紙の設問は、(はい：

いいえ)の二者択一で回答するものがほとんどで、(い

いえ)の回答には自由記載の欄を設けた。演習項目には、

「実習してよかった」と思う順番に番号を記入させた。

H15年度は、ロールプレイを行っていないため、「問診」

については、2年間の履修生122名の集計結果である。

2回目の調査では、臨床でフィジカルアセスメント(Ａ)

で学んだことが役立ったか、その演習項目は何かを尋

ね、更に役立つようにするには演習の何をどう変える

べきかについても尋ねた。データはExcel 2000を用い

て集計した。 

 

3. 倫理的配慮 

アンケート用紙に、後輩の授業をよいものに改善す

る目的で行う調査であると明記した。調査への協力は

任意であり、成績には無関係であることを口頭で説明

した。調査用紙は、実習終了時に配付し、約 15 分後

に無記名で回収した。集計の過程では、個人名を特定

できないように配慮した。 
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【結 果】 

１． 教育の現状 

1) フィジカルアセスメント(Ａ)の教育目標 

自分の目で対象を観察し、できるだけ正確に情報を

収集して正しく判断する力を養うことを目標とする。 

臨床へ繋げる基礎的教科として、まず「自分の身体」

を知り、「自分の健康状態」に関心を持たせるように

配慮した。自分の体を通して学んだ知識が、アセスメ

ントの基礎技術となり、医療人として備えるべき健康

意識を育むことを願う。基礎技術をしっかり備えてい

れば、卒後に臨床経験を積むことで確実にアセスメン

ト技術9, 11)を磨いてゆけると考えている。 

 

2) 指導体制 

指導には教員3名が常時当たる。授業には前もって

打ち合わせを行い、導入ビデオの選定、手技の実演・

説明の役割を分担する。組織標本の観察部位も3名で

確認しておく。授業中は3名が各班を巡回して学生の

質問に対応する。解剖体の肉眼観察時間には、更に複

数の指導員が加わって学生の観察をサポートする。 

 

3) 授業の構成 

フィジカルアセスメント(Ａ) は後期15回45時間で

ある。授業構成は2コマの「からだの構造と生理機能」

の講義に続く 2 コマの演習として実施する。学生 60

名を10班に分け、各班は3名ずつ1組で全ての実技

を試みる。原則として授業の進行は、講義に関係する

内容のビデオで始まり、解剖生理学知識を整理する。

次に、ロールプレイ（問診・視診・バイタルサイン測定）

を試みた後に、体表面観察・生体計測・各種アセスメ

ント技法でデータを採取して、課題を考察させる。最

後に、関連する組織標本の顕微鏡観察を行い、スケッ

チを課題レポートとともに提出させる。このような１

回の授業の流れの中に、班別の骨格観察を3回、解剖

体の肉眼観察を5回組み入れている。授業の最終回は、

班別の課題学習発表時間を設け、それまで採取したデ

ータを用いて課題を考察し、質疑応答を含めて各班が

20分間のプレゼンテーションを行う。 

 

4) 演習内容 

卒業までに修得すべき「看護基本技術4)」に配慮し

ながら、演習の 3 本柱として「ロールプレイ」、「デー

タ採取」、「アセスメントに役立つ知識」を組み合わせ、

この教科に医学部看護学科としての特色を持たせた。 

 

(1) ロールプレイ 

全15回の演習のうち、約30分をかけるロールプレ

イによるインタビュー(問診)を8回組み入れ、患者・

看護師・評定者の3役割を分担して実施させる。毎回

役割を変え、場面設定を変えて馴れあいのロールプレ

イを避けている。ロールプレイにアセスメント技法を

組み入れ、家族歴の聴取では家系図の記録法も学ばせ

る。限られた時間内に必要な情報を聴き取り、正しく

問診票に記入することは問診の基本技術である。同時

に、患者のプライバシーへの配慮、患者との信頼関係

(ラポール)の形成は、看護師の職業的態度として不可

欠である。この配慮が十分に図られているかを評定者

役が評価し、ロールプレイの終わりには、分担した役

柄で感じた問題点を話し合う時間を設けている。 

 

(2) データ採取 

アセスメント技法については、技法の指導書 11-13) 

を参考にして解剖生理学に関連づけて実施できる基

本技法を採用した。問診・視診・聴診・触診・打診

やバイタルサイン採取法は、ビデオと実演で一通り教

示し、ロールプレイで活用することを促した。 

実験的条件下でデータ採取し、考察する演習も加

えている。その他に、関節可動域の測定、肺気量の

測定、目や耳の検査法なども実施して、身体の反応

とアセスメントの根拠を考察させている。データ採

取とそのデータをどのように看護ケアに役立てるか

を考えることは看護の実践能力を育むことになる。 

 

(3) アセスメントに役立つ知識 

人体の内部構造を自分の目で確かめ、教科書だけ

では学び取れない解剖生理学知識を深める。骨格標

本の観察、解剖体の肉眼観察、組織標本の顕微鏡観

察などは、医学部に所属する看護学科であるからこ

そ利用可能な演習教材である。これらを適宜取り入

れ、看護実践能力の育成を目的に実施するフィジカル

アセスメント(Ａ)ではあるが、3本柱の1つをアセス

メントに役立つ解剖学知識を深める機会とした。 

骨格標本10体は、医学科から譲渡された教材であ

る。体の支柱、関節の構成、運動と可動域を学ぶ時

点で3回ほど、各班は1体分の骨格を手にして身近

で観察できる。 

解剖体の肉眼観察は、系統解剖実習の進行に合わ

せて4～5回解剖実習室で行う。解剖体の観察で得た

情報は、人体構造の合目的性を理解する上で、生命

の尊厳を考え生命倫理の感性を高める上で、さらに

看護の実践の上でも役立つものと思われる。 

体組織については、毎回の演習で40分程度をかけ

て顕微鏡観察を行う。顕微鏡は高価な教材ではある

が、幸いにも看護学科の開設以来 8 年をかけて学生

数に応じた台数を備えることができた。各部の組織

について講義する時間は少ない。しかし、顕微鏡下



滋賀医科大学看護学ジャーナル,5(1),121-126 

－ 123 － 

で観察することで、ミクロの人体構造と機能に関心

を払う機会となる。「看護は観察ではじまる」と、よ

く言われている。単に目で見ることが観察ではなく、

目的と視点を明確に持ってはじめて有効な観察にな

り、今まで見えなかったものが見えてくる。組織構

造の知識が必ずしも臨床に必要とは言えないが、こ

の演習で観察力を鍛えることは可能である。 

 

２．アンケート調査結果 

演習直後の１回目の調査と、臨床実習後の２回目の

調査で学生の授業評価を分析して、その結果を次のよ

うに読み取った。ロールプレイについては2年間の履

修生122名の集計結果に基づいている。 

 

1) フィジカルアセスメント(Ａ)の授業について 

１回目の調査で『人体の生理機能を理解する実習と

してフィジカルアセスメント(Ａ)は有効であったか』を

尋ねた。学生 178 名中 171 名が、「はい」と肯定した

(96.2%)。２回目の調査では『フィジカルアセスメント

(Ａ)で学んだことが何か臨床実習に役立ったか』を尋

ねた。この回答では、「かなり有り」が 25.7%、「少し

有り」が66.5%、「全く無し」が3.9%、「無回答」が3.9%

となっていた。したがって、「少し有り」も含めると、

「臨床で役立った」は 92.2%となり、履修生はこの授

業を有効とみていると判断できる。臨床で役立った演

習内容については後述する(表1)。 

 

2) 授業時間について 

１回目の調査で『後期15回の実習カリキュラムは適

当な時間でしたか』と尋ねた。履修生71.9%が「はい」

と肯定した。「いいえ」と答えた48名(27.0%)は、「時

間的にゆとりがなく慌ただしい、じっくり課題に取り

組めなかった、通年で実施する内容量である、20時間

程度は増やすべきだ」、などを記入していた。 

 

3) 授業で試みた演習項目について 

項目別の回答は、多数回答に基づいてまとめると次

のように要約される。 

『ロールプレイによるインタビュー』 

ロールプレイは無駄な時間ではない(85.2%)。患者-

看護師の立場を客観的に見る良い機会であった

(93.2%)。ロールプレイの回数は少し減らしてもよい

(50.0%)。この経験は将来臨床で役立つと思う(88.5%）、

と要約できた。 

臨床実習を経験した後の２回目の調査で、「看護技術

に不安を感じたことがありましたか」と尋ねた。履修

生84.4%が、「はい」と回答した。その不安材料を複数

回答可として挙げてもらうと、「解剖生理学の知識不

足」が 69.3%と最も多くなっていた。患者との初対面

時に行う問診(38.5%)だけでなく、聴診(46.9%)、触診

(38.0%)、視診(31.3%)、バイタルサイン採取法(18.4%)

などに不安がみられた。 

「問診で必要な情報を得ることができましたか」と

尋ねると、「ほとんどできなかった」が10.2%であった。

中には「怖くて聞けなかった」と記入していた履修生

もいた。「患者様のプライバシーに配慮した質問がで

き、気持ちよく対応していただけましたか」や「ラポ

ール形成がうまくできましたか」の問いに対しも、「ほ

とんどできなかった」の回答が15.1%もあった。その

一方で、演習で学んでいて臨床に役立ったことは、「ラ

ポール形成について意識させられた」、「患者とのコミ

ュニケーションの取り方」などが挙げられていた。ロ

ールプレイの演習方法を工夫して臨床で役立つ情報

聴取術を習得させることも必要である。 

『骨格標本の観察』 

この回答については、看護学生にも骨の観察は必要

である(97.2%)。骨格の観察時間は現在のままで十分

である(62.4%)。骨格の観察は運動や体の支柱を考え

るときに役立つと思う(96.1%）、と要約できた。 

『ビデオによる概説』 

講義の復習とアセスメント技術の導入にビデオを

用いたことに対しては、演習で実技を試みるのに役立

った(92.7%)。ビデオにより演習の目的が理解しやす

くなった(91.0%)。ビデオの時間は長くしない方がよ

い(77.0%)。講義の復習になった(87.1%)。しかし、眠

って殆ど見なかった (12.9%)学生もいたようである。 

『体表面観察とアセスメント』 

学生同士が互の身体を観察すのは嫌ではない

(83.1%)。体の表面観察は将来役立つと思う(96.1%)。

視診・触診などは後で勉強すればいい (14.0%)。生体

をかなり理解できるようになった(60.1%)。健康レベ

ルを把握するアセスメント技法をもっと時間を増や

してほしい(68.5%)と、要約できた。 

『解剖体の肉眼観察』 

とにかく一度観察しておいてよかった(99.4%)。解

剖体観察よりも他に時間を使うべきだ(2.2%)。観察だ

けでなく自分でも解剖したかった(50.6%)。肉眼解剖

には思ったより抵抗感はなかった(83.1%)。これらの

回答からも推察できるように、解剖体の肉眼観察は後

述する「実施してよかった演習項目」の順位では、最

も評価が高かった。 

『基礎体温測定・食事記録・排泄物(尿と便)のデータ採取』 

時間外でもデータを正しく得るため努力した

(76.4%)。データを考察するため勉強した(43.8%)。考

察を深めると生理機能が理解でき楽しいと感じた

(77.5%)。データ採取や課題レポートを苦痛と感じた
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(15.2%)。糞便の観察や尿計量などを不快で無意味と

感じた(5.1%)。これらの回答は、看護学生としての自

覚はあるが、自ら学ぶ努力に不足があると感じられた。

しかし、基礎体温測定については、学生達の関心は高

く、「自分の体の成長が感じられ嬉しかった」と、自

由記載欄への書込みが見られた。 

『組織標本の説明』 

組織標本の解説は観察のとき役立った(80.9%)。標本

の説明を十分に理解できなかった(51.7%)。顕微鏡像を

もっとモニターに映し出して説明してほしい(84.8%)。 

『顕微鏡による組織観察』 

顕微鏡で組織を見るようになって体の構造にも興味

が持てるようになった(56.7%)。大変だったが慣れると

楽しく観察できた(48.3%)。一方、看護学生は顕微鏡で

組織を観察する必要はない(24.7%)。苦痛だけの無駄な

時間であった(17.4%)と、否定的な回答が2割もあった。 

『スケッチ』 

慣れるとスケッチも結構楽しかった(40.4%)。スケッ

チすることは無意味である(22.5%)。注意深い観察にな

り新しい発見があった(61.8%)。スケッチの添削やコメ

ントは必要である(91.0%)。自分が受けたコメントや評

価は妥当であった(86.5%)。スケッチは、『顕微鏡によ

る組織観察』と一体化した演習項目であった。言葉で

の表現だけでなく、図示する表現法も必要性と感じる

が、今後はスケッチにかける時間を短縮することを検

討したい。 

 

4) 演習項目についての学生評価順位 

演習項目を挙げて、「実習してよかったもの」から順

位をつけてもらった。各演習項目が獲得した順位を点

数とみなして平均値を出し、値が小さい方を上位とし

た。更にそれぞれの項目について、上位の1～3位につ

けた人数を調べた。上位3項目は「解剖体の肉眼観察」、

「基礎体温測定」、「バイタルサイン変動実験」、であり、

下位の3項目は「顕微鏡観察」、「尿・便の観察と記録」、

「課題学習と発表」であった。最も好評な演習項目で 

あった「解剖体の肉眼観察」は、147名が上位1～3位

までに入れ、4 名だけが下位に入れていた。最も不評

であったのは「顕微鏡観察」であるが、これを上位 1

～3位までに入れたのは17名だけで、下位3位までに

入れたのは119名にもなっていた。 

自由記載欄に記入していたフィジカルアセスメント

(Ａ)に対する感想を整理すると、55名が好評意見を述

べていた。それらは、解剖体の肉眼観察を経験してよ

かった(30 名); 基礎体温測定は身近なことで興味深

く取り組めた(4 名); 看護師になる第一歩で大事なこ

とを学べた(4 名); 演習は楽しく取り組めた(4 名); 

課題データの分析は勉強になった(4 名)などであった。

27名の不評意見では、時間にゆとりを持って実施して

欲しかった(10 名); 時間延長はやめて欲しい(3 名); 

顕微鏡観察は時間がかかるので手本が欲しい(3 名); 

グループワークでのアセスメントには無駄な時間があ

った(2 名); 問診は例を示さないと無意味である(2

名)などがあった。 

 

5) 臨床で役立った演習内容について 

臨床実習で役立った内容を83名が記入していた。多

い順から整理して表1に件数としてまとめた。短期間

の臨床実習で、それまで学んだことが臨床に役立つか

否かを判断することは難しい。配属された病棟によっ

て、また、受持った患者の状態によって、経験するケ

アが異なる筈である。表1に挙げた内容が必ずしも臨

床のニーズを十分に反映しているとは言えないが、フ

ィジカルアセスメント(Ａ)での学びが看護体験に繋がっ

ていた。 

 

6) 授業改善を求める意見 

演習内容については「臨床実習に役立たなかった」

と否定的回答をした場合に、授業の何をどう変えると

よいと思うかを尋ねた。回答者は少なかったが、否定

的意見ではない数名の記入を含めて、27件の意見をま

とめて表2に挙げた。どの指摘も指導上考慮すべき内

容が含まれており、今後の授業改善の課題にしたい。 

 

 
                           

表１  臨床実習で役立った演習内容 (83件) 

学んだことで臨床に役立った内容 件 学んだことで臨床に役立った内容 件 

1.  骨格筋と関節可動域測定 17 8.  眼球の構造  4 

2.  解剖生理学知識(骨,腎臓,心臓) 12 9.  心音聴診  3 

3.  バイタルサイン測定 11 10. 肺気量測定  3 

4.  問診法（情報収集の仕方,ラポール形成） 10 11. 家族歴・家系図の描き方  3 

5.  呼吸音聴診  7 12. 浮腫の視診  1 

6.  アセスメント技法  5 13. 脳の解剖学  1 

7.  血液・細胞・遺伝  5 14. 基礎体温測定  1 
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表2 授業改善のために学生の指摘した事項(27件) 

学生が指摘した事項  件 学生が指摘した事項  件

1. 覚え使うのが困難。大事なもの順に学習範囲の焦点を絞る。 4 8. なぜ看護に解剖生理学が必要かを伝える。 2

2. 疾患、薬品、看護技術と関連した内容にして欲しい。 3 9. 内容を減らして要点を分かりやすくする。 2

3. 顕微鏡観察よりも体の機能と疾患を詳しく学びたい。 3 10. 内容が記憶に残るようにして欲しい。 1

4. 疾病による身体変化や年齢に合わせた解剖を教える。 2 11. 病気との結びつきを教える。 1

5. 手技のテストをしたりケーススタディで総仕上げをする。 2 12  実習での例え話しで具体的な演習にすればよい。 1

6. 講義を多くして高学年で演習をする。 2 13. この授業を2年前期にして欲しい。 1

7. 顕微鏡観察するより体の機能を学びたい。 2 14. 看護との結びつきを話して欲しい。 1

 

 

【考察】 

１． フィジカルアセスメント(Ａ)がめざす看護実践力 

看護教育では、臨床での実践力の育成が強調され、看

護技術の到達目標が明確化された4)。その課題を克服する

ために、フィジカルアセスメントの技法が注目され、教

育機関では既存のカリキュラムに組み込むことやカリキ

ュラムを改革することが検討されている。中には、臨床

実習の直前に短期間にアセスメント技法を教えるため、

形式的で皮相的になることもあると懸念される。また、

臨床経験を積んだ看護師でもこれまではフィジカルアセ

スメントの教育を受けていないため、教える側の人材不

足もある9)。にもかかわらず、日常的に患者の身体に接す

る看護職には、ケアの対象となる人体を総合的に理解し、

問題点を判断して看護実践するために、フィジカルアセ

スメントは不可欠な技術となっている8, 9, 11-13)。 

ヘルスアセスメントは、欧米の看護学教育では1970年

代から必須科目となっていた9)。しかし、日本ではその必

要性を分かっていながら8, 9)、最近の実態調査によっても

まだ看護系大学の教科として完全に定着しているとは考

えられない状態である 15)。フィジカルアセスメントやヘ

ルスアセスメントの名称が使われた教科であっても、指

導スタッフの不足からその授業内容においてはレベルに

かなりの開きがあると思われる9, 15-17)。 

看護系大学を卒業した新人看護師達は、臨床に出ては

じめて学部教育の解剖生理学は特に重要な科目であった

と認識すると伝え聞く。従って、学生時代には看護に必

要な解剖生理学の基本知識 7)を十分に修めておくことが

肝心であり、それに加えて観察力と判断力を育む機会を

できるだけ多く経験することが望ましい。 

今回のアンケート調査で、「フィジカルアセスメント(Ａ)

は人体の生理機能を理解する実習として有効である」と、

「フィジカルアセスメント(Ａ)で学んだことが臨床に少し

は役立った」は、多くの履修生のこの教科への評価と受

け止めた。自由記載欄には、厳しい意見もあったが、教

科に対する期待を込めた学生評価であると受け止めてい

る。教科の担当者としては「解剖生理学を基盤にしたフ

ィジカルアセスメント」を教授する基本方針を貫き、学

生達がこの教科を通して看護の基礎技術や身体情報を得

る観察力を育んで欲しいと願っている。そのために、今

後も教授法に工夫を加え、学生の期待に応えたい。 

 

２．教授方法の改革 

大学におけるフィジカルアセスメント演習の実態につ

いてはいくつかの報告がある 14, 16, 17)。少なくとも、教科

として導入されて間もない現時点では、フィジカルアセ

スメントの教授方法や授業内容については定番と呼べる

ものがないため、どの大学も何をどう教えるべきか手探

りで教育している状況といえる 15)。そのため、看護技術

を修得する初期段階の学生を対象にして、指導者は具体

的にどのような視点をもてば効果的な指導になるかが関

心事になっている。また、指導者の視点の違いから教授

方法の有効性を明らかにする試みもある 14, 17）。 
本学の看護学科には医学部としての特色があり、その

背景を本学の看護教育にも大きく反映させるべきと我々

は考えている。看護の課題を発見し、問題解決型の思考

を試みる訓練はできるだけ早い段階で積み重ねる必要が

ある。とはいえ、患者に接する機会の少ない学生に技術

を教え込んでも有効とは言えまい。根拠に基づいた看護

を実践する前に、看護に必要な解剖生理学知識の充足に

力を注ぎ、それに関連づけたアセスメント技法を試みて

考える習慣をつけることが、将来エキスパートとして育

つ早道と考える。 

「指導体制」や「教授内容」の検討では、多くの教員

が関わる「チームティーチング法 14)」が報告され、「ロー

ルプレイの有効性 1４)」が報告されている。我々が実施し

た２回目の調査でも、ロールプレイが患者心理や技術の

使い方の理解につながることは明らかであり、この項目

に工夫を加えて効果的な演習にしたい。また、「167 の実

習項目の必要性」について調査した報告では、必要性の

高い演習項目として「バイタルサインの測定」、「一般状

態の把握」、「皮膚の視診」などを挙げ、「関節可動域の測

定」「筋力測定」「腸蠕動音の聴診」「呼吸音の聴診」は、

教員が必要と考えるのに学生は臨床で実施しておらず、

必要性の認識に乖離があった 17)。本学の場合、指導者の

視点が学生によく伝わり効果的な指導につながるよう努

力したい。 
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【おわりに】 

アンケート調査の結果、フィジカルアセスメント(Ａ)

は生理機能を理解する上でも、臨床で看護を実践する上

でも有効な演習とみなされていることが分かった。アセ

スメントの基本技術は、適切な問診によって必要な患者

情報を聞き出し、正しい解剖生理学知識に基づいて身体

情報を読み取ることである。これらの能力を育むことを

フジカルアセスメント(Ａ)の教育目標として、根拠に基

づいた看護を実践できる人材育成に関わりたい。  
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看護職の連携による子ども虐待への予防・早期発見・対応 

－産科病棟・NICU からみた連携状況－ 

 

楢木野裕美１、鎌田佳奈美２、鈴木敦子３ 

１ 滋賀医科大学医学部看護学科臨床看護学講座 
２大阪府立大学看護学部、３福井県立大学看護福祉学部 

    
 本研究の目的は、看護職間の連携システムの構築を目指し、産科病棟･NICU において、子ども虐待を危惧するケースの対応に

ついて、看護職間の連携状況を明らかにすることである。産科病棟を有する病棟をもつ 500 床以上の病院、小児専門病院にお

いて、産科病棟あるいは NICU を管理する看護職 320 人を対象に質問紙調査を行った。その結果、虐待対応の病院内組織

をもっていたのは産科病棟23.1％、NICU26.5％、その他の病棟(産婦人科とNICUの混合病棟)8.0％と少なかった。看護職間の連

携の必要性に対する認識では、どの病棟でも連携の必要性に対する認識は高かった。また、病院内・外における連携についても

「必ず必要」「必要」と認識する者が 90％を越えた。しかし、実際には連携が充分に行われてはいなかった。以上より、実際に連携

しづらくしている要因の明確化、情報管理の方法等の検討により、虐待対応のための看護師間の連携システムを確立していくと共

に、機関内に活動しやすいように組織化が進められることが必要である。 

 

キーワード：子ども虐待、機関内組織、看護職、連携、産科病棟・NICU 

 

はじめに 

 

従来、子どもは地域の共同体の中で多くの大人から

育てられていたが、少子化・核家族化になり、育児は

もっぱら親の責任になり、親に育児負担がのしかかり、

育児が社会から孤立した営みとして行われていること

が多くなった。親の負担が重くなると、そのしわ寄せ

は弱者である子どもに寄せられ、子ども虐待へと進展

し、親によるわが子への虐待件数が増加している 1)2)。

子ども虐待の社会的発見のパイオニアである Kempe
ら 3)は、‘虐待予備軍’の段階で子ども虐待は予防で

き、そのために看護職が有用な働きを担えると指摘し

た。欧米では、看護職は、予防と早期発見、被虐待児

とその親への治療的ケアという相互補完的な役割をと

ってきたが、日本においても、看護職に対して、これ

らの役割遂行への期待が大きくなりつつある。それは、

子ども虐待の大半が乳幼児期に発生し、その多くが子

育てにおいて誰しもが感じるストレスの延長上にある

ことから、‘虐待予備軍’あるいは‘診断されていな

い被虐待児’の段階で、子ども虐待への対策をとるこ

とは、「予防こそが最大の戦略」との認識が高まって

きたからである。 

看護職は、育児支援から虐待予防、発見・対応(ケ

ア)を通して子どもやその親と関わりをもっている。換

言すれば初めて親になる人と同じスタートラインに立

つことから出発し、ともに歩み続ける職種で、最多の

人的資源でもある。看護師・保健師・助産師の看護職

は子ども虐待の予防に多くの寄与ができるが、そのた

めには医療機関内及び地域と医療機関間での連携をと

っていく必要がある。しかし、小林ら(2006)の調査結

果では、医療機関内での連携システムが整っていない

ことを指摘している。連携が難しい要因は、虐待に対

する判断や情報収集の難しさ、診療科間での虐待に対

する認識に差があることが考えられる。 

以上を踏まえ、子ども虐待の予防から対応(ケア)に

関わる看護師、保健師、助産師が有機的な連携をもち、

同じ目標に向かって協働し、一貫性のある継続した効

果的なケアを提供できるようにしなければならない。

本研究は、子ども虐待の早期発見・予防・対応につい

て、看護職間の連携システムの構築を目指し、その第

一段階として、現在の連携の状況や看護職の認識を明

らかにすることが目的である。ここでは産科病棟･

NICU において、子ども虐待を危惧するケースの対応

について、看護職間の連携状況について報告する。 

 

Ⅰ．研究方法 

 

 研究方法は量的記述的研究方法である。 

１．データ収集方法 

１)対象者および期間 

産科病棟を有する全国の 500 床以上の病院、および

小児専門病院を抽出し、産科病棟、あるいは NICU で

病棟を管理する立場にある 320 人の看護職を調査対象

とした。 
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調査期間は 2005 年 11 月 2 日～11 月 24 日である。 

２)データ収集方法 

質問紙の構成は、対象者の属性、虐待に対する病院

内システムの有無とその機能、看護職間の連携の必要

性に対する認識、産科病棟・NICU と小児病棟、外来、

保健センターにおける看護職間の連携状況である。質

問紙を郵送し、回答は各対象者から直接郵送法によっ

て回収した。 

3)分析方法 

統計ソフト SPSSVer13 を用いて集計した。 

２．倫理的配慮 

 研究の主旨と方法、結果は統計処理され個人が特定

されないこと、調査への参加は自由であること、回収

は対象者による直接郵送法であり質問紙の返送をもっ

て研究に同意したとみなすこと、結果は目的以外には

使用しないこと、結果を公表すること等を質問紙の表

紙に明記した。 

 

Ⅱ．結果 

 

１．看護職の属性 

看護職 170 人から回答(回収率 53.1％)を得た。産科

病棟勤務者は 52 人、NICU 勤務者は 68 人、その他の

病棟(産婦人科と NICU の混合病棟等)は 50 人であっ

た。対象者の所属する病院を表 1 に示した。いずれの

病棟共に、一般病院、次いで高機能病院であった。職

種は、産科病棟の 39 人(75.0％)、その他の 33 人(66.0
％)が助産師、一方、NICU では 52 人(76.50％)が看護

師であった。病棟に虐待を危惧するケースの入院(表

2)があるのは、産科病棟で 25 人(48.0％)、NICU で 47
人(69.1％)、その他の病棟で 23 人(46.0％)であった。 

２．病院内組織の状況 

 子ども虐待に対する病院内組織(表 3)が存在してい

たのは、産科病棟で 12 人(23.1％)、NICU で 18 人(26.5
％) 、その他の病棟ではわずか 4 人( 8.0％)である。メ

ンバーは、産科病棟、NICU では医師、看護師、MSW、

心理職、事務職、助産師等、その他の病棟は医師、看

護師は 100%であった。 

 活動内容では、産科病棟の場合、関係機関会議参加、

院内啓発活動が各 7 人(58.3％)、次に届出・通告様子

作成 6 人(50.0％)であった。NICU では、事例検討 17
人(94.4％)、アニュアル作成 10 人(55.6％)、関係機関

会議参加 7 人(38.9％)等、その他の病棟では、事例検

討 4 人(100％)、担当者への助言 4 人(100％)等であっ

た。 

３．看護職間の連携の必要性に対する認識 

虐待を危惧するケースに対する看護職間の連携(表

4)について、産科病棟、NICU、その他の病棟ともに「必

ず必要」「必要」と認識する看護職は 90％以上であっ

た。 

保健センターで虐待を危惧したケースの医療機関

への連絡では、産科病棟、その他の病棟では 90％以上、

NICU では 80％以上が「必ず必要」「必要」と捉えて

いた。一方、産科病棟、NICU、その他の病棟から虐待

を危惧するケースが退院する場合の外来への連絡の必

要性に対する認識では、「必ず必要」と捉えているの

は、産科病棟で 61.5％、NICU では 79.4％、その他の

病棟では 68.0％に上り、「必要」を合わせるといずれ 
 

産科病棟 NICU　 その他
n=52 n=68 n=50

　一般病院      38(73.1)      30(44.1)        29(58.0)

　高機能病院        9(17.3)      24(35.3)        15(30.0)

　周産期専門病院        2(  3.8)        8(11.8) 0

　その他        1(  1.9)        5(  7.4)          6(12.0)

　不明        2(  3.8)        1(  1.5) 0

産科病棟 NICU　 その他

n=52 n=68 n=50

虐待の危惧　あり 25(48.0) 47(69.1) 23(46.0)

　　　　　　　　 なし 16(30.8) 13(19.1) 19(38.0)

　　　　　　　　 わからない 11(21.2) 8(11.8) 8(16.0)

表１　対象者の背景：病院機能

表2　対象者の背景：虐待の危惧

 
 

産科病棟 NICU　 その他

n=52 n=68 n=50

病院内組織  あり      12(23.1)      18(26.5)           4( 8.0)

　               なし      40(76.9)      49(72.1)        46(92.0)

　               不明 0        1(  1.5) 0

院内ｼｽﾃﾑﾒﾝﾊﾞｰ (MA) n=１2 n=１8 n=4

  医師 12(100)      17(94.4)          4(100)

　看護師      10(83.3)      17(94.4)          4(100)

　助産師 4(33.3) 7(38.9)          2(50.0)

　保健師 1( 8.3) 5(27.8) 2(50.0)

　心理職 3(25.0) 6(33.3) 1(25.0)

　MSW 7(58.3) 14(77.8) 2(50.0)

  病院長 1( 8.3) 1( 5.6) 0

　事務職        3(25.0)        9(50.0)          1(25.0)

　その他 0        2(  1.8)          1(  4.5)

院内ｼｽﾃﾑ活動内容(MA) n=１2 n=１8 n=4

　事例検討        7(58.3)      17(94.4)          4(100)

  担当者への助言        5(41.7) 6(33.3)          4(100)

  実働サポート        4(33.3) 6(33.3)          1(25.0)

  定例ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ        4(33.3) 5(27.8) 2(50.0)

　ﾏﾆｭｱﾙ作成        4(33.3) 10(55.6)          1(25.0)

　届出・通告用紙作成 6(50.0) 6(33.3) 2(50.0)

　予後の把握        4(33.3) 5(27.8) 2(50.0)

　関係機関会議参加        7(58.3)        7(38.9) 2(50.0)

　統計処理 3(25.0) 3(16.7)          1(25.0)

　院内啓発活動        7(58.3) 5(27.8) 2(50.0)

　地域ﾈｯﾄﾜｰｸ啓発活動  1( 8.3) 5(27.8) 2(50.0)

 その他 0 1( 5.6) 0

表3　病院内組織(院内ｼｽﾃﾑ)の状況
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の病棟も 90.0％を越えた。また保健師への連絡では、

「必ず必要」と認識しているのは、産科病棟で 67.3％、

NICU で 80.9％、その他の病棟は 74.0％であった。さ

らに、虐待を危惧するケースが小児病棟に転棟する際

の連絡の必要性に対する認識では、「必ず必要」「必

要」を合わせると、産科病棟、その他の病棟では 80.0
％以上であり、 NICU では 90.0％以上を占めていた。 

３．保健センターとの連携の実際(表 5)  

 妊娠中に保健センターが関わり、虐待を危惧したケ

ースが入院した時、各病棟に連絡があったかどうかに

ついて、産科病棟は 6 人(11.5％)、NICU9 人(13.0％)、

その他の病棟3人(6.0％)と少なかった。その連絡者は、

各病棟共に保健師のみが多かった。逆に、産科病棟、

NICU、その他の病棟から虐待を危惧するケースが退院

する際に保健センターに連絡を取った方がよいと判断

したケースがあるのは、産科病棟は 28 人(58.3％)、

NICU50 人(73.5％)、その他の病棟 29 人(58.0％)と半

数以上で、実際に 80.0％が保健師に連絡を取っていた。

産科病棟 NICU　 その他

n=52 n=68 n=50

看護職間の連携

　必ず必要 30(57.7) 55(80.9) 33(66.0)

　必要 18(34.6) 10(14.7) 13(26.0)

保健所からの連絡

　必ず必要 27(51.9) 48(70.6) 32(64.0)

　必要 23(44.2) 12(17.6) 15(30.0)

外来への連絡

　必ず必要 32(61.5) 54(79.4) 34(68.0)

　必要 18(34.6) 11(16.2) 16(32.0)

保健師への連絡

　必ず必要 35(67.3) 55(80.9) 37(74.0)

　必要 16(30.8) 8(11.8) 12(24.0)

転棟時の連絡

　必ず必要 34(65.4) 54(79.4) 32(64.0)

　必要 11(21.2) 8(11.8) 11(22.0)

産科病棟 NICU　 その他

保健ｾﾝﾀｰからの連絡者 n=6 n=9 n=3

　 保健師のみ        4(66.6)        5(55.6)          3(100)

　 所長・センター長のみ        1(16.7) 0 0

　 その他 0 4(36.4) 0

　 不明 1(16.7) 0 0

保健ｾﾝﾀｰへの連絡経験 n=28 n=50 n=29

　 保健師のみ      25(89.3)      43(86.0)        26(89.8)

　 所長・センター長のみ 0 2( 4.0) 1( 3.4)

　 どちらも連絡 0 2( 4.0) 2( 6.8)

 　連絡しなかった 1( 3.6) 3( 6.0) 0

　 不明 2( 7.2) 0 0

　 入院直後 4(14.3)        1( 2.0) 2( 6.8)

　 入院中 6(21.4) 9(18.0) 6(20.7)

　 退院考慮の頃 4(14.3) 19( 38.0) 11(38.1)

　 退院決定後 8(28.5) 9(18.0) 8(27.6)

　 その他 0 5(10.0) 1( 3.4)

   複数の時期 4(14.3) 4(  8.0) 1( 3.4)

　 不明 2( 7.2) 3(  6.0) 0

　 医師 0 3(  6.0) 2( 6.8)

　 看護長 6(21.4) 15(30.0) 11(38.1)

　 看護職 5(17.9) 4(  8.0) 3(10.3)

 　カンファレンス 15(53.5) 15(30.0) 11(38.1)

　 医師・看護職 0 12(24.0) 2( 6.8)

　 不明 2( 7.2) 1( 2.0) 0

 連絡方法

　 口頭のみ 2( 7.2) 9(18.0) 3(10.3)

　 サマリー 11(39.2) 7(14.0) 8(27.6)

　 特別な連絡表 8(28.6) 13(26.0) 8(27.6)

　 複数の方法 3(10.7) 17(34.0) 8(27.6)

　 その他 4(14.3) 4(  8.0) 2( 6.8)

 連絡内容                MA

  子どもの様子 17(60.7) 39(78.0) 22(75.9)

  子どもの治療 13(46.4) 38(76.0) 18(62.1)

  子どもへのケア 15(53.5) 37(74.0) 19(65.5)

  家族の様子 25(89.3) 43(86.0) 28(96.6)

  家族へのケア 15(53.5) 40(80.0) 23(79.3)

  子どもの反応 7(25.0) 27(54.0) 9(31.0)

  家族の反応 18(64.3) 40(80.0) 18(62.1)

  機関連携 7(25.0) 28(56.0) 11(38.1)

  連絡時期 

  連絡判断者 

表4　連携の必要性

表5　保健センターとの連携の実際

 連絡者

産科病棟 NICU　 その他

小児病棟への連絡 n=4 n=24 n=4

 受け手

　看護職のみ        2(50.0)      10(41.7) 0

　医師・看護職 2(50.0) 14(58.3) 4(100)

 連絡方法

　口頭のみ 0 2( 8.4) 1(25.0)

　サマリー        3(75.0) 14(58.3) 2(50.0)

　特別な連絡表 1(25.0) 0 0

　複数の方法 0 8(33.3) 1(25.0)

 連絡内容                MA

  子どもの様子 4(100) 21(87.5) 3(75.0)

  子どもの治療 4(100) 18(75.0) 3(75.0)

  子どもへのケア 4(100) 18(75.0) 4(100)

  家族の様子 4(100) 23(95.8) 3(75.0)

  家族へのケア 4(100) 17(70.8) 3(75.0)

  家族の反応 4(100) 20(80.0) 3(75.0)

  機関連携 3(75.0) 18(75.0) 4(100)

外来への連絡 n=18 n=44 n=25

 受け手

　看護職のみ 12(66.6) 21(47.8) 10(40.0)

  医師・看護職        5(27.8) 21(47.8) 12(48.0)

　連絡しなかった 1( 5.6)        2(  4.4)           3(12.0)

 連絡方法

　口頭のみ 2(11.1) 2( 4.5) 3(12.0)

　サマリー 12(66.7) 24(54.6) 11(44.0)

　特別な連絡表 1( 5.5) 2( 4.5) 0

　複数の方法 3(16.7) 16(36.4) 11(44.0)

 連絡内容                MA

  子どもの様子 12(66.7) 32(72.7) 13(52.0)

  子どもの治療 8(44.4) 28(63.6) 8(32.0)

  子どもへのケア 11(61.8) 30(68.2) 9(36.0)

  家族の様子 16(88.9) 42(95.5) 20(80.0)

  家族へのケア 11(61.8) 36(81.8) 16(64.0)

  家族の反応 8(44.4) 35(79.5) 14(56.0)

  機関連携 10(55.6) 35(79.5) 14(56.0)

表6　機関内連携の実際
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連絡時期は、産科病棟では退院決定後、NICU、その他

の病棟では退院考慮中が多く、その判断をしたのはど

の病棟もカンファレンスや看護長であった。連絡方法

は産科病棟ではサマリーや特別な連絡票、NICU は複

数の方法で、その他の病棟はサマリー、特別な連絡票

や複数の方法を用いていた。連絡内容は、どの病棟も

家族の様子・ケア等の家族に関するものが多かった。 

４．機関内連携の実際(表 6) 
 産科病棟、NICU、その他の病棟から虐待を危惧した

ケースが小児病棟に転棟したのは産科病棟 4 人(7.7
％)、NICU24 人(35.3％)、その他の病棟 4 人( 8.0％)

と少なかった。その際、どの病棟も医師・看護師に対

してサマリーを用いて、子どもや家族に関わる情報全

般の連絡をしていた。 

 また、虐待を危惧したケースが退院する際に外来へ

の連絡の必要性があったのは、産科病棟18人(34.6％)、

NICU44 人(64.7％)、その他の病棟 25(50.0％)であっ

た。どの病棟も、医師・看護師、あるいは看護師に連

絡しているが、連絡しなかった人もあった。連絡方法

はサマリーを用い、家族の様子、ケアを連絡している

割合が高かった。 

 

Ⅲ．考察 

  

子ども虐待を予防・早期発見・対応するために、本

調査では、産科病棟、NICU から虐待を危惧するケー

スについての看護職の連携をみた。 

まず医療が子ども虐待にさらに取り組むには、取り

組みやすくする組織化が必要である。しかし、現在、

病院内組織をもっているのは 2 割程度にすぎなかっ

た。病院内組織があることで、特に、医療者には根深

い戸惑いである法的対応や機関連携時の情報提供等の

動きが速やかになるだけでなく、病院スタッフの関心

が高まることも期待される。したがって、病院として

の子ども虐待への役割として取り組みを強化していく

ために組織化が望まれる 4)5)６） 。  
 看護職間の連携について、看護職の連携する必要性

の認識は高かった。また、虐待を危惧するケースにつ

いて病院内外での連携の必要性を認識していた。一般

的に、子ども虐待における看護職の役割は、「子ども

虐待予防・早期発見」と「被虐待児とその親への治療

的ケア」であるが、現状は助産師・保健師が虐待予防

・早期発見、看護師は被虐待児とその親へのケア、と

２つの役割を分離して考えられがちである。しかし｢虐

待予防・早期発見する関わりの中にケア｣があり、｢ケ

アする中に虐待予防・早期発見｣があると捉える必要が

ある。保健師・助産師・看護師の看護職が分断して虐

待に取り組むセクト主義から脱却し、子どもと母親を

中心に、親子の人生の重要な時期に関わる専門職とし

て連携をしていく必要があるだろう 7)8)。 

 子ども虐待における連携とは、常に情報や虐待に対

する認識・判断を共有することである。しかし、個人

はもとより同じ看護職でも、周産期を中心としてケア

をすることが多い助産師、地域を中心として活動して

いる保健師、医療現場で子どもや親と関わり治療的ケ

アが中心となる看護師、という立場や所属する機関・

部署によって、子ども虐待に対する＜捉え方＞、＜感

じ方＞がなり違うことが考えられる。連携の実際を見

てみると、保健センターとの連携では、保健センター

から病院への連絡ケースは少なかった。これは、実際

に虐待があるケースではなく、保健センターで妊娠中

に虐待を危惧するケースを把握し、病院への連携を取

っていくことの難しさを示している。しかし、虐待予

防は「子どもが生まれてからでは遅すぎる」と言われ

ている 9)ことから、妊娠中は保健センターからの連絡

と同時に病院で確実に虐待予備軍をキャッチ出来るよ

うにしていく必要がある。一方、病院から保健センタ

ーには、虐待を危惧し連絡を取った方がいいと判断し、

実際に連絡をしたのは 80％であった。本来、虐待を危

惧したならば 100％連絡が必要であろう。本調査では

何故連絡を入れていないかを問うていないが、親の連

絡に対する同意の問題があるのではないかと推察され

る。連絡の判断はカンファレンス等で行い、退院決定

後、あるいは退院を考慮する時期に取られ、その方法

はサマリーや特別な連絡票が用いられていた。確実に

保健センターにつなぐためには、虐待を危惧した段階

で連絡を取る必要がある。NICU の場合、産科病棟と

比較し退院までに時間的な余裕があることや、育児に

対する特別な指導を要することが多いことから退院を

考慮した時期にカンファレンスにより看護職間の情報

共有をして判断し保健センターへの連絡が出来てい

る。また、口頭のみではなく、一定の書式での連絡が

出来ていると捉えていいのではないかと考えられる。 

 機関内連携では、虐待を危惧するケースが退院する

際に外来への連絡は、産科病棟 34.6％、NICU64.7％、

その他の病棟 50.0％で、看護職のみに連絡を入れてい

たのは、産科病棟 66.6％、NICU47.8％、その他の病棟

40.0％であった。産科病棟の場合、虐待を危惧する要

因は親側、NICU では親側と共に子どもにも何らの要

因を抱えることが多いこと、そのため、連絡内容も家

族の様子の割合が高くなっているのであろう。育児支

援的なサポートの必要性から看護職への連絡を取って

いたと思われ、看護職間の連携が見られていたのでは

ないかと考えられる。 一般的に、子ども虐待ケース

は、関わりの持ちにくさのため信頼関係を築いていく

ことが難しく、その全体像が把握しにくいものである。
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だからこそ、妊娠から出産、育児に長期間にわたり、

且つ一貫したケアを継続し、彼らに寄り添っていくケア

が求められる。今後、そのためには＜子ども虐待のイ

メージ＞の統一を図ることが重要になるのである。子

どもやその親の情報を敏感に読みとり、虐待のリスク

に対して＜敏感＞に＜確実＞に反応していく必要があ

る。そうすることが、同じ看護職であっても専門領域

の違いからくる専門知識や関心の範囲に生じた溝を埋

めることになり、その溝を埋められた時に、看護職が

同じ目標に向かって協働・連携でき、それは一貫した

ケアの提供に繋がるのである。 

 

Ⅳ．結論 

 

本調査において以下の結論を得た。 

１．病院内組織が存在していたのは約２割であった。 

２．看護職間の連携に対する認識は高かった。 

３．保健センターとの連携の実際では、病院は、虐待を危

惧するケースの退院時に保健センターに文書で家族

の様子やケアに関する連絡を入れていた。 

４．機関内の連携の実際では、虐待を危惧するケースが

退院する際に外来への連絡は入れられていた。 

  

 本研究は、平成 16～18 年度科学研究費助成金（基 

盤研究(C)研究代表者：楢木野裕美）の助成を受け 

て実施した。 
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看護職の連携による子ども虐待への予防・早期発見・対応 

－小児病棟からみた連携状況－ 

 

 鎌田佳奈美１、楢木野裕美２、鈴木敦子３ 
１ 大阪府立大学看護学部、 ２滋賀医科大学医学部看護学科臨床看護学講座 

３福井県立大学看護福祉学部 

 

 子ども虐待の早期発見・予防・対応に対する看護職間の連携の状況や看護職の認識を明らかにするために、子どもを有

する病棟をもつ 500 床以上の病院、および小児専門病院において、病棟を管理する立場にある看護師 378 人を対象に質問

紙調査を行った。院内に虐待対応のシステムが確立していたのは 23.8%であり、システムのメンバーとして看護師が加わ

っていたのは 82.5%であり、医師に次いで多かった。システムの有無による比較では、「システム有」群の方が有意に被

虐待児の入院が多かった。連携の実際は、産科病棟と保健所から小児病棟への連絡は看護職からが多いが、外来からは医

師が多かった。保健所からの連絡には医師が対応した場合も 27.3%あった。連絡方法は口頭のみによるものが多く、外来

からの連絡は「虐待」との事実のみの場合も 36.7%あった。小児病棟からの産科病棟・外来・保健所への連絡は、ほとん

どが看護職に行っていたが、他機関である保健所に対しても口頭のみの場合が 37.0%あった。連絡内容は、被虐待児の様

子や家族の様子に比べ、彼らへのケアについて連絡しているものは減少した。以上より、被虐待児とその家族に対する看

護職間の連携はほとんどできておらず、虐待対応のための看護師間の連携システムの早期確立が望まれる。 

 

キーワード：子ども虐待、虐待対応システム、看護職、連携、 

 

はじめに 

 

子ども虐待は複雑な家族問題であり、多機関や多職

種で子どもと家族に関わる必要があることは周知のと

おりである。虐待された子どもや家族に関わる医療、

福祉、保健機関の職種はそれぞれの立場や専門性を活

かし、虐待の早期発見、予防、対応方法を模索し、実

践している。多くの職種が関わりをもつとき、彼らに

関する情報やアセスメントを共有し、協力して援助を

行っていくことが必要である。こうした機関や職種が

それぞれの専門性を高めることはもちろんのことであ

るが、機関や職種間の連携を確実に行うためには、シ

ステムの構築が不可欠である 1)。 

保健や医療機関に属している看護職は、妊娠･育児

期の母親と子どもに も身近な存在である。助産師は

妊娠から出産を通じて、周産期におけるリスク因子を

もとにしたチェクリスト票の利用 2)や、母親の言動か

ら虐待のリスクにいち早く気づき、虐待予防に向けた

関わりを行っている。小児病棟の看護師は、アセスメ

ントリスト 3)を使ってケアの必要な子どもを発見し、

日常の生活援助を通じて傷ついた心身のケアを行って

いる。保健師は、虐待の発生頻度の高い産後うつスク

リーニングを行ったり 4)5)6)、健診時の問診票の工夫や

丁寧な面接によって、虐待の疑いのある親子を早期に

発見し、予防に向けた支援や在宅での家族の見守りを

行っている。このように、それぞれの看護職は妊娠中

から育児期を通して、虐待の家族に関わりをもってい

る。被虐待児やその家族は、自己に対する自信がなく、

他者に対する信頼感を持ちにくいため、容易に他者と

の関係を結ぶことができない。そのため、彼らのケア

を担う助産師、看護師、保健師が有機的な連携をもち

一貫性のある継続したケアを提供することで、彼らと

の親密な関係を結ぶことができるのではないだろう

か。 

そこで本研究は、子ども虐待の早期発見・予防・対

応について、看護職間の連携システムの構築を目指し、

現在の連携の状況や看護職の認識を明らかにすること

を目的とした。ここでは小児病棟からみた小児病棟と

産科病棟･外来・保健所の看護職間の連携状況について

報告する。 

 

Ⅰ.研究方法 

 

 看護職間の連携の実態を広範囲に探るため量的記述

的研究方法を用いた。 

 

１．データ収集方法 

１)対象者および期間 

子どもを有する病棟をもつ500床以上の病院、およ

び小児専門病院を抽出し、子どもが入院している病棟

を管理する立場にある378人の看護師を対象に調査を

行った。 
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調査期間は2005年 11月 2日～11月 24日である。 

 

２)データ収集方法 

質問紙の構成は(1)対象者の属性、(2)虐待に対する

病院内システムの有無とその機能、(3)看護職間の連携

の必要性に対する認識、(4)小児病棟と産科病棟、外来、

保健所との間での看護職間の連携状況である。質問紙

を郵送し、回答は各対象者から直接郵送法によって回

収した。 

3)分析方法 

統計ソフトSPSSVer13を用いて統計処理を行った。

子ども虐待に対する病院システムの有無による2群間

の割合の比較にはカイ二乗検定を行った。 

 

２．倫理的配慮 

 研究の趣旨と方法、結果は統計処理され個人が特定

されないこと、調査への参加は自由であり、質問紙の

返送をもって研究に同意したものとみなすこと、結果

は目的以外には使用しないことなどを質問紙の表紙に

明記し、無記名にて回収を行った。 

 

Ⅱ.結果 

 

看護師168人から回答を得、回収率44.4％であった。

対象者の病院は、一般病棟が 104 人(61.9%)と も多

く、高機能病院は44人(26.2%)で、小児専門病院は10

人(6.0%)であった。勤務病棟は混合病棟が 73 人

(43.5%)と小児病棟は 66 人(39.2%)でほとんどを占め

た。病棟に被虐待児が入院したことがあるとしたのは

112人(66.7%)であった。被虐待児が入院してきたとき

のケア体制は、「プライマリーで必ず受け持つ」32人

（28.1%）、「プライマリーだけが受け持つとは限らな

い」43 人(37.7%)であった。また、被虐待児に対する

記録形式は107人(93.9%)とほとんどが「他児と同様」

であり（表１）、記録内容は被虐待児の「一般状態」

が108人(94.7%)、「被虐待児と家族との関わり」102

人(90.3%)、｢被虐待児の言動｣98人(86.7%)、「家族の

言動」94 人(83.2%)と多かった。しかし、「被虐待児

への看護師の関わり」は79人(69.9%)、関わりに対す

る「被虐待児の反応」は86人(75.4%)であり、「家族

への看護師の関わり」が75人(66.4%)、「家族の反応」

は82人(72.6%)とその割合は低くなっていた。さらに、

看護師間のカンファレンスは「問題があったときのみ

行う」が58人(51.3%)と も多く、「定例で行ってい

る」のは32人(28.3%)であった。 

子ども虐待に対する病院システムが存在していた

のは40人（23.8%）であり、128人（76.2%）はシステ

ムが存在していないと回答した。システムのメンバー 

 

勤務病棟 小児内科 16 ( 9.5)
小児外科     1 ( 0.6)
小児病棟    66 (39.3)
混合病棟    73 (43.5)
その他    11 ( 6.5)
不明     1 ( 0.6)

被虐待児の入院 あり           112 (66.7)
の有無 なし            38 (22.6)

わからない      17 (10.1)
不明            1 ( 0.6)

ケア体制
プライマリー
で必ず受持つ

32(28.1)

プライマリー
だが受持つと
は限らない

43(37.7)

プライマリで
はない

20(17.5)

その他 17(16.7)

記録の形式 専用の記録 3(　2.6)
他児と同じ記録 107(93.9)
その他 4(　3.5)

システム有 システム無
n=40(%) n=128(%)

一般病院 　　　20(50.0) 　　84(65.6)
高機能病院 　　　9(22.5) 　　35(27.3)
小児専門病院 　　　8(20.0) 　　2( 1.6)
その他 　　　3( 7.5) 　　5( 3.9)
不明 0 　　2( 1.6)

***P<0.001

システム有 システム無
n=40(%) n=128(%)

小児内科 　　　7(17.5) 　　9( 7.0)
小児外科 　　　1( 2.5) 0
小児病棟 　　　20(50.0) 　　46(35.9)
混合病棟 　　　7(17.5) 　　66(51.6)
その他 　　　5(12.5) 　　6( 4.7)
不明 0 　　1( 0.8)

***P<0.001

システム有 システム無
n=40(%) n=128(%)

入院有 　　　36(90.0) 　　76(59.4)
入院無 　　　3( 7.5) 　　35(27.3)
わからない 　　　1( 2.5) 　　16(12.5)
不明 0 　　1( 0.8)

**p<0.05

表１　対象者の病棟の状況　　n=168(%)

表2　システムの有無と勤務病院

表3　システムの有無と対象者の勤務病棟

表4 システムの有無と被虐待児の入院の有無
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として医師が加わっていたのは36人(90.0%)、看護師

は33人（82.5%）であり、MSW(medical social worker）

27 人(67.5%)、事務職 17 人(42.5%)の順に多かった。

システムの活動内容は、事例検討が26人(65.0%)、実

働サポートは22人(55.0%)、関係会議20人(50.0%)、

マニュアル作成 16 人(40.0%)であった。また、16 人

（40.0%）が定例会議をもっていた。 

病院システムの有無による比較でみると、「システ

ム有」とした病院は小児専門病院が 20.0%と有意に多

く、対象者の勤務病棟では、小児病棟が50.0%と多く、

「システム無」では混合病棟が 51.6%と有意に多かっ

た（表２，表３）。また、被虐待児の入院の有無によ

る比較では、「システム有」の 90.0%が被虐待児の入

院があったとしており、「システム無」との間で有意

差が認められた（表 4）。しかし、システムの有無に

よる看護体制や記録形式、記録内容、カンファレンス

の頻度のいずれについても、システムの有無による差

は認められなかった。 

１．看護職間の連携の必要性に対する認識 

虐待のリスクのある子どもが産科病棟から小児病

棟に転棟する場合、連絡が「必ず必要」としたのは110

人(65.5%)、「必要」は47人(28.0%)であったのに対し、

転入後の子どもの経過について産科病棟に報告が「必

ず必要」と回答したのは、62 人(36.9%)、「必要」は

52 人(31.0%)と低かった。外来から虐待あるいは虐待

疑いの子どもが小児病棟へ入院する時に連絡が「必ず

必要」と「必要」を合わせて157人(93.5%)、保健所か

ら入院する場合に連絡が「必ず必要」と「必要」で164

人(97.7%)であった。逆に、小児病棟から退院する場合

に外来に連絡が「必ず必要」と「必要」を合わせると、

156人(92.8%)、保健所に連絡が「必ず必要」と「必要」

で 150 人(89.3%)で、いずれも連携の必要性は高かっ

た。 

小児病棟と産科病棟、外来および保健所間での看護

職の連携の必要性については、「システム有」の方が

「必ず必要」とするものが多い傾向がみられたが有意

差は認められなかった。 

２．産科病棟、外来、保健所から小児病棟への連携の

実際 

産科病棟、外来、保健所から小児病棟への連携の実

際は表５に示した。虐待のリスクのある子どもが産科

病棟から小児病棟への転入があったとしたのは 24 人

であり、そのうち「看護職から」連絡があったのは15

人(62.5%)、「看護職と医師のどちらからも」が 7 人

（29.1%）であった。また、その連絡を受けたのが「看

護職」であったのは20人(83.3%)と看護職間での連絡

が高い割合でなされていた。連絡方法としては、「口

頭のみ」が10人(41.7%)、「サマリー」が5人(20.8%)、

「どちらも」が8人(33.3%)であった。連絡した内容は、

「『虐待』との事実のみ」が4人(16.7%)、「虐待と判

断した状況」は19人(79.2%)、「子どもの様子」15人

(65.2%)、「家族の様子」１７人(70.8%)であった。 

虐待または疑いの子どもが外来から小児病棟に入

院したことがあると回答したのは109人であった。こ

のうち、入院時の連絡は「看護職から」が13人(11.9%)

であり、「医師から」は30人(27.5%)、「どちらから

も」は65人(59.7%)であった。病棟で連絡を受けたの

は「看護職」であったのは97人(89.0%)であった。し

かし、連絡方法は「口頭のみ」が83人(76.1%)と非常

に多く、連絡内容は「『虐待』との事実のみ」が 40

人(36.7%)、「虐待と判断した状況」64人(58.7%)、「子

どもの様子」69人(63.3%)、「家族の様子」61人(56.0%)

であった。 

虐待または疑いの子どもが保健所から小児病棟に

入院したことがあるのは22人であった。そのうち「看

護職から」連絡があったのは、17人(77.3%)であった。

小児病棟において、保健所からの連絡を「看護職」が

受けたのは13人（59.1%）であったが、「医師」が受

けたと回答したものも 6 人(27.3%)いた。連絡方法は

「口頭」が12人(54.5%)、「サマリー」や「特別な連

絡票」による場合もそれぞれ3人(13.0%)あった。連絡

内容は、「『虐待』との事実のみ」は4人(18.2%)であ

ったが「虐待と判断した状況」は18人(81.8%)と多く、

「家族の様子」15人(68.2%)、「子どもの様子」は13

人(59.1%)であった。 

システムの有無による比較では、看護職間での連絡

内容では、外来からは「虐待と判断した状況」を、産

科病棟から小児病棟へは「家族の反応」を連絡してい

るものが「システム有」で有意に多かった。しかし、

産科･外来･保健所から小児病棟へ入院する際、看護職

間での連絡の有無、その他の連絡内容や方法などに関

してはシステムの有無による差はなかった。 

３．小児病棟から産科病棟、外来、保健所への連携の

実際 

小児病棟から産科病棟、外来、保健所への連携の実

際は表６に示した。小児病棟に転入してきたリスクの

ある子どものその後の経過を産科病棟へ報告したのは

17人であった。そのうち、「看護職」に報告したのは

14人(82.4%)であり、13人（76.4%）が「看護師独自の

判断」で行っていた。報告は「口頭のみ」が７人(41.2%)

と も多かった。連絡内容は「家族の様子」が 15 人

(88.2%)、「子どもの様子」が14人(82.4%)と多かった。 

小児病棟から虐待を受けた子どもが退院するとき

に外来に連絡したのは70人であった。そのうち「看護

職」に連絡したのは52人(72.3%)、「（医師と看護師）

どちらにも」は15人(21.4%)であった。「看護師独自 
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外来から　 保健所から　
n=24(%) n=109(%) n=22(%)

連絡者
　看護職のみ     15(62.5)     13(11.9)     17(77.3)
　医師（所長）のみ      1( 4.2)     30(27.5) 0
　どちらも      7(29.1)     65(59.7)      3(13.7)
　その他 0      1( 0.9)      1( 4.5)
　不明      1( 4.2) 0      1( 4.5)
受け者
　看護職     20(83.3)     97(89.0)     13(59.1)
　医師 0      4( 3.7)      6(27.3)
　どちらも      2( 8.3)      5( 4.6)      2( 9.1)
　その他      1( 4.2)      2( 1.8)      1( 4.5)
　不明      3(12.5)      1( 0.9) 0
連絡方法
　口頭のみ     10(41.7)     83(76.1)     12(54.5)
　サマリー      5(20.8)     8(  7.3)      3(13.6)
　特別な連絡表 0     1(  0.9)      3(13.6)
　複数の方法      8(33.3)     14(12.8)      2( 9.1)
　その他 0      2( 1.8)      1( 4.5)
　不明   　 1( 4.2)      1( 0.9)      1( 4.5)
連絡内容                MA
　「虐待｣との事実のみ      4(16.7)     40(36.7)      4(18.2)
 虐待と判断した状況     19(79.2)     64(58.7)     18(81.8)
 子どもの様子     15(62.5)     69(63.3)     13(59.1)
 家族の様子     17(70.8)     61(56.0)     15(68.2)
 その他 0    　4( 3.7)  　  2( 9.1)

　産科病棟へ 　　　外来へ 　　保健所へ
n=17(%) n=70(%) n=54(%)

連絡相手
　看護職     14(82.4)     52(72.3)     51(94.4)
　医師（所長） 0      3( 4.3)      3( 5.6)
　どちらにも      3(17.6)     15(21.4) 0
連絡の判断
　独自で判断した     13(76.4)     39(55.7)     13(24.1)
　独自の判断ではない 0     20(28.6)     36(66.7)
　その他      2(11.8)     11(15.7)      5( 9.3)
　不明      2(11.8) 0 0
連絡方法
　口頭のみ      7(41.2)     11(15.7)     20(37.0)
　サマリー      3(17.6)     37(52.9)     14(25.9)
　特別な連絡票   　 1( 5.9)      1( 1.4)      5( 9.3)
　複数方法   　 4(23.5)     20(28.6)      9(16.7)
　その他  　  2(11.8)      1( 1.4)      6(11.1)
連絡内容 　　　　　　ＭＡ
　子どもの様子 　　14(82.4) 　　61(87.1) 　　48(88.9)
　子どもの治療 　　9(52.9) 　　42(60.0) 　　43(79.6)
　子どもへのケア 　　10(58.8) 　　51(72.9) 　　41(75.9)
　家族の様子 　　15(88.2) 　　62(88.6) 　　51(94.4)
　家族へのケア 　　9(52.9) 　　44(62.9) 　　37(68.5)
　ケアに対する子どもの反応 　　10(58.8) 　　39(55.7) 　　30(55.6)
　ケアに対する家族の反応 　　12(70.6) 　　47(67.1) 　　41(75.9)
　他機関との連携 　　13(76.5) 　　53(75.7) 　　32(59.3)
　その他 0 　　5( 7.1) 　　1( 1.9)

表6　小児病棟から産科病棟・外来・保健所への連絡

表5　産科病棟・外来・保健所から小児病棟への連絡
産科病棟から 
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の判断で連絡した」のは39人(55.7%)で、連絡方法は

「サマリー」が 37 人(52.9%)、「複数の方法」が 20

人(28.6%)であった。連絡内容は「子どもの様子」61

人（87.1%）、「家族の様子」62人（88.6%）と多かっ

たのに比べ、「子どもの治療」42 人(60.0%)、「家族

へのケア」44 人(62.9%)、「ケアに対する子どもの反

応」39人(55.7%)とその割合は減少した。 

さらに退院時に保健所へ連絡したのは54人であり、

うち51人(94.4%)が「看護職」へ連絡していた。しか

し、看護師「独自で連絡の判断をした」のは 13 人

(37.0%)のみであった。連絡方法は「口頭のみ」が 20

人(37.0%)、「サマリー」14人(25.9%)であった。連絡

内容は、「家族の様子」が51人(94.4%)、「子どもの

様子」が48人(88.9%)と多かったが、「ケアに対する

子どもの反応」は30人(55.6%)、「他機関との連携」

が32人(59.3%)と少なかった。 

システムの有無による比較では、連絡者、連絡方法

および内容のいずれの項目も有意な差は認められなか

った。 

 

Ⅲ考察 

子ども虐待に対応するシステムは、病院内の多職種

の連携を円滑にするとともに、院外の機関との協働の

促進につながる。今回の調査では、現在病院内にシス

テムをもっているのは２割程度であり、その多くは小

児専門病院であることが明らかになった。「システム

有」群では被虐待児の入院が多かった。これらの結果

は、小林ら 7)が行った調査結果と一致しており、シス

テムの構築が虐待の早期発見への認識を高め、これま

で見逃していた虐待を発見できる力につながったこと

を意味しているのではないかと推察される。また、「シ

ステム有」群では、看護職間の連携の必要性を強く感

じており、システムの有用性を実感しているのではな

いだろうか。 

１．小児病棟内における看護師間の連携 

システムメンバーとして、看護師は医師に次いで多

く加わっており、虐待対応において重要な役割を期待

されているといえよう。特に小児病棟の看護師は、被

虐待児や家族に直接的なケアを通じて、発見や再発防

止に向けての支援を行える唯一の職種である。他者に

対する不信感の強い被虐待児やその家族に対し、一貫

したケアを提供することが医療者に対する安心感につ

ながる。特に、病棟の看護師は３交替勤務制であり、

プライマリーが常にケアを提供できる体制ではない。

一貫したケアを提供するためにはカンファレンスや記

録が重要である。しかし、被虐待児や家族の一般状態

や言動の記録に比べ、彼らへのケア内容や、ケアに対

する反応の記録は少なく、カンファレンスも問題を起

こしたときのみと回答したものが多かった。キャッチ

した情報を速やかに共有し、彼らに継続的な関わりを

提供するためには、記録形式を工夫したり、定例でカ

ンファレンスをもつ必要があると思われる。さらに、

被虐待児や家族へのケアは看護師自身にさまざまな感

情や葛藤を生じさせる。そのような看護師自身の否定

的な感情をコントロールしなければならず 8)、感情を

表出したり、スーパーバイズを受ける場が必要である。

カンファレンスはそのためにも非常に重要な機会であ

ると考えられる。 

２．小児病棟と産科病棟・外来・保健所での看護職間

の連携 

産科病棟保健所から小児病棟への連絡は、9 割程度

が看護職からの連絡であるが、外来からの連絡は医師

のみの場合も少なくなかった。また、その連絡を病棟

側で受けたのは看護師が多いが、保健所からの連絡は

医師のみが受けることも多く、看護職間が十分とは言

えなかった。そのためか、連絡方法が「口頭のみ」で

あったり、「『虐待である』との事実のみ」の連絡に

止まっている場合も少なくなかった。 

逆に、小児病棟からの連絡は、いずれの部署に対し

ても看護職への連絡をしていたが、特に、保健所へは

看護職の独自の判断で連絡している場合は少なかっ

た。保健所は院外の機関であり、連絡には慎重になら

ざるを得ない状況があるのではないだろうか。また、

システムが存在している病院においてはその組織を経

由して他機関へ連絡をとることも考えられる。しかし、

連絡が口頭のみで行われている場合も４割近くあった

り、連絡内容も子どもや家族の様子に比べ、子どもや

家族へのケアや反応が少ないことから、ケアにつなが

る連絡になり得ていないことが伺えた。 

看護師が被虐待児や家族に対応するときに困難な

ことが多い。その理由として、被虐待児と家族の言動

を理解しにくいことや彼らの他者に対する強い不信感

などがあるためといわれている 9)。複雑な被虐待児や

家族の全体像を理解したり、ケアの方針を一致させる

ためには、看護職間で彼らのアセスメントとともにケ

ア内容やケアに対する彼らの反応共有も重要であると

考える。さらに、他者に対する不信感の強い被虐待児

や家族に対しては、やはり長期にわたって彼らに寄り

添った忍耐強い関わりが必要で、妊娠から育児を通じ

て一貫したケアを継続させていかなければならない。

妊娠から育児を通じて母親と も関わりをもつ専門職

である看護職間が連携をもつことによって、彼らとの

信頼関係を培うことも可能になる。 

以上のことから、虐待対応の病院システムは徐々に

できてきており、早期に発見する力はできつつある。

しかし、システムの有無によって看護職間の連絡に差



滋賀医科大学看護学ジャーナル,5(1),132-137 

－ 137 － 

は認められず、他の項目に比べ被虐待児や家族に対す

るケア内容を連絡している看護師が少なかったことか

ら、看護職間での有機的な連携ができていないことが

明らかになった。今後、子ども虐待に対する早期に看

護職間の連携システムの早期の確立が望まれる。 

 

Ⅳ研究の限界と課題 

本研究は対象数が少なく、システムの有無による比

較検討が十分できなかった。今後はさらに対象数を増

やして調査を行う必要がある。 

 

Ⅴ結論 

虐待対応の院内システムに関して、小児病棟の看護

師を対象とした調査から以下のことが明らかになっ

た。 

１．院内に虐待対応のシステムが確立していたのは

23.8%であり、システムのメンバーとして看護師が

加わっていたのは 82.5%であり、医師に次いで多か

った。 

２．「システム有」群の方が有意に被虐待児の入院が

多かった。 

３．産科病棟と保健所から小児病棟への連絡は看護職

からが多いが、外来からは医師からの連絡が多かっ

た。小児病棟側で連絡を受けたのは、産科病棟と外

来からの連絡は看護師が多かったが、保健所からの

連絡には医師が対応した場合も27.3%あった。 

４．産科病棟・外来・保健所から小児病棟への連絡方

法は 41.7%～７6.1%が近くが口頭のみによるもので

あり、外来からの連絡は「虐待」との事実のみの場

合も36.7%あった。 

５．小児病棟からの産科病棟・外来・保健所への連絡

は、ほとんどが看護職に行っていたが、他機関であ

る保健所に対しても口頭のみの場合が 37.0%あっ

た。連絡内容は、被虐待児の様子や家族の様子に比

べ、彼らへのケアについて連絡しているものは減少

した。 

 

 本研究は、平成16～18年度科学研究費助成金（基 

盤研究(C)研究代表者：楢木野裕美）の助成を受け 

て実施した。 
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我が国の看護系大学における倫理教育の現状と課題 

－過去5年間の先行研究の文献検討より－(資料) 

 

新井 龍 

滋賀医科大学医学部看護学科基礎看護学講座 

要旨 

看護系大学は2006年に146校に増加しているものの、倫理教育について大学教育独自の教授方法、教授する時期について研究は少

ない。そのため今回大学教育における倫理教育の現状を把握するために、過去の文献より検討することとした。医学中央雑誌 web 版

にて「看護教育」「倫理」「大学」をキーワードとし研究者の属性を教育機関(大学)に限定し検索した結果、29の文献を得た。その内、

対象が学生であった文献16件を対象に文献検討を行った。文献検討により得られた結果として、看護倫理教育に関する研究は学生の

倫理的問題に対する意識の調査を行っている段階であること、学年によって倫理的課題が異なること、倫理教育の教育方法について

研究の蓄積が少ないことが明らかとなった。大学教育においての看護倫理教育は一つの講義・授業にて完結するものでなく、一般教

養など多くの知識を踏まえた上で行い、倫理的問題を考える際、学生がより多くの視点を持てるよう教授する必要がある。 

 

キーワード 看護教育 倫理 大学 

 

はじめに 

看護師は専門職として、国際看護師協会が「看護師の

倫理綱領」を1953 年に採択し2005 年改訂している。日

本看護協会も「看護者の倫理綱領」を 1988 年に策定し

2003 年に改訂している 1⁾。そして倫理教育についても

2004 年文部科学省より「看護学教育の在り方に関する検

討会」の報告書「看護実践能力の充実に向けた大学卒業

時の到達目標」により、倫理の教育方法と評価が具体的

に示され、今後の課題として提案されている。しかし現

在、看護倫理という言葉自体が不明瞭なまま、共通理解

に至っていないことが指摘している 2⁾。また、大学にお

いて、看護倫理学についての教育は教授方法、内容、実

施する時期など明確にされておらず 3⁾、大学・教員によ

って看護倫理の捉え方がさまざまであり、教育方法も手

探り状態であると指摘されている 4⁾。本来、倫理・道徳

を考えたときに、その背景には歴史、社会学、哲学、文

化人類学、宗教学など多様な基礎知識が必要であること

も報告している5⁾6⁾。 

看護倫理教育は、一つの科目で完結するものではなく、

看護教育全体に通底する問題であると考える。それは看

護自体、本質的に倫理的であることが要求される営みで

あるためである。看護は、人間関係を基盤とし、安全安

楽を提供するために、常に相対的な倫理上の判断が繰り

返される倫理的実践過程であるとしている7⁾。 

そのため、1990 年以降急激に増加している看護系大学

において8)、大学教育としての看護倫理教育を実施する時

期、教授方法を確立することは急務であると考えられる。

今まで大学教育における看護倫理教育の独自性を研究し

た文献は少なかった。よって今回、今後の看護倫理教育

の教授方法・教授する適切な時期を確立するために過去

の文献より、看護系大学における倫理教育の現状と課題

について検討した。 

 

研究目的 

 文献から我が国の看護系大学の倫理教育の現状を明ら

かにする。 

 

言葉の操作上の定義 

看護倫理：看護職者としての行動規範である職業倫理と、

個人の看護観からなるもの9)。  

看護倫理教育：看護実践における人間らしさを実現させ

る倫理の概念を形成させ、発展・深化させること2⁾。 

 

研究方法 

１．対象  

医学中央雑誌web版Ver.4にて、「看護教育」「倫理」「大

学」をキーワードとする文献のうち、2001年～2006年に、

研究者の所属が教育機関(大学)であり、研究対象が学生

であった文献を対象とした。 

２．調査期間 

2006年11～12月 
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３．分析方法 

 本研究では、大学教育における看護倫理教育の現状を

把握するために、学生に対しどの時期に看護倫理教育を

実施し、どのような方法であったかを分析する。また、

2001 年以降の看護倫理教育の研究の蓄積を把握するため

に文献の数について検討する。よって、「研究文献数」「調

査した学生の時期」を分析項目とし、「調査した学生の時

期」については学生のレディネスや臨地実習を考慮し、

1・2年次と3・4年次に分けて内容の分析をした。 

 

結果・考察 

１．研究文献数 

医学中央雑誌web版にて「看護教育」「倫理」をキーワ

ードとし、原著論文、抄録ありにて検索をした結果 130

件であった。「看護教育」「倫理」「大学」をキーワードと

した結果では96件であった。96件の中に大学病院付属の

専門学校対象の文献が含まれていたため、研究者の属性

を教育機関(大学)に限定した。その結果、研究者が教育

機関(大学)の文献は29件であり、学生を対象とした文献

は16件、教員を対象とした文献6件、文献検討は7件で

あった。 

対象とした文献の掲載年度で見てみると、2001 年～

2002 年は対象となる文献は存在せず、原著論文以外の報

告、解説または短期大学・専門学校の原著論文のみであ

った。研究者の属性が研究機関(大学)であった文献は

2003年4件、2004年7件、2005年13件、2006年5件と

増加傾向にあった。 

｢看護｣「倫理」をキーワードとする文献は2001年に年

間24件であったが、2003年には64件となり2005年には

106件となり関心が高まっていることが伺える。内容は研

究倫理、個人情報の保護、看護教育、出生前診断、延命

治療、急性期看護、終末期看護など多岐に渡る。これら

は医療技術の進歩、経済構造の変化や医療制度の改革、

患者の権利意識の向上など医療を取り巻く環境の変化が

大きく影響を与えていると考えられる。また、臨床の看

護師にも今までの業務だけでなく患者の権利を擁護者と

しての存在価値も見出されたことも、看護倫理への関心

が高まったことも要因であると考えられる。 

そして看護系大学は1997年に52校、2006年には146

校に増加し、卒業者数も1327 名から8091 名へ増加して

いる。また、2005年には大学院修士課程も80校を超え増

加している。そのような中、研究機関(大学)における看

護倫理を対象とした研究は、大学設置数や倫理全体の研

究の伸び率よりも少ない傾向にあった。 

  

 

２．調査した学生の時期 

 研究機関(大学)における学生を対象とした文献16件の

うち 8 件が、実習の中で学生が感じ取った倫理的問題に

対する質問調査、面接をするものであった。8件のうち、

基礎看護学実習を対象とした文献は 1 件のみであり、臨

地実習(成人・老年看護実習・演習)を対象とした文献は6

件であった。残り 1 件は全学年を対象としたアンケート

であった。 

臨地実習を対象としていない文献は 7 件であった。そ

の内、学生の倫理観を横断的に調査したものは 6 文献、

縦断的に学生の倫理観の変化を調査したものは 1 文献の

みであった。アンケート結果も踏まえ、1・2年次と3・4

年次に分けて考察する。 

 

１）1・2年次 

1・2年次の基礎看護学実習において学生が捉えた倫理

的問題として、プライバシーの保護やケアの個別性など

個人の尊厳の保護について倫理的問題意識を持ち、医療

従事者としての立場より患者やその家族側としての立場

から捉えている傾向があった。しかし、学生の知識・技

術の不足によって臨床で起こっている倫理的問題に気が

つかないという記述も見られた10⁾。 

 1・2年生が持つ道徳性は、コールバーグ理論「慣習的

水準：法と秩序の維持」の第 4 段階に位置していたこと
11)から、法など社会的ルールを守ることは善とされてい

るものの、自律し個人の尊厳を重視することや、法や規

則は状況によっては変えられるという思考にまで発達し

ていないと考えられた。また、周囲との和を大切にし、

人間関係が原因で、理想のケアを提供できない葛藤があ

るという記述が見られた 4⁾。この問題を考えるとき、個

人の権利の尊重だけでなく、日本には「世間」12)という

独自の文化背景があることも考慮しなければならない。

個人主義が中心の西欧文化を取り入れた倫理観でなく、

日本独自の周囲との人間関係を重んじる文化があるとい

う歴史的な社会背景の教育も今後の倫理教育に必要であ

ると考える。 

 

２）3・4年次 

 3･4年次の学生対象の文献では、1･2年次同様に日常の

生活援助の際に倫理的問題を見出す記述があった 13)。ま

た学生は急性期看護実習の中において、患者を取り巻く

環境についての配慮なども倫理的問題意識として挙げて

いた 14)。4 年次になると臨地実習を終えていること、倫

理学、看護管理の授業を修了していることもあり医療者

側からの視点として、家族への配慮などに関する倫理的

問題意識を挙げていた15⁾。しかし学生は、カンファレン

ス後に倫理的に問題であると理解していても対応策を明

確に示すことが出来ていなかった。実際にどのように行

動するかまでは考察できておらず困惑していた13⁾。この

問題は、今まで経験した受身的な講義や授業の学習形態
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が要因になっているためと考えられる。受身的な姿勢で

はなく、自分からどのように行動するかを考えるために

は、参加型の授業や、具体的な事例を用いたグループ討

議、臨地実習における臨床指導者や教員へのロールモデ

ル行動16)が重要になると考えられる。 

また、看護大学生が倫理的課題に対する認知と行動は

経年的に変化し、その要因として授業や実習、実体験の

影響が強いとしている17⁾18⁾。「倫理観、道徳観は教育よ

りも実体験から培われる」ことを踏まえ、学生の実体験

を取り入れた看護倫理教育 17)が必要であると考えられた。 

  

今回対象とした文献では、教育方法を検討したものは

グループワークの有効性を検討していた 1 件のみであっ

た19⁾。しかし、16件全ての文献において看護倫理教育を

行うためには、倫理的問題を体験させる必要性を示唆し

ていた。これは先行研究でも得られたように、臨地実習

による体験を看護倫理教育に活かすことが考えられる。

しかし、臨地実習を対象とした文献では、実習期間中だ

けの指導にとどまらず、事前に倫理的問題意識を持って

臨地実習に臨むこと、臨地実習終了後に学生同士で話し

合い学びを共有することも提言されていた。看護教育学

においての臨地実習は授業形態の一つと定義されており
3)、講義や演習と連携し科学的根拠に基づいた知識を提供

する場である。そのため独立した学科目とならず、習得

した知識・技術を統合する場である。実習で生じた現象

全てが教材であり、学習目標達成を目指す授業とされて

いる。看護倫理教育においても、臨地実習や一科目の講

義にて完結するものではないため、今後はより多くの領

域において、講義のさい看護倫理を意識した教授が必要

になると考えられる。また、看護倫理は社会・時代背景

に大きく左右されるため、学生が常に正しいかどうかを

考えることができるような指導2)が必要であると考える。

そのため、看護倫理教育は一科目のみの検証ではなく、

他の講義・授業との連携がどのようになっているかを検

討していく必要が示唆される。 

 

結論 

 我が国の看護系大学における倫理教育の文献検討を実

施した結果、以下の現状が明らかとなった。 

1) 学生の倫理的問題意識を調査する研究が 16 件中 15

件であった。 

2) 1・2 年次の学生は知識不足の中、今までの経験から

倫理的問題について考察していた。 

3) 3・4 年次において知識は増加し倫理的問題に敏感に

なるが、実際にどのように問題を解決するか明確に

示せず困惑していた。 

4) 看護倫理教育の教授方法についての研究は1件のみ 

であった。 

現在、大学教育における倫理教育に関する研究は、文

部科学省の2004年「看護学教育の在り方に関する検討会」

の報告書において提言されているものの、学生の倫理的

問題意識の調査が中心であった。そのため大学教育にお

ける看護倫理の教育についての研究を発展させる必要が

ある。そして、倫理的問題を考える際、看護学や臨地実

習の体験だけでなく、一般教養の知識を踏まえ、患者を

全人的に、より多面的な視点から理解することが必要で

ある。より多くの視点を学生に持たせ、看護実践には常

に倫理的な問題が存在することを教授することが、大学

教育において倫理教育の課題であると考えられた。 
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3)杉森みど里，舟島なをみ：看護教育学 第4版． 

472-484，医学書院,東京，2005． 

4) 田口玲子，渡辺岸子，尾崎フサ子：「看護における倫

理的問題」に対する看護学生の認識(その2)意思決定に

影響を及ぼす価値の対立に焦点を当てて． 

新潟大学医学部保険学科紀要，8(2)，31-39，2006． 

5)大谷藤郎：医の倫理と人権－共に生きる社会へ－.  

82-89，医療文化社，東京，2005． 

6)永田まなみ，柊中智恵子，千場直美：日本における看

護哲学の確立に向けての基礎的研究－この10年間の医

学中央雑誌 web 版によるキーワード検索に基づく考察

－．熊本大学医学部保健学科紀要，1，27-38，2005． 

7)大日向輝美：看護倫理教育における歴史性・社会性の

問題．91－108，教授学の探求，21，2004 

8)監修 看護問題研究会：平成 18 年看護関係統計資料

集．116-167，日本看護協会出版会，2006． 

9)山田聡子，波多野梗子，小野寺杜紀：実習場面におけ

る看護倫理教育に関する研究(第 2 報)－倫理的課題別

指導者の認識内容とその比較－．日本看護学教育学会

誌，9(3)，1－13，1999 

10)佐藤友美：看護学生が捉えた倫理的問題－基礎看護

学実習の体験の中で－.日本看護科学会誌，25(3)，92

－95，2005． 

11)堀口雅美，大日向輝美，木口幸子，田野英里香，福

良薫，稲葉佳江：本学看護学科 1・2 年次学生の道徳

的推論．札幌医科大学保健医療学部紀要，7，97-104， 

2004. 

12)阿部謹也：世間とは何か．講談社現代新書，東京，1995. 

13)小野光美，浅井さおり，原祥子，沼本教子：老人看

護学実習における倫理的課題の関する学習内容の分
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析．神戸市看護大学紀要，9，75-84，2005. 

14)佐藤ゆかり，内藤明子，山口千秋：クリティカルケ

ア実習における学生内容の検討 実習記録とアンケ

ートの分析から． 

愛知医科大学看護学部紀要，3，57-71，2004. 

15)遠藤みどり，中込洋美：周手術期看護の演習終了後

における学生の学び 倫理的視点からの内容分析． 

山梨県立看護大学紀要，7，51-62，2005. 

16)村上みち子：いま、考えてほしい倫理の問題 看護学

教員の倫理的行動． 

臨床看護，32，(5)，777-782，2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17)木下里美，小野寺杜紀，藤原恭子：倫理的課題に対

する看護大学生の認知と行動 4 年間の経年的変化と

影響要因．埼玉県立大学紀要，5，125-132，2004. 

18)藤原恭子，小野寺杜紀，木下里美：看護大学生の倫

理的思考に関する検討－1年生と4年生との比較－． 

埼玉県立大学紀要，6，39-46，2004． 

19)本吉美也子：看護学生の学習の取り組みに影響する

要因の研究． 

札幌医科大学保健医療学部紀要，7，55‐61，2004． 
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「滋賀医科大学看護学ジャーナル」投稿規定 

 

Ⅰ 本誌の和文名称は「滋賀医科大学看護学ジャーナル」、 

英文名称は“Journal of Nursing, Shiga University of Medical Science”(JN-SUMS)とし、 

原則として 1年に 1回発行する。 

 

Ⅱ 本誌発行の目的は次の通りとする。 

  1. 看護学の学術的な発展に寄与する。 

  2. 研究発表の場を提供するとともに、学際的な共同研究活動を促進する。 

  3. 研究・教育活動の成果をひろく社会へ還元する。 

 

Ⅲ 掲載される原稿は次の通りとする。 

看護学ならびに看護学に関連する研究領域で、次の範囲に含まれるものとする。 

投稿原稿は未発表で、かつ二重投稿していないものに限る。 

  1. 原著論文：独創的で新しい知見を含むもの 

  2. 報告、資料：研究として報告し記録にとどめる価値のあるもの 

  3. 総説、論説：研究の総括、文献についてまとめたものや提言など 

 

Ⅳ 投稿資格 

本誌の目的に合致しており、本学教員が関与した論文であることとする。 

 

Ⅴ 掲載の決定 

原稿の種類と投稿論文の採否は、査読者の意見を参考にして編集委員会が決定する。 

査読者は 2名とし、編集委員会が依頼した者が当たる。 

「看護学ジャーナル」に掲載された全論文の著作権は、滋賀医科大学に帰属する。 

製本と同時に PDF ファイルを作製して滋賀医科大学ホームページに掲載する。 

 

Ⅵ 執筆要領 

  1. 原稿提出時：製版用原稿 3部を提出する。フォーマットは 145～147 頁参照。 

          なお、投稿論文枚数は以下の通りとする。 

          原著論文：6 枚以内、報告、資料、総説、論説：4 枚以内。 

  2. 原稿提出時には、以下の事項を記載した用紙を添付する。 

   1) 表題 (和文と英文) 

   2) 著者名と所属部署名 

   3) 希望する原稿の種類  (原著論文、報告、資料、総説、論説) 

   4) 図表および写真などの枚数 

   5) 必要な別刷部数 

   6) 連絡先 (E-mail アドレスと電話) 
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  3. 原稿は原則として次の順序でまとめる。 

   1) 表題 

   2) 和文抄録：400 字程度 

3) キーワード：5語句以内 

   4) まえがき 

   5) 本論 

   6) むすび 

   7) 文献 

     8) 原著論文の場合：英文タイトル、英文著者名、英文所属名、英文抄録（250 語程度）を

文末につける。 

   9) 英文キーワード：5単語以内 

   10) 図表と説明文：図表および写真は必要最低限とし、図 1、表 1、写真 1 などの簡潔な表

題をつける。 

 

  4. 謝辞をつける場合は、査読段階では別紙にまとめる。 

 

  5. 文字と表記については以下の通りとする。 

    1) 外来語はカタカナで、外国人名や適当な日本語訳がない言葉は原則として活字体の原綴

りで書く。 

    2) 略語は初出時に正式用語で書く。 

 

Ⅶ 文献の書き方 

  文献は、本文中の引用順に該当箇所の右肩に1）、2）と上付で番号を付し、本文最後の文献欄に

引用順に一括して記載する。なお、著者名はすべて記載する。 

 

例：【雑誌の場合】 

1) 滋賀太郎，瀬田花子：高齢者のストレスの特徴とメンタルケア. 日本老人看護学会雑誌，8（3），

55-61，2003． 

2) Riggio R. E., Tucker J.：Social skills and deception ability. Personality and Social  

Psychology Bulletin，13，568-577，1987． 

 

  【書籍の場合】    

3) 滋賀太郎：臨床看護学ハンドブック．23-52，朝日書店，大阪，1995． 

 

   

【編集者の場合】   

4) 大津浜子：非言語コミュニケーションを用いた看護. 滋賀太郎，瀬田花子（編）：臨床看護 

技術 II，111-126，日本看護技術学会出版，東京，1998． 

5) Otsu H.: An approach to the study of pressure sore. In Suzuki Y., Seta H. (Eds): Clinical 
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Nursing Intervention，236-265，Nihon Academic Press．New York, 1966． 

 

  【電子文献の場合】 

6）ABC 看護学会：ABC 看護学会投稿マニュアル．2003-01-23（入手日） 

   http://www.abc.org/journal/manual.html    

                           

Ⅷ 最終の製版原稿の提出方法 

1．著作権譲渡同意書について、所定の様式により共著者全員の署名押印を添付する。 

2．査読者および編集委員会の指摘点を検討して修正し、製版した論文原稿のプリントと論文の

ファイルをフロッピーディスク（FD）、MOまたは USBフラッシュメモリーのいずれかに入れ

て提出する。FD、MO、USBには筆頭者氏名、パソコン機種 OS名、ソフト名を添付する。 

3．原稿は「製版原稿とFD（MO または USB）在中」と朱書きした封筒に入れて提出する。 

4．原稿の提出先ならびに問い合わせ先 

滋賀医科大学医学部 看護学科事務室気付 

「滋賀医科大学看護学ジャーナル」編集委員会 

Te1：077-548-2455 

 

Ⅸ 校正  

初校のみ著者がおこなう。 

 

Ⅹ 著者が負担すべき費用 

1. 別刷は実費にて作成することができる。 

2. 規定の枚数を超過した原稿・図表・カラー写真など印刷上特別な費用を必要とした場合は、 

著者負担とする。 

 

附則：この投稿規定は、平成17年4月1日から施行する。 

   平成18年4月一部改定する。 

 

                                              

http://www.abc.org/journal/manual.html
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●●●●●●●●●● 

 

●●●●１ ●●●●１ ●●●●１ ●●●●２ ●●●●２ 
１●●●●●講座 ２●●●●●講座 

 

要旨 

 あいうえお●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

キーワード：●●●●● 

 

まえがき 

 あいうえお●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

研究方法 

 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

結果 

 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

考察 

 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

結論 

 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

別紙１ 



●●●●● 
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

文献 

１）●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

２）●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

３）●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

４）●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

５）●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

 

 

 

 

注意 

１． 使用Wordsか一太郎が望ましい。 

その他のソフトに関しては要テストとなります。（Page makerは OKです。） 

 

２． １ページに数行だけはみ出す場合は、前ページの行間を調整してそのページに収めてください。 

 

３． できるだけ最終ページの左右カラムの長さを揃えてください。 

 

４． ＭＳ明朝以外のフォントを使用すると文字間が自動的に詰まる文字があり、各行の文字数が均一でなくなる

事があります。できるだけＭＳ明朝を使用してください。 

 

５． 画像を挿入したデータで入稿の場合は元の画像データ、または写真を添えてください。 

 

６． フォーマット済みの原稿ファイルとしてご提出下さい。 
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別紙２ 
  写真印刷フォーマット 

 

   タイトル（中央）14ポイント 

サブタイトル（中央）12ポイント 

  著者名（中央１行）12ポイント 

   所属講座名    12ポイント 

 抄録（和文）左寄せ9ポイント（400文字） 

         52文字X8行 

 キーワード：5個（左寄せ） 

10ポイント 10ポイント 

左2.0cm 

上2.5cm 

右2.0cm 

 

１行あける 

下2.5cm 0.7cm 

10ポイント 

 

24文字X48行 

（1152文字） 

10ポント 

 

24文字X48文字 

(1152文字) 

上2.5cm 

 

左2.0cm 

 
右2.0cm 

 

下2.5cm 

 

0.7cm 
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滋賀医科大学看護学ジャーナル第 5 巻 1 号 査読者名 
 

新井  龍  今本喜久子  上間 美穂  太田 節子  岡本 真優 
川井 八重  倉田真由美  佐伯 行一  坂口 桃子  作田 裕美 
高田 直子  瀧川  薫  但馬 直子  田畑 良宏  玉里八重子 
楢木野裕美  西尾ゆかり  秦  朝子  畑下 博世  菱田 知代 
百田 武司  宮松 直美  三宅 依子  宮田 久枝  盛永 美保 
安田  斎 

 
 
 
 

編 集 後 記 
 
 滋賀医科大学看護学ジャーナル第 5 巻第 1 号を無事刊行する運びとなりました。投稿く

ださいました多くの皆様、労をいとわずご懇篤な査読をお引き受けくださいました先生方

に感謝申し上げます。 
 大学や研究所が刊行する紀要の役割の一つに、その大学・研究所に所属する若い研究者

のための成果発表の場であることが挙げられます。編集委員会では、研究論文の質の追求

と同時に、この、「若手研究者が羽ばたく第一歩となりうる場の提供」を心に留めて作業

を進めてまいりました。自己責任と自立がもてはやされる昨今ではありますが、生命体と

しても、生活体としても、人間が相対的に自立していられる期間はそう長くはありません。

私たちは、誕生から成人まで、そして老いてセルフケアに困難をきたすようになってから

死に至るまでは、誰かのケアに支えられて生きていくのです。では、生産年齢といわれる

期間はまったく自立しているかと問われれば、否でありましょう。研究者の場合は特に自

立への道は果てしなく長く、そして険しいのが現実でしょう。滋賀医科大学看護学科の若

手研究者たちが、それぞれに学びあい、育ちあう切磋琢磨の場として、このジャーナルが

活かされることを祈りつつ、今後とも皆様の一層のご支援とご鞭撻をお願いいたします。 
作田 裕美  

 
 
「滋賀医科大学看護学ジャーナル」編集委員会 
委員長    安田  斎 
委 員    太田 節子 作田 裕美 盛永 美保 上間 美穂 高田 直子 
表紙デザイン 高谷裕紀子 
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